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学習上の留意事項 

 

１ 所得税は、租税のうちでも国民の関心が強い税目であり、所得税法は税務職員にとっての

基本的な知識として、必ず理解しておかなければならないものである。 

 しかし、所得税法の全てを理解することは容易ではない。そのため、この講本は、図解と

設例を多く取り入れながら、法文の構成にはこだわらずに記述している。 

２ この講本は全部で12章から成っているが、第４章から第８章までは特に説明した場合を除

き、居住者（原則として日本に住んでいる個人をいう。）に対する課税についてだけ記述し

ている。 

３ この講本の記述の構成は、原則として次のようになっている。 

⑴ 学習のポイント 

 その章又は節で学習する項目のポイントを掲げている。 

⑵ 本  文 

 税務職員として基本的に理解しておいてもらいたい事項については、大きな活字で記述

している。中でも特に重要な語句や専門用語などについては、ゴシック活字で示している。 

⑶ 注  書 

 本文を理解するために必要な事項等について記述している。 

⑷ 参  考 

 本文には最小限度必要な基本的事項しか記述していないので、本文を理解するために

知っておいた方が良いと思われる事項を記述している。 

⑸ 設例及び練習問題 

 具体的な事例に即して理解できるよう、講本中に例題を設けているので、別冊の問題集

とともに活用できる。 

⑹ 索  引 

 巻末に索引を設けているが、これは専門用語、重要事項など是非覚えておいてほしい項

目なので、理解度のチェックなど学習の際に利用することができる。 

４ 平成31年５月以降の元号の表示については、法律上の文言にかかわらず、「令和」で記述

している。 

 

持出可



 

 

凡  例 
 

１ この講本は、令和２年１月１日現在の法令及び通達に基づき作成している。 

 

２ 法令及び通達の略語は、次による。 

所法  ＝所得税法（昭和40年３月31日法律第33号） 

所令  ＝所得税法施行令（昭和40年３月31日政令第96号） 

所規  ＝所得税法施行規則（昭和40年３月31日大蔵省令第11号） 

所基通 ＝所得税基本通達（昭和45年７月１日直審（所）30号（例規)) 

耐令  ＝減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年３月31日大蔵省令第15号） 

耐通  ＝耐用年数の適用等に関する取扱通達（昭和45年５月25日直法425（例規)) 

通則法 ＝国税通則法（昭和37年４月２日法律第66号） 

通則令 ＝国税通則法施行令（昭和37年４月２日政令第135号） 

措法  ＝租税特別措置法（昭和32年３月31日法律第26号） 

措令  ＝租税特別措置法施行令（昭和32年３月31日政令第43号） 

措規  ＝租税特別措置法規則（昭和32年３月31日政令第15号） 

措通  ＝租税特別措置法関係通達（昭和46年８月26日直所４－５外（例規)) 

相法  ＝相続税法（昭和25年３月31日法律第73号） 

法法  ＝法人税法（昭和40年３月31日法律第34号） 

旧犯法 ＝国税犯則取締法 

国外送金等調書法＝内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の 

提出等に関する法律（平成９年12月５日法律第110号） 

震災特例法＝東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 

震災特例令＝東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施 

行令 

震災特例規＝東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施 

行規則 

復興財確法＝東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確 

保に関する特別措置法（平成23年12月２日法律第117号） 

平〇改正所法（令）附則＝平成〇年所得税法（施行令）等の一部を改正する法律（政令） 

附則 

 

３ 条文の符号 

１、２＝条を示す。 

①、②＝項を示す。 

一、二＝号を示す。 

〈引用例〉 

所法９①三＝所得税法第９条第１項第３号 

 

４ 源泉徴収税率の表記 

所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の計算に当たり、支払金額等に一定の税率を

乗じる場合のその税率については、原則として所得税と復興特別所得税を併せた合計の税

率により表記している。 

また、所得税と復興特別所得税を併せた合計の税率を説明している箇所については、そ

の根拠規定となる「復興財確法28①②、31①②」の記載を省略している。 
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第１章 ⥲ 説 

 

第１節 所得税の意⩏と特Ⰽ 

 現在、ᡃが国の租税体⣔は、所得税、法人税を基ᖿとする直᥋税中心の租税構㐀に

なっている。この節では、所得税の意⩏と特Ⰽについて学習する。 

学習のポイント 

１ 所得税とは、どのような租税か 

２ 所得税の特Ⰽはఱか 

３ 所得税法の規定のᰕはఱか 

 

㸯 ᡤᚓ⛯ 

所得税は、原則として個人の所得に対して課ࡉれる租税であり、法人の所得に課ࡉれ

る法人税と୪んで直᥋税の௦表的なᏑ在である。 

 所得税の税収は、ᡃが国のண算において、租税及び༳⣬収入の31�9㸣に当たり、

ᾘ㈝税の31�0㸣とともに大きな๭合を༨めている重要な租税である。 

なお、⤥୚所得者のうち平成30年において源泉徴収により所得税を⣡௜している

者が4�278୓人に、また、平成30年ศの⏦࿌所得税の確定⏦࿌人員が2�219୓人に上

ることからࡳても、国民⏕活に最もᐦ╔し、国民の関心がとりわけ㧗い租税である。 

（ࠗ民㛫⤥୚実ែ⤫計調ᰝ⤖ᯝ࠘ࠗ⤫計年ሗ࠘�国税ᗇ+3)のࢱ࣮ࢹを引用） 

 

 

 

�㺀平成31年度租税及び༳⣬収入ᴫ算㺁�財務省+3)のࢱ࣮ࢹを引用)    

所得税
199�340
31�9�

法人税
128�580
20�6�

相続税
22�320
3�6�

ᾘ㈝税
193�920
31�0�

᥹ⓎἜ税
23�030
3�7�

㓇税
12�710
2�0�

༳⣬収入
10�490
1�7�

たばこ税
8�890
1�4�

関税
10�340
1�7�

⮬ື㌴重㔞税
3�760
0�6�

その௚
11�570
1�9�

平成31年度 租税及び༳⣬収入の内ヂ（一⯡఍計ண算額㸸合計62�5඙෇） 

（༢఩㸸൨෇） 
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㸰 ᡤᚓ⛯の≉Ⰽ 

租税の理ᛕとして、最も重要なことは「㈇ᢸのබᖹ」ということであり、租税の

㈇ᢸがබ平であるということは、⣡税者がྛ⮬のᢸ税ຊにᛂじて租税を㈇ᢸするこ

とである。したがって、租税は、ྛ ⣡税者のᢸ税ຊをᛅ実に表示するᣦᶆを取上げ、

これを課税の対㇟とする必要がある。 

 所得税は、個人の「所得」そのものをᢸ税ຊのᣦᶆとして取り上げているとこࢁ

にその特Ⰽがある。 

個人のᢸ税ຊを示すᣦᶆとしては、「所得」以外にも「資産」や「ᾘ㈝」などが

⪃えられる。しかし、「資産」はその人の所得⋓得⬟ຊすなわち「人のാき」とい

う人的資産をྵまないⅬで、また、「ᾘ㈝」は㈓⵳にᅇࡉれたศが⪃៖ࡉれないと

いうⅬで、その年のその人のᢸ税ຊを全体としてᢕᥱするには୙༑ศなものである。 

ᚑ᮶、その人の収入の大小を示す「所得」がᢸ税ຊのᣦᶆとして最も適ษなもの

と一⯡に⪃えられており、「㈇ᢸのබ平」の理ᛕにἢった税として、所得税が多く

のඛ㐍ㅖ国の税ไで中心的ᆅ఩を༨めていた。しかしながら、㏆年、所得税率の平

‽໬や税ไの⡆⣲໬、⤒῭࡬の中❧ᛶを確保するといった基本理ᛕがほࡰඛ㐍国ඹ

通のὶれとなり、ᡃが国においても昭和63年度の税ไ改正でᾘ㈝税の๰設とともに

所得税の㈇ᢸの㍍減などが図られた。 

ᢸ税ຊのᣦᶆ 租  税  の  ✀  㢮 

所  得 所得税、法人税 
直 ᥋ 税 

資  産 相続税、㉗୚税 

ᾘ  ㈝ ᾘ㈝税など 
㛫 ᥋ 税 

取  引 ༳⣬税 

 

㸱 ᡤᚓ⛯ἲのつᐃのᰕ 

  現行所得税法は、租税㈇ᢸのබ平、

すなわちᛂ⬟㈇ᢸの目的をより良く達

成するため、次のㅖⅬをᰕとして規定

している。 

⑴ ᡤᚓの⥲ྜ 

 所得税は、原則として、その個人に

ᖐᒓする所得を全て⥲合し、所得の額

すなわちᢸ税ຊの大きࡉを的確にᢕ

ᥱした上で課税するというᘓ๓を

᥇っている。 

⑵ ㉸㐣⣼㐍⛯⋡の㐺⏝ 

 所得税の税率は、所得の大小にか

かわらず一律に一定税率を課するẚ

 

税率は、所得が多くなるにしたがってẁ㝵的に㧗く

なる㉸㐣⣼㐍税率となっており、⣡税者がその支払⬟

ຊにᛂじてබ平に税を㈇ᢸする௙⤌ࡳとなっている。

例えば、課税所得金額が1�000୓෇の場合に適用ࡉれる

税率等は次のようになる。 

 

 

    

 
 
 
     

⛯  㢠 
      

ձ���୓෇�
�㸣

   ������෇
 

  ճ���୓෇�
��㸣 

     �������෇ 
  

  
ղ���୓෇���㸣

 �������෇
մ���୓෇���㸣 

 �������෇ 
 

 

ձ㸩ղ㸩ճ㸩մ㸩յ㸻���������෇㸦⛯㢠㸧 
յ���୓෇���㸣 

 �������෇ 

 
�注� ᖹᡂ��ᖺᗘの⛯ไᨵṇࠊ࡚࠸࠾࡟ᅜ࣭ᆅ᪉の୕఩୍యᨵ㠉㸦ᅜ

ᗜ⿵ຓ㈇ᢸ㔠のᨵ㠉࣭ᆅ᪉஺௜⛯のᨵ㠉࣭⛯※⛣ㆡࡴྵࢆ⛯※
㓄ศのぢ┤ࡋ㸧の୍⎔ࠊ࡚ࡋ࡜ᡤᚓ⛯ࡽ࠿ಶேఫẸ⛯࡬の本᱁
ⓗ࡞⛯※⛣ㆡࡀᐇ᪋ࠊࢀࡉᖹᡂ��ᖺศࡽ࠿の⛯⋡ࠊࡣ�㸣㹼��㸣
の㸴ẁ㝵ไ࡟ᨵࠋࡓࢀࡽࡵ 

ㄢ⛯ᡤᚓ�����୓෇ࠊ࡚࠸࠾࡟ᖹᡂ��ᖺᗘの⛯ไᨵṇࠊのᚋࡑ   
㉸࡚࠸ࡘ࡟��㸣の⛯⋡ࡀ設ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࢀࡽࡅ⌧ᅾࡣ㸵ẁ㝵
ไࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㸦ᡤἲ��㸧ࠋ 

㸯� ㄢ⛯⥲ᡤᚓ㔠�㸰ࠕ㸴❶➨㸯⠇➨ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ヲ⣽ࠊ࠾࡞   
㢠及びㄢ⛯㏥⫋ᡤᚓ㔠㢠࡟ᑐࡿࡍ⛯㢠ࠖ࡟グ㍕ࠋࡿ࠸࡚ࡋ 

㉸㐣⣼㐍⛯⋡ 

���୓෇ ���୓෇ �����୓෇���୓෇ ���୓෇ 
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例税率でなく、所得がቑຍするにつれて、そのቑຍ部ศに、㡰次、㧗い税率を適

用するというไ度を᥇っている。これを「㉸㐣⣼㐍税率」という。したがって、

所得の大きい者ほど金額においてはもちࢁんのこと、その所得に対する๭合にお

いて、より多くの所得税を㈇ᢸすることになる。このことから㉸㐣⣼㐍税率は、

所得෌ศ㓄など財政政策上からも᭷ຠなᶵ⬟をᯝたしている。 

⑶ ୡᖏᵓᡂの考៖ 

 ᐙ᪘の⏕活のための㈝用を⪃៖して、ྛ人の所得のうち一定の金額が課税の対

㇟から除外ࡉれている。㓄അ者᥍除、㓄അ者特別᥍除、ᢇ㣴᥍除及び基♏᥍除が

これに当たる（所法83、83の２、84、86）。 

⑷ ಶேⓗ஦᝟の考៖ 

 所得の額がྠじであっても、ྛ人の置かれた≧ἣによって税㈇ᢸを㍍減するた

めの措置が᥇られている。㞧ᦆ᥍除、་⒪㈝᥍除、㞀ᐖ者᥍除、ᐻ፬（ᐻኵ）᥍

除及び໅ປ学⏕᥍除がこれに当たる（所法72、73、79、81、82）。 

第２節 所得のᴫᛕ 

 この節では、所得税が課税ࡉれる「所得」とはどういうものかについて学習する。 

学習のポイント 

１ 所得とは、どのようなものか 

２ 所得税法上の所得とはఱか 

 

㸯 ᡤᚓ 

「所得とはఱか」ということについては、多くの財政学者が説いており、なかで

も所得源泉説、⣧資産ቑຍ説がその௦表的な学説として説明ࡉれてきた。しかし、

この学説のうちのいずれによっても現行の所得税法の所得のᴫᛕを༑ศに説明でき

るものではない。所得税法上の「所得とはఱか」を知ࢁうとするには、所得税法の

規定に基づいてồめられる所得を、ఱらかのまとまった⪃え方によって集⣙するこ

とが本᮶の➽㐨である。 

とこࢁで、所得税法では、所得の✀㢮を利Ꮚ所得、㓄当所得、୙ື産所得、事ᴗ

所得、⤥୚所得、㏥職所得、ᒣᯘ所得、ㆡΏ所得、一時所得及び㞧所得の10✀㢮に

ศ㢮して規定しているが、このうち９✀㢮の所得については個別にその所得の内容

を規定し、そのいずれにもヱ当しない所得を「㞧所得」とするというようにໟᣓ的

にᤕらえようとしている。 

また、所得税法第９条で非課税所得が多数ิᣲࡉれていることを併せ⪃えると、

所得の⏕じる原ᅉを限定しない内容で所得をᤊえており、その内容は♫఍通ᛕに

よっているものと⪃えられる。 
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ここで、⚾たちの現実の♫఍を═めた場合、人は఍♫に໅めて⤥୚を得たり、  

事ᴗをႠんで利┈を上げたり、⮬ศの財産をᢞ資して利Ꮚや㓄当を得るなどのᙧで

それࡒれ⤒῭的な利┈を得ている。所得のᴫᛕは、元᮶、⤒῭ᴫᛕであるが、その

内容はある個人についてⓎ⏕したこれらの⤒῭的な利┈であり、この⤒῭的利┈を

♫఍通ᛕ上「所得」と࿧んでいる。 

（ὀ）所得源泉説とは、年ࠎ⥅続して⧞り㏉しⓎ⏕する⤒῭的利┈だけが所得であり、財産の༢なるㆡΏ等で臨時

的に得たものは所得ではないという⪃え方。 

 一方、⣧資産ቑຍ説とは、その⤒῭的利┈がどのような原ᅉでⓎ⏕したものかを一ษ問わずに、一定ᮇ㛫に

おいて資産額から㈇മ額を᥍除した⣧資産がቑຍしている場合に、所得があるとする⪃え方。 

 

㸰 ᡤᚓ⛯ἲୖのᡤᚓ 

所得税法は、所得を１ᬺ年（１月１日から12月31日まで）ࡈとに༊ษってᢕᥱし

ているが、⤒῭的利┈をこの一定ᮇ㛫に限ってࡳると、⤒῭ຊの⵳✚としてᤊえる

ことができる。したがって、所得税法上の所得とは、１年㛫にᙧ成ࡉれたྛ人の⤒

῭ຊのቑຍであると一ᛂ定⩏することができる。 

 また、現行所得税法は、その所得の基ᅉとなった行Ⅽが適法であるかどうかを  

問わないこととࡉれている。したがって、適法でない行Ⅽ（例えば、㉃༤等）から

⏕じた収入であっても、現に⤒῭的利┈が⏕じている限り所得となる（所基通36�１）。 

 

第３節 非課税所得 

 所得税法は、特定の所得を課税の対㇟から除いている。この節では、その非課税所

得の㊃᪨及び内容について学習する。 

学習のポイント 

１ 非課税所得とは、どのようなものか 

２ 非課税所得の✀㢮と根拠は、どのようになっているのか 

３ 非課税所得に係るᦆኻの計算除外とは、どのようなことか 

 

㸯 㠀ㄢ⛯ᡤᚓ 

所得税は、原則として個人の１ᬺ年の全ての所得に

対して課税することとࡉれているが、特定の所得に 

ついては、♫఍政策その௚のぢᆅから、所得税を課ࡉ

ないこととしている。これを「㠀ㄢ⛯ᡤᚓ」という。

原則として、ఱらのᡭ続を要することなく、課税の  

対㇟から除外ࡉれ、課税しないこととࡉれている。 

（ὀ）「ච税所得」とは、産ᴗ政策その௚のぢᆅから確定⏦࿌書࡬の記載等を要௳として所得税がච除ࡉれる所得

をいう。これには、⫗用∵の኎却による㎰ᴗ所得の課税の特例（措法25）がある㹿 
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㸰 㠀ㄢ⛯ᡤᚓの✀㢮࡜᰿ᣐ 

非課税とࡉれる所得は、所得税法及び租税特別措置法のほか、その௚の法律に  

規定ࡉれている。非課税所得は、原則として、これらの法律に規定ࡉれているもの

に限られる。その୺なものを㊃᪨別にศ㢮すると、次のとおりである。 
  

非課税の㊃᪨ 非 課 税 所 得 の 項 目 及び 内 容 

օ  㞀 ᐖ者 等

の 税 ㈇ ᢸ の

㍍ 減 及 び ㈓

⵳ ዡ ບ 策 に

基づくもの 

イ 㞀ᐖ者等のᑡ額㡸金の利Ꮚ所得等（所法10、措法３の４） 

ࣟ 㞀ᐖ者等のᑡ額බമの利Ꮚ（措法４） 

（ὀ）上記のイ、ࣟのྛ元本の合計額は350୓෇まで。 

 (措法４の２�໅ປ者財産ᙧ成住Ꮿ㈓⵳の利Ꮚ所得等 ࣁ

 (措法４の３�໅ປ者財産ᙧ成年金㈓⵳の利Ꮚ所得等 ࢽ

（ὀ）上記ࢽ、ࣁ୧者の㡸入合計額は原則として550୓෇まで。 

࣍ ㈚௜ಙクのཷ┈ᶒ等のㆡΏによる所得（措法37の15） 

ֆ 実㈝ᘚ償的

ᛶ᱁に基づく

もの 

イ ⤥୚所得者の出ᙇ᪑㈝、㌿໅᪑㈝等（所法９①ᅄ） 

ࣟ ⤥୚所得者の通໅ᡭ当 �所法９①஬、所令20の２) 

（ὀ）通໅ᡭ当のうち月額150�000෇（平成27年12月31日以๓は100�000෇）

を㉸える金額は⤥୚所得として課税ࡉれる。 

 ୚所得者がཷける職務上必要な⤥௜（所法９①භ、所令21）⤥ ࣁ

և ♫఍政策的

㓄៖（ᢸ税ຊ）

に基づくもの 

イ ቑຍᜠ⤥、യ⑓㈷金、㈇യ又は⑌⑓に基ᅉしてཷける特定の⤥௜、㑇᪘ᜠ⤥、

㑇᪘年金等（所法９①三、所令20） 

ࣟ ᐙ具、じࡹうჾ、⾰᭹等⏕活に通ᖖ必要なື産のㆡΏによる所得（所法９①

஑） 

（ὀ）⏕活に通ᖖ必要なື産のうち、㈗金ᒓ、ᐆ▼、書⏬、こっとう等で１

個又は１⤌の価額が30୓෇を㉸えるもののㆡΏによる所得は課税ࡉれ

る（所令25）。 

 れる金ရ（所法９①༑஬）ࡉ学㈝に඘てるため等に⤥௜ ࣁ

心㌟にຍえられたᦆᐖ又は✺Ⓨ的な事ᨾにより資産にຍえられたᦆᐖに基 ࢽ

ᅉしてཷけるᦆᐖ保㝤金、ᦆᐖ㈺償金、ぢ⯙金等（所法９①༑୐、所令30） 

࣍ 㞠用保㝤、೺ᗣ保㝤、国民೺ᗣ保㝤の保㝤⤥௜等（㞠用保㝤法12、೺ᗣ保㝤

法62、国民೺ᗣ保㝤法68） 

 活保ㆤのための⤥௜（⏕活保ㆤ法57）⏕ ࡬

ֈ  බ ┈ 的 な 

目的に基づく

もの 

文໬ຌປ者年金、学⾡又はⱁ⾡ዡບとして஺௜ࡉれる金ရ（例㸸ᮅ日学⾡ዡບ

金）、࣮ࣝ࣋ࣀ㈹として஺௜ࡉれる金ရ（所法９①༑三） 

։ 二重課税の

㜵Ṇに基づく

もの 

相続、㑇㉗又は個人からの㉗୚により取得するもの（所法９①༑භ） 

（ὀ）法人からの㉗୚は一時所得等として課税ࡉれる�所基通34�1�5))。 

֊ その௚ イ ࢜ࣜンࣆック➇ᢏ大఍又はࣜࣛࣃンࣆック➇ᢏ大఍における成⦼ඃ⚽者を

表ᙲするものとして஺௜ࡉれる金ရ（所法９①༑ᅄ） 

ࣟ 非課税ཱྀᗙ内のᑡ額上場ᰴᘧ等に係る㓄当所得（措法９の８） 

 非課税ཱྀᗙ内のᑡ額上場ᰴᘧ等に係るㆡΏ所得等（措法37の14） ࣁ

 ᐆくじの当せん金（当せん金௜ド⚊法13） ࢽ

 ᣺興ᢞ⚊の実施等に関すࢶポ࣮ࢫ）᣺興ᢞ⚊ๆ（WRWR）の払ᡠ金ࢶポ࣮ࢫ ࣍

る法律16）等 
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（ὀ）１ 㞀ᐖ者等とは㺂国内に住所を᭷する個人で、㌟体㞀ᐖ者ᡭᖒの஺௜をཷけている者、㑇᪘基♏年金をཷけ

ることができるጔ、ᐻ፬年金をཷけることができるጔその௚これに‽ずる者として政令で定める者をいう

（所法10①、所令31の２、所規４）。 

２ 㡸㈓金とは、㡸金及び㈓金をいい、໅務ඛ㡸金のようなものもྵまれる（所法２①༑、所令２）。なお、    

㡸金と㈓金はどちらもྠじような意࿡であるが、現在㖟行などの金⼥ᶵ関では㡸金㺂㎰ᴗ༠ྠ⤌合などでは

㈓金という言ⴥを౑っている。 

３ 合ྠ㐠用ಙクとは、ಙク఍♫（ಙクᴗ務をවႠする金⼥ᶵ関をྵࡴ。）が引きཷけた金㖹ಙクで㺂ඹྠ  

しない多数のጤク者のಙク財産を合ྠして㐠用するものをいい（所法２①༑一）、㈚௜ಙク（所法２①༑

二）などがこれにヱ当する。合ྠ㐠用ಙクでは、元本及び一定Ṍ合の利┈をಙク఍♫が保ドする௦わりに、  

この一定Ṍ合を㉸える利┈があっても、ศ㓄ࡉれる利┈は保ドࡉれた一定Ṍ合に限られる。したがって、

その実㉁は、㛗ᮇ㡸金とఱら␗なるとこࢁはなく、合ྠ㐠用ಙクの収┈のศ㓄が利Ꮚ所得とࡉれるのは、

こうした理⏤によるものである。 

４ බ♫മとは、බമ及び♫മ（఍♫以外の法人が、特別の法律によりⓎ行するമๆをྵࡴ。）をいう    

（所法２①஑）。 

５ ドๆᢞ資ಙクとは、ಙク財産をጤク者のᣦ図に基づいて、ᰴᘧを୺体とする特定の᭷価ドๆに対する  

ᢞ資として㐠用することを目的とするಙクをいう（所法２①༑三）。元本保全の❧場から、そのᢞ資対㇟

をබ♫മのࡳとしているドๆᢞ資ಙクもあり、これを௚のドๆᢞ資ಙクと༊別する必要上㺂特にබ♫മᢞ資 

ಙクという（所法２①༑஬）。 

㸴 ᜠ⤥とは、ᜠ⤥法上のබ務員及び旧㌷人㌷ᒓであった者（その者がṚஸした場合はその㑇᪘）に支⤥  

   れる年金や一時金で㺂බ務員の㏥職⤥୚ไ度である。ᜠ⤥には、ᬑ通ᜠ⤥、ቑຍᜠ⤥、യ⑓ᜠ⤥、一時ࡉ

ᜠ⤥、ᢇຓᩱ、一時ᢇຓᩱの㸴✀㢮があり、ᬑ通ᜠ⤥及び一時ᜠ⤥は課税ࡉれる。 

 

࠙ཧ⪃ࠚ  

 ሙྜのㄢ⛯㛵ಀࡓࡋᚓྲྀࢆ➼ᦆᐖ㈺ൾ㔠ۑ

取  得  原  ᅉ 課税関係 具   体   例 

心㌟にຍえられた
ᦆᐖに基ᅉして取
得するもの 

⤥୚又は収┈の⿵償 非課税�所令30一)  ⤥୚又は事ᴗの収┈の⿵償として
ຍᐖ者からཷけるもの 

៘ㅰᩱその௚⢭⚄的⿵償
ᩱなど 

非課税�所令30一)  示ㄯ金、៘ㅰᩱ 

相当のぢ⯙金 
 

非課税�所令30三)  いわࡺる災ᐖぢ⯙金 

資産に
ຍえら
れたᦆ
ᐖに基
ᅉして
取得す
るもの 

Ჴ༺資産
など 

 課税�所令94①一)  Ჴ༺資産のⅆ災保㝤金、特チᶒの
౵ᐖによる⿵償金 

ᗑ⯒、㌴
୧などの
ᅛ定資産

収┈の⿵償 課税�所令94①二)  復旧ᮇ㛫中のఇᴗ⿵償金�㈍኎ᶵ
の◚ᦆ等) 

資産その
もののᦆ
ᐖの⿵償 

⿵償を⣙した
もの 

課税�所令95)  収用等により⁺ᴗᶒ、Ỉ利ᶒ等が
ᾘ⁛することによりཷけるもの 

✺Ⓨ的なもの 非課税�所令30二)  ᗑ⯒のᦆᐖによりཷけるᦆᐖ㈺償
金㺂ⅆ災保㝤金 

相当のぢ⯙金 
 

非課税�所令30三)  いわࡺる災ᐖぢ⯙金 

必要⤒㈝に算入ࡉれる金額を⿵ሸするためにཷ
けるᦆᐖ㈺償金等 

課税�所令30ᣓᘼ書)  ᚑᴗ員の⤥ᩱ、一時೉りした௬ᗑ
⯒の㈤೉ᩱ 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通９－１、９－19㹼９－24 
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㸱 㠀ㄢ⛯ᡤᚓ࡟ಀࡿᦆኻのィ⟬㝖እ 

非課税所得は、課税ࡉれる所得金額の計算上当↛に除外ࡉれる所得であって、非

課税の適用をཷけるためのᡭ続は原則として必要としないものである。この「所得

金額の計算から除外する」という⪃え方のᖐ⤖として、これらの所得の計算上ᦆኻ

がⓎ⏕しても、所得金額の計算の上では、そのᦆኻは「ないものとࡳなす」ことに

なっている（所法９②）。 
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第２章 ⣡税⩏務 

 

第１節 ⣡税⩏務者及び課税所得の⠊ᅖ 

 所得税は、原則として個人に課税ࡉれるが、居住者、非居住者のいずれかによりその課

税ࡉれる所得の⠊ᅖが␗なる。この節では、⣡税⩏務者の༊ศ及びその課税所得の⠊ᅖに

ついて学習する。 

学習のポイント 

１ ⣡税⩏務者の༊ศは、どのようになっているのか 

２ 課税所得の⠊ᅖと課税方ᘧは、どのようになっているのか 

 

㸯 ⣡⛯⩏ົ⪅の༊ศ 

所得税の⣡⛯⩏ົ⪅は原則として個人である（所法５①②）が、その居住のែᵝにᛂ

じて、ᒃఫ⪅、㠀ᒃఫ⪅に༊ศࡉれる。また、法人も、利Ꮚ等、㓄当等、ሗ㓘及びᩱ金

等の所得については所得税の⣡税⩏務者になる（所法５ճմ）。 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（ὀ）１ 住所とは、ྛ人の⏕活の本拠（民法22）をいい、⏕活の本拠であるかどうかはᐈほ的事実によりุ定する      

（所基通２－１）。 

２ 国内に居住することとなった個人が、国内において⥅続して１年以上居住することを通ᖖ必要とする職ᴗを  

᭷する場合などは、国内に住所を᭷する者（居住者）と᥎定ࡉれる（所令14）。また、国外に居住することとなっ

た個人が、国外において、⥅続して１年以上居住することを通ᖖ必要とする職ᴗを᭷する場合などは、国内に住所

を᭷しない者（非居住者）と᥎定ࡉれる（所令15）。 

３ 居所とは、住所以外の場所において、人が相当ᮇ㛫⥅続して居住する場所であるが、⏕活の本拠という⛬度には

⮳らないものと解ࡉれている。 

定ࠉࠉࠉࠉ⩏

国内に本ᗑ又は୺たる事

務所を᭷する法人

内国法人以外の法人

法人でない♫ᅋ又は財ᅋ

で、 ௦表者又は⟶理人の

定めがあるもの

非 Ọ 住 者 以

外 の 居 住 者

非 Ọ 住 者

�所法２①ᅄ)

(所法２①ඵ、４� ճ人᱁のない♫ᅋ等ࠉ

⣡ࠉࠉ税ࠉࠉ⩏ࠉࠉ務ࠉࠉ者ࠉ

(所法２①஬� 非居住者ࠉ

(所法２①භ� 内国法人ࠉ

(所法２①୐� 外国法人ࠉ

②法人

国内に住所を᭷し、又は

現在まで引き続いて１年

以上居所を᭷する個人�居

住者)のうち、非Ọ住者以

外の者

居住者のうち、日本の国

⡠を᭷しておらず、かつ

㐣ཤ10年以内において国

内に住所又は居所を᭷し

ていたᮇ㛫の合計が５年

以ୗである個人

居住者以外の個人

居 住 者

�所法２①三)
①個人
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㸰 ㄢ⛯ᡤᚓの⠊ᅖ࡜ㄢ⛯᪉ᘧ 

๓述のように、所得税法では、⣡税⩏務者を居住者、非居住者、法人等と༊ศし、   

この༊ศにᛂじて課税所得の⠊ᅖ、課税ᶆ‽の計算、⣡税の方法等にᕪ␗がある。 

また、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に 

関する特別措置法（平成23年法律第117号）がබᕸࡉれ、「復興特別所得税」（第11章

「復興特別所得税」ཧ↷）が๰設ࡉれた。これにより、所得税を⣡める⩏務のある者は、

平成25年ศから令和19年ศまでのྛ年ศの基‽所得税額に2�1㸣を乗じた復興特別所得

税も併せて⣡める⩏務がある。 

⑴ ⣡⛯⩏ົ⪅のㄢ⛯ᡤᚓの⠊ᅖ 

 個人の⣡税⩏務者の課税所得の⠊ᅖは、次のとおりである（所法７、95մ、161）。 
 

所得༊ศ 

居住༊ศ 

国外源泉所得以外の所得 国外源泉所得 

国内源泉所得  国内払 国内送金  

居

住

者 

非Ọ住者以外
の居住者 

課 税 

非Ọ住者 課 税  

非 居 住 者 課 税  

 

⑵ ㄢ⛯᪉ᘧ 

 個人の⣡税⩏務者の課税方ᘧは、次のとおりである。 

居 住 ༊ ศ 等 課  税  方  ᘧ 

居 住 者

非Ọ住者以外の居住者 

⥲合課税（⏦࿌⣡税方ᘧ） 
（所法21、22） 

非 Ọ 住 者 

非 居 住 者

㹎㹃を 
᭷する 

㹎㹃ᖐᒓ所得 

㹎㹃ᖐᒓ所得以外 ⥲合課税（⏦࿌⣡税方ᘧ） 
又は 

源泉ศ㞳課税方ᘧ 
（所法161①二、三、஬㹼༑୐） 㹎㹃を᭷しない 

（ὀ）１ 㹎㹃（ᜏஂ的施設）とは、支ᗑ等、ᘓ設作ᴗ場、௦理人等をいう（所法２①ඵのᅄ）。 

２ 非居住者の所得᥍除は㞧ᦆ᥍除、ᐤ附金᥍除及び基♏᥍除のࡳ、また、税額᥍除は、㓄当᥍除及び外国税額

᥍除のࡳが適用ࡉれる�所法165、165の㸴)。 
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第２節 実㉁所得者課税の原則 

 所得税法は、ྛ 人のᢸ税ຊにᛂじた課税をすることを原則としていることから、⤒῭ຊ

の⋓得、ቑຍがㄡによって支㓄ࡉれるか、つまり、財産の౑用、収┈、ฎศを⮬ら行うこ

とができる者はㄡであるかを確かめて、課税することとࡉれている。この節では、実㉁所

得者課税の原則について学習する。 

学習のポイント 

実㉁所得者課税の原則とは、どのようなものか 

 

㸯 ᐇ㉁ᡤᚓ⪅ㄢ⛯のཎ๎ 

ᐇ㉁ᡤᚓ⪅ㄢ⛯のཎ๎とは、資産又は事ᴗから⏕ずる収┈について、ྡ⩏上又は  

法ᙧᘧ上の所得のᖐᒓ者と実㉁的な所得のᖐᒓ者とが␗なる場合は、実㉁的に所得が 

ᖐᒓする個人に対して所得税を課すことをいう（所法12）。 

 （ὀ）所得のᖐᒓとは、ある所得が、具体的にどの⣡税者にᒓするものであるかをỴ定することをいう。 

 

㸰 ᐇ㉁ᡤᚓ⪅ㄢ⛯の例 

実㉁所得者課税の原則が適用ࡉれる例としては、次のような場合などが⪃えられる。 

① ௬⿦኎㈙の኎୺が、その኎却したことを௬⿦した財産から⏕ずる収┈を取得して

いる場合 

② ௚人ྡ⩏で事ᴗを行っている者が、その事ᴗから⏕ずる収┈を取得している場合 

ճ Ⓩ記その௚一⯡に行われる財産ᶒ⛣㌿のᡭ続ᮍ῭のᅵᆅ、ᐙᒇなどのㆡཷ人が、

そのᅵᆅ、ᐙᒇなどから⏕ずる収┈を取得している場合 

 

㸱 ᐇ㉁ᡤᚓ⪅ㄢ⛯のලయⓗุ࡞ᐃᇶ‽ 

⑴ ㈨⏘ࡿࡎ⏕ࡽ࠿ᡤᚓのሙྜ 

利Ꮚ所得、㓄当所得又は୙ື産所得がㄡの所得であるかは、その収┈の基ᅉとなる

資産の┿実のᶒ利者がㄡであるかによってุ定す࡭きものであるが、それが明らかで

ない場合は、所᭷ᶒ、その௚の財産ᶒのྡ⩏者が┿実のᶒ利者であるものと᥎定する。 

つまり、Ⓩ記⡙、ᰴ୺ྡ⡙等に記載ࡉれたྡ⩏は、཯ドのない限り、事実上の᥎定

がാくから、ྡ⩏者以外の者を所得のᖐᒓ者であると୺ᙇする場合には、その୺ᙇす

る者が、その୺ᙇする事実をド明する必要があることになる。 

⑵ ஦ᴗࡿࡎ⏕ࡽ࠿ᡤᚓのሙྜ 

事ᴗの所得がㄡの所得であるかについては、事ᴗの用に౪する資産の所᭷ᶒ者、 

㈤೉ᶒ者ⱝしくはචチྍのྡ⩏者又はその௚の事ᴗの取引ྡ⩏者などの外ᙧに  

必ずしもとらわれることなく、実㉁的にその事ᴗを⤒Ⴀしているとㄆめられる者 

（事ᴗ୺）がㄡであるかによりุ定する。 

なお、⏕計を一にしているぶ᪘㛫における事ᴗの事ᴗ୺がㄡであるかについては、
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その事ᴗの⤒Ⴀ方㔪のỴ定につき、支㓄的ᙳ㡪ຊを᭷するとㄆめられる者が事ᴗ୺に

ヱ当するものと᥎定する。ただし、その者がㄡであるか明らかでないときは、原則  

として、⏕計を୺ᐓしている者が事ᴗ୺にヱ当するものと᥎定する。 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通12－１、12－２、12－５ 

 

第３節 ⣡税ᆅ 

所得税法は、所得税の⏦࿌、⏦ㄳ、⣡௜等は、「⣡税ᆅ」で行うこととࡉれている。 

この節では、その⣡税ᆅについて学習する。 

学習のポイント 

⣡税ᆅとは、どのようなものか 

 

㸯 ⣡⛯ᆅ 

⣡⛯ᆅとは、所得税の⣡税⩏務をᒚ行する場所、すなわち「⣡௜ᆅ」であるとともに、

所得税に関する「⟶㎄ᆅ」という意࿡をᣢっている。したがって、⣡税ᆅは、所得税の

⣡税⩏務者を⟶理する⟶㎄税務⨫を定める基‽となる。すなわち、⣡税者は、特定の  

場合を除いて、現在の⣡税ᆅの所㎄税務⨫㛗に対して⏦࿌、⏦ㄳ、⣡௜等を行い、また、

現在の⣡税ᆅの所㎄税務⨫㛗は、᭦正及びỴ定又はそのための調ᰝ等を行うことになる

（通則法 21、30）。 

 

㸰 ཎ๎ⓗ࡞⣡⛯ᆅ 

  個人の⣡税ᆅは、原則として、その個人の「住所ᆅ」で、住所がなく居所がある場合

には「居所ᆅ」である（所法15一、二）。 

 

㸱 ⣡⛯ᆅの≉例 

⣡税⩏務者は、住所ᆅに௦えて「居所ᆅ」を、住所ᆅ又は居所ᆅに௦えて「事ᴗ場等」

の所在ᆅを、それࡒれ⣡税ᆅとして㑅ᢥすることができる（所法16①②）。 

また、⣡税⩏務者がṚஸした場合には、そのṚஸした者に係る⣡税ᆅは、そのṚஸ  

当時における⣡税ᆅとࡉれる（所法16ն）。 

（ὀ） 国内に住所のほか居所、事ᴗに係る事ᴗ場等を᭷する⣡税者は、居所ᆅ又は事ᴗに係る事ᴗ場等の所在ᆅを⣡税

ᆅとすることを౽ᐅとする事᝟がある場合には、住所ᆅの所㎄税務⨫㛗に所定の事項を記載したᒆ出書を提出  

しなければならない（所法16ճմ）。 

 なお、これらの規定の適用をཷける必要がなくなった場合において、居所ᆅ又は事ᴗに係る事ᴗ場等の所㎄税務

⨫㛗に対して所定の事項を記載した書㢮を提出したときは、その提出があった日以降における⣡税ᆅは、住所ᆅと

なる（所法16յ）。 
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㸲 ※Ἠᚩ཰࡟ಀࡿᡤᚓ⛯の⣡⛯ᆅ 

所得税の源泉徴収⩏務者のその源泉徴収に係る所得税の⣡税ᆅは、その者の「事務所、

事ᴗ所その௚これに‽ずるもの」で、その支払事務を取り扱うものの、その支払の日に

おける「所在ᆅ」（支払の日以ᚋに支払事務所の⛣㌿があった場合には、⛣㌿ᚋの   

所在ᆅ）とࡉれている（所法17）。 

 ただし、බ♫മの利Ꮚ、内国法人が支払う๫వ金の㓄当等については、その支払を  

する者の本ᗑ又は୺たる事務所の所在ᆅ等とࡉれる（所令55）。 

 

㸳 ⣡⛯ᆅの␗ືのᒆฟ 

  ⣡税ᆅに␗ືがあった場合には、␗ື๓及び␗ືᚋの⣡税ᆅを記載した「所得税࣭  

ᾘ㈝税の⣡税ᆅの␗ືに関するᒆ出書」を␗ື๓の⣡税ᆅの所㎄税務⨫㛗に㐜⁫なく提

出しなければならない（所法20、所令57）。 

 

  

住所ᆅࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸿

居所ᆅࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㹀

住所ᆅ�又は居所ᆅ)㹁

事ᴗ場等の所在ᆅࠉ㹂

ᒆ出書

の提出

༊ࠉࠉࠉศ
⣡ 税 ᆅ と す る こ

と が で き る 場 所

国内に住所のほか居所

を᭷する場合

ᒆ出書

の提出

㸿の所㎄税務⨫㛗

㹁の所㎄税務⨫㛗

国内に住所�又は居所)

のほか事ᴗに係る事ᴗ

場等を᭷する場合

㑅ᢥ 

㑅ᢥ 
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     第４節 非居住者及び法人に対する課税の方法 

 所得税の⣡税⩏務者は、原則として個人の居住者、非居住者であるが、法人も特定の  

所得については、所得税の⣡税⩏務者となっている（第１節ཧ↷）。この節では、そのう

ちの非居住者及び法人に対する課税の方法について学習する。 

学習のポイント 

非居住者に対する課税の方法は、どのようになっているのか 

 

 

㸯 㠀ᒃఫ⪅࡟ᑐࡿࡍㄢ⛯の᪉ἲ 

非居住者に対して課税ࡉれる所得の⠊ᅖは国内源泉所得に限られており、その課税方

法は、ᜏஂ的施設（以ୗ「㹎㹃」という。）の᭷↓の༊ศ等にᛂじ、「⥲合課税」又

は௚の所得と༊別して所得税が課せられる「ศ㞳課税」となる（所法164①②）。 

（ὀ）㹎㹃とは、支ᗑ等、ᘓ設作ᴗ場、௦理人等をいう（所法2①ඵのᅄ）。 

༊    ศ 

課税の対㇟となる୺な国内源泉所得の⠊ᅖ 

⥲合課税 

（所法７①三、164①） 

ศ㞳課税 

�所法７①三、164②、169、212）

㹎㹃を᭷する 

非居住者 

（所法164① 

一） 

㹎㹃ᖐᒓ所得 

（所法164①一イ） 

事ᴗから⏕じる所得等 

（所法161①一、ᅄ） 
 

㹎㹃ᖐᒓ所得以外 

（所法164①一ࣟ） 

資産の㐠用、資産のㆡΏ、

୙ື産等の㈚௜等 

（所法161①二、三、஬㹼୐、

༑୐） 

利Ꮚ、㓄当、⤥୚、ሗ㓘等 

（所法161①ඵ㹼༑භ） 㹎㹃を᭷しない非居住者 

（所法164①二） 

 

㸰 ἲே࡟ᑐࡿࡍㄢ⛯の᪉ἲ 

内国法人に課する課税ᶆ‽は、原則として、その内国法人が国内において支払をཷけ

る利Ꮚ、㓄当などであり（所法174）、外国法人に対して課する課税ᶆ‽は、原則とし

て、その外国法人が支払をཷける国内源泉所得である（所法178）。 

（ὀ）１ 法人に対する所得税の課税は、源泉徴収による⣡௜だけで所得税の⣡税⩏務が᏶஢する。 

２ 内国法人及び法人税の⏦࿌⩏務のある外国法人が、利Ꮚ࣭ 㓄当等の支払をཷける際に源泉徴収ࡉれた所得税は、

法人税額から᥍除することによって二重課税とはならないようになっている（法法68①、144）。 
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㸱 ⛒⛯᮲⣙ 

非居住者及び外国法人の課税対㇟である国内源泉所得の⠊ᅖなどは、所得税法及び 

法人税法に規定ࡉれているが、令和元年10月１日現在、ᡃが国は、次のとおり、75条⣙

等、132か国࣭ᆅᇦと租税条⣙（「租税に関する二重課税の除ཤ୪びに⬺税及び租税ᅇ

㑊の㜵Ṇのための条⣙」ほか）を締⤖しており、国内法の規定と租税条⣙の規定が␗な

る場合には、租税条⣙の内容が  ඃඛ適用ࡉれる（᠇法98②、所法162、法法139）。 

（ὀ）税務行政ᇳ行ඹຓ条⣙が多数国㛫条⣙であること、及び、旧ࢯ㐃࣭旧チェ࢔࢟ࣂࣟࢫࢥとの条⣙が」数国࡬ᢎ⥅ࡉ

れていることから、条⣙等の数と国࣭ᆅᇦ数が一⮴しない。 

օ 二重課税の除ཤ、⬺税及び租税ᅇ㑊の㜵Ṇを୺たる内容とする条⣙�いわࡺる租税 

条⣙)㸸62条⣙、72か国࣭ᆅᇦ 

ֆ 租税に関する᝟ሗ஺᥮を୺たる内容とする条⣙�いわࡺる᝟ሗ஺᥮༠定)㸸11条⣙、 

11か国࣭ᆅᇦ 

և 税務行政ᇳ行ඹຓ条⣙（締⤖国はᡃが国を除いて99か国、うちᡃが国と二国㛫     

条⣙を締⤖していない国࣭ᆅᇦは48か国࣭ᆅᇦ） 

（「ᡃが国の租税条⣙ࢿット࣮࣡ク」�財務省+3)のࢱ࣮ࢹを引用） 
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第３章 所得の✀㢮 

 

第１節 所得の✀㢮と意⩏ 

 所得税法は、⣡税者のᢸ税ຊにᛂじた課税をするために、非課税所得を除き、原則

として個人のあらࡺる所得を⥲合して課税する。 

 そこで、所得を⥲合するに当たっては、所得のᛶ㉁にᛂじて所得を10✀㢮に༊ศす

ることとしている。所得税法を理解する上で、所得༊ศは重要なポイントである。こ

の節では、所得の✀㢮と意⩏について学習する。 

学習のポイント 

１ 所得をそのᛶ㉁によってศ㢮すると、どのようになるのか 

２ ᢸ税ຊにᛂじた課税の実現を図るための௙⤌ࡳは、どのようなものか 

 

㸯 ᡤᚓのᛶ㉁ࡿࡼ࡟ศ㢮 

 所得税法は、ྛ人の「所得の大きࡉ」をᢸ税ຊのᣦᶆとしているわけであるが、

ྠじ大きࡉの所得であってもその「所得のᛶ㉁」によってᢸ税ຊにᕪがある。そこ

で、所得をそのᛶ㉁によってศ㢮すると、次のようになる。 

⑴ ᡤᚓのⓎ⏕ཎᅉูศ㢮 

イ 資産を㐠用することによって⏕ずる所得（㡸㈓金の利Ꮚ、ᰴᘧᢞ資による㓄

当、ᆅ௦、ᐙ㈤など） 

ࣟ ໅ປから⏕ずる所得（⤥ᩱ、㈤金、ሗ㓘など） 

 資産と໅ປによって⏕ずる所得（ၟᕤᴗ、㎰ᴗなどの⤒Ⴀから⏕じる利┈） ࣁ

資産をฎศすることによって⏕ずる所得（ᅵᆅ、ᐙᒇ、ᰴᘧ等のㆡΏによる ࢽ

ฎศ┈） 

⑵ ᡤᚓのⓎ⏕ᙧែูศ㢮 

イ ẖ年⧞り㏉してⓎ⏕する⤒ᖖ的な所得（利Ꮚ、㓄当、⤥୚、事ᴗ等の所得など） 

ࣟ 臨時的にⓎ⏕する所得（ᅵᆅ、ᐙᒇ、ᰴᘧ等のㆡΏによる所得など） 

 にኚືをకう所得（⁺ᴗ、༳税の所得など）ࡉẖ年Ⓨ⏕してもその額の大き ࣁ

れなければ⏕じない所得（㏥職金、年金等、ᒣᯘのㆡࡉ㛗い年月にわたってᙧ成 ࢽ

Ώによる所得など） 

 

㸰 ᢸ⛯ຊ࡟ᛂࡓࡌㄢ⛯のᐇ⌧ 

 ๓記のように、所得のⓎ⏕はᴟめて多✀多ᵝである。したがって、所得税のᢸ税ຊを

⪃えるに当たっては、「㔞的な㠃」（金額㠃）だけでなく「㉁的な㠃」（Ⓨ⏕原ᅉ࣭ᙧ

ែ㠃）も併せて⪃៖する必要がある。 

 そこで、所得税法では、所得を⥲合して課税するに当たっては、その人が得た個ࠎの
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所得を༢⣧に合計するのではなく、所得のᛶ㉁にᛂじて「10✀㢮の所得」に༊ศし、ྛ ࠎ

の所得に適合した所得金額を計算した上で合計するという方法を᥇っている。 

   㹙所得の✀㢮㹛 

①利Ꮚ所得 ②㓄当所得 ճ୙ື産所得 մ事ᴗ所得 յ⤥୚所得 ն㏥職所得  

շᒣᯘ所得 ոㆡΏ所得 չ一時所得  պ㞧所得 

 

㸱 ᡤᚓ⛯のィ⟬の௙⤌ࡳ 

 所得税は、その年の１月１日から12月31日（年の中㏵で、Ṛஸ又は出国する場合は、

そのṚஸの日又は出国の時）までの１年㛫に⏕じた所得の金額について計算する。その

計算は、おおࡡࡴ、次の㡰ᗎで行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 ྛ✀所得の内容 

 所得税法は、その所得༊ศを基本として、所得金額の計算方法や所得税額の計算方法が

定められている。この節では、ྛ✀所得の内容及び⠊ᅖについて学習する。 

学習のポイント 

１ ྛ✀所得の内容及び⠊ᅖは、どのようなものか 

２ ௚のྛ✀所得と➇合する場合、その所得༊ศはどのようになるのか 

 

㸯 ฼Ꮚᡤᚓ 

 ฼Ꮚᡤᚓとは、次の所得をいう（所法23①）。 

օ බ♫മの利Ꮚ（例㸸国മ、ᆅ方മ、♫മの利Ꮚ） 

ֆ 㡸㈓金の利Ꮚ（例㸸㖟行、ಙ用金ᗜ、㎰ᴗ༠ྠ⤌合等の㡸㈓金の利Ꮚ） 

և 合ྠ㐠用ಙクの収┈のศ㓄（例㸸㈚௜ಙク、ᣦ定金㖹ಙクの収┈のศ㓄金） 

ྛ✀所得の金額の計算 
10✀㢮のྛ✀所得の別に、それࡒれの所得
の金額を計算する。 ＝ 

課税ᶆ‽の計算 
ここで、「ᦆ┈通算」及び「⣧ᦆኻ又は㞧
ᦆኻの⧞㉺᥍除」を行う。 ＝ 

課税所得金額の計算 ここで、「所得᥍除」を行う。 ＝ 

税 額 計 算 
「税率適用」Ѝ「税額᥍除」を行って、所
得税額を算出する。 ＝ 
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ֈ බ♫മᢞ資ಙクの収┈のศ㓄（例㸸中ᮇ国മ࢓ࣇンࢻの収┈のศ㓄金） 

։ බເබ♫മ等㐠用ᢞ資ಙクの収┈のศ㓄 

（ὀ） 利Ꮚ所得は、ᗈい意࿡で利Ꮚといわれるもののうち๓記のとおり限定ࡉれている。 

したがって、これ以外の利Ꮚは利Ꮚ所得ではなく、例えば個人が行う金㖹㈚௜けの利Ꮚの場合は、その個人

が金⼥ᴗ者であるときは事ᴗ所得、そうでないときは㞧所得となる。 

࠙ཧ⪃法令࣭通達␒号ࠚ 

所法２①஑㹼༑一、༑஬、༑஬の３、所基通２－10㹼２－12、23－１ 

 

㸰 㓄ᙜᡤᚓ 

 㓄ᙜᡤᚓとは、次の所得をいう（所法24①）。 

օ 法人からཷける๫వ金の㓄当（例㸸Ỵ算㓄当、中㛫㓄当金） 

ֆ 法人からཷける利┈の㓄当（例㸸Ỵ算㓄当、中㛫㓄当金） 

և ๫వ金のศ㓄（例㸸㎰ᴗ༠ྠ⤌合等からཷける出資に対する๫వ金の㓄当金） 

ֈ ᢞ資法人からཷける金㖹のศ㓄 

։ 基金利ᜥ（例㸸相஫保㝤఍♫の基金に対する利ᜥ） 

֊ ᢞ資ಙクの収┈のศ㓄（බ♫മᢞ資ಙク及びබເබ♫മ等㐠用ᢞ資ಙクを除く。） 

֋ 特定ཷ┈ドๆⓎ行ಙクの収┈のศ㓄 

࠙ཧ⪃法令࣭通達␒号ࠚ 

所基通24－１、24－２ 

 

㸱 ୙ື⏘ᡤᚓ 

⑴ ୙ື⏘ᡤᚓのෆᐜ 

 ୙ື⏘ᡤᚓとは、次の୙ື産等の㈚௜けによる所得をいう（所法26①）。 

イ ୙ື産（例㸸ᆅ௦、ᐙ㈤、ᶒ利金、♩金などの収入） 

ࣟ ୙ື産の上にᏑするᶒ利（例㸸ᆅ上ᶒ、Ọ小作ᶒ、೉ᆅᶒなどの㈚௜け、設定そ

の௚௚人に୙ື産等を౑用ࡉせて得る収入） 

又は⯟✵ᶵ（例㸸⯪⯧（⥲トン数20トン以上）、⯟✵ᶵの㈚௜けなどによる⯧⯪ ࣁ

収入） 

 ୙ື産等の㈚௜けの規ᶍが事ᴗ的規ᶍとしてなࡉれている場合でも、その所得は事

ᴗ所得ではなく、୙ື産所得となる。 

（ὀ）１ ୙ື産等の㈚௜けには、୙ື産等を௚人に౑用ࡉせることをྵࡴ。 

２ ୙ື産とは、ᅵᆅ及びᘓ≀、構⠏≀その௚のᅵᆅに定╔する᭷体≀をいう（民法86）。 

したがって、ᶵᲔ、ჾ具、⮬ື㌴などのື産の㈚௜けによる所得は、事ᴗ所得又は㞧所得にヱ当する。 

３ ⯪⯧（⥲トン数20トン以上）及び⯟✵ᶵはື産であるが、Ⓩ記、Ⓩ㘓、᢬当ᶒの方法などが୙ື産とྠじ

なので、୙ື産に‽じて取り扱い、この㈚௜けによる所得を୙ື産所得としたものである（所基通26－１）。
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⑵ ௚のྛ✀ᡤᚓࡿࡍྜ➇࡜ሙྜのᡤᚓ༊ศ 

  ୙ື産等の利用によって⏕ずる所得は、୙ື産所得になるものと௚のྛ✀所得にな

るものとがある。一⯡的には、その所得がほとんど又はもっࡥら୙ື産等の利用に౪

することにより⏕ずるものは୙ື産所得、୙ື産等の౑用のほかにᙺ務の提౪がຍわ

り、これらが一体となった⤥௜の対価というᛶ᱁をᣢつ場合には事ᴗ所得又は㞧所得

となる（所法26①、27①、所令63）。 

 

 

 

 

 

 

（ὀ）１ ୗᐟなどのように、༢に部ᒇを㈚すだけでなく、㣗事を提౪する場合の所得は、୙ື産所得ではなく、事ᴗ

所得又は㞧所得となる。 

２ ᅵᆅを㈤㈚（㌿㈚をྵࡴ。）する場合において通ᖖ取得するいわࡺるᶒ利金は、所法33条１項ᣓᘼ書にヱ当

しㆡΏ所得とࡉれるものを除き、୙ື産所得となる。 

 また、୙ື産の㈤㈚೉時には、ᶒ利金（♩金）、ᩜ金（保ド金）がᤵཷࡉれるのが通例である。この場合、

ᶒ利金（♩金）は୙ື産所得となるが、ᩜ金（保ド金）は㏉㑏を要しない᪨の特⣙のある場合を除き、所得と

はならない。 

㸨 ᶒ利金（♩金）は、୙ື産の㈤㈚೉ዎ⣙に際し、㈤೉人が㈤㈚人に支払うもので、ዎ⣙⤊஢ᚋも㏉㑏を要し

ない。 

㸨 ᩜ金（保ド金）は、㈤೉ᩱのമ務（ᐙ㈤など）をᢸ保するために୙ື産の㈤㈚೉ዎ⣙に際し、㈤೉人が㈤㈚

人に஺௜するもので、通ᖖは༢なる㡸り金である。 

 しかし、㈤㈚೉ᮇ㛫の⤒㐣等にᛂじて、そのᩜ金（保ド金）の一部又は全部の㏉㑏を要しなくなるような場

合には、㏉㑏を要しなくなった時Ⅼで、その㏉㑏を要しなくなった額を、所得（収入）に計上することになる。 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通26－２㹼26－９、36－㸴、36－７ 

 

㸲 ஦ᴗᡤᚓ 

⑴ ஦ᴗᡤᚓのෆᐜ 

 ஦ᴗᡤᚓとは、㎰ᴗ、⁺ᴗ、〇㐀ᴗ、༺኎ᴗ、小኎ᴗ、ࢫࣅ࣮ࢧᴗその௚の事ᴗで

政令で定める事ᴗから⏕ずる所得をいう（所法27①、所令63）。 

 なお、「所得税の確定⏦࿌書」においては、事ᴗ所得の༊ศを次の図のように「Ⴀ

ᴗ等所得」と「㎰ᴗ所得」に༊ศしている。 

  

୙ື産等

の㈚௜け、

設定 

㈚௜けが୺（࣮ࣃ࢔ト） 

人的ᙺ務の提౪が୺（࣍ࣝࢸ） 

実㉁的なㆡΏ（一定の೉ᆅᶒの設定） 

୙ ື 産 所 得 

事ᴗ、㞧所得 

ㆡ Ώ 所 得 

持出可



第３章 所得の✀㢮 

－19－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ὀ）事ᴗ所得とࡉれるかどうかの⪃え方 

 ある⤒῭活ືが所得税法上の事ᴗ所得を⏕ず࡭き事ᴗにヱ当するかどうかは、その⤒῭活ືが、⮬ᕫの༴㝤

と計算において、⊂❧してႠまれ、Ⴀ利ᛶ、᭷償ᛶを᭷し、かつ、཯復⥅続してႠまれるᴗ務であって、♫఍

通ᛕ上事ᴗとㄆめられるかどうかによりุ᩿す࡭きものとࡉれている。 

⑵ ஦ᴗᡤᚓࡶࡿࢀࡉ࡜のの୺࡞ලయ例 

イ ࣟࣉ㔝⌫㑅ᡭ、ࣟࣉゴࣝࣝࢹࣔ、࣮࢓ࣇなどのሗ㓘 

 保㝤Ⴀᴗ員などのሗ㓘、ࢫࢸࢫ࣍ ࣟ

 Ⴀ利を目的として⥅続的に行われる資産のㆡΏ（ၟရの㈍኎等） ࣁ

ჾのㆡΏ、㣴㇜ᴗࢥチンࣃᗑにおけるࢥチンࣃ、㈚⾰⿦ᴗにおける㈚⾰⿦のㆡΏ ࢽ

における✀௜用の㇜のㆡΏなど（ᑡ額重要資産のうち⥅続኎㈙による所得） 

࣍ ୙ື産ᴗ者がᅵᆅを⥅続኎㈙ 

 取得ᚋ５年以内のᒣᯘのㆡΏ（事ᴗ又は㞧所得） ࡬

ト 事ᴗをႠࡴ者のᚑᴗ員ᐟ⯋の౑用ᩱ収入 

チ 時㛫㈚᭷ᩱ㥔㌴場の収入（事ᴗ又は㞧所得） 

ࣜ ၟရが被ᐖに㐼い支払をཷけたᦆᐖ㈺償金 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通27－１㹼27－７ 

⑶ ஦ᴗの㐙⾜࡟௜㝶ࡿࡎ⏕࡚ࡋ཰ධ 

 事ᴗ所得の⥲収入金額には、その事ᴗ活ືの本᮶の収入のほかに、事ᴗの㐙行に௜

㝶して⏕ずる収入もྵまれる。 

 イ 事ᴗ所得にヱ当するもの 

�㺐) 事ᴗの㐙行上取引ඛ又は౑用人に㈚௜けた㈚௜金の利Ꮚ 

�㺹) 事ᴗ用資産の㉎入にకってᬒရとしてཷける金ရ 

�㺨) ᪂⪺㈍኎ᗑにおけるᢡ㎸ᗈ࿌収入 

例 事 ᴗ の ✀ 㢮

㎰ ᴗ

༊ ศ

⁺ ᴗ

〇 㐀 ᴗ

༺ ኎ ᴗ

小 ኎ ᴗ

① 
Ⴀᴗ等所得 

小኎ᴗ、༺኎ᴗ、〇㐀ᴗ、ࢫࣅ࣮ࢧᴗ�᪑
㤋ᴗ、ク࣮ࣜࢽンࢢᴗなど)、୙ື産ᴗ（኎
㈙௰௓）ᘓ設ᴗ、⮬⏤職ᴗ（་者、ᘚㆤኈ
など）、␆産ᴗ、⁺ᴗなど 

⡿、㯏、㔝⳯、ⰼ、ᯝᶞ、⧛などの᱂ᇵ࣭
⏕産など 

② 

㎰ᴗ所得 

୙ື産ᴗ（኎
㈙、௰௓）、࣮ࢧ
 ᴗなどࢫࣅ
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�㺤) ᾎ場ᴗ、㣧㣗ᴗ等におけるᗈ࿌の掲示による収入 

�㺬) ✵⟽や作ᴗくずの኎却収入 

�㺫) ௙入๭引や得意ඛからのࣜ࣋－ト 

�㺢) ᑡ額の減価償却資産（10୓෇ᮍ‶）又は一ᣓ償却資産（20୓෇ᮍ‶）の必要⤒

㈝算入の適用をཷけた事ᴗ用資産の収入኎却（所令81、138、139） 

౑ 用 ྍ ⬟ ᮇ 㛫 が １ 年 ᮍ ‶  

取得価額が10

୓෇又は20୓

෇ᮍ‶ 

そ の ௚ の 資 産  事ᴗ所得 

ᑡ 額 重 要

資 産

཯復⥅続してㆡΏ 

�所基通27－１) 
 

その௚ ㆡΏ所得 

（ὀ）21࣮࣌ࢪ「事ᴗ用資産をㆡΏした場合の所得༊ศ」ཧ↷ 

ࣟ 事ᴗ所得にヱ当しないもの 

�㺐) 事ᴗ㐠㌿資金として金⼥ᶵ関に㡸けた㡸㈓金の利Ꮚ（利Ꮚ所得） 

�㺹) 知人に対する㈚௜金の利Ꮚ（㞧所得） 

�㺨) 作ᐙ等（事ᴗ所得者）でない者の原✏ᩱ収入（㞧所得） 

�㺤) 取引఍♫のᰴᘧに係る㓄当金収入（㓄当所得） 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通２－13、27－５、35－２ 

⑷ ௚のྛ✀ᡤᚓࡿࡍྜ➇࡜ሙྜのᡤᚓ༊ศ

 事ᴗから⏕ずる所得であっても、そのᛶ㉁やᢸ税ຊ等から௚の所得に༊ศࡉれるも

のがある。例えば、①ᒣᯘの኎㈙ᴗ者がᒣᯘを取得して５年を㉸えてからㆡΏしたこ

とによる所得は、ᒣᯘ所得にヱ当し（所法32①②）、②事ᴗ用のᅛ定資産のㆡΏによ

る所得は、ㆡΏ所得にヱ当する（所法33①）。 
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Yes

No

Yes

Yes  

Yes

そのᴗ務の基本的な重要資産
にヱ当するか
（ங∵、ᯝᶞなど）

No

�所令81二、三、所基通33－１の２)

Yes

Yes

譲渡所得 事業所得

取得価額が10୓෇ᮍ‶のものであ
るか

 

Yes

No

�所基通27－１)

No

No

No

�所令81三、139)

通ᖖ཯復⥅続してㆡΏࡉれる資産
か（㈚⾰⿦、ࣃチンࢥჾ、✀௜用
の㇜、᥇༸㭜など）

�所令81二、138、所基通33－１の３)

No

�所令81二、138)

取得価額が20୓෇ᮍ‶のもので一
ᣓ償却資産の必要⤒㈝算入の適用
をཷけたか

౑用ྍ⬟ᮇ㛫が１年ᮍ‶のもので
あるか

ㆡΏした資産

Ჴ༺資産にヱ当するか

�所法２①༑භ、所令３)

減価償却資産にヱ当するか

�所法２①༑஑、所令㸴)

 事ᴗ用資産をㆡΏした場合の所得༊ศ ۑ
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㸳 ⤥୚ᡤᚓ 

 ⤥୚ᡤᚓとは、ಧ⤥、⤥ᩱ、㈤金、ṓ㈝及び㈹୚୪びにこれらのᛶ㉁を᭷する⤥୚に

係る所得をいう（所法28①）。 

（ὀ）「⤥୚」とは、㞠用ዎ⣙又はこれに‽ずるዎ⣙に基づき㞠用୺にᚑᒓして非⊂❧的に提౪したປ務の対価として

㞠用୺から支払をཷける⤥௜などをいう。所得税法第28条にิᣲࡉれているᙧែは例示であって、それが定額⤥で

あるか出᮶㧗払い⤥であるか、あるいは基本⤥であるか、໅務ᆅᡭ当、ᢇ㣴ᡭ当、㉸㐣໅務ᡭ当などのような௜ᒓ

⤥であるかを問わず、⤥୚のᛶ㉁を᭷するものは、⤥୚所得となる。 

㹙ᙺົᥦ౪࡟ಀࡿዎ⣙ᙧែྛ࡜✀ᡤᚓの㛵ಀ㹛 

 

 

 

 

 

㸨 㞠用ዎ⣙とは、当事者の一方（ປാ者）が相ᡭ方（౑用者）に対してປാにᚑ事することを⣙し、相ᡭ方

がこれに対してሗ㓘を୚えることを⣙することによって、そのຠຊを⏕ずるዎ⣙をいう（民法623）。 

㸨 ጤ௵ዎ⣙とは、当事者の一方（ጤ௵者）が法律行Ⅽをすることを相ᡭ方（ཷ௵者）にጤクし、相ᡭ方がこ

れをᢎㅙすることによって、そのຠຊを⏕ずるዎ⣙（例㸸ၟရの㈍኎ጤ௵ዎ⣙）をいう（民法643）。 

 なお、法人と法人のᙺ員㛫はጤ௵関係にあるが、ᙺ員が法人から支払をཷけるሗ㓘等は、⤥୚のᛶ㉁を᭷

するものとして⤥୚所得となる。 

㸨 ㄳ㈇ዎ⣙とは、当事者の一方（ㄳ㈇人）がある௙事を᏶成することを⣙し、相ᡭ方（ὀ文者）がその௙事

の⤖ᯝに対してそのሗ㓘を支払うことを⣙することによって、ຠຊを⏕ずるዎ⣙（例㸸ᘓ≀のᘓ⠏ㄳ㈇ዎ⣙）

をいう（民法632）。 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通28－１㹼28－10 

 

㸴 ㏥⫋ᡤᚓ 

 ㏥⫋ᡤᚓとは、㏥職ᡭ当、一時ᜠ⤥その௚の㏥職により一時にཷける⤥୚及びこれら

のᛶ㉁を᭷する⤥୚に係る所得をいう（所法30①）。 

  

（ὀ）１ ㏥職所得は、⤥୚をཷけ又はこれをཷける࡭き者が、㏥職に際して、その在職中の໅務に対するሗ㓘として、

その౑用者から支⤥ࡉれる一時的な収入である。したがって、その㏥職ᚋ、定ᮇ的、⥅続的に支⤥をཷけるも

のは、年金たる㞧所得であって㏥職所得ではない。 

 また、♫఍保㝤ไ度や㏥職ඹ῭ไ度に基づいて支⤥ࡉれる㏥職一時金などは、㞠用୺から支⤥ࡉれるもので

はないが、㐣ཤの໅務に基ᅉして支⤥ࡉれるⅬでは㏥職ᡭ当又は一時ᜠ⤥とྠᵝであるため、㏥職ᡭ当等とࡳ

なࡉれる。 

２ 一時ᜠ⤥とは、ᜠ⤥法の規定によりබ務員が３年以上໅務してᬑ通ᜠ⤥をཷけることができる年限に達しな

いうちに㏥職する場合に支⤥ࡉれる⤥୚である（ᜠ⤥法67、70）。 

㞠用ዎ⣙ ⤥୚所得

ᙺ務の対価 ጤ௵ዎ⣙

ㄳ㈇ዎ⣙

⤥୚（ᙺ員ሗ㓘）、事ᴗ、㞧所得

事ᴗ、㞧所得
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３ Ṛஸ㏥職の場合の㏥職ᡭ当金などは、㏥職所得でなく相続税が課税ࡉれる（所法９①༑භ、所基通９－17、

相法３①二）。 

࠙ཧ⪃法令࣭通達␒号ࠚ 

所令72、所基通30－１㹼30－５ 

 

㸵 ᒣᯘᡤᚓ 

⑴ ᒣᯘᡤᚓのෆᐜ 

 ᒣᯘᡤᚓとは、ᒣᯘのఆ᥇又はㆡΏによる所得をいう（所法32①）。 

 ただし、ᒣᯘを取得の日以ᚋ５年以内にఆ᥇し又はㆡΏすることによる所得はᒣᯘ

所得にはྵまれない（所法32②）。 

（ὀ）ᒣᯘとは、ᅵᆅに定╔したᶞᮌが成㛗している≧ែ、すなわち❧ᮌをいう。 

⑵ ௚のྛ✀ᡤᚓࡿࡍྜ➇࡜ሙྜのᡤᚓ༊ศ 

 ᒣᯘ所得は、ᒣᯘ⤒Ⴀにకい㛗ᮇ㛫にわたってⓎ⏕した所得が、ఆ᥇又はㆡΏによ

り一時に実現するとこࢁに╔目して定められた所得ศ㢮である。 

 このような理⏤から、ᒣᯘを取得してから５年以内にఆ᥇し又はㆡΏした場合は、

その所᭷ᮇ㛫が▷くᒣᯘ⤒Ⴀの実をకわないためᒣᯘ所得にྵめず、ᒣᯘのㆡΏが事

ᴗ的規ᶍで行われている場合は事ᴗ所得、それに⮳らない場合は㞧所得になる。 

 なお、❧ᮌをᅵᆅとともにㆡΏした場合は、そのᅵᆅのㆡΏから⏕じた部ศの所得

は、ㆡΏ所得となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通32－１、32－２ 

 

ᒣᯘ所得の⠊ᅖ 

ᒣ 

ᯘ 

所 

得

所᭷ᮇ㛫
５年㉸ 

ᒣᯘをఆ᥇してㆡΏ 

ᒣᯘをఆ᥇しないでㆡΏ 

ᒣ 
 

 

ᯘ 

ㆡΏによる所得

ఆ᥇による所得

具 体 例 

所᭷ᮇ㛫
５年以内 

事 ᴗ 、 㞧所得

持出可
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ㆡΏ所得

事ᴗ、㞧所得

事ᴗ、㞧所得

 ᒣᯘ、事ᴗ、

 㞧所得

事ᴗ、㞧所得

除

外
資産の⠊ᅖ

、≀ᅵᆅ、ᘓࠉ①

ᶵᲔ等の᭷ᙧᅛࠉ

定資産ࠉ

ᴗᶒ、Ⴀᴗ⁺ࠉ②

ᶒ等のᶒ利などࠉ

Ჴ༺資産、Ჴ༺資産

に‽ずる資産

ᒣᯘのఆ᥇又はㆡΏ

Ⴀ利を目的とした⥅

続的なㆡΏ

金㖹മᶒのㆡΏ

上記以外のもの

㸶 ㆡΏᡤᚓ 

⑴ ㆡΏᡤᚓのෆᐜ 

 ㆡΏᡤᚓとは、資産のㆡΏ（ᘓ≀又は構⠏≀の所᭷を目的とするᆅ上ᶒ又は㈤೉ᶒ

の設定その௚ዎ⣙により௚人にᅵᆅを㛗ᮇ㛫౑用ࡉせる行Ⅽで一定の条௳にヱ当す

るものをྵࡴ。）による所得をいう（所法33①）。 

（ὀ）ㆡΏとは、᭷償↓償を問わず、኎㈙࣭஺᥮、௦≀ᘚ῭、法人に対する現≀出資、≀⣡、➇኎、収用など、資産の

所᭷ᶒが⛣㌿する一ษの行Ⅽをいう。 

⑵ ㆡΏᡤᚓのᇶᅉࡿ࡞࡜㈨⏘ 

 ㆡΏ所得の基ᅉとなる資産の⠊ᅖは、Ჴ༺資産、‽Ჴ༺資産、Ⴀ利を目的とする⥅

続኎㈙に係る資産、ᒣᯘ及び金㖹മᶒを除く一ษの資産である（所法33②）。すなわ

ち、ᅵᆅ、೉ᆅᶒ、ᘓ≀、ᶵᲔその௚の資産で、本᮶㈍኎を目的としない資産がヱ当

する。 

⑶ ▷ᮇㆡΏᡤᚓ࡜㛗ᮇㆡΏᡤᚓ࡜の༊ศ 

 ㆡΏ所得は、㛗い年月にわたり保᭷していた㛫にⓎ⏕した資産のቑຍ価್が、その

資産のㆡΏにより一時に実現するというᛶ᱁を᭷しているので、⣼㐍税率の適用に当

たっては、これを⦆和する措置が必要であり、所得税法では、ㆡΏ所得を▷ᮇㆡΏ所

得と㛗ᮇㆡΏ所得に༊ศしている。 

㹙▷ᮇㆡΏᡤᚓ࡜㛗ᮇㆡΏᡤᚓの༊ศᇶ‽㹛（⥲合ㆡΏ所得の場合） 

▷ᮇㆡΏ所得 

�所法33ճ一) 

その資産の取得の日以ᚋ、ㆡΏの日までの保᭷ᮇ㛫が５年以内の資

産のㆡΏ 

㛗ᮇㆡΏ所得 

�所法33ճ二) 

その資産の取得の日以ᚋ、ㆡΏの日までの保᭷ᮇ㛫が５年を㉸える

資産のㆡΏ 

⑷ ௚のྛ✀ᡤᚓࡿࡍྜ➇࡜ሙྜのᡤᚓ༊ศ 

 次に掲げる資産のㆡΏによる所得༊ศは、次のようになる。 

イ Ჴ༺資産のㆡΏによる所得は、事ᴗ所得となる（所法33②一）。 

ࣟ ᒣᯘのㆡΏによる所得は、ᒣᯘ所得、事ᴗ所得又は㞧所得となる（所法33②一、

二）。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

࠙ཧ⪃法令࣭通達␒号ࠚ 

所令81㺂所基通27－１、33－１㹼33－１の４、33－３、33－㸴、33－㸴の２ 

持出可
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㸷 ୍᫬ᡤᚓ 

⑴ ୍᫬ᡤᚓのෆᐜ 

 ୍᫬ᡤᚓとは、①利Ꮚ所得、㓄当所得、୙ື産所得、事ᴗ所得、⤥୚所得、㏥職所

得、ᒣᯘ所得及びㆡΏ所得以外の所得のうち、②Ⴀ利を目的とする⥅続的行Ⅽから⏕

じた所得以外の、ճ一時の所得であり、մປ務その௚のᙺ務又は資産のㆡΏの対価と

してのᛶ㉁を᭷しないものをいう（所法34①）。 

⑵ ୍᫬ᡤᚓࡶࡿ࡞࡜ののලయ例 

 次の図に掲げるような所得は一時所得となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通34－１、34－２ 

   

㹙⏕࿨ಖ㝤ዎ⣙➼࡟ᇶ୍࡙ࡃ᫬㔠のㄢ⛯㛵ಀ㹛 

ዎ⣙者 

�支払者) 
被保㝤者 ཷ取人 原ᅉ 課税関係 

㸿 㹀 㸿 ‶ᮇ࣭解⣙ 㸿の一時所得 

㸿 㹀 㸿以外 ‶ᮇ࣭解⣙ ཷ取人に㉗୚税（所得税は非課税） 

㸿 㹀 㸿 Ṛஸ 㸿の一時所得 

㸿 㹀 㸿以外 Ṛஸ ཷ取人に㉗୚税（所得税は非課税） 

㸿 㸿 㹀 Ṛஸ 㹀に相続税  （所得税は非課税） 

（ὀ）具体例において、ᴗ務関㐃のもの、⥅続的なཷ㡿等は一時所得から除かれることに留意する。 

一 時 所 得 の ⠊ ᅖ 

利Ꮚ所得、 

㓄当所得、 

୙ື産所得、

事ᴗ所得、 

⤥୚所得、 

㏥職所得、 

ᒣᯘ所得及

びㆡΏ所得

以外の一時

的な所得 

① Ⴀ利を目的と
する⥅続的行Ⅽ

除外ࡉれるものの
ᛶ᱁ 

一時所得の具体例 

② ປ務その௚ᙺ
務の対価ᛶ 

ճ 資産のㆡΏの
対価ᛶ 

 の㈹金、㈹ရࢬᠱ㈹、クイۑ

⥅㤿、➇㍯の払ᡠ金（Ⴀ利を目的とする➇ۑ

続的行Ⅽから⏕じたものを除く。） 

࿨保㝤の‶ᮇ保㝤金、ᦆᐖ保㝤の‶ᮇ㏉⏕ۑ

ᡠ金 

 法人からの㉗୚により取得する金ရۑ

 ೉ᐙの❧㏥ᩱ（೉ᐙᶒのㆡΏを除く。）ۑ

 ᣠ得≀のሗປ金ۑ

࿨保㝤、യᐖ保㝤の⮬ᕫ以外の者のṚஸ⏕ۑ

による保㝤金で、⮬ᕫが保㝤ᩱを㈇ᢸして

いたもの 

除 
 
外 

持出可
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�� 㞧ᡤᚓ 

⑴ 㞧ᡤᚓのෆᐜ 

 㞧ᡤᚓとは、௚のྛ✀所得のいずれにもヱ当しない所得をいう�所法35①）。 

なお、බ的年金等は、㞧所得に༊ศࡉれる。したがって、㞧所得は、௚の９✀㢮の

所得༊ศのいずれにもヱ当しない全ての所得をໟྵすることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ බⓗᖺ㔠➼ 

 බⓗᖺ㔠➼とは、次の年金をいう（所法35ճ）。 

イ 国民年金法、ཌ⏕年金保㝤法、国ᐙබ務員ඹ῭⤌合法、ᆅ方බ務員等ඹ῭⤌合法、

⚾❧学ᰯᩍ職員ඹ῭法、⊂❧行政法人㎰ᴗ者年金基金法の規定に基づく年金など 

ࣟ ᜠ⤥（一時ᜠ⤥を除く。）及び㐣ཤの໅務に基づき౑用者であつた者から支⤥ࡉ

れる年金 

 れる年金などࡉ⤥確定⤥௜௻ᴗ年金法の規定に基づいて支 ࣁ

⑶ 㞧ᡤᚓࡶࡿࢀࡉ࡜のの୺࡞ලయ例 

イ その所得本᮶のᛶ㉁上㞧所得とࡉれるもの 

�㺐) 法人のᙺ員等の໅務ඛ㡸け金の利Ꮚで利Ꮚ所得とࡉれないもの 

�㺹) 定ᮇ✚金に係るዎ⣙に基づくいわࡺる⤥௜⿵ሸ金 

�㺨) ⏕࿨保㝤ዎ⣙等に基づく年金 

�㺤) 国税通則法58条１項に規定する㑏௜ຍ算金 

ࣟ 事ᴗから⏕じたとㄆめられるものを除き㞧所得とࡉれるもの 

�㺐) ື産の㈚௜けによる所得 

�㺹) 原✏、ࡉし⤮、作᭤、ࣞ 、インのሗ㓘、ᨺ送ㅰ金ࢨࢹⱝしくはࡳの྿き㎸ࢻ－ࢥ

ⴭ作ᶒの౑用ᩱ又は講₇ᩱ等に係る所得�例㸸作ᐙ等以外の者が支払をཷける原✏

ᩱ) 

�㺨) 金㖹の㈚௜けによる所得�例㸸金⼥ᴗ者でない者の㈚金の利Ꮚ) 

�㺤) ୙ື産の⥅続的኎㈙による所得 

�㺬) 所᭷ᮇ㛫が５年以内のᒣᯘのఆ᥇又はㆡΏによる所得 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通35－１、35－２ 

持出可
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第４章 課税ᶆ‽の計算 

 

第１節 ྛ✀所得の金額の計算 

 所得税法は、๓章第２節で述࡭た「所得の✀㢮」ࡈとに所得金額の計算方法を規定

している。この節では、その「ྛ✀所得の金額」の計算について学習する。 

学習のポイント 

「ྛ✀所得の金額」、すなわち10✀㢮の「所得の金額」は、どのように計算す

るのか 

 

㸯 ฼Ꮚᡤᚓの㔠㢠のィ⟬ 

 「฼Ꮚᡤᚓの㔠㢠」は、その年中の利Ꮚ等の収入金額である�所法23②)。 

したがって、元本であるබ♫മの取得に要した㈇മの利Ꮚがある場合であっても、

２で述࡭る㓄当所得と␗なり、これを᥍除することはできない。 

⟬ ᘧ 

   利Ꮚ所得の金額＝収入金額（税㎸ࡳ） 

  

（ὀ）居住者又は国内にᜏஂ的施設を᭷する非居住者が国内において昭和63年４月１日以降支払をཷける࡭き㡸㈓

金等の利Ꮚなどの利Ꮚ所得（非課税の特例に係るものなどを除く。）については、௚の所得と༊ศして、その

支払をཷける࡭き金額に対し、15�315㸣（この௚にᆅ方税５㸣）の税率を適用して源泉徴収を行い、課税を᏶

⤖する（所法182一、措法３）。㹙ᚋ記、第３節「１ֆ源泉ศ㞳課税」ཧ↷㹛 

また、居住者又は国内にᜏஂ的施設を᭷する非居住者が国内において平成28年１月１日以降に支払いをཷけ

る࡭き特定බ♫മ等の利Ꮚ所得については、15�315㸣（この௚にᆅ方税５㸣）の税率を適用ࡉれ、⏦࿌ศ㞳の

対㇟とࡉれた（措法８の４）。㹙ᚋ記、第３節「２օ特定බ♫മ等の利Ꮚ所得の⏦࿌ศ㞳課税」ཧ↷㹛 

 

㸰 㓄ᙜᡤᚓの㔠㢠のィ⟬ 

 「㓄ᙜᡤᚓの㔠㢠」は、その年中の㓄当等の収入金額である。 

 ただし、ᰴᘧその௚㓄当所得を⏕ずる元本を取得するために要した㈇മの利Ꮚでその

年中に支払うものがある場合は、その年中の㓄当等の収入から、その支払う㈇മの利Ꮚ

の額のうち、その年においてその元本を᭷していたᮇ㛫に対ᛂする部ศの合計額を᥍除

した金額が㓄当所得の金額となる（所法24②、所令59）。

 ⟬ ᘧ 

㓄当所得の金額＝収入金額（税㎸ࡳ） 

         －元本取得に要した㈇മの利Ꮚの額（元本の保᭷ᮇ㛫ศ） 

 

（ὀ）ᰴᘧその௚㓄当所得を⏕ずる元本を取得するために要した㈇മの利Ꮚがある場合は、一定の算ᘧにより計算した金

額を収入金額から᥍除する。 

   なお、その㈇മによって取得したᰴᘧ等が↓㓄であっても、その㈇മの利Ꮚは௚の᭷㓄のᰴᘧ等の㓄当等の㓄当収

入から᥍除することができる（所基通24－５）。 
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第４章 課税ᶆ‽の計算 

第１節 ྛ✀所得の金額の計算 

 所得税法は、๓章第２節で述࡭た「所得の✀㢮」ࡈとに所得金額の計算方法を規定

している。この節では、その「ྛ✀所得の金額」の計算について学習する。 

学習のポイント 学習のポイント 学習のポイント 

「ྛ✀所得の金額」、すなわち10✀㢮の「所得の金額」は、どのように計算す

るのか 

㸯 ฼Ꮚᡤᚓの㔠㢠のィ⟬ 

 「฼Ꮚᡤᚓの㔠㢠」は、その年中の利Ꮚ等の収入金額である�所法23②)。 

したがって、元本であるබ♫മの取得に要した㈇മの利Ꮚがある場合であっても、

２で述࡭る㓄当所得と␗なり、これを᥍除することはできない。 

⟬ ᘧ 

   利Ꮚ所得の金額＝収入金額（税㎸ࡳ） 

  

（ὀ）居住者又は国内にᜏஂ的施設を᭷する非居住者が国内において昭和63年４月１日以降支払をཷける࡭き㡸㈓

金等の利Ꮚなどの利Ꮚ所得（非課税の特例に係るものなどを除く。）については、௚の所得と༊ศして、その

支払をཷける࡭き金額に対し、15�315㸣（この௚にᆅ方税５㸣）の税率を適用して源泉徴収を行い、課税を᏶

⤖する（所法182一、措法３）。㹙ᚋ記、第３節「１ֆ源泉ศ㞳課税」ཧ↷㹛 

また、居住者又は国内にᜏஂ的施設を᭷する非居住者が国内において平成28年１月１日以降に支払いをཷけ

る࡭き特定බ♫മ等の利Ꮚ所得については、15�315㸣（この௚にᆅ方税５㸣）の税率を適用ࡉれ、⏦࿌ศ㞳の

対㇟とࡉれた（措法８の４）。㹙ᚋ記、第３節「２օ特定බ♫മ等の利Ꮚ所得の⏦࿌ศ㞳課税」ཧ↷㹛 

㸰 㓄ᙜᡤᚓの㔠㢠のィ⟬ 

 「㓄ᙜᡤᚓの㔠㢠」は、その年中の㓄当等の収入金額である。 

 ただし、ᰴᘧその௚㓄当所得を⏕ずる元本を取得するために要した㈇മの利Ꮚでその

年中に支払うものがある場合は、その年中の㓄当等の収入から、その支払う㈇മの利Ꮚ

の額のうち、その年においてその元本を᭷していたᮇ㛫に対ᛂする部ศの合計額を᥍除

した金額が㓄当所得の金額となる（所法24②、所令59）。

 ⟬ ᘧ  ⟬ ᘧ  ⟬ ᘧ 

㓄当所得の金額＝収入金額（税㎸ࡳ） 

         －元本取得に要した㈇മの利Ꮚの額（元本の保᭷ᮇ㛫ศ）

（ὀ）ᰴᘧその௚㓄当所得を⏕ずる元本を取得するために要した㈇മの利Ꮚがある場合は、一定の算ᘧにより計算した金

額を収入金額から᥍除する。 

   なお、その㈇മによって取得したᰴᘧ等が↓㓄であっても、その㈇മの利Ꮚは௚の᭷㓄のᰴᘧ等の㓄当等の㓄当収

入から᥍除することができる（所基通24－５）。
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࠙参考ࠚ 源泉徴収税率が20�42㸣の場合におけるᡭ取り金額から収入金額（税㎸ࡳ）を計算する算ᘧは次のとおり。 

     なお、源泉徴収税率については、50࣮࣌ࢪの「㓄当課税ไ度のᴫ要」ཧ↷のこと。 
 

収入金額 ＝ ᡭ取金額 ¹（1－0�2042（ͤ））  ͤ源泉徴収税率 

 

㸱 ୙ື⏘ᡤᚓの㔠㢠のィ⟬ 

⑴ 「୙ື⏘ᡤᚓの㔠㢠」は、その年中の୙ື産所得に係る⥲収入金額から必要⤒㈝を

᥍除した金額である（所法26②）。 
 

 ⟬ ᘧ 

    ୙ື産所得の金額＝⥲収入金額－必要⤒㈝ 

 

 ୙ື産所得の必要⤒㈝とࡉれるものは、その୙ື産に係るබ租බ課、ᦆᐖ保㝤ᩱ、

୙ື産のಟ⧋㈝、ᅛ定資産の減価償却㈝、支払ᆅ௦、㞠人㈝などである。 

（ὀ）୙ື産所得の必要⤒㈝とࡉれるものは、ᚋ記第５節の「必要⤒㈝」をཧ↷のこと（所法37①）。 

⑵ ୙ື⏘ᡤᚓ࡟ಀࡿᚲせ⤒㈝のྲྀᢅ࠸ 

 ୙ື産所得を⏕ず࡭き୙ື産等の㈚௜けが、事ᴗとして行われているかྰか（事ᴗ

的規ᶍかᴗ務的規ᶍか）によって、୙ື産所得の金額の計算において次のとおり取扱

いが␗なる。 

項      目 ㈚௜けが事ᴗ的規ᶍ ᕥ記以外（ᴗ務的規ᶍ） 

୙ື産所得の金額に対ᛂする
利Ꮚ税 
（所法45①二、所令97） 

必要⤒㈝に算入ྍ 必要⤒㈝に算入୙ྍ 

資産ᦆኻ 
（所法51①②մ、63、64①、72
①、所基通72－１） 

必要⤒㈝に算入ྍ ① ୙ື産所得の金額を限度
として必要⤒㈝に算入ྍ 
 なお、災ᐖ又は┐㞴ⱝしく
はᶓ㡿によるᦆኻは上記必
要⤒㈝算入と㞧ᦆ᥍除の㑅
ᢥྍ 

② ᮍ収ᐙ㈤等がᅇ収୙⬟と
なった場合は、収入金額計上
年ศに㐳ってその金額がな
かったものとࡳなす。 

ճ ୙ື産㈚௜けのᗫṆᚋに
⏕じたᦆኻの取扱いは適用
୙ྍ 

㟷Ⰽ事ᴗ専ᚑ者⤥୚及び事ᴗ
専ᚑ者᥍除額 
（所法57①ճ） 

必要⤒㈝に算入ྍ 必要⤒㈝に算入୙ྍ 

第４章 課税ᶆ‽の計算 

－28－ 

࠙参考ࠚ 源泉徴収税率が20�42㸣の場合におけるᡭ取り金額から収入金額（税㎸ࡳ）を計算する算ᘧは次のとおり。 

     なお、源泉徴収税率については、50࣮࣌ࢪの「㓄当課税ไ度のᴫ要」ཧ↷のこと。 

収入金額 ＝ ᡭ取金額 ¹（1－0�2042（ͤ））  ͤ源泉徴収税率 

㸱 ୙ື⏘ᡤᚓの㔠㢠のィ⟬ 

⑴ 「୙ື⏘ᡤᚓの㔠㢠」は、その年中の୙ື産所得に係る⥲収入金額から必要⤒㈝を

᥍除した金額である（所法26②）。 

 ⟬ ᘧ  ⟬ ᘧ  ⟬ ᘧ 

    ୙ື産所得の金額＝⥲収入金額－必要⤒㈝

 ୙ື産所得の必要⤒㈝とࡉれるものは、その୙ື産に係るබ租බ課、ᦆᐖ保㝤ᩱ、

୙ື産のಟ⧋㈝、ᅛ定資産の減価償却㈝、支払ᆅ௦、㞠人㈝などである。 

（ὀ）୙ື産所得の必要⤒㈝とࡉれるものは、ᚋ記第５節の「必要⤒㈝」をཧ↷のこと（所法37①）。 

⑵ ୙ື⏘ᡤᚓ࡟ಀࡿᚲせ⤒㈝のྲྀᢅ࠸

 ୙ື産所得を⏕ず࡭き୙ື産等の㈚௜けが、事ᴗとして行われているかྰか（事ᴗ

的規ᶍかᴗ務的規ᶍか）によって、୙ື産所得の金額の計算において次のとおり取扱

いが␗なる。 

持出可
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項      目 ㈚௜けが事ᴗ的規ᶍ ᕥ記以外（ᴗ務的規ᶍ） 

㟷Ⰽ⏦࿌特別᥍除 
（措法25の２） 

55୓෇（᥍除๓の所得の金額を
限度として）᥍除ྍ 
ͤ  取引を正規の⡙記の原

則にᚑって記㘓している者
で次の①及び②にヱ当する
場合には、65୓෇（᥍除๓の
金額を限度として）᥍除ྍ 

 ① その年ศの事ᴗに係る
一定のᖒ⡙等について㟁
Ꮚ計算ᶵを౑用して作成
する国税関係ᖒ⡙書㢮の
保Ꮡ方法等の特例に関す
る法律に規定する㟁☢的
記㘓等のഛ௜及び保Ꮡを
行っている。 

 ② その年ศの所得税の確
定⏦࿌書、㈚೉対↷表及び
ᦆ┈計算書等の提出をそ
の提出ᮇ限までに㟁Ꮚ᝟
ሗฎ理⤌⧊（H�7D[）を౑
用している。 

10୓෇（᥍除๓の所得の金額を
限度として）᥍除ྍ 

 

㸲 ஦ᴗᡤᚓの㔠㢠のィ⟬ 

 「஦ᴗᡤᚓの㔠㢠」は、その年中の事ᴗ所得に係る⥲収入金額から必要⤒㈝を᥍除し

た金額である（所法27②）。 

 

 ⟬ ᘧ 

    事ᴗ所得の金額＝⥲収入金額－必要⤒㈝ 

 

 事ᴗ所得の必要⤒㈝とࡉれるものは、኎上原価、その௚当ヱ⥲収入金額を得るために

直᥋要した㈝用及びその年ศの㈍኎㈝、一⯡⟶理㈝、その௚事ᴗ所得を⏕ず࡭きᴗ務に

ついて⏕じた㈝用である。 

（ὀ）事ᴗ所得の必要⤒㈝とࡉれるものは、ᚋ記第５節の「必要⤒㈝」をཧ↷のこと（所法37①）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要⤒㈝

額 ࠉ金ࠉ 入ࠉ収ࠉ⥲

�኎上金額)

኎ 上 原 価

㈍ ኎ ㈝ 、 一 ⯡ ⟶ 理 ㈝

事 ᴗ 所 得 の 金 額
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項      目 ㈚௜けが事ᴗ的規ᶍ ᕥ記以外（ᴗ務的規ᶍ） 

㟷Ⰽ⏦࿌特別᥍除 
（措法25の２） 

55୓෇（᥍除๓の所得の金額を
限度として）᥍除ྍ 
ͤ  取引を正規の⡙記の原

則にᚑって記㘓している者
で次の①及び②にヱ当する
場合には、65୓෇（᥍除๓の
金額を限度として）᥍除ྍ 

 ① その年ศの事ᴗに係る
一定のᖒ⡙等について㟁
Ꮚ計算ᶵを౑用して作成
する国税関係ᖒ⡙書㢮の
保Ꮡ方法等の特例に関す
る法律に規定する㟁☢的
記㘓等のഛ௜及び保Ꮡを
行っている。 

 ② その年ศの所得税の確
定⏦࿌書、㈚೉対↷表及び
ᦆ┈計算書等の提出をそ
の提出ᮇ限までに㟁Ꮚ᝟
ሗฎ理⤌⧊（H�7D[）を౑
用している。 

10୓෇（᥍除๓の所得の金額を
限度として）᥍除ྍ 

㸲 ஦ᴗᡤᚓの㔠㢠のィ⟬ 

 「஦ᴗᡤᚓの㔠㢠」は、その年中の事ᴗ所得に係る⥲収入金額から必要⤒㈝を᥍除し

た金額である（所法27②）。 

 ⟬ ᘧ 

    事ᴗ所得の金額＝⥲収入金額－必要⤒㈝

 事ᴗ所得の必要⤒㈝とࡉれるものは、኎上原価、その௚当ヱ⥲収入金額を得るために

直᥋要した㈝用及びその年ศの㈍኎㈝、一⯡⟶理㈝、その௚事ᴗ所得を⏕ず࡭きᴗ務に

ついて⏕じた㈝用である。 

（ὀ）事ᴗ所得の必要⤒㈝とࡉれるものは、ᚋ記第５節の「必要⤒㈝」をཧ↷のこと（所法37①）。 

必要⤒㈝

額 ࠉ金ࠉ 入ࠉ収ࠉ⥲

�኎上金額)

኎ 上 原 価

㈍ ኎ ㈝ 、 一 ⯡ ⟶ 理 ㈝

事 ᴗ 所 得 の 金 額

持出可
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㸳 ⤥୚ᡤᚓの㔠㢠のィ⟬ 

⑴ 「⤥୚ᡤᚓの㔠㢠」は、その年中の⤥୚等の収入金額（」数ある場合は合計額）か

ら⤥୚所得᥍除額を᥍除した金額である（所法28②）。 

 

 ⟬ ᘧ 

  ⤥୚所得の金額＝収入金額（税㎸ࡳ）－ ⤥୚所得᥍除額               

 

 

⑵ 「⤥୚ᡤᚓ᥍㝖㢠」は、次の算ᘧによりồめる（所法28ճ）。 

 

     ⟬ ᘧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⤥୚所得᥍除額を᥍除する୺な理⏤は、次のとおりである。 

① ໅務にも必要⤒㈝がకうから、これをᴫ算計算でㄆめる。 

② ⤥୚所得は໅ປによる所得で、໅ປ以外に基づく所得にẚ࡭てᢸ税ຊにஈしい。 

ճ ⏦࿌⣡税の場合とẚ࡭て源泉徴収により᪩ᮇ⣡௜となるので、その金利相当ศを

調ᩚする必要がある。 

 ⤥୚等の収入金額 ⤥୚所得᥍除額 

 

令

和

２

年

ศ 

以

降 

1�625�000෇以ୗ 55୓෇ 

1�625�000෇㉸  1�800�000෇以ୗ 収入金額�40㸣－  100�000෇ 

1�800�000෇㉸  3�600�000෇以ୗ 収入金額�30㸣㸩  80�000෇ 

3�600�000෇㉸  6�600�000෇以ୗ 収入金額�20㸣㸩  440�000෇ 

6�600�000෇㉸  8�500�000෇以ୗ 収入金額�10㸣㸩1�100�000෇ 

8�500�000෇㉸ 1�950�000෇ 

   

 ⤥୚等の収入金額 ⤥୚所得᥍除額 

 

令

和

元

年

ศ

以

๓ 

1�800�000෇以ୗ 収入金額�40㸣�最ప᥍除額65୓෇) 

1�800�000෇㉸  3�600�000෇以ୗ 収入金額�30㸣㸩 180�000෇ 

3�600�000෇㉸  6�600�000෇以ୗ 収入金額�20㸣㸩 540�000෇ 

6�600�000෇㉸ 10�000�000෇以ୗ 収入金額�10㸣㸩1�200�000෇ 

10�000�000෇㉸ 2�200�000෇ 
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㸳 ⤥୚ᡤᚓの㔠㢠のィ⟬ 

⑴ 「⤥୚ᡤᚓの㔠㢠」は、その年中の⤥୚等の収入金額（」数ある場合は合計額）か

ら⤥୚所得᥍除額を᥍除した金額である（所法28②）。 

 ⟬ ᘧ  ⟬ ᘧ  ⟬ ᘧ 

                              

⑵ 「⤥୚ᡤᚓ᥍㝖㢠」は、次の算ᘧによりồめる（所法28ճ）。 

     ⟬ ᘧ 

 ⤥୚所得᥍除額を᥍除する୺な理⏤は、次のとおりである。 

① ໅務にも必要⤒㈝がకうから、これをᴫ算計算でㄆめる。 

② ⤥୚所得は໅ປによる所得で、໅ປ以外に基づく所得にẚ࡭てᢸ税ຊにஈしい。

ճ ⏦࿌⣡税の場合とẚ࡭て源泉徴収により᪩ᮇ⣡௜となるので、その金利相当ศを

調ᩚする必要がある。 

令

和

２

年

ศ 

以

降 

  

持出可
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 ஬ࠖの㐺⏝㸦ᡤἲ��մ㸧➨⾲ูࠕᡤᚓ⛯ἲ ۑ

 ⤥୚等の収入金額が「660୓෇ᮍ‶」である場合の⤥୚所得の金額は、๓㡫の算ᘧ

による⤥୚所得᥍除額によってその所得金額を計算することなく、「所得税法別表第

஬」に定めている「⤥୚所得᥍除ᚋの⤥୚等の金額」ḍによってồめる。 

 

 ⟭ィࡿࡼ࡟ࠖ⾲⟭㏿୚ᡤᚓの⤥ࠕ ۑ

 ⤥୚等の収入金額が「660୓෇以上」場合の⤥୚所得の金額の計算には、次の㏿算

表が用いられる。 

㸺令和２年ศ以降の⤥୚所得の㏿算表㸼 （別表第஬） 

収 入 金 額 ๭ 合 ᥍ 除 額 

660୓෇以上 850୓෇ᮍ‶ 90㸣 1�100�000෇ 

850୓෇以上   1�950�000෇ 

 

㸺令和元年ศ以๓の⤥୚所得の㏿算表㸼 （別表第஬） 

収 入 金 額 ๭ 合 ᥍ 除 額 

660୓෇以上 1�000୓෇ᮍ‶ 90㸣 1�200�000෇ 

1�000୓෇以上   2�200�000෇ 

࠙設例ࠚ ௧࿴㸰ᖺศの⤥୚所得の金額の計算 

１ ఍♫員㸿の⤥୚等の収入金額が250୓෇の場合 

２ ఍♫員㹀の⤥୚等の収入金額が1�500୓෇の場合 

 ࠚ⟆࠙

１ 別表第஬により ⤥୚所得の金額 1�670�000෇ 

２ ㏿算表により  15�000�000෇－1�950�000෇＝13�050�000෇ 

          ⤥୚所得の金額 13�050�000෇ 

 

 ᐃᨭฟ᥍㝖㸦ᡤἲ��の㸰㸧≉ ۑ

⤥୚所得の金額の計算については、その年中の特定支出の合計額が、⤥୚所得᥍除

の２ศの１を㉸えるときは、その年中の⤥୚所得の金額は、⤥୚の収入金額から⤥୚

所得᥍除を᥍除し、᭦にその㉸える部ศの特定支出の額を᥍除した金額とすることが

できる「⤥୚所得者の特定支出の᥍除の特例」の規定がある（所法57の２）。 

（ὀ） 特定支出とは、⤥୚所得者が支出する次に掲げる支出で一定の要௳に当てはまるものをいう（所法57の２②）。 

①通໅㈝、②໅務ᆅを㞳れて職務を行うための᪑㈝、ճ㌿௵にకう引㉺㈝用、մ◊ಟ㈝、յ人の資᱁を取得す

るための支出、ն༢㌟㉱௵者の 復᪑㈝、շ職務の㐙行に直᥋必要なもの 
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஬ࠖの㐺⏝㸦ᡤἲ��մ㸧➨⾲ูࠕᡤᚓ⛯ἲ ۑ

 ⤥୚等の収入金額が「660୓෇ᮍ‶」である場合の⤥୚所得の金額は、๓㡫の算ᘧ

による⤥୚所得᥍除額によってその所得金額を計算することなく、「所得税法別表第

஬」に定めている「⤥୚所得᥍除ᚋの⤥୚等の金額」ḍによってồめる。 

⟭ィࡿࡼ࡟ࠖ⾲⟭㏿୚ᡤᚓの⤥ࠕ ۑ

⤥୚等の収入金額が「660୓෇以上」場合の⤥୚所得の金額の計算には、次の㏿算

表が用いられる。 

࠙設例ࠚ ௧࿴㸰ᖺศの⤥୚所得の金額の計算 

１ ఍♫員㸿の⤥୚等の収入金額が250୓෇の場合 

２ ఍♫員㹀の⤥୚等の収入金額が1�500୓෇の場合 

 ࠚ⟆࠙

１ 別表第஬により ⤥୚所得の金額 1�670�000෇ 

２ ㏿算表により  15�000�000෇－1�950�000෇＝13�050�000෇ 

          ⤥୚所得の金額 13�050�000෇ 

ᐃᨭฟ᥍㝖㸦ᡤἲ��の㸰㸧≉ ۑ

⤥୚所得の金額の計算については、その年中の特定支出の合計額が、⤥୚所得᥍除

の２ศの１を㉸えるときは、その年中の⤥୚所得の金額は、⤥୚の収入金額から⤥୚

所得᥍除を᥍除し、᭦にその㉸える部ศの特定支出の額を᥍除した金額とすることが

できる「⤥୚所得者の特定支出の᥍除の特例」の規定がある（所法57の２）。 

（ὀ） 特定支出とは、⤥୚所得者が支出する次に掲げる支出で一定の要௳に当てはまるものをいう（所法57の２②）。

①通໅㈝、②໅務ᆅを㞳れて職務を行うための᪑㈝、ճ㌿௵にకう引㉺㈝用、մ◊ಟ㈝、յ人の資᱁を取得す

るための支出、ն༢㌟㉱௵者の 復᪑㈝、շ職務の㐙行に直᥋必要なもの 

持出可
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㸴 ㏥⫋ᡤᚓの㔠㢠のィ⟬ 

⑴ 「㏥⫋ᡤᚓの㔠㢠」は、その年中の㏥職ᡭ当等の収入金額から㏥職所得᥍除額を᥍

除したṧ額の２ศの１に相当する金額である（所法30②）。 

 ⟬ ᘧ 

㏥職所得の金額＝（収入金額（税㎸ࡳ）－㏥職所得᥍除額）�１㸭２ 

 

なお、㏥職ᡭ当等が特定ᙺ員㏥職ᡭ当等である場合、㏥職所得の金額は、㏥職ᡭ

当等の収入金額から㏥職所得᥍除額を᥍除したṧ額に相当する金額である。 

�ὀ) 特定ᙺ員㏥職ᡭ当等とは、次の①からճに掲げる者で、ᙺ員等໅続年数５年以ୗの者が㏥職ᡭ当等として支払を 

ཷけるものをいう（所法30մ）。 

① 法人税法第２条第15号に規定するᙺ員 

② 国఍㆟員及びᆅ方බඹᅋ体の㆟఍の㆟員 

ճ 国ᐙබ務員及びᆅ方බ務員 

⑵ 「㏥⫋ᡤᚓ᥍㝖㢠」は、所得者の໅続年数にᛂじて、次の算ᘧによりồめる（所法

30ճյ）。 

 ⟬ ᘧ 

イ 通ᖖの㏥職の場合 

�㺐) ໅続年数が20年以ୗの場合  

 40୓෇�໅続年数�最ప80୓෇) 

�㺹) ໅続年数が20年を㉸える場合 

 800୓෇㸩70୓෇��໅続年数－20年) 

ࣟ 㞀ᐖ者になったことに直᥋基ᅉして㏥職した場合 

イによって計算した金額㸩100୓෇ 

（ὀ）１ ໅続年数は、㏥職所得᥍除額の計算の基♏をなすものであるから、所得税法では、その໅続年数の計算方法に

ついて、所得税法施行令第69条でヲ⣽に規定している。 

２ ໅続年数は、㏥職ᡭ当等の支払者のもとで、その㏥職ᡭ当等の支払の基ᅉとなった㏥職の日まで「引き続き

໅務したᮇ㛫」により計算ࡉれる。 

 なお、໅続年数に１年ᮍ‶の➃数が⏕じたときは、これを１年とする（所令69②）。 

３ ㏥職所得者が㏥職ᡭ当等の支払者のୗにおいて一時໅務しなかったᮇ㛫があれば、そのᮇ㛫は、原則として

ᕪし引かれる（所令69①一イ）。 

 （図示） 

   

   ᑵ職        一時໅務しなかったᮇ㛫        ㏥職 

 ໅続年数＝㹟㸩㹡 

 

 

Ћ   㹟   Ѝ Ћ   㹠   Ѝ Ћ   㹡   Ѝ
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㸴 ㏥⫋ᡤᚓの㔠㢠のィ⟬ 

⑴ 「㏥⫋ᡤᚓの㔠㢠」は、その年中の㏥職ᡭ当等の収入金額から㏥職所得᥍除額を᥍

除したṧ額の２ศの１に相当する金額である（所法30②）。 

 ⟬ ᘧ  ⟬ ᘧ  ⟬ ᘧ 

㏥職所得の金額＝（収入金額（税㎸ࡳ）－㏥職所得᥍除額）�１㸭２ 

なお、㏥職ᡭ当等が特定ᙺ員㏥職ᡭ当等である場合、㏥職所得の金額は、㏥職ᡭ

当等の収入金額から㏥職所得᥍除額を᥍除したṧ額に相当する金額である。 

�ὀ) 特定ᙺ員㏥職ᡭ当等とは、次の①からճに掲げる者で、ᙺ員等໅続年数５年以ୗの者が㏥職ᡭ当等として支払を 

ཷけるものをいう（所法30մ）。 

① 法人税法第２条第15号に規定するᙺ員 

② 国఍㆟員及びᆅ方බඹᅋ体の㆟఍の㆟員 

ճ 国ᐙබ務員及びᆅ方බ務員 

⑵ 「㏥⫋ᡤᚓ᥍㝖㢠」は、所得者の໅続年数にᛂじて、次の算ᘧによりồめる（所法

30ճյ）。

 ⟬ ᘧ  ⟬ ᘧ  ⟬ ᘧ 

イ 通ᖖの㏥職の場合 

�㺐) ໅続年数が20年以ୗの場合  

 40୓෇�໅続年数�最ప80୓෇) 

�㺹) ໅続年数が20年を㉸える場合 

 800୓෇㸩70୓෇��໅続年数－20年) 

ࣟ 㞀ᐖ者になったことに直᥋基ᅉして㏥職した場合 

イによって計算した金額㸩100୓෇ 

（ὀ）１ ໅続年数は、㏥職所得᥍除額の計算の基♏をなすものであるから、所得税法では、その໅続年数の計算方法に

ついて、所得税法施行令第69条でヲ⣽に規定している。 

２ ໅続年数は、㏥職ᡭ当等の支払者のもとで、その㏥職ᡭ当等の支払の基ᅉとなった㏥職の日まで「引き続き

໅務したᮇ㛫」により計算ࡉれる。 

 なお、໅続年数に１年ᮍ‶の➃数が⏕じたときは、これを１年とする（所令69②）。 

３ ㏥職所得者が㏥職ᡭ当等の支払者のୗにおいて一時໅務しなかったᮇ㛫があれば、そのᮇ㛫は、原則として

ᕪし引かれる（所令69①一イ）。 

 （図示） 

   

   ᑵ職        一時໅務しなかったᮇ㛫        ㏥職 

 ໅続年数＝㹟㸩㹡 

Ћ   㹟   Ѝ Ћ   㹠   Ѝ Ћ   㹡   ЍЋ   㹟   Ѝ Ћ   㹠   Ѝ Ћ   㹡   Ѝ

持出可
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㸵 ᒣᯘᡤᚓの㔠㢠のィ⟬ 

 「ᒣᯘᡤᚓの㔠㢠」は、その年中のᒣᯘ所得に係る⥲収入金額から必要⤒㈝を᥍除し、

そのṧ額から᭦に、ᒣᯘ所得の特別᥍除額を᥍除した金額である（所法32ճմ）。 

 ⟬ ᘧ 

ᒣᯘ所得の金額＝⥲収入金額－必要⤒㈝ 

               －ᒣᯘ所得の特別᥍除額（最㧗50୓෇） 

 

（ὀ）ᒣᯘに係る「所得金額」の計算上必要⤒㈝として᥍除ࡉれる金額は、そのᒣᯘの᳜ᯘ㈝、取得㈝用、⟶理㈝、ఆ᥇

㈝、ᒣᯘの⫱成又はㆡΏ㈝用（償却㈝以外の㈝用については、12月31日現在でമ務の確定しているものに限られる。）

で、収入が⏕じた「そのᒣᯘ」に対ᛂするものとなっている（所法37②）。 

 なお、ᒣᯘ所得は、ᒣᯘを㛗ᮇ㛫にわたり⫱成することにより⏕ずる所得であることから、その計算の⡆略໬を図

るため、ㆡΏした年の15年๓の12月31日以๓から引き続き所᭷していたᒣᯘについては、ᴫ算⤒㈝᥍除が特例として

ㄆめられている（措法30）。 

 （算 ᘧ） 

（⥲収入金額－ఆ᥇㈝࣭㐠ᦙ㈝࣭ㆡΏ㈝用）�ᴫ算⤒㈝率㸩（ఆ᥇㈝࣭㐠ᦙ㈝࣭ㆡΏ㈝用㸩被災事ᴗ用資産のᦆኻの

金額）＝必要⤒㈝ 

 ᴫ算⤒㈝率は、50㸣である（措規12②）。 

 

㸶 ㆡΏᡤᚓの㔠㢠のィ⟬ 

 ㆡΏᡤᚓの㔠㢠ࠖのィ⟬᪉ἲࠕ ⑴

 「ㆡΏᡤᚓの㔠㢠」は、次の㡰ᗎ、方法によってồめる（所法33ճ）。 

イ まず、ㆡΏ所得を▷ᮇㆡΏ所得及び㛗ᮇㆡΏ所得の二ࣉ－ࣝࢢに༊ศし、それࡒ

れのࣉ－ࣝࢢ内で、その年中の当ヱ所得に係る⥲収入金額から、その所得の基ᅉと

なった資産の取得㈝及びその資産のㆡΏに要した㈝用の額の合計額を᥍除する。こ

の᥍除ᚋの金額を▷ᮇㆡΏ所得のㆡΏ┈及び㛗ᮇㆡΏ所得のㆡΏ┈という。この場

合において、どちらか一方のࣉ－ࣝࢢにᦆኻの金額があるときは、これを௚のࢢ

 。の金額から᥍除してㆡΏ┈を計算するࣉ࣮ࣝ

ࣟ イのㆡΏ┈から「ㆡΏ所得の特別᥍除額」を᥍除する。 

⑵ ㆡΏ㈨⏘のྲྀᚓ㈝及びㆡΏ㈝⏝ 

イ ㆡΏ所得の金額の計算上᥍除する資産の「取得㈝」とࡉれるものは、次のとおり

である（所法38①）。 

 

（ὀ）౑用又はᮇ㛫の⤒㐣により減価する資産の取得㈝は、減価償却㈝の⣼✚額等を᥍除した金額とࡉれる（所法

38②）。 

ࣟ 次に、「ㆡΏ㈝用」（ㆡΏに要した㈝用）とࡉれるものは、௰௓ᡭ数ᩱ、Ⓩ記㈝

用、೉ᐙ人の❧㏥ᩱ、ᅵᆅ等のㆡΏのためのᘓ≀取ቯしᦆኻ、取ቯし㈝用等である

（所基通33－７）。 

 

取得㈝＝ㆡΏした資産の取得に要した金額㸩そのᚋの設ഛ、改良㈝
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㸵 ᒣᯘᡤᚓの㔠㢠のィ⟬ 

 「ᒣᯘᡤᚓの㔠㢠」は、その年中のᒣᯘ所得に係る⥲収入金額から必要⤒㈝を᥍除し、

そのṧ額から᭦に、ᒣᯘ所得の特別᥍除額を᥍除した金額である（所法32ճմ）。 

 ⟬ ᘧ  ⟬ ᘧ  ⟬ ᘧ 

ᒣᯘ所得の金額＝⥲収入金額－必要⤒㈝ 

               －ᒣᯘ所得の特別᥍除額（最㧗50୓෇） 

（ὀ）ᒣᯘに係る「所得金額」の計算上必要⤒㈝として᥍除ࡉれる金額は、そのᒣᯘの᳜ᯘ㈝、取得㈝用、⟶理㈝、ఆ᥇

㈝、ᒣᯘの⫱成又はㆡΏ㈝用（償却㈝以外の㈝用については、12月31日現在でമ務の確定しているものに限られる。）

で、収入が⏕じた「そのᒣᯘ」に対ᛂするものとなっている（所法37②）。 

 なお、ᒣᯘ所得は、ᒣᯘを㛗ᮇ㛫にわたり⫱成することにより⏕ずる所得であることから、その計算の⡆略໬を図

るため、ㆡΏした年の15年๓の12月31日以๓から引き続き所᭷していたᒣᯘについては、ᴫ算⤒㈝᥍除が特例として

ㄆめられている（措法30）。 

 （算 ᘧ） 

（⥲収入金額－ఆ᥇㈝࣭㐠ᦙ㈝࣭ㆡΏ㈝用）�ᴫ算⤒㈝率㸩（ఆ᥇㈝࣭㐠ᦙ㈝࣭ㆡΏ㈝用㸩被災事ᴗ用資産のᦆኻの

金額）＝必要⤒㈝ 

 ᴫ算⤒㈝率は、50㸣である（措規12②）。 

㸶 ㆡΏᡤᚓの㔠㢠のィ⟬ 

ㆡΏᡤᚓの㔠㢠ࠖのィ⟬᪉ἲࠕ ⑴

 「ㆡΏᡤᚓの㔠㢠」は、次の㡰ᗎ、方法によってồめる（所法33ճ）。 

イ まず、ㆡΏ所得を▷ᮇㆡΏ所得及び㛗ᮇㆡΏ所得の二ࣉ－ࣝࢢに༊ศし、それࡒ

れのࣉ－ࣝࢢ内で、その年中の当ヱ所得に係る⥲収入金額から、その所得の基ᅉと

なった資産の取得㈝及びその資産のㆡΏに要した㈝用の額の合計額を᥍除する。こ

の᥍除ᚋの金額を▷ᮇㆡΏ所得のㆡΏ┈及び㛗ᮇㆡΏ所得のㆡΏ┈という。この場

合において、どちらか一方のࣉ－ࣝࢢにᦆኻの金額があるときは、これを௚のࢢ

 。の金額から᥍除してㆡΏ┈を計算するࣉ࣮ࣝ

ࣟ イのㆡΏ┈から「ㆡΏ所得の特別᥍除額」を᥍除する。 

⑵ ㆡΏ㈨⏘のྲྀᚓ㈝及びㆡΏ㈝⏝

イ ㆡΏ所得の金額の計算上᥍除する資産の「取得㈝」とࡉれるものは、次のとおり

である（所法38①）。 

（ὀ）౑用又はᮇ㛫の⤒㐣により減価する資産の取得㈝は、減価償却㈝の⣼✚額等を᥍除した金額とࡉれる（所法

38②）。 

ࣟ 次に、「ㆡΏ㈝用」（ㆡΏに要した㈝用）とࡉれるものは、௰௓ᡭ数ᩱ、Ⓩ記㈝

用、೉ᐙ人の❧㏥ᩱ、ᅵᆅ等のㆡΏのためのᘓ≀取ቯしᦆኻ、取ቯし㈝用等である

（所基通33－７）。 

取得㈝＝ㆡΏした資産の取得に要した金額㸩そのᚋの設ഛ、改良㈝

持出可



第４章 課税ᶆ‽の計算 

－34－ 

⑶ ㆡΏᡤᚓの≉ู᥍㝖㢠 

 ㆡΏᡤᚓのࠕ≉ู᥍㝖㢠ࠖは、次のとおりである（所法33մյ）。 

イ ㆡΏ┈が50୓෇ᮍ‶の場合͐͐͐͐͐͐͐そのㆡΏ┈ 

ࣟ ㆡΏ┈が50୓෇以上の場合͐͐͐͐͐͐͐50୓෇ 

（ὀ）特別᥍除額は、まず▷ᮇㆡΏ所得に係るㆡΏ┈の部ศの金額から᥍除する。 

 ⟬ ᘧ 

▷ᮇㆡΏ所得の⥲収入金額－�ㆡΏ資産の取得㈝㸩ㆡΏ㈝用)＝ㆡΏ┈͐㸿 

㛗ᮇㆡΏ所得の⥲収入金額－�ㆡΏ資産の取得㈝㸩ㆡΏ㈝用)＝ㆡΏ┈͐㹀 

㸿－ㆡΏ所得の特別᥍除額�㹁)    ＝▷ᮇㆡΏ所得の金額 

㹀－ㆡΏ所得の特別᥍除額�50୓෇－㹁)＝㛗ᮇㆡΏ所得の金額 

 

࠙設例ࠚ ㆡΏ所得の金額の計算 （༢఩㸸୓෇） 

 

 

㸷 ୍᫬ᡤᚓの㔠㢠のィ⟬ 

⑴ 「୍᫬ᡤᚓの㔠㢠」は、その年中の一時所得に係る⥲収入金額からその収入を得る

ために支出した金額の合計額を᥍除し、そのṧ額から᭦に、一時所得の特別᥍除額を

᥍除した金額である（所法34②）。 

   ⟬ ᘧ 

一時所得の金額＝⥲収入金額－その収入を得るために支出した金額 

                 － 一時所得の特別᥍除額（最㧗50୓෇） 

 

⑵ ཰ධࢆᚓ࡟ࡵࡓࡿᨭฟࡓࡋ㔠㢠 

 収入を得るために支出した金額の⠊ᅖは、「一時所得の収入を⏕じた行Ⅽをするた

め、又はその収入を⏕じた原ᅉのⓎ⏕にకい直᥋に要した金額に限る。」としている

（所法34②ᣓᘼ書）。 

 したがって、収入を⏕じない行Ⅽ又は収入を⏕じない原ᅉのⓎ⏕にకう支出金額は、

収入を得るために支出した金額にはྵまれないことになる。すなわち、収入に個別対

ᛂする支出金額のࡳが᥍除ࡉれる。 
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⑶ ㆡΏᡤᚓの≉ู᥍㝖㢠

ㆡΏᡤᚓのࠕ≉ู᥍㝖㢠ࠖは、次のとおりである（所法33մյ）。 

（ὀ）特別᥍除額は、まず▷ᮇㆡΏ所得に係るㆡΏ┈の部ศの金額から᥍除する。 

⟬ ᘧ 

▷ᮇㆡΏ所得の⥲収入金額－�ㆡΏ資産の取得㈝㸩ㆡΏ㈝用)＝ㆡΏ┈͐㸿 

㛗ᮇㆡΏ所得の⥲収入金額－�ㆡΏ資産の取得㈝㸩ㆡΏ㈝用)＝ㆡΏ┈͐㹀 

㸿－ㆡΏ所得の特別᥍除額�㹁)    ＝▷ᮇㆡΏ所得の金額 

㹀－ㆡΏ所得の特別᥍除額�50୓෇－㹁)＝㛗ᮇㆡΏ所得の金額 

࠙設例ࠚ ㆡΏ所得の金額の計算 （༢఩㸸୓෇） 

㸷 ୍᫬ᡤᚓの㔠㢠のィ⟬ 

⑴ 「୍᫬ᡤᚓの㔠㢠」は、その年中の一時所得に係る⥲収入金額からその収入を得る

ために支出した金額の合計額を᥍除し、そのṧ額から᭦に、一時所得の特別᥍除額を

᥍除した金額である（所法34②）。 

  ⟬ ᘧ ⟬ ᘧ 

一時所得の金額＝⥲収入金額－その収入を得るために支出した金額 

イ ㆡΏ┈が50୓෇ᮍ‶の場合͐͐͐͐͐͐͐そのㆡΏ┈ 

ࣟ ㆡΏ┈が50୓෇以上の場合͐͐͐͐͐͐͐50୓෇ 

                 － 一時所得の特別᥍除額（最㧗50୓෇） 

⑵ ཰ධࢆᚓ࡟ࡵࡓࡿᨭฟࡓࡋ㔠㢠

 収入を得るために支出した金額の⠊ᅖは、「一時所得の収入を⏕じた行Ⅽをするた

め、又はその収入を⏕じた原ᅉのⓎ⏕にకい直᥋に要した金額に限る。」としている

（所法34②ᣓᘼ書）。 

 したがって、収入を⏕じない行Ⅽ又は収入を⏕じない原ᅉのⓎ⏕にకう支出金額は、

収入を得るために支出した金額にはྵまれないことになる。すなわち、収入に個別対

ᛂする支出金額のࡳが᥍除ࡉれる。 

持出可

༊ ศ ㆡ Ώ 価 額 取得㈝࣭ㆡΏ㈝用 ㆡ Ώ ┈ ㆡΏ所得の金額 

▷ ᮇ 
㛗 ᮇ 

50 
65 

40 
45 

10
20

10－10＝0 
20－20＝0 

▷ ᮇ 
㛗 ᮇ 

40 
80 

25 
35 

15
45

15－15＝0 
45－�50－15)＝10 

▷ ᮇ 
㛗 ᮇ 

100 
150 

30 
50 

70
100

70－50＝20 
100 

10
20

15
45

70
100 100 
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⑶ ୍᫬ᡤᚓの≉ู᥍㝖㢠 

 ୍᫬ᡤᚓのࠕ≉ู᥍㝖㢠ࠖは、次のとおりである（所法34ճ）。 

（⥲収入金額－その収入を得るために支出した金額）のṧ額が、 

イ 50୓෇ᮍ‶の場合͐͐͐͐͐͐͐そのṧ額 

ࣟ 50୓෇以上の場合͐͐͐͐͐͐͐50୓෇ 

 

れる「⏕࿨保㝤ዎ⣙等」の一時金及び「ᦆᐖ保㝤ዎ⣙等」に基づく‶ᮇ㏉ࡉ一時所得として課税 ۑ

ᡠ金の一時所得の金額の計算を算ᘧで示すと次のとおりである（所令183②մ、184②ճ）。 

 

 

 

 

 

࠙設例ࠚ ୍᫬ᡤᚓの㔠㢠のィ⟬ 

㸿は、⏕࿨保㝤ዎ⣙の‶ᮇにより次のとおり、一時金をཷけ取った。 

‶ᮇ保㝤金   250୓෇ 

支払保㝤ᩱ   180୓෇ 

๫వ金のศ㓄  20୓෇ 

       （一時金の支払をཷける๓にศ㓄をཷけた๫వ金） 

 、一時所得の金額は ࠚ⟆࠙

 （収入金額） （支出した金額）       （特別᥍除額） 

 2�500�000෇－�1�800�000෇－200�000෇)－500�000෇＝400�000෇ 

 

�� 㞧ᡤᚓの㔠㢠のィ⟬ 

⑴ 「㞧ᡤᚓの㔠㢠」は、次のイとࣟの合計額である（所法35②）。 

イ その年中のබ的年金等の収入金額からබ的年金等᥍除額を᥍除した金額 

ࣟ その年中の㞧所得（බ的年金等に係るものを除く。）に係る⥲収入金額から必要

⤒㈝を᥍除した金額 

⟬ ᘧ 

   㞧所得の金額＝イ㸩ࣟ 

   イ බ的年金等  㸸収入金額�税㎸ࡳ)－බ的年金等᥍除額 

   ࣟ 上記以外のもの㸸⥲収入金額－必要⤒㈝ 

 

 

一時金又
は㏉ᡠ金 

一時金等とともに
又は一時金等のᚋ
に支払をཷけた๫
వ金又は๭ᡠ金 

㸩 －

 
保㝤ᩱ又
は᥃金の
⥲額 

一時金又は㏉ᡠ金
の支払をཷける๓
にศ㓄をཷけた๫
వ金又は๭ᡠ金 

－
一時所得
の特別᥍
除額 

一時所得
の金額 － ＝
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⑶ ୍᫬ᡤᚓの≉ู᥍㝖㢠

୍᫬ᡤᚓのࠕ≉ู᥍㝖㢠ࠖは、次のとおりである（所法34ճ）。 

（⥲収入金額－その収入を得るために支出した金額）のṧ額が、 

イ 50୓෇ᮍ‶の場合͐͐͐͐͐͐͐そのṧ額 

ࣟ 50୓෇以上の場合͐͐͐͐͐͐͐50୓෇ 

れる「⏕࿨保㝤ዎ⣙等」の一時金及び「ᦆᐖ保㝤ዎ⣙等」に基づく‶ᮇ㏉ࡉ一時所得として課税 ۑ

ᡠ金の一時所得の金額の計算を算ᘧで示すと次のとおりである（所令183②մ、184②ճ）。 

࠙設例ࠚ ୍᫬ᡤᚓの㔠㢠のィ⟬

㸿は、⏕࿨保㝤ዎ⣙の‶ᮇにより次のとおり、一時金をཷけ取った。 

‶ᮇ保㝤金   250୓෇ 

支払保㝤ᩱ   180୓෇ 

๫వ金のศ㓄  20୓෇ 

       （一時金の支払をཷける๓にศ㓄をཷけた๫వ金） 

 、一時所得の金額は ࠚ⟆࠙

 （収入金額） （支出した金額）       （特別᥍除額） 

 2�500�000෇－�1�800�000෇－200�000෇)－500�000෇＝400�000෇

�� 㞧ᡤᚓの㔠㢠のィ⟬ 

⑴ 「㞧ᡤᚓの㔠㢠」は、次のイとࣟの合計額である（所法35②）。 

イ その年中のබ的年金等の収入金額からබ的年金等᥍除額を᥍除した金額 

ࣟ その年中の㞧所得（බ的年金等に係るものを除く。）に係る⥲収入金額から必要

⤒㈝を᥍除した金額

⟬ ᘧ ⟬ ᘧ 

      㞧所得の金額＝イ㸩ࣟ 

   イ    イ බ的年金等  㸸収入金額�税㎸ࡳ)－බ的年金等᥍除額 

   ࣟ    ࣟ 上記以外のもの㸸⥲収入金額－必要⤒㈝ 

一時金又
は㏉ᡠ金 

一時金等とともに
又は一時金等のᚋ
に支払をཷけた๫
వ金又は๭ᡠ金 

㸩 －
保㝤ᩱ又
は᥃金の
⥲額 

一時金又は㏉ᡠ金
の支払をཷける๓
にศ㓄をཷけた๫
వ金又は๭ᡠ金 

－
一時所得
の特別᥍
除額 

一時所得
の金額 － ＝の特別᥍－ ＝の特別᥍

持出可
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⑵ බ的年金等に係る㞧所得の金額の計算上᥍除する「බⓗᖺ㔠➼᥍㝖㢠」は、次に掲

げる定額᥍除額と定率᥍除額との合計額である（所法35մ）。 

イ බ的年金等に係る㞧所得以外の合計所得金額が1�000୓෇以ୗの場合 

�㺐) 定額᥍除額 

40୓෇ 

�㺹) 定率᥍除額 

㸿 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇以ୗの場合 

 25㸣 � ׸   

ͤ 以ୗ、算ᘧ中の「׸」は、「収入金額から50୓෇を᥍除した金額」を表

す。 

  㹀 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇を㉸え720୓෇以ୗの場合 

    㹹 90୓෇ 㸩（ 360 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

  㹁 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が720୓෇を㉸え950୓෇以ୗの場合 

    㹹 144୓෇ 㸩（ 720 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

  㹂 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が950୓෇を㉸える場合 

    1�555�000෇ 

 �㺨) �㺐)及び�㺹)の合計額が60୓෇ᮍ‶の場合 

    60୓෇ 

ࣟ බ的年金等に係る㞧所得以外の合計所得金額が1�000୓෇を㉸え2�000୓෇以ୗ

の場合 

�㺐) 定額᥍除額 

30୓෇ 

�㺹) 定率᥍除額 

㸿 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇以ୗの場合 

 25㸣 � ׸    

  㹀 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇を㉸え720୓෇以ୗの場合 

    㹹 90୓෇ 㸩（ 360 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

  㹁 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が720୓෇を㉸え950୓෇以ୗの場合 

    㹹 144୓෇ 㸩（ 720 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

  㹂 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が950୓෇を㉸える場合 

    1�555�000෇ 

�㺨) �㺐)及び�㺹)の合計額が50୓෇ᮍ‶の場合 

    50୓෇ 

 බ的年金等に係る㞧所得以外の合計所得金額が2�000୓෇を㉸える場合 ࣁ

�㺐) 定額᥍除額 

20୓෇ 
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⑵ බ的年金等に係る㞧所得の金額の計算上᥍除する「බⓗᖺ㔠➼᥍㝖㢠」は、次に掲

げる定額᥍除額と定率᥍除額との合計額である（所法35մ）。 

イ බ的年金等に係る㞧所得以外の合計所得金額が1�000୓෇以ୗの場合 

�㺐) 定額᥍除額 

40୓෇ 

�㺹) 定率᥍除額 

㸿 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇以ୗの場合 

 25㸣 � ׸   

ͤ 以ୗ、算ᘧ中の「׸」は、「収入金額から50୓෇を᥍除した金額」を表

す。 

  㹀 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇を㉸え720୓෇以ୗの場合 

    㹹 90୓෇ 㸩（ 360 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

  㹁 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が720୓෇を㉸え950୓෇以ୗの場合 

    㹹 144୓෇ 㸩（ 720 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

  㹂 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が950୓෇を㉸える場合 

    1�555�000෇ 

 �㺨) �㺐)及び�㺹)の合計額が60୓෇ᮍ‶の場合 

    60୓෇ 

ࣟ බ的年金等に係る㞧所得以外の合計所得金額が1�000୓෇を㉸え2�000୓෇以ୗ

の場合 

�㺐) 定額᥍除額 

30୓෇ 

�㺹) 定率᥍除額 

㸿 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇以ୗの場合 

 25㸣 � ׸    

  㹀 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇を㉸え720୓෇以ୗの場合 

    㹹 90୓෇ 㸩（ 360 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

  㹁 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が720୓෇を㉸え950୓෇以ୗの場合 

    㹹 144୓෇ 㸩（ 720 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

  㹂 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が950୓෇を㉸える場合 

    1�555�000෇ 

�㺨) �㺐)及び�㺹)の合計額が50୓෇ᮍ‶の場合 

    50୓෇ 

 බ的年金等に係る㞧所得以外の合計所得金額が2�000୓෇を㉸える場合 ࣁ

�㺐) 定額᥍除額 

20୓෇ 

持出可
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�㺹) 定率᥍除額 

㸿 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇以ୗの場合 

 25㸣 � ׸    

㹀 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇を㉸え720୓෇以ୗの場合 

    㹹 90୓෇ 㸩（ 360 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

㹁 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が720୓෇を㉸え950୓෇以ୗの場合 

    㹹 144୓෇ 㸩（ 720 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

㹂 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が950୓෇を㉸える場合 

    1�555�000෇ 

�㺨) �㺐)及び�㺹)の合計額が40୓෇ᮍ‶の場合 

    40୓෇ 

⑶ ��ṓ௨ୖの⪅のබ的年金等に係る㞧所得の金額の計算上᥍除する「බⓗᖺ㔠➼᥍

㝖㢠」は、次に掲げる定額᥍除額と定率᥍除額との合計額である（所法35մ、措法

41の15の３①）。 

   ͤ その者の年㱋が65ṓ以上であるかどうかのุ定は、その年12月31日（その者が

年の中㏵でṚஸし又は出国する場合には、そのṚஸ又は出国の時）の年㱋による

（措法41の15の３մ）。 

イ බ的年金等に係る㞧所得以外の合計所得金額が1�000୓෇以ୗの場合 

�㺐) 定額᥍除額 

40୓෇ 

�㺹) 定率᥍除額 

㸿 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇以ୗの場合 

 25㸣 � ׸    

ͤ 以ୗ「算ᘧ中の׸」は、「収入金額から50୓෇を᥍除した金額」を表す。 

㹀 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇を㉸え720୓෇以ୗの場合 

    㹹 90୓෇ 㸩（ 360 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

㹁 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が720୓෇を㉸え950୓෇以ୗの場合 

    㹹 144୓෇ 㸩（ 720 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

㹂 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が950୓෇を㉸える場合 

    1�555�000෇ 

�㺨) �㺐)及び�㺹)の合計額が110୓෇ᮍ‶の場合 

    110୓෇ 

ࣟ බ的年金等に係る㞧所得以外の合計所得金額が1�000୓෇を㉸え2�000୓෇以ୗ

の場合 

�㺐) 定額᥍除額 

30୓෇ 
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�㺹) 定率᥍除額 

㸿 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇以ୗの場合 

 25㸣 � ׸    

㹀 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇を㉸え720୓෇以ୗの場合 

    㹹 90୓෇ 㸩（ 360 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

㹁 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が720୓෇を㉸え950୓෇以ୗの場合 

    㹹 144୓෇ 㸩（ 720 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

㹂 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が950୓෇を㉸える場合 

    1�555�000෇ 

�㺨) �㺐)及び�㺹)の合計額が40୓෇ᮍ‶の場合 

    40୓෇ 

⑶ ��ṓ௨ୖの⪅のබ的年金等に係る㞧所得の金額の計算上᥍除する「බⓗᖺ㔠➼᥍

㝖㢠」は、次に掲げる定額᥍除額と定率᥍除額との合計額である（所法35մ、措法

41の15の３①）。 

   ͤ その者の年㱋が65ṓ以上であるかどうかのุ定は、その年12月31日（その者が

年の中㏵でṚஸし又は出国する場合には、そのṚஸ又は出国の時）の年㱋による

（措法41の15の３մ）。 

イ බ的年金等に係る㞧所得以外の合計所得金額が1�000୓෇以ୗの場合 

�㺐) 定額᥍除額 

40୓෇ 

�㺹) 定率᥍除額 

㸿 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇以ୗの場合 

 25㸣 � ׸    

ͤ 以ୗ「算ᘧ中の׸」は、「収入金額から50୓෇を᥍除した金額」を表す。 

㹀 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇を㉸え720୓෇以ୗの場合 

    㹹 90୓෇ 㸩（ 360 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

㹁 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が720୓෇を㉸え950୓෇以ୗの場合 

    㹹 144୓෇ 㸩（ 720 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

㹂 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が950୓෇を㉸える場合 

    1�555�000෇ 

�㺨) �㺐)及び�㺹)の合計額が110୓෇ᮍ‶の場合 

    110୓෇ 

ࣟ බ的年金等に係る㞧所得以外の合計所得金額が1�000୓෇を㉸え2�000୓෇以ୗ

の場合 

�㺐) 定額᥍除額 

30୓෇ 

持出可
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�㺹) 定率᥍除額 

㸿 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇以ୗの場合 

 25㸣 � ׸    

㹀 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇を㉸え720୓෇以ୗの場合 

    㹹 90୓෇ 㸩（ 360 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

㹁 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が720୓෇を㉸え950୓෇以ୗの場合 

    㹹 144୓෇ 㸩（ 720 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

㹂 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が950୓෇を㉸える場合 

    1�555�000෇ 

�㺨) �㺐)及び�㺹)の合計額が100୓෇ᮍ‶の場合 

    100୓෇ 

 බ的年金等に係る㞧所得以外の合計所得金額が2�000୓෇を㉸える場合 ࣁ

�㺐) 定額᥍除額 

20୓෇ 

�㺹) 定率᥍除額 

㸿 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇以ୗの場合 

 25㸣 � ׸    

  㹀 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇を㉸え720୓෇以ୗの場合 

    㹹 90୓෇ 㸩（ 360 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

  㹁 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が720୓෇を㉸え950୓෇以ୗの場合 

    㹹 144୓෇ 㸩（ 720 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

  㹂 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が950୓෇を㉸える場合 

    1�555�000෇ 

�㺨) �㺐)及び�㺹)の合計額が90୓෇ᮍ‶の場合 

    90୓෇ 
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�㺹) 定率᥍除額 

㸿 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇以ୗの場合 

 25㸣 � ׸    

㹀 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇を㉸え720୓෇以ୗの場合 

    㹹 90୓෇ 㸩（ 360 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

㹁 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が720୓෇を㉸え950୓෇以ୗの場合 

    㹹 144୓෇ 㸩（ 720 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

㹂 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が950୓෇を㉸える場合 

    1�555�000෇ 

�㺨) �㺐)及び�㺹)の合計額が100୓෇ᮍ‶の場合 

    100୓෇ 

 බ的年金等に係る㞧所得以外の合計所得金額が2�000୓෇を㉸える場合 ࣁ

�㺐) 定額᥍除額 

20୓෇ 

�㺹) 定率᥍除額 

㸿 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇以ୗの場合 

 25㸣 � ׸    

  㹀 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が360୓෇を㉸え720୓෇以ୗの場合 

    㹹 90୓෇ 㸩（ 360 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

  㹁 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が720୓෇を㉸え950୓෇以ୗの場合 

    㹹 144୓෇ 㸩（ 720 － ׸୓෇ ）㹻� 15㸣 

  㹂 収入金額から50୓෇を᥍除した金額が950୓෇を㉸える場合 

    1�555�000෇ 

�㺨) �㺐)及び�㺹)の合計額が90୓෇ᮍ‶の場合 

    90୓෇ 

   

  

持出可
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බⓗᖺ㔠➼࡟ಀࡿ㞧ᡤᚓの㏿⟬⾲（令和元年ศ以๓） 

（ồめる所得金額＝①�②－ճ） 

年 㱋 
༊ ศ 

① 
බ的年金等の収入金額の合計額 

② 
๭ 合

ճ 
᥍ 除 額 

以

ᚋ

に

⏕

ま

れ

た

人

昭

和

三

༑

年

一

月

二

日

 

  700�001෇から 1�299�999෇まで 

1�300�000෇から 4�099�999෇まで 

4�100�000෇から 7�699�999෇まで 

7�700�000෇以上 

100㸣

75㸣

85㸣

95㸣

 

 

700�000෇ 

375�000෇ 

785�000෇ 

1�555�000෇ 

以

๓

に

⏕

ま

れ

た

人

昭

和

三

༑

年

一

月

一

日

 

 

1�200�001෇から 3�299�999෇まで 

3�300�000෇から 4�099�999෇まで 

4�100�000෇から 7�699�999෇まで 

7�700�000෇以上 

100㸣

75㸣

85㸣

95㸣

 

 

1�200�000෇ 

375�000෇ 

785�000෇ 

1�555�000෇ 

 

 

 

࠙設例ࠚ 㞧ᡤᚓの㔠㢠のィ⟬（令和元年ศ） 

１ 国ᐙබ務員ඹ῭⤌合法による年金収入 3�300�000෇ 

２ ཭人に㈚した㈚金の利Ꮚ 100�000෇ 

  なお、本人は昭和20年３月15日⏕まれである。 

 

 ࠚ⟆࠙

１ බ的年金等の所得 

3�300�000෇�75㸣－375�000෇＝2�100�000෇ 

２ බ的年金等以外の所得 100�000෇ 

３ 㞧所得の金額 2�100�000෇㸩100�000෇＝2�200�000෇ 

 

බ的年金等の収入金額の合計額が700�000෇までの場合は、所得金

額はࣟࢮとなる。 

බ的年金等の収入金額の合計額が1�200�000෇までの場合は、所得
金額はࣟࢮとなる。 
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බⓗᖺ㔠➼࡟ಀࡿ㞧ᡤᚓの㏿⟬⾲（令和元年ศ以๓） 

（ồめる所得金額＝①�②－ճ） 

年 㱋 
༊ ศ 

① 
බ的年金等の収入金額の合計額 

② 
๭ 合

ճ 
᥍ 除 額 

以

ᚋ

に

⏕

ま

れ

た

人

昭

和

三

༑

年

一

月

二

日

  700�001෇から 1�299�999෇まで 

1�300�000෇から 4�099�999෇まで 

4�100�000෇から 7�699�999෇まで 

7�700�000෇以上 

100㸣

75㸣

85㸣

95㸣

700�000෇ 

375�000෇ 

785�000෇ 

1�555�000෇ 

以

๓

に

⏕

ま

れ

た

人

昭

和

三

༑

年

一

月

一

日

1�200�001෇から 3�299�999෇まで 

3�300�000෇から 4�099�999෇まで 

4�100�000෇から 7�699�999෇まで 

7�700�000෇以上 

100㸣

75㸣

85㸣

95㸣

1�200�000෇ 

375�000෇ 

785�000෇ 

1�555�000෇ 

࠙設例ࠚ 㞧ᡤᚓの㔠㢠のィ⟬（令和元年ศ）

１ 国ᐙබ務員ඹ῭⤌合法による年金収入 3�300�000෇ 

２ ཭人に㈚した㈚金の利Ꮚ 100�000෇ 

  なお、本人は昭和20年３月15日⏕まれである。 

 ࠚ⟆࠙

１ බ的年金等の所得 

3�300�000෇�75㸣－375�000෇＝2�100�000෇ 

２ බ的年金等以外の所得 100�000෇ 

３ 㞧所得の金額 2�100�000෇㸩100�000෇＝2�200�000෇ 

බ的年金等の収入金額の合計額が700�000෇までの場合は、所得金

額はࣟࢮとなる。 

බ的年金等の収入金額の合計額が1�200�000෇までの場合は、所得
金額はࣟࢮとなる。 

持出可
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 ࠔࡵ࡜ࡲࠓ

 以上、ྛ✀所得の金額の計算のᴫ略を述࡭てきたが、これをまとめると、次のとお

りとなる。 
 

ᡤᚓの✀㢮及びෆᐜ࡜ᡤᚓの㔠㢠のィ⟬᪉ἲ 

✀㢮（根拠） 内   容 計  算  方  法 

利 Ꮚ 所 得  

（所法23①②） 

㡸㈓金、国മなどの利Ꮚ

の所得 
収入金額＝所得金額 

㓄 当 所 得  

（所法24①②） 

ᰴᘧ、出資の㓄当などの

所得 

 

୙ ື 産 所 得 

（所法26①②） 

ᅵᆅ、ᘓ≀などの୙ື産

を㈚している場合の所得
⥲収入金額－必要⤒㈝ 

事 ᴗ 所 得  

（所法27①②） 

ၟᕤᴗ、㎰ᴗなど事ᴗを

している場合の所得 
⥲収入金額－必要⤒㈝ 

⤥ ୚ 所 得  

（所法28①②ճ）

⤥ᩱ、㈤金、㈹୚などの

所得 
収入金額－⤥୚所得᥍除額 

㏥ 職 所 得  

（所法30①②ճ

յ） 

㏥職ᡭ当、一時ᜠ⤥など

の所得 
�収入金額－㏥職所得᥍除額)�１�２ 

ᒣ ᯘ 所 得  

（所法32①ճմ）

ᒣᯘの❧ᮌなどを኎った

場合の所得 
⥲収入金額－必要⤒㈝－特別᥍除額 

ㆡ Ώ 所 得  

（所法33①ճմ）

ᅵᆅ、ᘓ≀、⤮⏬、ゴࣝ

఍員ᶒなどを኎った場ࣇ

合の所得 

 

一 時 所 得  

（所法34①②ճ）

クイࢬの㈹金、➇㤿の㤿

ๆの払ᡠ金、⏕࿨保㝤ዎ

⣙の一時金などの一時的

な所得 

 

㞧  所  得 

（所法35①②մ）

年金、ᜠ⤥などの所得 収入金額－බ的年金等᥍除額 

Ⴀᴗでない㈚金の利Ꮚな

どの上記所得に当てはま

らない所得 

⥲収入金額－必要⤒㈝ 

（ὀ）  １ ⤥୚所得は、特例として特定支出᥍除ไ度がある。 

２ ㆡΏ所得は、▷ᮇㆡΏ所得と㛗ᮇㆡΏ所得の別に計算ࡉれる。 

３ 㛗ᮇㆡΏ所得の金額と一時所得の金額については、その合計額の１㸭２が⥲所得金額に算入ࡉれる（所法

22②二）。 

 

 

 

 

元本取得に要した㈇ 
മの利Ꮚの額 

収入金額－

⥲収入            特 別 
     －              － 
金 額            ᥍除額 

資 産 の 取 得

㈝࣭ㆡΏ㈝用

⥲収入            特 別 
    －              － 
金 額            ᥍除額 

その収入を得る
ために支出した
金額 
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ࠔࡵ࡜ࡲࠓ

 以上、ྛ✀所得の金額の計算のᴫ略を述࡭てきたが、これをまとめると、次のとお

りとなる。 

ᡤᚓの✀㢮及びෆᐜ࡜ᡤᚓの㔠㢠のィ⟬᪉ἲ 

利 Ꮚ 所 得  㡸㈓金、国മなどの利Ꮚ

の所得 
収入金額＝所得金額 

（所法24①②） 

ᰴᘧ、出資の㓄当などの

所得 

୙ ື 産 所 得 

（所法26①②） 

ᅵᆅ、ᘓ≀などの୙ື産

を㈚している場合の所得
⥲収入金額－必要⤒㈝ 

事 ᴗ 所 得  

（所法27①②） 

ၟᕤᴗ、㎰ᴗなど事ᴗを

している場合の所得 
⥲収入金額－必要⤒㈝ 

⤥ ୚ 所 得  

（所法28①②ճ）

⤥ᩱ、㈤金、㈹୚などの

所得 
収入金額－⤥୚所得᥍除額 

㏥ 職 所 得  

（所法30①②ճ

յ） 

㏥職ᡭ当、一時ᜠ⤥など

の所得 
�収入金額－㏥職所得᥍除額)�１�２ 

ᒣ ᯘ 所 得  

（所法32①ճմ）

ᒣᯘの❧ᮌなどを኎った

場合の所得 
⥲収入金額－必要⤒㈝－特別᥍除額 

ㆡ Ώ 所 得  

（所法33①ճմ）
఍員ᶒなどを኎った場ࣇ

合の所得 

一 時 所 得  

（所法34①②ճ）

クイࢬの㈹金、➇㤿の㤿

ๆの払ᡠ金、⏕࿨保㝤ዎ

⣙の一時金などの一時的

な所得 

㞧  所  得 

（所法35①②մ）
Ⴀᴗでない㈚金の利Ꮚな

どの上記所得に当てはま

らない所得 

⥲収入金額－必要⤒㈝ 

（ὀ）  １ ⤥୚所得は、特例として特定支出᥍除ไ度がある。 

２ ㆡΏ所得は、▷ᮇㆡΏ所得と㛗ᮇㆡΏ所得の別に計算ࡉれる。 

３ 㛗ᮇㆡΏ所得の金額と一時所得の金額については、その合計額の１㸭２が⥲所得金額に算入ࡉれる（所法

22②二）。 

元本取得に要した㈇
മの利Ꮚの額 

収入金額－

᥍除額 

⥲収入            特 別 

金 額            

資 産 の 取 得⥲収入            特 別 資 産 の 取 得⥲収入            特 別 

㈝࣭ㆡΏ㈝用金 額            ㈝࣭ㆡΏ㈝用金 額            

⥲収入            特 別 
    －              － 
金 額            ᥍除額 

⥲収入            特 別 
              － 

金 額            

その収入を得る⥲収入            特 別 その収入を得る⥲収入            特 別 
ために支出した              － ために支出した              － 

金 額            
ために支出した

金 額            金額 金 額            金額 金 額            

持出可
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第２節 所得税の課税ᶆ‽ 

 所得税法は、ྛ ✀所得の金額を計算した上で、ある✀の所得については⥲合して、また、

ある✀の所得についてはศ㞳し「課税ᶆ‽」をồめる。 

 この節では、その課税ᶆ‽の内容及び計算について学習する。 

 

学習のポイント 

１ 㺀⥲所得金額㺁とは、どのようなものか 

２ 㺀㏥職所得金額㺁とは㺂どのようなものか 

３ 㺀ᒣᯘ所得金額㺁とは、どのようなものか 

 

 所得税法では、所得税の課税ᶆ‽を「⥲ᡤᚓ㔠㢠」、「㏥⫋ᡤᚓ㔠㢠」及び「ᒣᯘᡤᚓ

㔠㢠」の三本❧てとしている（所法22①）。しかし、特定の所得については、次節で述࡭

るように租税特別措置法の規定によりศ㞳して課税することになっている。 

（ὀ）ㄢ⛯ᶆ‽とは、課税≀௳（所得、取得財産、〇㐀場からの⛣出など）を金額又は数㔞で表したもので、税率を適

用して税額を得るための基♏となる数್をいう。税の✀㢮により金額であるもの（⥲所得金額、ྛ事ᴗ年度の所得

の金額など）、価額であるもの（相続税、㉗୚税の課税価᱁など）、また、数㔞であるもの（㓇税の対㇟たる㓇㢮

の数㔞など）がある。 

 

㸯 ⥲ᡤᚓ㔠㢠 

 ⥲ᡤᚓ㔠㢠は、次の算ᘧでồめる（所法22②）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㆡΏ所得は、一⯡に資産の㛗ᮇ所᭷によりⓎ⏕したቑຍ価್が資産のㆡΏにより一時

に実現するものであり、また、一時所得は、一⯡に臨時的にⓎ⏕するものであるので、

そのまま௚の所得と⥲合して㉸㐣⣼㐍税率を適用すると税㈇ᢸが重くなる。 

 そこで、㈇ᢸのබ平を図るぢᆅから、㛗ᮇㆡΏ所得の金額及び一時所得の金額の合計

額の２ศの１相当額を௚の所得と⥲合し、課税することになっている。 

⥲所得金額

�㸿㸩㹀)

շ▷ᮇㆡΏ所得の金額

ո㛗ᮇㆡΏ所得の金額

չ一時所得の金額

㸿

①㹼շの合計額

(所法22②一�ࠉ

ոչの合計額の１�2

(所法22②二�ࠉࠉࠉ

㹀

①利Ꮚ所得の金額

②㓄当所得の金額

ճ୙ື産所得の金額

մ事ᴗ所得の金額

յ⤥୚所得の金額

ն㞧所得の金額
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第２節 所得税の課税ᶆ‽ 

 所得税法は、ྛ ✀所得の金額を計算した上で、ある✀の所得については⥲合して、また、

ある✀の所得についてはศ㞳し「課税ᶆ‽」をồめる。 

 この節では、その課税ᶆ‽の内容及び計算について学習する。 

学習のポイント 学習のポイント 学習のポイント 

１ 㺀⥲所得金額㺁とは、どのようなものか 

２ 㺀㏥職所得金額㺁とは㺂どのようなものか 

３ 㺀ᒣᯘ所得金額㺁とは、どのようなものか 

 所得税法では、所得税の課税ᶆ‽を「⥲ᡤᚓ㔠㢠」、「㏥⫋ᡤᚓ㔠㢠」及び「ᒣᯘᡤᚓ

㔠㢠」の三本❧てとしている（所法22①）。しかし、特定の所得については、次節で述࡭

るように租税特別措置法の規定によりศ㞳して課税することになっている。 

（ὀ）ㄢ⛯ᶆ‽とは、課税≀௳（所得、取得財産、〇㐀場からの⛣出など）を金額又は数㔞で表したもので、税率を適

用して税額を得るための基♏となる数್をいう。税の✀㢮により金額であるもの（⥲所得金額、ྛ事ᴗ年度の所得

の金額など）、価額であるもの（相続税、㉗୚税の課税価᱁など）、また、数㔞であるもの（㓇税の対㇟たる㓇㢮

の数㔞など）がある。 

㸯 ⥲ᡤᚓ㔠㢠 

⥲ᡤᚓ㔠㢠は、次の算ᘧでồめる（所法22②）。

 ㆡΏ所得は、一⯡に資産の㛗ᮇ所᭷によりⓎ⏕したቑຍ価್が資産のㆡΏにより一時

に実現するものであり、また、一時所得は、一⯡に臨時的にⓎ⏕するものであるので、

そのまま௚の所得と⥲合して㉸㐣⣼㐍税率を適用すると税㈇ᢸが重くなる。 

 そこで、㈇ᢸのබ平を図るぢᆅから、㛗ᮇㆡΏ所得の金額及び一時所得の金額の合計

額の２ศの１相当額を௚の所得と⥲合し、課税することになっている。 

⥲所得金額

�㸿㸩㹀)

շ▷ᮇㆡΏ所得の金額

ո㛗ᮇㆡΏ所得の金額

չ一時所得の金額

㸿

①㹼շの合計額

(所法22②一�ࠉ

ոչの合計額の１�2

(所法22②二�ࠉࠉࠉ

㹀

①利Ꮚ所得の金額

②㓄当所得の金額

ճ୙ື産所得の金額

մ事ᴗ所得の金額

յ⤥୚所得の金額

ն㞧所得の金額

持出可
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ただし、所᭷ᮇ㛫が▷ᮇ（５年以内）である資産のㆡΏによる所得（▷ᮇㆡΏ所得）

については、その所᭷ᮇ㛫が▷いことから、㛗ᮇㆡΏ所得のように㓄៖をする必要はな

いので▷ᮇㆡΏ所得の金額が௚の所得と⥲合課税ࡉれる（所法22②一）。 

 

㸰 ㏥⫋ᡤᚓ㔠㢠 

 ㏥職所得は、௚の所得と༊ศし、ศ㞳して課税ࡉれる。 

 課税ᶆ‽である「㏥職所得金額」は、๓節で計算ࡉれた「㏥職所得の金額」である（所

法22ճ）。 

 すなわち、その年中の㏥職ᡭ当等の収入金額から㏥職所得᥍除額を᥍除したṧ額の２

ศの１に相当する金額とࡉれている（所法22ճ、30②）。

 ㏥職所得は、㐣ཤの㛗ᮇ㛫にわたる໅ປの対価のᚋ払いないし㏥職ᚋの⏕活の資に඘

てられるというᛶ᱁࣭特ᛶを᭷していることから、௚の所得とศ㞳して別個の課税ᶆ‽

とすることとࡉれ、税㈇ᢸの㍍減が図られている。 

 

㸱 ᒣᯘᡤᚓ㔠㢠 

 ᒣᯘ所得は、௚の所得と༊ศし、ศ㞳して課税ࡉれる。 

 課税ᶆ‽である「ᒣᯘ所得金額」は、๓節で計算ࡉれた「ᒣᯘ所得の金額」である（所

法22ճ）。 

 すなわち、その年中のᒣᯘ所得に係る⥲収入金額から必要⤒㈝を᥍除し、そのṧ額か

らᒣᯘ所得の特別᥍除額を᥍除した金額とࡉれている（所法22ճ、32ճ）㹿 

 ᒣᯘ所得は、㛗ᮇ㛫にわたってⓎ⏕した所得が、ᒣᯘのఆ᥇又はㆡΏにより一時に実

現する所得であるから、その特ᛶを⪃៖して、௚の所得とはศ㞳して別個の課税ᶆ‽と

し、᭦にప税率（�ὀ)１ཧ↷）により税額計算をすることとࡉれ、㉸㐣⣼㐍税率の適用

が⦆和ࡉれている。 

（ὀ）１ ᒣᯘ所得に対する税額は、いわࡺる「５ศ５乗方ᘧ」で計算することになっている（所法89①）。 

      ２ 所得の✀㢮ࡈとに所得の金額を計算した場合に、ある✀の所得の金額の計算上⏕じたᦆኻの金額は、これを௚

の✀㢮の所得の金額からᕪし引くことができる。これを「ᦆ┈通算」という（所法69）。㹙第４章第７節ཧ↷㹛 

 また、その年の๓年以๓３年以内のྛ年に⏕じた⣧ᦆኻの金額や㞧ᦆኻの金額は、一定の条௳のୗに、その年

ศの所得の金額とᕪ引計算することがㄆめられている。これを「ᦆኻの⧞㉺᥍除」という（所法70、71）。   

したがって、これらの適用がある場合の所得税の課税ᶆ‽は、その適用ᚋの金額とࡉれている。㹙第４章第７

節ཧ↷㹛 
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ただし、所᭷ᮇ㛫が▷ᮇ（５年以内）である資産のㆡΏによる所得（▷ᮇㆡΏ所得）

については、その所᭷ᮇ㛫が▷いことから、㛗ᮇㆡΏ所得のように㓄៖をする必要はな

いので▷ᮇㆡΏ所得の金額が௚の所得と⥲合課税ࡉれる（所法22②一）。 

㸰 ㏥⫋ᡤᚓ㔠㢠 

 ㏥職所得は、௚の所得と༊ศし、ศ㞳して課税ࡉれる。 

 課税ᶆ‽である「㏥職所得金額」は、๓節で計算ࡉれた「㏥職所得の金額」である（所

法22ճ）。 

 すなわち、その年中の㏥職ᡭ当等の収入金額から㏥職所得᥍除額を᥍除したṧ額の２

ศの１に相当する金額とࡉれている（所法22ճ、30②）。

 ㏥職所得は、㐣ཤの㛗ᮇ㛫にわたる໅ປの対価のᚋ払いないし㏥職ᚋの⏕活の資に඘

てられるというᛶ᱁࣭特ᛶを᭷していることから、௚の所得とศ㞳して別個の課税ᶆ‽

とすることとࡉれ、税㈇ᢸの㍍減が図られている。 

㸱 ᒣᯘᡤᚓ㔠㢠 

 ᒣᯘ所得は、௚の所得と༊ศし、ศ㞳して課税ࡉれる。 

 課税ᶆ‽である「ᒣᯘ所得金額」は、๓節で計算ࡉれた「ᒣᯘ所得の金額」である（所

法22ճ）。 

 すなわち、その年中のᒣᯘ所得に係る⥲収入金額から必要⤒㈝を᥍除し、そのṧ額か

らᒣᯘ所得の特別᥍除額を᥍除した金額とࡉれている（所法22ճ、32ճ）㹿

 ᒣᯘ所得は、㛗ᮇ㛫にわたってⓎ⏕した所得が、ᒣᯘのఆ᥇又はㆡΏにより一時に実

現する所得であるから、その特ᛶを⪃៖して、௚の所得とはศ㞳して別個の課税ᶆ‽と

し、᭦にప税率（�ὀ)１ཧ↷）により税額計算をすることとࡉれ、㉸㐣⣼㐍税率の適用

が⦆和ࡉれている。 

（ὀ）１ ᒣᯘ所得に対する税額は、いわࡺる「５ศ５乗方ᘧ」で計算することになっている（所法89①）。 

      ２ 所得の✀㢮ࡈとに所得の金額を計算した場合に、ある✀の所得の金額の計算上⏕じたᦆኻの金額は、これを௚

の✀㢮の所得の金額からᕪし引くことができる。これを「ᦆ┈通算」という（所法69）。㹙第４章第７節ཧ↷㹛

 また、その年の๓年以๓３年以内のྛ年に⏕じた⣧ᦆኻの金額や㞧ᦆኻの金額は、一定の条௳のୗに、その年

ศの所得の金額とᕪ引計算することがㄆめられている。これを「ᦆኻの⧞㉺᥍除」という（所法70、71）。   

したがって、これらの適用がある場合の所得税の課税ᶆ‽は、その適用ᚋの金額とࡉれている。㹙第４章第７

節ཧ↷㹛 

持出可



第４章 課税ᶆ‽の計算 

－43－ 

第３節 所得税の課税の特例 

 本章第１࣭ ２節で述࡭た所得税法に規定するྛ✀所得の金額及び課税ᶆ‽の計算につい

ては、租税特別措置法で政策的なぢᆅからྛ✀の特例規定が設けられている。この節では、

その୺な特例のᴫ要について学習する。 

学習のポイント 

１ 「⏦࿌ศ㞳課税」とࡉれる所得には、どのようなものがあるのか 

２ 「源泉ศ㞳課税」とࡉれる所得には、どのようなものがあるのか 

３ 確定⏦࿌を要しない㓄当所得の対㇟となるものは、どのようなものか 

 

㸯 ศ㞳ㄢ⛯ 

⑴ ⏦࿌ศ㞳ㄢ⛯ 

⏦࿌ศ㞳課税の場合の所得税額の計算は、௚の所得とศ㞳して、それࡒれの所得ࡈ

とに税額計算を行うことになる。この場合、所得᥍除額、税額᥍除及び源泉所得税額

の᥍除は௚の所得とྠᵝに行われる。 

 なお、⏦࿌ศ㞳課税を㑅ᢥした特定බ♫മ等の利Ꮚ所得の金額及び上場ᰴᘧ等に係

る㓄当所得の金額、ᅵᆅのㆡΏ等に係る事ᴗ所得等の金額、ᅵᆅᘓ≀等のศ㞳㛗ᮇㆡ

Ώ所得の金額及びศ㞳▷ᮇㆡΏ所得の金額、ᰴᘧ等に係るㆡΏ所得等の金額、⏦࿌ศ

㞳課税を㑅ᢥしたඛ≀取引に係る㞧所得等の金額については、ไ度上、原則としてᦆ

┈通算や⣧ᦆኻの⧞㉺᥍除はㄆめられない（措法３、３の３、８の４、28の４、31①

ճ二、32①մ、37の10①նᅄ、37の11①ն、41の５、41の５の２、41の14①②二）。 

  �ὀ) ⏦࿌ศ㞳課税においては、所得の内容にᛂじて税率が定められているが、平成25年ศから令和19年ศまでのྛ

年ศの確定⏦࿌については、所得税と復興特別所得税（その年ศの基‽所得税額の2�1㸣）を併せて⏦࿌࣭⣡௜

することになる。 

⑵ ※Ἠศ㞳ㄢ⛯ 

 源泉ศ㞳課税の場合の所得税の課税は、௚の所得とศ㞳して、一定税率による源泉

徴収を行うことにより課税が᏶⤖する。したがって、原則として、確定⏦࿌や⣡税の

ᡭ続を行う必要はない。 

 

㸰 ⏦࿌ศ㞳ㄢ⛯ 

⑴ ≉ᐃබ♫മ➼࡟ಀࡿ฼Ꮚᡤᚓの⏦࿌ศ㞳ㄢ⛯ 

居住者又は国内にᜏஂ的施設を᭷する非居住者が、平成28年１月１日以ᚋ国内にお

いて支払いをཷける࡭き特定බ♫മ等の利Ꮚ等については、15㸣の税率により所得税

（௚にᆅ方税５㸣）を課税する（措法８の４）。 

なお、平成28年１月１日以ᚋに国内において支払いをཷける࡭き特定බ♫മ等の利

Ꮚを᭷する居住者等は、これらの特定බ♫മ等の利Ꮚ等の金額を除外して確定⏦࿌す

ることもできる（措法８の５）。 
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第３節 所得税の課税の特例 

 本章第１࣭ ２節で述࡭た所得税法に規定するྛ✀所得の金額及び課税ᶆ‽の計算につい

ては、租税特別措置法で政策的なぢᆅからྛ✀の特例規定が設けられている。この節では、

その୺な特例のᴫ要について学習する。 

学習のポイント 学習のポイント 学習のポイント 

１ 「⏦࿌ศ㞳課税」とࡉれる所得には、どのようなものがあるのか 

２ 「源泉ศ㞳課税」とࡉれる所得には、どのようなものがあるのか 

３ 確定⏦࿌を要しない㓄当所得の対㇟となるものは、どのようなものか 

㸯 ศ㞳ㄢ⛯ 

⑴ ⏦࿌ศ㞳ㄢ⛯

⏦࿌ศ㞳課税の場合の所得税額の計算は、௚の所得とศ㞳して、それࡒれの所得ࡈ

とに税額計算を行うことになる。この場合、所得᥍除額、税額᥍除及び源泉所得税額

の᥍除は௚の所得とྠᵝに行われる。 

 なお、⏦࿌ศ㞳課税を㑅ᢥした特定බ♫മ等の利Ꮚ所得の金額及び上場ᰴᘧ等に係

る㓄当所得の金額、ᅵᆅのㆡΏ等に係る事ᴗ所得等の金額、ᅵᆅᘓ≀等のศ㞳㛗ᮇㆡ

Ώ所得の金額及びศ㞳▷ᮇㆡΏ所得の金額、ᰴᘧ等に係るㆡΏ所得等の金額、⏦࿌ศ

㞳課税を㑅ᢥしたඛ≀取引に係る㞧所得等の金額については、ไ度上、原則としてᦆ

┈通算や⣧ᦆኻの⧞㉺᥍除はㄆめられない（措法３、３の３、８の４、28の４、31①

ճ二、32①մ、37の10①նᅄ、37の11①ն、41の５、41の５の２、41の14①②二）。

 �ὀ) ⏦࿌ศ㞳課税においては、所得の内容にᛂじて税率が定められているが、平成25年ศから令和19年ศまでのྛ

年ศの確定⏦࿌については、所得税と復興特別所得税（その年ศの基‽所得税額の2�1㸣）を併せて⏦࿌࣭⣡௜

することになる。 

⑵ ※Ἠศ㞳ㄢ⛯

 源泉ศ㞳課税の場合の所得税の課税は、௚の所得とศ㞳して、一定税率による源泉

徴収を行うことにより課税が᏶⤖する。したがって、原則として、確定⏦࿌や⣡税の

ᡭ続を行う必要はない。 

㸰 ⏦࿌ศ㞳ㄢ⛯ 

⑴ ≉ᐃබ♫മ➼࡟ಀࡿ฼Ꮚᡤᚓの⏦࿌ศ㞳ㄢ⛯ 

居住者又は国内にᜏஂ的施設を᭷する非居住者が、平成28年１月１日以ᚋ国内にお

いて支払いをཷける࡭き特定බ♫മ等の利Ꮚ等については、15㸣の税率により所得税

（௚にᆅ方税５㸣）を課税する（措法８の４）。 

なお、平成28年１月１日以ᚋに国内において支払いをཷける࡭き特定බ♫മ等の利

Ꮚを᭷する居住者等は、これらの特定බ♫മ等の利Ꮚ等の金額を除外して確定⏦࿌す

ることもできる（措法８の５）。 

持出可
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（ὀ）特定බ♫മ等とは、次のものをいう。 

   １ 特定බ♫മ 

օ 国മ、ᆅ方മ、外国国മ、外国ᆅ方മ 

ֆ  ఍♫以外の法人が特別の法律によりⓎ行するമๆ 

և බເබ♫മ、上場බ♫മ 

ֈ օからև)以外の一定のබ♫മ 

２  බເබ♫മᢞ資ಙクのཷ┈ᶒ 

３ ドๆᢞ資ಙク以外のබເᢞ資ಙクのཷ┈ᶒ 

４ 特定目的ಙク（その♫മ的ཷ┈ᶒのເ集がබເにより行われたものに限る。）の♫മ的ཷ┈ᶒ 

⑵ ୖሙᰴᘧ➼࡟ಀࡿ㓄ᙜᡤᚓ➼の⏦࿌ศ㞳ㄢ⛯ไᗘ 

居住者又は国内にᜏஂ的施設を᭷する非居住者が、平成28年１月１日以ᚋに支払

をཷける࡭き上場ᰴᘧ等の㓄当等（大ཱྀᰴ୺等が支払いをཷける࡭きものを除く。

以ୗྠじ。）に係る㓄当所得については、௚の所得と༊ศし、その年中の上場ᰴᘧ

等に係る課税㓄当所得等の金額の15㸣に相当する所得税を課税する⏦࿌ศ㞳課税と

⥲合課税のいずれかを㑅ᢥ適用することができる。また、⏦࿌ศ㞳課税を㑅ᢥした

場合には、㓄当᥍除（第㸴章第２節１օ）の適用はない（措法８の４①）。 

（ὀ）「大ཱྀᰴ୺等」とは、Ⓨ行῭ᰴᘧの⥲数又は出資の⥲額の３㸣以上である個人をいう。 

⑶ ᅵᆅのㆡΏ➼࡟ಀࡿ஦ᴗᡤᚓ➼のㄢ⛯の≉例 

個人が、その年の１月１日において所᭷ᮇ㛫が５年以ୗであるᅵᆅ等（ᅵᆅ及びᅵ

ᆅの上にᏑするᶒ利をいい、その年中に௚の者から取得等をしたものをྵࡴ。）をㆡ

Ώしたことにより⏕ずる事ᴗ所得及び㞧所得の金額（以ୗ「ᅵᆅ等に係る事ᴗ所得等

の金額」という。）については、௚の所得と༊ศし、㧗い税率により課税する（措法

28の４①）。 

ただし、平成10年１月１日から令和２年３月31日までの㛫にしたᅵᆅ等のㆡΏ等に

ついては、この特例は適用ࡉれない（措法28の４ն）。 

なお、この特例は、次ので述࡭るとこࢁのㆡΏ所得の課税の特例とともに、ᆅ価

のᏳ定等の政策的ぢᆅから設けられているものである。 

 

ᅵᆅ等に係る事ᴗ所得等の金額に係る所得税額の計算ᘧ 

 次の①又は②の金額のうち、いずれか多い金額 

①            �40㸣 

②                       㸩  

        �⥲合課税の税率－                �            �110㸣 

 

 

ᅵᆅ等に係る課税 
事ᴗ所得等の金額 

ᅵᆅ等に係る課税 
事ᴗ所得等の金額 

その年ศの課
税⥲所得金額

⥲合課税
の税率 

その年ศの課
税⥲所得金額
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（ὀ）特定බ♫മ等とは、次のものをいう。 

   １ 特定බ♫മ 

օ 国മ、ᆅ方മ、外国国മ、外国ᆅ方മ 

ֆ  ఍♫以外の法人が特別の法律によりⓎ行するമๆ 

և බເබ♫മ、上場බ♫മ 

ֈ օからև)以外の一定のබ♫മ 

２  බເබ♫മᢞ資ಙクのཷ┈ᶒ 

３ ドๆᢞ資ಙク以外のබເᢞ資ಙクのཷ┈ᶒ 

４ 特定目的ಙク（その♫മ的ཷ┈ᶒのເ集がබເにより行われたものに限る。）の♫മ的ཷ┈ᶒ 

⑵ ୖሙᰴᘧ➼࡟ಀࡿ㓄ᙜᡤᚓ➼の⏦࿌ศ㞳ㄢ⛯ไᗘ 

居住者又は国内にᜏஂ的施設を᭷する非居住者が、平成28年１月１日以ᚋに支払

をཷける࡭き上場ᰴᘧ等の㓄当等（大ཱྀᰴ୺等が支払いをཷける࡭きものを除く。

以ୗྠじ。）に係る㓄当所得については、௚の所得と༊ศし、その年中の上場ᰴᘧ

等に係る課税㓄当所得等の金額の15㸣に相当する所得税を課税する⏦࿌ศ㞳課税と

⥲合課税のいずれかを㑅ᢥ適用することができる。また、⏦࿌ศ㞳課税を㑅ᢥした

場合には、㓄当᥍除（第㸴章第２節１օ）の適用はない（措法８の４①）。 

（ὀ）「大ཱྀᰴ୺等」とは、Ⓨ行῭ᰴᘧの⥲数又は出資の⥲額の３㸣以上である個人をいう。 

⑶ ᅵᆅのㆡΏ➼࡟ಀࡿ஦ᴗᡤᚓ➼のㄢ⛯の≉例 

個人が、その年の１月１日において所᭷ᮇ㛫が５年以ୗであるᅵᆅ等（ᅵᆅ及びᅵ

ᆅの上にᏑするᶒ利をいい、その年中に௚の者から取得等をしたものをྵࡴ。）をㆡ

Ώしたことにより⏕ずる事ᴗ所得及び㞧所得の金額（以ୗ「ᅵᆅ等に係る事ᴗ所得等

の金額」という。）については、௚の所得と༊ศし、㧗い税率により課税する（措法

28の４①）。 

ただし、平成10年１月１日から令和２年３月31日までの㛫にしたᅵᆅ等のㆡΏ等に

ついては、この特例は適用ࡉれない（措法28の４ն）。 

なお、この特例は、次ので述࡭るとこࢁのㆡΏ所得の課税の特例とともに、ᆅ価

のᏳ定等の政策的ぢᆅから設けられているものである。 

ᅵᆅ等に係る事ᴗ所得等の金額に係る所得税額の計算ᘧ 

 次の①又は②の金額のうち、いずれか多い金額 

        �⥲合課税の税率－

①           
ᅵᆅ等に係る課税 

①           
ᅵᆅ等に係る課税 

①           
事ᴗ所得等の金額 

①           
事ᴗ所得等の金額 

①           

②                       㸩  
ᅵᆅ等に係る課税 

②                       㸩  ②                       㸩  
事ᴗ所得等の金額 

②                       㸩  

⥲合課税
                �            �110㸣 

⥲合課税
                �            �110㸣 の税率                 �            �110㸣 の税率                 �            �110㸣 

持出可
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⑷ ㆡΏᡤᚓのㄢ⛯の≉例ไᗘ 

イ 㛗ᮇㆡΏ所得の課税の特例 

個人が、その年の１月１日において所᭷ᮇ㛫が５年を㉸えるᅵᆅⱝしくはᅵᆅ 

の上にᏑするᶒ利（以ୗ「ᅵᆅ等」という。）又はᘓ≀及びその附ᒓ設ഛⱝしく

は構⠏≀（以ୗ「ᘓ≀等」という。）をㆡΏした場合の、そのㆡΏによるㆡΏ所

得については、௚の所得と༊ศして次のࣟの▷ᮇㆡΏ所得よりపい税率により課

税する（措法31①②）。 

ศ㞳㛗ᮇㆡΏ所得に係る所得税額の計算ᘧ 

  課税㛗ᮇㆡΏ所得金額�15㸣 

ࣟ ▷ᮇㆡΏ所得の課税の特例 

 個人が、その年の１月１日において所᭷ᮇ㛫が５年以ୗであるᅵᆅ等又はᘓ≀

等（その年中に取得したものをྵࡴ。）をㆡΏした場合の、そのㆡΏによるㆡΏ

所得については、௚の所得と༊ศして上記イの㛗ᮇㆡΏ所得より㧗い税率により

課税する（措法32①）。 

 ศ㞳▷ᮇㆡΏ所得に係る所得税額の計算ᘧ 

   課税▷ᮇㆡΏ所得金額�30㸣 
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⑷ ㆡΏᡤᚓのㄢ⛯の≉例ไᗘ

イ 㛗ᮇㆡΏ所得の課税の特例 

個人が、その年の１月１日において所᭷ᮇ㛫が５年を㉸えるᅵᆅⱝしくはᅵᆅ 

の上にᏑするᶒ利（以ୗ「ᅵᆅ等」という。）又はᘓ≀及びその附ᒓ設ഛⱝしく

は構⠏≀（以ୗ「ᘓ≀等」という。）をㆡΏした場合の、そのㆡΏによるㆡΏ所

得については、௚の所得と༊ศして次のࣟの▷ᮇㆡΏ所得よりపい税率により課

税する（措法31①②）。 

ศ㞳㛗ᮇㆡΏ所得に係る所得税額の計算ᘧ 

  課税㛗ᮇㆡΏ所得金額�15㸣 

ࣟ ▷ᮇㆡΏ所得の課税の特例 

 個人が、その年の１月１日において所᭷ᮇ㛫が５年以ୗであるᅵᆅ等又はᘓ≀

等（その年中に取得したものをྵࡴ。）をㆡΏした場合の、そのㆡΏによるㆡΏ

所得については、௚の所得と༊ศして上記イの㛗ᮇㆡΏ所得より㧗い税率により

課税する（措法32①）。 

 ศ㞳▷ᮇㆡΏ所得に係る所得税額の計算ᘧ 

   課税▷ᮇㆡΏ所得金額�30㸣 
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࠙参考ࠚ ㆡΏᡤᚓ࡟ᑐࡑࡿࡍの௚の୺࡞≉例 

 

１ ᅛ定資産の஺᥮の場合のㆡΏ所得の特例 

 居住者がᅛ定資産を஺᥮した場合で一定の要௳を‶たすときは、஺᥮に当たって஺᥮ᕪ金等（஺

᥮のときの取得資産の価額とㆡΏ資産の価額とが等しくない場合に、そのᕪ額を⿵うために஺௜ࡉ

れる金㖹その௚の資産をいう。）のᤵཷをしたかどうかにᛂじて、஺᥮のためにㆡΏした資産につ

いてのㆡΏ┈を、次のように計算することができる（所法58①②、所令168）。 

１ ஺᥮ᕪ金等を取得しない場合  原則として、ㆡΏはなかったものとࡳなࡉれる 

２ ஺᥮ᕪ金等を取得した場合   㸿－^�㹀㸩㹁)�㸿㸭�㸿㸩㹂)`＝ㆡΏ┈ 

㸿 ஺᥮ᕪ金等の額 

㹀 ஺᥮ㆡΏ資産の取得㈝ 

㹁 ㆡΏ㈝用 

㹂 ஺᥮取得資産の時価 

２ 居住用財産をㆡΏした場合の㛗ᮇㆡΏ所得の課税の特例 

 個人が、⮬ᕫの居住用財産であるᅵᆅ等又はᘓ≀等で、その所᭷ᮇ㛫がそのㆡΏの年の１月１日

において10年を㉸えるもののㆡΏ（㓄അ者等一定の者に対するㆡΏを除く。）をした場合には㺂ᅛ

定資産の஺᥮の場合のㆡΏ所得の特例等の௚の特例の適用をཷける場合及びその年の๓年又は

๓ࠎ年にこの特例をཷけている場合を除いて、税率が10㸣�課税㛗ᮇㆡΏ所得の金額が6�000୓෇を

㉸える部ศについては15㸣）に㍍減ࡉれる（措法31の３①、措令20の３）。 

３ 居住用財産のㆡΏ所得の特別᥍除 

 個人が㺂その居住の用に౪しているᐙᒇ又はそのᐙᒇとともにそのᩜᆅをㆡΏ（㓄അ者等一定の

者に対するㆡΏを除く。）した場合には㺂ᅛ定資産の஺᥮の場合のㆡΏ所得の特例等の௚の特例の

適用をཷける場合及びその年の๓年又は๓ࠎ年にこの特例その௚、居住用財産のㆡΏに係るྛ✀の

特例（上記２の特例を除く。）の適用をཷけている場合を除いて、3�000୓෇のㆡΏ所得の特別᥍

除が適用できる（措法35①）。 

４ 特定の事ᴗ用資産の㈙᥮えの場合のㆡΏ所得の課税の特例 

 個人が特定の事ᴗ用資産をㆡΏ（収用等によるㆡΏ等一定のものを除く。）し、一定のᮇ㛫内に

௚の特定の資産を取得して、かつ、一定のᮇ㛫内に事ᴗの用に౪した場合又は౪するぢ㎸ࡳである

場合には、当ヱㆡΏによる収入金額が当ヱ㈙᥮資産の取得価額以ୗである場合にあっては、収入金

額の20㸣相当額で、収入金額が当ヱ㈙᥮資産の取得価額を㉸える場合にあっては、収入金額から㈙

᥮資産の取得価額の80㸣を᥍除した金額相当額でㆡΏがあったものとしてㆡΏ所得の金額を計算

することができる（措法37、措令25）。 

⑸ ᰴᘧ➼のㆡΏࡿࡼ࡟ᡤᚓの⏦࿌ศ㞳ㄢ⛯ไᗘ 

居住者又は国内にᜏஂ的施設を᭷する非居住者が、平成28年１月1日以ᚋにᰴᘧ等

のㆡΏをした場合には、当ヱᰴᘧ等のㆡΏによる事ᴗ所得、ㆡΏ所得及び㞧所得につ
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࠙参考ࠚ ㆡΏᡤᚓ࡟ᑐࡑࡿࡍの௚の୺࡞≉例 

１ ᅛ定資産の஺᥮の場合のㆡΏ所得の特例 

 居住者がᅛ定資産を஺᥮した場合で一定の要௳を‶たすときは、஺᥮に当たって஺᥮ᕪ金等（஺

᥮のときの取得資産の価額とㆡΏ資産の価額とが等しくない場合に、そのᕪ額を⿵うために஺௜ࡉ

れる金㖹その௚の資産をいう。）のᤵཷをしたかどうかにᛂじて、஺᥮のためにㆡΏした資産につ

いてのㆡΏ┈を、次のように計算することができる（所法58①②、所令168）。 

１ ஺᥮ᕪ金等を取得しない場合  原則として、ㆡΏはなかったものとࡳなࡉれる 

２ ஺᥮ᕪ金等を取得した場合   㸿－^�㹀㸩㹁)�㸿㸭�㸿㸩㹂)`＝ㆡΏ┈ 

㸿 ஺᥮ᕪ金等の額 

㹀 ஺᥮ㆡΏ資産の取得㈝ 

㹁 ㆡΏ㈝用 

㹂 ஺᥮取得資産の時価 

２ 居住用財産をㆡΏした場合の㛗ᮇㆡΏ所得の課税の特例 

 個人が、⮬ᕫの居住用財産であるᅵᆅ等又はᘓ≀等で、その所᭷ᮇ㛫がそのㆡΏの年の１月１日

において10年を㉸えるもののㆡΏ（㓄അ者等一定の者に対するㆡΏを除く。）をした場合には㺂ᅛ

定資産の஺᥮の場合のㆡΏ所得の特例等の௚の特例の適用をཷける場合及びその年の๓年又は

๓ࠎ年にこの特例をཷけている場合を除いて、税率が10㸣�課税㛗ᮇㆡΏ所得の金額が6�000୓෇を

㉸える部ศについては15㸣）に㍍減ࡉれる（措法31の３①、措令20の３）。 

３ 居住用財産のㆡΏ所得の特別᥍除 

 個人が㺂その居住の用に౪しているᐙᒇ又はそのᐙᒇとともにそのᩜᆅをㆡΏ（㓄അ者等一定の

者に対するㆡΏを除く。）した場合には㺂ᅛ定資産の஺᥮の場合のㆡΏ所得の特例等の௚の特例の

適用をཷける場合及びその年の๓年又は๓ࠎ年にこの特例その௚、居住用財産のㆡΏに係るྛ✀の

特例（上記２の特例を除く。）の適用をཷけている場合を除いて、3�000୓෇のㆡΏ所得の特別᥍

除が適用できる（措法35①）。 

４ 特定の事ᴗ用資産の㈙᥮えの場合のㆡΏ所得の課税の特例 

 個人が特定の事ᴗ用資産をㆡΏ（収用等によるㆡΏ等一定のものを除く。）し、一定のᮇ㛫内に

௚の特定の資産を取得して、かつ、一定のᮇ㛫内に事ᴗの用に౪した場合又は౪するぢ㎸ࡳである

場合には、当ヱㆡΏによる収入金額が当ヱ㈙᥮資産の取得価額以ୗである場合にあっては、収入金

額の20㸣相当額で、収入金額が当ヱ㈙᥮資産の取得価額を㉸える場合にあっては、収入金額から㈙

᥮資産の取得価額の80㸣を᥍除した金額相当額でㆡΏがあったものとしてㆡΏ所得の金額を計算

することができる（措法37、措令25）。 

⑸ ᰴᘧ➼のㆡΏࡿࡼ࡟ᡤᚓの⏦࿌ศ㞳ㄢ⛯ไᗘ 

居住者又は国内にᜏஂ的施設を᭷する非居住者が、平成28年１月1日以ᚋにᰴᘧ等

のㆡΏをした場合には、当ヱᰴᘧ等のㆡΏによる事ᴗ所得、ㆡΏ所得及び㞧所得につ

持出可
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いては、௚の所得と༊ศし、その年中の当ヱᰴᘧ等のㆡΏに係る事ᴗ所得の金額、ㆡ

Ώ所得の金額及び㞧所得の金額に対し、15㸣の税率により所得税（ᆅ方税については

５㸣）を課税する（措法37の10①②、37の11①②）。 

 なお、上場ᰴᘧ等に係るㆡΏᦆኻの金額（ᦆ┈通算適用ᚋ）は、⩣年以降３年㛫⧞

り㉺して、⩣年以降の上場ᰴᘧ等に係るㆡΏ所得等の金額及び⏦࿌ศ㞳課税を㑅ᢥし

た上場ᰴᘧ等に係る㓄当所得等の金額から᥍除できる（措法37の12の２、措令25の11

の２）。 

その௚、ᚑ๓の源泉ศ㞳課税ไ度のᗫṆにకい、平成15年１月１日から、⣡税者の

事務㈇ᢸを㍍減するために、特定ཱྀᗙไ度が設けられている（措法37の11の３、37

の11の４）。 

⑹ ඛ≀ྲྀ引࡟ಀࡿ㞧ᡤᚓ➼の⏦࿌ศ㞳ㄢ⛯ไᗘ 

居住者又は国内にᜏஂ的施設を᭷する非居住者が、ၟရ等のඛ≀取引をし、かつ、

その取引に係るỴ῭（そのၟရ等のཷΏしが行われることとなるものを除く。）をし

た場合には、そのඛ≀取引による事ᴗ所得、ㆡΏ所得及び㞧所得（以ୗ「ඛ≀取引に

係る㞧所得等」という。）については、௚の所得と༊ศし、その年中のそのඛ≀取引

に係る㞧所得等の金額に対し、15㸣の税率により所得税（௚にᆅ方税５㸣）を課税す

る（措法41の14①）。 

 また、ඛ≀取引に係る㞧所得等の金額の計算上⏕じたᦆኻの金額は、ඛ≀取引に係

る㞧所得等以外の所得からは᥍除することはできず、所得税に関する法令の規定の適

用については、⏕じなかったものとࡳなࡉれる（措法41の14①、措令26の23①）。 

 

㸱 ※Ἠศ㞳ㄢ⛯ 

⑴ ฼Ꮚᡤᚓの※Ἠศ㞳ㄢ⛯ 

個人が支払をཷける࡭き利Ꮚ等（非課税及び⏦࿌ศ㞳課税とࡉれるものを除く。）

については、௚の所得と༊ศして、その支払等をཷける࡭き金額に対し、15�315㸣の

税率を適用して所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行い（居住者については、こ

の௚５㸣の税率により住民税が源泉徴収ࡉれる。）、⣡税を᏶⤖する（措法３）。 
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いては、௚の所得と༊ศし、その年中の当ヱᰴᘧ等のㆡΏに係る事ᴗ所得の金額、ㆡ

Ώ所得の金額及び㞧所得の金額に対し、15㸣の税率により所得税（ᆅ方税については

５㸣）を課税する（措法37の10①②、37の11①②）。 

 なお、上場ᰴᘧ等に係るㆡΏᦆኻの金額（ᦆ┈通算適用ᚋ）は、⩣年以降３年㛫⧞

り㉺して、⩣年以降の上場ᰴᘧ等に係るㆡΏ所得等の金額及び⏦࿌ศ㞳課税を㑅ᢥし

た上場ᰴᘧ等に係る㓄当所得等の金額から᥍除できる（措法37の12の２、措令25の11

の２）。 

その௚、ᚑ๓の源泉ศ㞳課税ไ度のᗫṆにకい、平成15年１月１日から、⣡税者の

事務㈇ᢸを㍍減するために、特定ཱྀᗙไ度が設けられている（措法37の11の３、37

の11の４）。 

⑹ ඛ≀ྲྀ引࡟ಀࡿ㞧ᡤᚓ➼の⏦࿌ศ㞳ㄢ⛯ไᗘ

居住者又は国内にᜏஂ的施設を᭷する非居住者が、ၟရ等のඛ≀取引をし、かつ、

その取引に係るỴ῭（そのၟရ等のཷΏしが行われることとなるものを除く。）をし

た場合には、そのඛ≀取引による事ᴗ所得、ㆡΏ所得及び㞧所得（以ୗ「ඛ≀取引に

係る㞧所得等」という。）については、௚の所得と༊ศし、その年中のそのඛ≀取引

に係る㞧所得等の金額に対し、15㸣の税率により所得税（௚にᆅ方税５㸣）を課税す

る（措法41の14①）。 

 また、ඛ≀取引に係る㞧所得等の金額の計算上⏕じたᦆኻの金額は、ඛ≀取引に係

る㞧所得等以外の所得からは᥍除することはできず、所得税に関する法令の規定の適

用については、⏕じなかったものとࡳなࡉれる（措法41の14①、措令26の23①）。 
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税率を適用して所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行い（居住者については、こ
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⑵ ᠱ㈹㔠௜㡸㈓㔠➼のᠱ㈹㔠➼の※Ἠศ㞳ㄢ⛯ 

 個人が支払等をཷけるᠱ㈹金௜㡸㈓金等のᠱ㈹金等については、௚の所得と༊ศし

て、その支払等をཷける࡭き金額に対し、15�315㸣の税率を適用して所得税及び復興

特別所得税の源泉徴収を行い、⣡税を᏶⤖する（措法41の９）。 

⑶ 㔠⼥㢮ఝၟရの※Ἠศ㞳ㄢ⛯ 

 個人が支払をཷける࡭き定ᮇ✚金の⤥௜⿵ሸ金等のいわࡺる金⼥㢮ఝၟရについ

ては、௚の所得と༊ศして、その支払等をཷける࡭き金額に対し、15�315㸣の税率を

適用して所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行い、⣡税を᏶⤖する（措法41の10）。 

⑷ ๭引മのൾ㑏ᕪ┈の※Ἠศ㞳ㄢ⛯ 

 個人が๭引മについて支払をཷける࡭き償㑏ᕪ┈については、௚の所得と༊ศして、

その支払をཷける࡭き金額に対し、18�378㸣（政令で定める๭引മに係る償㑏ᕪ┈に

ついては16�336㸣）の税率を適用して所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行い、

⣡税を᏶⤖する（措法41の12）。 

 

㸲 ☜ᐃ⏦࿌ࢆせ࠸࡞ࡋ㓄ᙜᡤᚓ 

次に掲げる㓄当等（一定のもの（ὀ１）を除く。）については、源泉徴収ࡉれたᚋ、

⏦࿌するかしないかを㑅ᢥ（ὀ２）することができる（措法８の５、９の２յ、措令４

の３）。 

① 内国法人から支払をཷける㓄当等（㓄当等の基‽日が平成18年５月１日以ᚋのも

のに限り、②からմに掲げるものを除く。）で、当ヱ内国法人から１ᅇに支払をཷ

ける࡭き金額が、10୓෇に㓄当計算ᮇ㛫（ὀ３）の月数（最㧗12か月）を乗じてこ

れを12で除して計算した金額以ୗであるもの 

② 内国法人から支払をཷける上場ᰴᘧ等の㓄当等（次のճ及びմに掲げるもの及び

大ཱྀᰴ୺等が支払をཷける࡭きものを除く。） 

ճ 内国法人から支払をཷける࡭きබເドๆᢞ資ಙク（බ♫മᢞ資ಙクを除く。）の

収┈のศ㓄に係る㓄当等 

մ 特定ᢞ資法人から支払をཷける࡭きᢞ資ཱྀの㓄当等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支払をཷける者 

 

居 住 者 

国内にᜏஂ的施

設を᭷する非居

住者 

対㇟となる㓄当所得

 

๓記①からմに掲

げる㓄当等 

源

泉

徴

収 

内   容 

⏦࿌୙要  

⥲合課税  

㑅

ᢥ
⏦࿌ศ㞳課税  
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⑵ ᠱ㈹㔠௜㡸㈓㔠➼のᠱ㈹㔠➼の※Ἠศ㞳ㄢ⛯

 個人が支払等をཷけるᠱ㈹金௜㡸㈓金等のᠱ㈹金等については、௚の所得と༊ศし

て、その支払等をཷける࡭き金額に対し、15�315㸣の税率を適用して所得税及び復興

特別所得税の源泉徴収を行い、⣡税を᏶⤖する（措法41の９）。 

⑶ 㔠⼥㢮ఝၟရの※Ἠศ㞳ㄢ⛯

 個人が支払をཷける࡭き定ᮇ✚金の⤥௜⿵ሸ金等のいわࡺる金⼥㢮ఝၟရについ

ては、௚の所得と༊ศして、その支払等をཷける࡭き金額に対し、15�315㸣の税率を

適用して所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行い、⣡税を᏶⤖する（措法41の10）。 

⑷ ๭引മのൾ㑏ᕪ┈の※Ἠศ㞳ㄢ⛯

 個人が๭引മについて支払をཷける࡭き償㑏ᕪ┈については、௚の所得と༊ศして、

その支払をཷける࡭き金額に対し、18�378㸣（政令で定める๭引മに係る償㑏ᕪ┈に

ついては16�336㸣）の税率を適用して所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行い、

⣡税を᏶⤖する（措法41の12）。 

㸲 ☜ᐃ⏦࿌ࢆせ࠸࡞ࡋ㓄ᙜᡤᚓ 

次に掲げる㓄当等（一定のもの（ὀ１）を除く。）については、源泉徴収ࡉれたᚋ、

⏦࿌するかしないかを㑅ᢥ（ὀ２）することができる（措法８の５、９の２յ、措令４

の３）。 

① 内国法人から支払をཷける㓄当等（㓄当等の基‽日が平成18年５月１日以ᚋのも

のに限り、②からմに掲げるものを除く。）で、当ヱ内国法人から１ᅇに支払をཷ

ける࡭き金額が、10୓෇に㓄当計算ᮇ㛫（ὀ３）の月数（最㧗12か月）を乗じてこ

れを12で除して計算した金額以ୗであるもの 

② 内国法人から支払をཷける上場ᰴᘧ等の㓄当等（次のճ及びմに掲げるもの及び

大ཱྀᰴ୺等が支払をཷける࡭きものを除く。） 

ճ 内国法人から支払をཷける࡭きබເドๆᢞ資ಙク（බ♫മᢞ資ಙクを除く。）の

収┈のศ㓄に係る㓄当等 

մ 特定ᢞ資法人から支払をཷける࡭きᢞ資ཱྀの㓄当等

支払をཷける者 

居 住 者 

国内にᜏஂ的施

設を᭷する非居

住者 

対㇟となる㓄当所得

๓記①からմに掲

げる㓄当等 

源

泉

徴

収

内   容 

⏦࿌୙要  

⥲合課税  

㑅

ᢥ
⏦࿌ศ㞳課税  

持出可
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 （ὀ）1 「一定のもの」とは、次の収┈のศ㓄又は㓄当等をいう（措法８の５①、措令４の３①） 

օ ⚾ເබ♫മ等㐠用ᢞ資ಙク等の収┈のศ㓄（措法８の２①） 

ֆ 国外払のᢞ資ಙク等のཷ┈ᶒの収┈のศ㓄（措法８の２①） 

և 国外⚾ເබ♫മ等㐠用ᢞ資ಙク等の㓄当等（措法８の３①） 

ֈ 国外ᢞ資ಙク等の㓄当等（措法８の３②） 

։ 国外払の国内ᰴᘧ等に係る㓄当等（措法８の３②） 

֊ 国外ᰴᘧの㓄当等（措法９の２①） 

２ 確定⏦࿌を要しない㓄当所得の金額を⥲所得金額に算入したとこࢁにより確定⏦࿌書を提出した場合に

は、そのᚋにおいてその者が᭦正のㄳồをし、又はಟ正⏦࿌書を提出する場合においても、当ヱ㓄当所得の

金額を⥲所得金額の計算上除外することはできない（措通８の５－1）。 

また、確定⏦࿌を要しない㓄当所得の金額を⥲所得金額に算入しないとこࢁにより確定⏦࿌書を提出した

場合には、そのᚋにおいてその者が᭦正のㄳồをし、又はಟ正⏦࿌書を提出する場合においても、᪤に提出

れた⏦࿌書の課税ᶆ‽の計算が国税に関する法律の規定にᚑっていなかったこと又は当ヱ計算にㄗりがࡉ

あったことにはならないことから、当ヱ㓄当所得の金額を⥲所得金額の計算にྵめることはできない（通則

法23①）。 

３ 㓄当計算ᮇ㛫とは、㓄当等の直๓に内国法人から支払がࡉれた㓄当等の支払に係る基‽日の⩣日から、内

国法人から支払がࡉれる㓄当等の支払に係る基‽日までのᮇ㛫をいう（平成18年４月30日以๓に内国法人か

ら支払をཷける㓄当等については、１ᅇに支払をཷける࡭き金額が５୓෇（年１ᅇỴ算のものは10୓෇）以

ୗのもの（平18改正措法附則77））。 
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（ὀ）1 「一定のもの」とは、次の収┈のศ㓄又は㓄当等をいう（措法８の５①、措令４の３①） 

օ ⚾ເබ♫മ等㐠用ᢞ資ಙク等の収┈のศ㓄（措法８の２①） 

ֆ 国外払のᢞ資ಙク等のཷ┈ᶒの収┈のศ㓄（措法８の２①） 

և 国外⚾ເබ♫മ等㐠用ᢞ資ಙク等の㓄当等（措法８の３①） 

ֈ 国外ᢞ資ಙク等の㓄当等（措法８の３②） 

։ 国外払の国内ᰴᘧ等に係る㓄当等（措法８の３②） 

֊ 国外ᰴᘧの㓄当等（措法９の２①） 

２ 確定⏦࿌を要しない㓄当所得の金額を⥲所得金額に算入したとこࢁにより確定⏦࿌書を提出した場合に

は、そのᚋにおいてその者が᭦正のㄳồをし、又はಟ正⏦࿌書を提出する場合においても、当ヱ㓄当所得の

金額を⥲所得金額の計算上除外することはできない（措通８の５－1）。 

また、確定⏦࿌を要しない㓄当所得の金額を⥲所得金額に算入しないとこࢁにより確定⏦࿌書を提出した

場合には、そのᚋにおいてその者が᭦正のㄳồをし、又はಟ正⏦࿌書を提出する場合においても、᪤に提出

れた⏦࿌書の課税ᶆ‽の計算が国税に関する法律の規定にᚑっていなかったこと又は当ヱ計算にㄗりがࡉ

あったことにはならないことから、当ヱ㓄当所得の金額を⥲所得金額の計算にྵめることはできない（通則

法23①）。 

３ 㓄当計算ᮇ㛫とは、㓄当等の直๓に内国法人から支払がࡉれた㓄当等の支払に係る基‽日の⩣日から、内

国法人から支払がࡉれる㓄当等の支払に係る基‽日までのᮇ㛫をいう（平成18年４月30日以๓に内国法人か

ら支払をཷける㓄当等については、１ᅇに支払をཷける࡭き金額が５୓෇（年１ᅇỴ算のものは10୓෇）以

ୗのもの（平18改正措法附則77））。 

持出可
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 ࠔ‽ᡤᚓ⛯のㄢ⛯ᶆࠓ

 

（ὀ）1 ᅵᆅᘓ≀等のㆡΏによるศ㞳課税のㆡΏ所得の金額は、ศ㞳▷ᮇとศ㞳㛗ᮇのᦆ┈の相ẅはできるが、原則と

して、ᦆ┈通算（所法69）及び⣧ᦆኻの⧞㉺᥍除（所法70）は適用ࡉれない（措法31①ճ二三、32①մ、41の５、

41の５の２）。 

２ 平成28年ศから、上場ᰴᘧ等とそれ以外の非上場ᰴᘧ等に༊ศして、それࡒれ別ࠎの⏦࿌ศ㞳課税ไ度とࡉれ、

平成27年ศ以๓はྍ⬟とࡉれていた非上場ᰴᘧ等と上場ᰴᘧ等との㛫のᦆ┈の相ẅはできなくなった。（措法37

の10①、37の11①、37の13の２մ） 

３ 上場ᰴᘧ等のㆡΏᦆኻの金額又はその年の๓年以๓3年内のྛ年に⏕じた上場ᰴᘧ等のㆡΏᦆኻの金額は、これ

らのᦆኻを上場ᰴᘧ等のㆡΏ所得等の金額及び上場ᰴᘧ等の㓄当所得等の金額（⏦࿌ศ㞳課税を㑅ᢥしたものに

限る。）から᥍除できる。（措法37の12の２） 

４ ศ㞳のᰴᘧ等に係るㆡΏ所得等の金額及びศ㞳のඛ≀取引に係る㞧所得等の金額については、ᦆ┈通算（所法

69）及び⣧ᦆኻの⧞㉺᥍除（所法70）は適用ࡉれない（措法37の10նᅄ、஬、41の14②二、三）。 
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 ࠔ‽ᡤᚓ⛯のㄢ⛯ᶆࠓ

（ὀ）1 ᅵᆅᘓ≀等のㆡΏによるศ㞳課税のㆡΏ所得の金額は、ศ㞳▷ᮇとศ㞳㛗ᮇのᦆ┈の相ẅはできるが、原則と

して、ᦆ┈通算（所法69）及び⣧ᦆኻの⧞㉺᥍除（所法70）は適用ࡉれない（措法31①ճ二三、32①մ、41の５、

41の５の２）。 

２ 平成28年ศから、上場ᰴᘧ等とそれ以外の非上場ᰴᘧ等に༊ศして、それࡒれ別ࠎの⏦࿌ศ㞳課税ไ度とࡉれ、

平成27年ศ以๓はྍ⬟とࡉれていた非上場ᰴᘧ等と上場ᰴᘧ等との㛫のᦆ┈の相ẅはできなくなった。（措法37

の10①、37の11①、37の13の２մ） 

３ 上場ᰴᘧ等のㆡΏᦆኻの金額又はその年の๓年以๓3年内のྛ年に⏕じた上場ᰴᘧ等のㆡΏᦆኻの金額は、これ

らのᦆኻを上場ᰴᘧ等のㆡΏ所得等の金額及び上場ᰴᘧ等の㓄当所得等の金額（⏦࿌ศ㞳課税を㑅ᢥしたものに

限る。）から᥍除できる。（措法37の12の２） 

４ ศ㞳のᰴᘧ等に係るㆡΏ所得等の金額及びศ㞳のඛ≀取引に係る㞧所得等の金額については、ᦆ┈通算（所法

69）及び⣧ᦆኻの⧞㉺᥍除（所法70）は適用ࡉれない（措法37の10նᅄ、஬、41の14②二、三）。 

持出可
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 ࠔㄢ⛯㛵ಀࡿࡍᑐ࡟฼Ꮚᡤᚓࠓ

課 税 
方 ᘧ 

対㇟となる利Ꮚ 元本の✀㢮 
源 泉 徴
収 税 率

ᡭ  続 
確定⏦࿌の
要ྰ 

非 課 税 
ไ 度 

１ 㞀ᐖ者等の
ᑡ額㡸金の利
Ꮚ等�所法10) 

㡸㈓金、合ྠ㐠用ಙ
ク、බ♫മᢞ資ಙク、
ドๆᢞ資ಙク（一部）
の元本350୓෇まで
（措法３の４） 

 非課税㈓⵳⏦࿌書࣭ ⏦
㎸書を提出、本人確ㄆ 

 

２ 㞀ᐖ者等の
ᑡ額බമの利
Ꮚ�措法４) 

国മ、ᆅ方മの額㠃
金額350୓෇まで（措
法４） 

 特別非課税㈓⵳⏦࿌
書࣭⏦㎸書を提出、本
人確ㄆ 

 

３ ໅ປ者財産
ᙧ成住Ꮿ㈓⵳
又は໅ປ者財
産ᙧ成年金㈓
⵳の利Ꮚ等（措
法４の２、４の
３） 

໅ປ者財産ᙧ成住Ꮿ
㈓⵳ዎ⣙等に基づく
㡸㈓金、合ྠ㐠用ಙ
ク、特定の᭷価ドๆ
等の元本550୓෇ま
で（原則として） 

 財産ᙧ成非課税住Ꮿ
㈓⵳又は財産ᙧ成非
課税年金㈓⵳⏦࿌
書࣭⏦㎸書を提出 

 

４ ⣡税‽ഛ㡸
金の利Ꮚ（措法
５） 

⣡税‽ഛ㡸金  ୙要  

源泉ศ㞳 
課税ไ度 
�措法３) 

㡸㈓金等の利Ꮚ
等 

特定බ♫മ以外のබ
♫മ、㡸㈓金、合ྠ
㐠用ಙク、බ♫മᢞ
資ಙク、බເබ♫മ
等㐠用ᢞ資ಙク、໅
務ඛ㡸金等 

15�315㸣
 

௚に 
ᆅ方税 
５㸣 

୙要 ྰ 
確定⏦࿌を
することは
できない 

⏦࿌ศ㞳 
課税ไ度 
（措法８
の４） 

特 定 බ ♫ മ 等
（ὀ）の利Ꮚ 

特定බ♫മ等 
 

15�315㸣
 

௚に 
ᆅ方税 
５㸣 

特定ཱྀᗙでの取扱い
がྍ⬟ 
 
確定⏦࿌しないこと
ができる�措法８の
５） 

上場ᰴᘧ等
のㆡΏᦆኻ
及び㓄当所
得等のᦆ┈
通算の特例
を対㇟にᦆ
┈通算ྍ⬟

 

（ὀ）特定බ♫മ等とは、次のものをいう。 

 １ 特定බ♫മ 

օ 国മ、ᆅ方മ、外国国മ、外国ᆅ方മ 

ֆ  ఍♫以外の法人が特別の法律によりⓎ行するമๆ 

և බເබ♫മ、上場බ♫മ 

ֈ օからև以外の一定のබ♫മ 

２  බເබ♫മᢞ資ಙクのཷ┈ᶒ 

３ ドๆᢞ資ಙク以外のබເᢞ資ಙクのཷ┈ᶒ 

４ 特定目的ಙク（その♫മ的ཷ┈ᶒのເ集がබເにより行われたものに限る）の♫മ的ཷ┈ᶒ 

 

 

第４章 課税ᶆ‽の計算 

－51－ 

 ࠔㄢ⛯㛵ಀࡿࡍᑐ࡟฼Ꮚᡤᚓࠓ

源 泉 徴
収 税 率

確定⏦࿌の
要ྰ 

非 課 税 
ไ 度 

１ 㞀ᐖ者等の
ᑡ額㡸金の利
Ꮚ等�所法10) 

㡸㈓金、合ྠ㐠用ಙ
ク、බ♫മᢞ資ಙク、
ドๆᢞ資ಙク（一部）
の元本350୓෇まで
（措法３の４） 

㎸書を提出、本人確ㄆ 

２ 㞀ᐖ者等の
ᑡ額බമの利
Ꮚ�措法４) 

国മ、ᆅ方മの額㠃
金額350୓෇まで（措
法４） 

書࣭⏦㎸書を提出、本
人確ㄆ 

３ ໅ປ者財産
ᙧ成住Ꮿ㈓⵳
又は໅ປ者財
産ᙧ成年金㈓
⵳の利Ꮚ等（措
法４の２、４の
３） 

໅ປ者財産ᙧ成住Ꮿ
㈓⵳ዎ⣙等に基づく
㡸㈓金、合ྠ㐠用ಙ
ク、特定の᭷価ドๆ
等の元本550୓෇ま
で（原則として） 

㈓⵳又は財産ᙧ成非
課税年金㈓⵳⏦࿌
書࣭⏦㎸書を提出 

４ ⣡税‽ഛ㡸
金の利Ꮚ（措法
５） 

源泉ศ㞳 
課税ไ度 
�措法３) 

㡸㈓金等の利Ꮚ
等 

特定බ♫മ以外のබ
♫മ、㡸㈓金、合ྠ
㐠用ಙク、බ♫മᢞ
資ಙク、බເබ♫മ
等㐠用ᢞ資ಙク、໅
務ඛ㡸金等 

15�315㸣

௚に 
ᆅ方税 
５㸣 

୙要 ྰ 
確定⏦࿌を
することは
できない 

⏦࿌ศ㞳 
課税ไ度 
（措法８
の４） 

特 定 බ ♫ മ 等
（ὀ）の利Ꮚ 

特定බ♫മ等 15�315㸣

௚に 
ᆅ方税 
５㸣 

特定ཱྀᗙでの取扱い
がྍ⬟ 

確定⏦࿌しないこと
ができる�措法８の
５） 

上場ᰴᘧ等
のㆡΏᦆኻ
及び㓄当所
得等のᦆ┈
通算の特例
を対㇟にᦆ
┈通算ྍ⬟

（ὀ）特定බ♫മ等とは、次のものをいう。 

 １ 特定බ♫മ 

օ 国മ、ᆅ方മ、外国国മ、外国ᆅ方മ 

ֆ  ఍♫以外の法人が特別の法律によりⓎ行するമๆ 

և බເබ♫മ、上場බ♫മ 

ֈ օからև以外の一定のබ♫മ 

２  බເබ♫മᢞ資ಙクのཷ┈ᶒ 

３ ドๆᢞ資ಙク以外のබເᢞ資ಙクのཷ┈ᶒ 

４ 特定目的ಙク（その♫മ的ཷ┈ᶒのເ集がබເにより行われたものに限る）の♫മ的ཷ┈ᶒ 

持出可
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 (所：所得税、復：復興特別所得税、住：個人住民税)      ࠔ㓄ᙜㄢ⛯ไᗘのᴫせࠓ

 

  
㹼 

平成15年３月

平成15年 

４月㹼12月

平成16年１月

㹼 

20年12月 

平成21年１月 

㹼 

24年12月 

平成25年 

１月㹼12月

平成26年１月 

㹼 

࣭
上場ᰴᘧ等の㓄当等 

（個人の大ཱྀᰴ୺等） ⥲合課税 

࣭ 非上場ᰴᘧ等の㓄当等 

 

源泉徴収税率 

（特別徴収税率） 

所㸸20㸣 

住㸸㸮㸣 

所࣭復㸸20�42㸣 

住民税㸸0㸣 

 
確定⏦࿌୙要ไ度の適用 

１㖭᯶当たり１ᅇ５୓෇ 

（年１ᅇ10୓෇）以ୗ 

１ᅇに支払（平成18年５月１日以ᚋの支払）をཷ

ける࡭き金額が、10୓෇に㓄当計算ᮇ㛫の月数（最

㧗12か月）を乗じてこれを12で除して計算した金

額以ୗであるもの 

 

上場ᰴᘧ等の㓄当等 

�個人の大ཱྀᰴ୺等を除く) 
⥲合課税 ⥲合課税又は⏦࿌ศ㞳課税 

 
源泉徴収税率 

（特別徴収税率） 

所㸸20㸣 

住㸸㸮㸣 

所㸸10㸣 

住㸸㸮㸣 

所㸸７㸣 

住㸸３㸣 

所㸸15㸣 

住㸸５㸣 

（⤒㐣措置） 

所㸸７㸣 

住㸸３㸣 

所 ࣭ 復 � 

15�315㸣 

住㸸５㸣 

（⤒㐣措置）

所࣭復㸸

7�147㸣 

住㸸３㸣 

所࣭復㸸15�315㸣

住㸸５㸣 

 
確定⏦࿌୙要ไ度 

の適用 

１㖭᯶当たり 

１ᅇ５୓෇ 

�年１ᅇ10୓ 

෇）以ୗ 

上限なし 

 
35㸣源泉ศ㞳㑅ᢥ 

課税 

１㖭᯶当たり

１ᅇ25୓෇ 

�年１ᅇ50୓ 

෇）ᮍ‶かつ 

Ⓨ行῭ᰴᘧ⥲ 

数の５㸣ᮍ‶ 

ไ度ᗫṆ 

 
             

࣭
බເドๆᢞ資ಙクの収┈

のศ㓄 
源泉ศ㞳課税 

⥲合 

課税 

上場ᰴᘧ等の㓄当等 

�個人の大ཱྀᰴ୺等を除く)とྠᵝである。 

࣭
特定ᢞ資法人のᢞ資ཱྀの

㓄当等 

 
源泉徴収税率 

（特別徴収税率） 

所㸸15㸣 

住㸸５㸣 

所㸸７㸣 

住㸸３㸣 

 
確定⏦࿌୙要ไ度の 

適用 
対㇟外 上限なし 
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 (所：所得税、復：復興特別所得税、住：個人住民税)      ࠔ㓄ᙜㄢ⛯ไᗘのᴫせࠓ

  
㹼 

平成15年３月

平成15年 

４月㹼12月

平成16年１月

㹼 

20年12月 

平成21年１月 

㹼 

24年12月 

平成25年 

１月㹼12月

平成26年１月 

㹼 

࣭
上場ᰴᘧ等の㓄当等 

（個人の大ཱྀᰴ୺等） ⥲合課税 

࣭ 非上場ᰴᘧ等の㓄当等 

源泉徴収税率 

（特別徴収税率） 

所㸸20㸣 

住㸸㸮㸣 

所࣭復㸸20�42㸣 

住民税㸸0㸣 

確定⏦࿌୙要ไ度の適用 
１㖭᯶当たり１ᅇ５୓෇ 

（年１ᅇ10୓෇）以ୗ 

１ᅇに支払（平成18年５月１日以ᚋの支払）をཷ

ける࡭き金額が、10୓෇に㓄当計算ᮇ㛫の月数（最

㧗12か月）を乗じてこれを12で除して計算した金

額以ୗであるもの 

上場ᰴᘧ等の㓄当等 

�個人の大ཱྀᰴ୺等を除く)

源泉徴収税率 

（特別徴収税率） 

所㸸20㸣 

住㸸㸮㸣 

所㸸10㸣 

住㸸㸮㸣 

所㸸７㸣 

住㸸３㸣 

所㸸15㸣 

住㸸５㸣 

（⤒㐣措置） 

所㸸７㸣 

住㸸３㸣 

所 ࣭ 復 � 

15�315㸣 

住㸸５㸣 

（⤒㐣措置）

所࣭復㸸

7�147㸣 

住㸸３㸣 

所࣭復㸸15�315㸣

住㸸５㸣 

確定⏦࿌୙要ไ度 

の適用 

１㖭᯶当たり 

１ᅇ５୓෇ 

�年１ᅇ10୓ 

෇）以ୗ

上限なし 

35㸣源泉ศ㞳㑅ᢥ 

課税 

１㖭᯶当たり

１ᅇ25୓෇ 

�年１ᅇ50୓ 

෇）ᮍ‶かつ 

Ⓨ行῭ᰴᘧ⥲ 

数の５㸣ᮍ‶ 

ไ度ᗫṆ 

             

࣭
බເドๆᢞ資ಙクの収┈

のศ㓄 
源泉ศ㞳課税 

⥲合 

課税 

上場ᰴᘧ等の㓄当等 

�個人の大ཱྀᰴ୺等を除く)とྠᵝである。 

࣭
特定ᢞ資法人のᢞ資ཱྀの

㓄当等 

源泉徴収税率 

（特別徴収税率） 

所㸸15㸣 

住㸸５㸣 

所㸸７㸣 

住㸸３㸣 

確定⏦࿌୙要ไ度の 

適用
対㇟外 上限なし 

持出可
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第４節 収入金額 

 ྛ✀所得の金額は、本章第１節で述࡭たように、原則として「཰ධ㔠㢠」から「ᚲせ⤒

㈝」を᥍除して計算ࡉれる。この節では、ྛ✀所得の収入金額の収入す࡭き金額及び収入

金額の計上時ᮇ୪びに別ẁの定めにより収入金額とࡉれるものなどについて学習する。 

 

学習のポイント 

１ 「収入金額」とは、どのようなものか 

２ ྛ✀所得の収入金額の収入計上時ᮇは、どのようになっているのか 

３ ≀又はᶒ利による収入金額の計算は、どのように行うのか 

４ 別ẁの定めにより収入金額とࡉれるものは、どのようなものか 

５ 事ᴗ所得等の収入金額とࡉれる保㝤金等は、どのようなものか 

 

㸯 ཰ධ㔠㢠 

 所得税の課税ᶆ‽の計算は、収入金額からጞまるのであるが、所得の✀㢮により、཰

ධ㔠㢠又は⥲཰ධ㔠㢠という用語が用いられている。利Ꮚ所得、㓄当所得、⤥୚所得、

㏥職所得及びබ的年金等に係る㞧所得については、その収┈の内容がẚ㍑的༢⣧である

ことから「収入金額」という用語が用いられ、ṧる㸴✀㢮の所得（බ的年金等を除く㞧

所得をྵࡴ。）については、その収┈の内容が๪収入や௜㝶収入などをకって」㞧な場

合が多いことから、「⥲収入金額」という用語が用いられている。 

 その年ศのྛ✀所得の金額の計算上「収入金額とす࡭き金額」又は「⥲収入金額に算

入す࡭き金額」とは、別ẁの定めがあるものを除き、「その年において収入す࡭き金額」

をいう。また、金㖹以外の≀又はᶒ利その௚⤒῭的利┈をもって収入する場合には、こ

れらの価額もྵまれ、その時の価額（時価）によって、計算が行われる（所法36①②）。 

 

 

 

 

 

 

 

（ὀ） この収入す࡭き金額の⪃え方は、⡙記఍計でいうⓎ⏕୺⩏の⪃え方にほࡰ相当する。 

  

༊       ศ 内       容 

原   則 

別ẁの定め 

その年において収入す࡭き金額 

（所法36） 

⮬ᐙᾘ㈝の場合、㎰産≀の収✭の場合等

（所法39㹼44の３） 

収入金額 
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－53－ 

第４節 収入金額 

 ྛ✀所得の金額は、本章第１節で述࡭たように、原則として「཰ධ㔠㢠」から「ᚲせ⤒

㈝」を᥍除して計算ࡉれる。この節では、ྛ✀所得の収入金額の収入す࡭き金額及び収入

金額の計上時ᮇ୪びに別ẁの定めにより収入金額とࡉれるものなどについて学習する。 

学習のポイント 学習のポイント 学習のポイント 

１ 「収入金額」とは、どのようなものか 

２ ྛ✀所得の収入金額の収入計上時ᮇは、どのようになっているのか 

３ ≀又はᶒ利による収入金額の計算は、どのように行うのか 

４ 別ẁの定めにより収入金額とࡉれるものは、どのようなものか 

５ 事ᴗ所得等の収入金額とࡉれる保㝤金等は、どのようなものか 

㸯 ཰ධ㔠㢠 

 所得税の課税ᶆ‽の計算は、収入金額からጞまるのであるが、所得の✀㢮により、཰

ධ㔠㢠又は⥲཰ධ㔠㢠という用語が用いられている。利Ꮚ所得、㓄当所得、⤥୚所得、

㏥職所得及びබ的年金等に係る㞧所得については、その収┈の内容がẚ㍑的༢⣧である

ことから「収入金額」という用語が用いられ、ṧる㸴✀㢮の所得（බ的年金等を除く㞧

所得をྵࡴ。）については、その収┈の内容が๪収入や௜㝶収入などをకって」㞧な場

合が多いことから、「⥲収入金額」という用語が用いられている。 

 その年ศのྛ✀所得の金額の計算上「収入金額とす࡭き金額」又は「⥲収入金額に算

入す࡭き金額」とは、別ẁの定めがあるものを除き、「その年において収入す࡭き金額」

をいう。また、金㖹以外の≀又はᶒ利その௚⤒῭的利┈をもって収入する場合には、こ

れらの価額もྵまれ、その時の価額（時価）によって、計算が行われる（所法36①②）。

（ὀ） この収入す࡭き金額の⪃え方は、⡙記఍計でいうⓎ⏕୺⩏の⪃え方にほࡰ相当する。 

  

内       容 

原   則 

別ẁの定め 

その年において収入す࡭き金額 

（所法36） 

⮬ᐙᾘ㈝の場合、㎰産≀の収✭の場合等

（所法39㹼44の３） 

収入金額 

持出可
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�ὀ) 利Ꮚ所得及び㓄当所得のうちには、その年において収入す࡭き金額（Ⓨ⏕୺⩏）によらないで、支払をཷけた

金額によるものがある。これは徴税上の౽ᐅによるものであって、⡙記఍計上の現金୺⩏の⪃え方に相当する（所

法36ճ）。 

 

㸰 ྛ✀ᡤᚓの཰ධ㔠㢠のィୖ᫬ᮇ 

 所得税は、ᬺ年ࡈとの所得を༢఩として㉸㐣⣼㐍税率を適用して課税することから、

いつの年の収入とするかによって、その㈇ᢸ額にᕪが⏕じる。 

 なお、上記１で述࡭たように㺂所得税法上㺂収入金額とは㺂実際に支払をཷけた金額㺂

つまり収入した金額ではなく、その年において収入す࡭き金額である。そして10✀㢮の

所得ࡈとの㺂収入す࡭き金額の収入す࡭き時ᮇは、原則として次のとおりである㹿 

⑴ ฼Ꮚᡤᚓの཰ධ㔠㢠のィୖ᫬ᮇ 

イ 定ᮇ㡸金の利Ꮚ͐͐㡸入ᮇ㛫の‶஢の日 

ࣟ ᬑ通㡸金の利Ꮚ͐͐支払をཷける日又は元本࡬の⧞入日 

 通知㡸金の利Ꮚ͐͐払出しの日 ࣁ

 බ♫മᢞ資ಙク等の収┈のศ㓄͐͐収┈計算ᮇ㛫の‶஢の日 ࢽ

࣍ බ♫മの利Ꮚ͐͐支払㛤ጞ日と定められた日 

⑵ 㓄ᙜᡤᚓの཰ධ㔠㢠のィୖ᫬ᮇ 

イ ๫వ金の㓄当、利┈の㓄当、๫వ金のศ㓄、基金利ᜥ͐͐ᰴ୺⥲఍、その௚正当

なᶒ限を᭷するᶵ関のỴ㆟があった日 

ࣟ ᢞ資ಙク�බ♫മᢞ資ಙク等を除く。)等の収┈のศ㓄͐͐収┈計算ᮇ㛫の‶஢の

日 

⑶ ୙ື⏘ᡤᚓの⥲཰ධ㔠㢠のィୖ᫬ᮇ 

イ ዎ⣙や័習により支払日が定められている場合͐͐その定められた支払日 

ࣟ その支払日が定められていない場合͐͐実際に支払をཷけた日（ㄳồがあったと

きに支払う࡭きものとࡉれているものは、そのㄳồの日） 

⏕㢌金、ᶒ利金、ྡ⩏書᥮ᩱ、᭦᪂ᩱ等͐͐資産を引Ώした日又はዎ⣙のຠຊⓎ ࣁ

の日 

金࣭保ド金等のうち㏉㑏を要しない部ศの金額͐͐㏉㑏しないことが確定したᩜ ࢽ

日 

収   入   金   額 

現実にཷけ取った収入 

（๓ཷ金等は除かれる。）

ᮍ 収 の 収 入 

収
入
す
࡭
き
金
額 

① ᶒ利が確定し

ていること 

② 事実がⓎ⏕し

ていること 

ճ 金額が確定し

ていること 
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�ὀ) 利Ꮚ所得及び㓄当所得のうちには、その年において収入す࡭き金額（Ⓨ⏕୺⩏）によらないで、支払をཷけた

金額によるものがある。これは徴税上の౽ᐅによるものであって、⡙記఍計上の現金୺⩏の⪃え方に相当する（所

法36ճ）。 

㸰 ྛ✀ᡤᚓの཰ධ㔠㢠のィୖ᫬ᮇ 

 所得税は、ᬺ年ࡈとの所得を༢఩として㉸㐣⣼㐍税率を適用して課税することから、

いつの年の収入とするかによって、その㈇ᢸ額にᕪが⏕じる。 

 なお、上記１で述࡭たように㺂所得税法上㺂収入金額とは㺂実際に支払をཷけた金額㺂

つまり収入した金額ではなく、その年において収入す࡭き金額である。そして10✀㢮の

所得ࡈとの㺂収入す࡭き金額の収入す࡭き時ᮇは、原則として次のとおりである㹿 

⑴ ฼Ꮚᡤᚓの཰ධ㔠㢠のィୖ᫬ᮇ 

イ 定ᮇ㡸金の利Ꮚ͐͐㡸入ᮇ㛫の‶஢の日 

ࣟ ᬑ通㡸金の利Ꮚ͐͐支払をཷける日又は元本࡬の⧞入日 

 通知㡸金の利Ꮚ͐͐払出しの日 ࣁ

 බ♫മᢞ資ಙク等の収┈のศ㓄͐͐収┈計算ᮇ㛫の‶஢の日 ࢽ

࣍ බ♫മの利Ꮚ͐͐支払㛤ጞ日と定められた日 

⑵ 㓄ᙜᡤᚓの཰ධ㔠㢠のィୖ᫬ᮇ 

イ ๫వ金の㓄当、利┈の㓄当、๫వ金のศ㓄、基金利ᜥ͐͐ᰴ୺⥲఍、その௚正当

なᶒ限を᭷するᶵ関のỴ㆟があった日 

ࣟ ᢞ資ಙク�බ♫മᢞ資ಙク等を除く。)等の収┈のศ㓄͐͐収┈計算ᮇ㛫の‶஢の

日 

⑶ ୙ື⏘ᡤᚓの⥲཰ධ㔠㢠のィୖ᫬ᮇ 

イ ዎ⣙や័習により支払日が定められている場合͐͐その定められた支払日 

ࣟ その支払日が定められていない場合͐͐実際に支払をཷけた日（ㄳồがあったと

きに支払う࡭きものとࡉれているものは、そのㄳồの日） 

⏕㢌金、ᶒ利金、ྡ⩏書᥮ᩱ、᭦᪂ᩱ等͐͐資産を引Ώした日又はዎ⣙のຠຊⓎ ࣁ

の日 

金࣭保ド金等のうち㏉㑏を要しない部ศの金額͐͐㏉㑏しないことが確定したᩜ ࢽ

日 

収   入   金   額 

現実にཷけ取った収入 

（๓ཷ金等は除かれる。）

ᮍ 収 の 収 入 

収
入
す
࡭
き
金
額

① ᶒ利が確定し

ていること 

② 事実がⓎ⏕し

ていること 

ճ 金額が確定し

ていること 

持出可



第４章 課税ᶆ‽の計算 

－55－ 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通36－５、36－㸴、36－７ 

 

࠙設例ࠚ 

 ⏥は、㈚ᐙを㈚すことにし、令和元年８月25日、㈚୺⏥、೉୺எとする㈤㈚೉ዎ⣙を⤖んだ。 

 ዎ⣙内容は、①㈚೉ᮇ㛫は令和元年９月１日から２年㛫、②ᐙ㈤は月10ࠎ୓෇、ճᐙ㈤は๓月

末日までに支払う、となっている。 

 この場合、㈚ᐙに係る⏥の令和元年ศの୙ື産所得の収入金額はいくらか。 

 

 ࠚ⟆࠙

 10୓෇�５か月ศ＝50୓෇（所基通36�５�1)） 
 
 収入計上時ᮇ 元�８�31 元�９�30 元�10�31 元�11�30 元�12�31 

          Ќ     Ќ    Ќ    Ќ    Ќ 

 ᐙ㈤の対㇟月  ９月ศ   10月ศ  11月ศ  12月ศ 31年１月ศ 

 

⑷ ஦ᴗᡤᚓの⥲཰ධ㔠㢠のィୖ᫬ᮇ 

イ Ჴ༺資産の㈍኎収入͐͐Ჴ༺資産を引Ώした日 

኎㈙ዎ⣙成❧   ၟရ引Ώし   ௦金支払ᮇ   ௦金ཷ取 
   Ў        Ў       Ў       Ў 
 
 ۂ           

           収入計上 
 

ࣟ ㄳ㈇による収入͐͐ㄳ㈇の目的≀を相ᡭ方に引きΏした日又はᙺ務の提౪を᏶

஢した日 

 人的ᙺ務の提౪による収入͐͐人的ᙺ務の提౪を᏶஢した日 ࣁ

 資産の㈚௜けによる㈤㈚ᩱ（その年に対ᛂするもの）͐͐その年の末日 ࢽ

࣍ 金㖹の㈚௜けによる利ᜥ（その年に対ᛂするもの）͐͐その年の末日 

⑸ ⤥୚ᡤᚓの཰ධ㔠㢠のィୖ᫬ᮇ 

イ 支⤥日が定められているもの͐͐その支⤥日 

ࣟ 支⤥日が定められていないもの͐͐支⤥をཷけた日 

⑹ ㏥⫋ᡤᚓの཰ධ㔠㢠のィୖ᫬ᮇ 

 その支⤥の基ᅉとなった㏥職の日 

֋ ᒣᯘᡤᚓの⥲཰ධ㔠㢠のィୖ᫬ᮇ 

 ᒣᯘの引Ώしがあった日による。ただし、ᒣᯘのㆡΏに関するዎ⣙のຠຊⓎ⏕の日

によることもできる。 

֌ ㆡΏᡤᚓの⥲཰ධ㔠㢠のィୖ᫬ᮇ 

 ㆡΏした資産の引Ώしがあった日による。ただし、資産のㆡΏに関するዎ⣙のຠຊ

Ⓨ⏕の日によることもできる。 
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࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通36－５、36－㸴、36－７ 

⑷ ஦ᴗᡤᚓの⥲཰ධ㔠㢠のィୖ᫬ᮇ 

イ Ჴ༺資産の㈍኎収入͐͐Ჴ༺資産を引Ώした日 

   Ў        Ў       Ў       Ў 

 ۂ           

           収入計上 

ࣟ ㄳ㈇による収入͐͐ㄳ㈇の目的≀を相ᡭ方に引きΏした日又はᙺ務の提౪を᏶

஢した日 

 人的ᙺ務の提౪による収入͐͐人的ᙺ務の提౪を᏶஢した日 ࣁ

 資産の㈚௜けによる㈤㈚ᩱ（その年に対ᛂするもの）͐͐その年の末日 ࢽ

࣍ 金㖹の㈚௜けによる利ᜥ（その年に対ᛂするもの）͐͐その年の末日 

⑸ ⤥୚ᡤᚓの཰ධ㔠㢠のィୖ᫬ᮇ 

イ 支⤥日が定められているもの͐͐その支⤥日 

࠙設例ࠚ 

 ⏥は、㈚ᐙを㈚すことにし、令和元年８月25日、㈚୺⏥、೉୺எとする㈤㈚೉ዎ⣙を⤖んだ。

 ዎ⣙内容は、①㈚೉ᮇ㛫は令和元年９月１日から２年㛫、②ᐙ㈤は月10ࠎ୓෇、ճᐙ㈤は๓月

末日までに支払う、となっている。 

 この場合、㈚ᐙに係る⏥の令和元年ศの୙ື産所得の収入金額はいくらか。 

 ࠚ⟆࠙

 10୓෇�５か月ศ＝50୓෇（所基通36�５�1)） 

 収入計上時ᮇ 元�８�31 元�９�30 元�10�31 元�11�30 元�12�31 

          Ќ     Ќ    Ќ    Ќ    Ќ 

 ᐙ㈤の対㇟月  ９月ศ   10月ศ  11月ศ  12月ศ 31年１月ศ 

ࣟ 支⤥日が定められていないもの͐͐支⤥をཷけた日 

⑹ ㏥⫋ᡤᚓの཰ධ㔠㢠のィୖ᫬ᮇ

 その支⤥の基ᅉとなった㏥職の日 

֋ ᒣᯘᡤᚓの⥲཰ධ㔠㢠のィୖ᫬ᮇ

 ᒣᯘの引Ώしがあった日による。ただし、ᒣᯘのㆡΏに関するዎ⣙のຠຊⓎ⏕の日

によることもできる。 

֌ ㆡΏᡤᚓの⥲཰ධ㔠㢠のィୖ᫬ᮇ

 ㆡΏした資産の引Ώしがあった日による。ただし、資産のㆡΏに関するዎ⣙のຠຊ

Ⓨ⏕の日によることもできる。 

持出可
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֍ ୍᫬ᡤᚓの⥲཰ධ㔠㢠のィୖ᫬ᮇ 

 その支払をཷけた日による。ただし、その支払をཷける࡭き金額がその日๓に支払

者から通知ࡉれているものについては、当ヱ通知をཷけた日による。 

 なお、⏕࿨保㝤ዎ⣙等に基づく一時金又はᦆᐖ保㝤ዎ⣙等に基づく‶ᮇ㏉ᡠ金等の

ようなものについては、その支払をཷける࡭き事実が⏕じた日による。 

֎ 㞧ᡤᚓの⥲཰ධ㔠㢠のィୖ᫬ᮇ 

 その収入のែᵝにᛂじ、それࡒれ௚の９✀㢮の所得の収入金額の計上ᮇに対する取

扱いに‽ずる。 

なお、බ的年金等については、原則として、支⤥の基♏となる法令等により定めら

れた支⤥日による。 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通36－２、36－４㹼36－８の３、36－９、36－10、36－12㹼36－14 

 

㸱 ≀ཪࡣᶒ฼ࡿࡼ࡟཰ධ㔠㢠 

օ 金㖹以外の≀又はᶒ利その௚⤒῭的な利┈の価額は、収入す࡭き金額にྵまれる

（所法36①かっこ書）。 

ֆ これらの価額は、その取得又は利┈をாཷする時における価額、いわࡺる時価によ

ることとなる（所法36②）。 

 例えば、⤥୚所得を金㖹以外の≀又はᶒ利その௚⤒῭的利┈で収入する場合、すな

わち、㞠୺が⾰᭹その௚の≀ရなどを支⤥する場合や㣗事や♫Ꮿを↓ᩱで提౪するな

どの場合は、非課税所得（所法９①භ、所令21）にヱ当するものを除き、原則として、

その支⤥の時における価額を収入金額に算入する。 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通36－15 

 

㸲 ูẁのᐃࡿࡼ࡟ࡵ཰ධ㔠㢠 

⑴ Ჴ༺㈨⏘➼の⮬ᐙᾘ㈝ཪࡣ㉗୚ 

 Ჴ༺資産等を⮬ᐙᾘ㈝又は㉗୚した場合は、原則として、そのᲴ༺資産等を⮬ᐙᾘ

㈝し、又は㉗୚した時の「通ᖖの㈍኎価額」を事ᴗ所得等の金額の計算上、⥲収入金

額に算入する（所法39、40①一）。 

 この場合において、事ᴗをႠࡴ者が、⮬ᐙᾘ㈝などしたᲴ༺資産の取得価額以上の

金額をもって、そのഛえ௜けるᖒ⡙に所定の記載を行い、これを事ᴗ所得の⥲収入金

額に算入している場合は、その算入した金額が、通ᖖ௚に㈍኎する価額にẚしⴭしく

ప額（おお70ࡡࡴ㸣ᮍ‶）でない限り、これをㄆめる。 
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֍ ୍᫬ᡤᚓの⥲཰ධ㔠㢠のィୖ᫬ᮇ

 その支払をཷけた日による。ただし、その支払をཷける࡭き金額がその日๓に支払

者から通知ࡉれているものについては、当ヱ通知をཷけた日による。 

 なお、⏕࿨保㝤ዎ⣙等に基づく一時金又はᦆᐖ保㝤ዎ⣙等に基づく‶ᮇ㏉ᡠ金等の

ようなものについては、その支払をཷける࡭き事実が⏕じた日による。 

֎ 㞧ᡤᚓの⥲཰ධ㔠㢠のィୖ᫬ᮇ

 その収入のែᵝにᛂじ、それࡒれ௚の９✀㢮の所得の収入金額の計上ᮇに対する取

扱いに‽ずる。 

なお、බ的年金等については、原則として、支⤥の基♏となる法令等により定めら

れた支⤥日による。 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通36－２、36－４㹼36－８の３、36－９、36－10、36－12㹼36－14 

㸱 ≀ཪࡣᶒ฼ࡿࡼ࡟཰ධ㔠㢠 

օ 金㖹以外の≀又はᶒ利その௚⤒῭的な利┈の価額は、収入す࡭き金額にྵまれる

（所法36①かっこ書）。 

ֆ これらの価額は、その取得又は利┈をாཷする時における価額、いわࡺる時価によ

ることとなる（所法36②）。 

 例えば、⤥୚所得を金㖹以外の≀又はᶒ利その௚⤒῭的利┈で収入する場合、すな

わち、㞠୺が⾰᭹その௚の≀ရなどを支⤥する場合や㣗事や♫Ꮿを↓ᩱで提౪するな

どの場合は、非課税所得（所法９①භ、所令21）にヱ当するものを除き、原則として、

その支⤥の時における価額を収入金額に算入する。 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通36－15 

㸲 ูẁのᐃࡿࡼ࡟ࡵ཰ධ㔠㢠 

⑴ Ჴ༺㈨⏘➼の⮬ᐙᾘ㈝ཪࡣ㉗୚

 Ჴ༺資産等を⮬ᐙᾘ㈝又は㉗୚した場合は、原則として、そのᲴ༺資産等を⮬ᐙᾘ

㈝し、又は㉗୚した時の「通ᖖの㈍኎価額」を事ᴗ所得等の金額の計算上、⥲収入金

額に算入する（所法39、40①一）。 

 この場合において、事ᴗをႠࡴ者が、⮬ᐙᾘ㈝などしたᲴ༺資産の取得価額以上の

金額をもって、そのഛえ௜けるᖒ⡙に所定の記載を行い、これを事ᴗ所得の⥲収入金

額に算入している場合は、その算入した金額が、通ᖖ௚に㈍኎する価額にẚしⴭしく

ప額（おお70ࡡࡴ㸣ᮍ‶）でない限り、これをㄆめる。 

持出可
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⑵ Ჴ༺㈨⏘のప㢠ㆡΏ 

 Ჴ༺資産をⴭしくపい価額の対価でㆡΏした場合は、原則として、そのᲴ༺資産の

「ㆡΏ対価の額」とㆡΏの時における「通ᖖの㈍኎価額」との「ᕪ額」のうち、「実

㉁的に㉗୚したとㄆめられる金額」を事ᴗ所得等の金額の計算上、⥲収入金額に算入

する（所法40①二）。 

 なお、「ⴭしくపい価額の対価でㆡΏした場合」とは、通ᖖの㈍኎価額のおおࡡࡴ

70㸣に相当する金額に‶たない対価でㆡΏした場合をいう。 

 また、「実㉁的に㉗୚したとㄆめられる金額」とは、通ᖖの㈍኎価額とㆡΏ対価の

額とのᕪ額に相当する金額をいうが、通ᖖの㈍኎価額のおお70ࡡࡴ㸣に相当する金額

からそのㆡΏ対価の額を᥍除した金額としてᕪし支えない。 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通39－１、39－２、40－２、40－３ 

 

㸳 ஦ᴗᡤᚓ➼の཰ධ㔠㢠ࡿࢀࡉ࡜ಖ㝤㔠➼ 

 Ჴ༺資産につきᦆᐖをཷけたことに基ᅉして取得する保㝤金、ᦆᐖ㈺償金などは、本

᮶、その事ᴗの収入金額に௦わるᛶ㉁を᭷するものであるから、事ᴗ所得の収入金額と

 。れるࡉ

⑴ ஦ᴗᡤᚓ࡝࡞の཰ධ㔠㢠ࡶࡿࢀࡉ࡜の 

 ୙ື産所得、事ᴗ所得、ᒣᯘ所得又は㞧所得の金額の計算上、次のようなものは、

これらの所得に係る収入金額とࡉれる（所令94①）。 

イ Ჴ༺資産、ᒣᯘ又はⴭ作ᶒ等についてᦆኻをཷけたことにより取得する保㝤金、

ᦆᐖ㈺償金、ぢ⯙金等 

ࣟ ᴗ務の全部又は一部のఇṆ、㌿᥮又はᗫṆ等により、そのᴗ務の収┈及び⤒㈝の

⿵償として取得する⿵償金等 

（ὀ）事ᨾなどにより心㌟にᦆᐖをཷけてఇᴗした場合、その㛫の所得に௦えてཷけ取るᦆᐖ㈺償金、⿵償金、ぢ⯙金

などは非課税である（所法９①༑୐、所令30）。 

⑵ ㆡΏᡤᚓの཰ධ㔠㢠ࡶࡿࢀࡉ࡜の 

 ዎ⣙等に基づき、ㆡΏ所得の基ᅉとなる資産がᾘ⁛したことなどにకい、そのᾘ⁛

につき一時にཷける⿵償金などは、ㆡΏ所得に係る収入金額とࡉれる（所令95）。 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 課税ᶆ‽の計算 

－57－ 

⑵ Ჴ༺㈨⏘のప㢠ㆡΏ

 Ჴ༺資産をⴭしくపい価額の対価でㆡΏした場合は、原則として、そのᲴ༺資産の

「ㆡΏ対価の額」とㆡΏの時における「通ᖖの㈍኎価額」との「ᕪ額」のうち、「実

㉁的に㉗୚したとㄆめられる金額」を事ᴗ所得等の金額の計算上、⥲収入金額に算入

する（所法40①二）。 

 なお、「ⴭしくపい価額の対価でㆡΏした場合」とは、通ᖖの㈍኎価額のおおࡡࡴ

70㸣に相当する金額に‶たない対価でㆡΏした場合をいう。 

 また、「実㉁的に㉗୚したとㄆめられる金額」とは、通ᖖの㈍኎価額とㆡΏ対価の

額とのᕪ額に相当する金額をいうが、通ᖖの㈍኎価額のおお70ࡡࡴ㸣に相当する金額

からそのㆡΏ対価の額を᥍除した金額としてᕪし支えない。 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通39－１、39－２、40－２、40－３ 

㸳 ஦ᴗᡤᚓ➼の཰ධ㔠㢠ࡿࢀࡉ࡜ಖ㝤㔠➼ 

 Ჴ༺資産につきᦆᐖをཷけたことに基ᅉして取得する保㝤金、ᦆᐖ㈺償金などは、本

᮶、その事ᴗの収入金額に௦わるᛶ㉁を᭷するものであるから、事ᴗ所得の収入金額と

 。れるࡉ

⑴ ஦ᴗᡤᚓ࡝࡞の཰ධ㔠㢠ࡶࡿࢀࡉ࡜の

 ୙ື産所得、事ᴗ所得、ᒣᯘ所得又は㞧所得の金額の計算上、次のようなものは、

これらの所得に係る収入金額とࡉれる（所令94①）。 

イ Ჴ༺資産、ᒣᯘ又はⴭ作ᶒ等についてᦆኻをཷけたことにより取得する保㝤金、

ᦆᐖ㈺償金、ぢ⯙金等 

ࣟ ᴗ務の全部又は一部のఇṆ、㌿᥮又はᗫṆ等により、そのᴗ務の収┈及び⤒㈝の

⿵償として取得する⿵償金等 

（ὀ）事ᨾなどにより心㌟にᦆᐖをཷけてఇᴗした場合、その㛫の所得に௦えてཷけ取るᦆᐖ㈺償金、⿵償金、ぢ⯙金

などは非課税である（所法９①༑୐、所令30）。 

⑵ ㆡΏᡤᚓの཰ධ㔠㢠ࡶࡿࢀࡉ࡜の

 ዎ⣙等に基づき、ㆡΏ所得の基ᅉとなる資産がᾘ⁛したことなどにకい、そのᾘ⁛

につき一時にཷける⿵償金などは、ㆡΏ所得に係る収入金額とࡉれる（所令95）。 

持出可
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第５節 必要⤒㈝ 

 10✀㢮の所得のうち୙ື産所得、事ᴗ所得、㞧所得（බ的年金等を除く。）及びᒣᯘ所

得の「所得金額」は、「⥲収入金額－必要⤒㈝」によって計算ࡉれる。この節では、必要

⤒㈝の意⩏及び必要⤒㈝の具体的な内容について学習する。 
 

学習のポイント 

１ 「必要⤒㈝」とは、どのようなものか 

２ 「必要⤒㈝とࡉれない支出」は、どのようなものか 

３ ኎上原価の計算及びᮇ末Ჴ༺資産のホ価は、どのように行うのか 

４ ㈍኎㈝及び一⯡⟶理㈝等の必要⤒㈝は、どのようなものか 

５ 減価償却資産の償却㈝の計算は、どのように行うのか 

㸴 ⧞ᘏ資産の償却㈝の計算は、どのように行うのか 

７ 資本的支出とಟ⧋㈝は、どのように༊ศࡉれるのか 

８ 資産ᦆኻ、㈚ಽᦆኻ等とは、どのようなものか 

９ 「⏕計を一にするぶ᪘に支払う⤥୚等」の取扱いは、どのようになるのか 

10 㟷Ⰽ⏦࿌特別᥍除とはどのようなものか 

㸯 ᚲせ⤒㈝ 

 その年ศの୙ື産所得の金額、事ᴗ所得の金額、㞧所得の金額（බ的年金等に係るも

のを除く㹿）及びᒣᯘ所得の金額は、その年ศの⥲収入金額から必要⤒㈝を᥍除して計

算する。この場合の必要⤒㈝に算入す࡭き金額は、別ẁの定めがあるものを除き、୙ື

産所得、事ᴗ所得及び㞧所得については次のօからևに掲げるものである（所法37①）。 

օ ⥲収入金額に係る኎上原価 

ֆ ⥲収入金額を得るために直᥋要した㈝用の額 

և その年中（１月１日から12月31日まで）の㈍኎㈝、一⯡⟶理㈝及び当ヱᴗ務につい

て⏕じた㈝用の額（償却㈝以外の㈝用については、12月31日現在でമ務の確定してい

るものに限られる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別対ᛂの

必要⤒㈝ 

ᮇ㛫対ᛂの

必要⤒㈝ 

 ኎上原価ۑ

収入金額を得るために直᥋要した⥲ۑ

㈝用の額 

、㈝その年に⏕じた㈍኎㈝、一⯡⟶理ۑ

その௚ᴗ務上の㈝用の額 

必 
 

要 
 

⤒ 
 

㈝ 
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第５節 必要⤒㈝ 
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８ 資産ᦆኻ、㈚ಽᦆኻ等とは、どのようなものか 

９ 「⏕計を一にするぶ᪘に支払う⤥୚等」の取扱いは、どのようになるのか 
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のを除く㹿）及びᒣᯘ所得の金額は、その年ศの⥲収入金額から必要⤒㈝を᥍除して計

算する。この場合の必要⤒㈝に算入す࡭き金額は、別ẁの定めがあるものを除き、୙ື

産所得、事ᴗ所得及び㞧所得については次のօからևに掲げるものである（所法37①）。 

օ ⥲収入金額に係る኎上原価 

ֆ ⥲収入金額を得るために直᥋要した㈝用の額 

և その年中（１月１日から12月31日まで）の㈍኎㈝、一⯡⟶理㈝及び当ヱᴗ務につい
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個別対ᛂの

必要⤒㈝ 

ᮇ㛫対ᛂの

必要⤒㈝ 
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収入金額を得るために直᥋要した⥲ۑ
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なお、必要⤒㈝は、現実に支払った金額ではなく、次のとおりその年において支払

う࡭きമ務の確定した金額によって計算する。 

 

 

 

 

 

 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通37�１、37－２、37－３ 

また、ᒣᯘをఆ᥇してㆡΏし、又は❧ᮌのままㆡΏしたことによる事ᴗ所得、ᒣᯘ

所得及び㞧所得については、次の①からյに掲げるもの（全て個別対ᛂ）が必要⤒㈝

となる（所法37②）。 

  ① ᳜ᯘ㈝ 

  ② 取得に要した㈝用 

  ճ ⟶理㈝ 

  մ ఆ᥇㈝ 

    յ その௚そのᒣᯘの⫱成又はㆡΏに要した㈝用（償却㈝以外の㈝用については12  

月31日現在でമ務の確定しているものに限られる。） 

㸰 ᚲせ⤒㈝࠸࡞ࢀࡉ࡜ᨭฟ 

個人事ᴗの場合は、ᐙ事（⏕活）上の㈝用と事ᴗ上の⤒㈝とがΰ在していることが多

い。事ᴗ又はᴗ務上必要な⤒㈝は「ᚲせ⤒㈝」として、収入金額から᥍除ࡉれるが、例

えば、次に掲げるᐙ஦㈝ࡸᐙ஦㛵㐃㈝➼は所得のฎศと⪃えられ、必要⤒㈝として᥍除

することはできない（所法45①）。 

 ただし、ᐙ事関㐃㈝については、ᐙ事関㐃㈝の୺たる部ศが୙ື産所得、事ᴗ所得、

ᒣᯘ所得又は㞧所得を⏕ず࡭きᴗ務の㐙行上必要であり、かつ、その必要である部ศを

明らかに༊ศすることができる場合には、その部ศを必要⤒㈝に算入し、༊ศできない

場合には、必要⤒㈝に算入しないとしている（所法45、所令96一、所基通45�１）。 

また、㟷Ⰽ⏦࿌者については、ᐙ事関㐃㈝のうち取引の記㘓等に基づいて、୙ື産所

得、事ᴗ所得又はᒣᯘ所得を⏕ず࡭きᴗ務の㐙行上直᥋必要であった部ศを明らかに༊

ศできる場合には、その部ศがᐙ事関㐃㈝の୺たる部ศでなくても、その部ศを必要⤒

㈝に算入するとしている（所令96二、所基通45�１）。 

なお、㟷Ⰽ⏦࿌者に限って「୺たる部ศ」というไ限を除外しているが、実務上は、

ⓑⰍ⏦࿌者についても㟷Ⰽ⏦࿌者とྠᵝの取扱いとしている（所基通45�２）。 

օ ᐙ事㈝（⮬ᕫ又はᐙ᪘の⏕活㈝や஺際㈝、་⒪㈝、住Ꮿ㈝等） 

現実に支払った㈝用 

（๓払㈝用は除かれる。） 

ᮍ 払 の ㈝ 用 

確
定
し
た
金
額 

支
払
う
࡭
き
മ
務
の 

① മ務が成❧して

いること 

② 事実がⓎ⏕して

いること 

ճ 金額が確定して

いること 
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ֆ ᐙ事関㐃㈝（ᗑ⯒ව住Ꮿに係るᆅ௦、ᐙ㈤、ⅆ災保㝤ᩱ、Ỉ㐨ග⇕㈝等） 

և 租税බ課（個人を対㇟として課税ࡉれる所得税、住民税） 

ֈ ⨩金及び⛉ᩱ୪びに㐣ᩱ 

։ ᦆᐖ㈺償金（⏕活上のᦆᐖ㈺償金、ᴗ務上のᨾ意又は重大な㐣ኻによるᦆᐖ㈺償金）

（所基通45�㸴㹼45�８） 

 

ᐙ஦ୖの㈝⏝࡜ᴗົୖの⤒㈝㸦㈝⏝㸧のྲྀᢅ࠸ 

༊  ศ 内     容 原則的な取扱い

支 

 

出 

 

㈝ 

 

用 

ᐙ 事 ㈝ 

࣭ ⮬ᕫ又はᐙ᪘の⏕活㈝、་⒪㈝、ፗᴦ㐟興㈝等

࣭ 住Ꮿに係るᆅ௦、ᐙ㈤、ಟ⧋㈝、租税බ課等 

࣭ ᐙ事上のỈ㐨ග⇕㈝等 

 

必要⤒㈝とࡉれ

ない 

ᐙ 事 関 㐃 ㈝ 

࣭ ᗑ⯒ව住Ꮿに係るᆅ௦、ᐙ㈤、ಟ⧋㈝、租税බ

課、ⅆ災保㝤ᩱ等 

࣭ 事ᴗとᐙ事ඹ用のỈ㐨ග⇕㈝等 

 

ᴗ務上の⤒㈝ 

࣭ ኎上原価 

࣭ 収入を得るために直᥋に要した㈝用 

࣭ ㈍኎㈝、一⯡⟶理㈝その௚所得を⏕ず࡭きᴗ務

について⏕じた㈝用等 

 
必要⤒㈝とࡉれ

る 

 

㸱 ኎ୖཎ౯のィ⟬及びᮇᮎᲴ༺㈨⏘のホ౯ 

事ᴗ所得の金額の計算は、⥲収入金額から኎上ရの原価その௚の必要⤒㈝を᥍除する 

ということに集⣙できる。その኎上ရの原価、原ᩱရの対価などを኎上ရの一ရ一ရに

᣺りศける計算（個別計算）ができればよいが、通ᖖの場合には実務上ᅔ㞴である。そ

こで所得税法では、Ჴ༺しによって኎上原価を計算する方法を᥇ることにしている（所

法47）。 

⑴ ኎ୖཎ౯のィ⟬ 

 ኎上原価の計算は、ᮇ㤳（年ึ）及びᮇ末（年末）のᲴ༺資産（ၟရ）の価額とそ

のᮇ中（年中）の௙入金額に基づいて、次の算ᘧで計算する。 

 ⟬ ᘧ 

ᮇ㤳Ჴ༺㧗 㸩 ᮇ中の௙入㧗 － ᮇ末Ჴ༺㧗 ＝ ኎上原価 

 

 

 

 

 

 

ᮇ㤳Ჴ༺㧗 

事ᴗ所得の金額

ᮇ中の 

௙入㧗 

ᮇ 中 の 

払  出  㧗 

�኎上原価) 

ᮇ末Ჴ༺㧗 

኎ 上 原 価 

その௚の⤒㈝ 

 
 

኎ 上 
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   その年 12 月 31 日におけるᲴ༺資産の価額は、ホ価の方法によっては኎上原価に㧗

పの㛤ᕪが⏕じ、኎㈙ᕪ┈にᙳ㡪を୚えることになる。 

 そこで、所得税法第 47 条及び所得税法施行令第 99 条以ୗでは、所得税法上㑅ᢥす

ることができるᲴ༺資産のホ価方法を規定し、⣡税者がそのうちのいずれかのホ価方

法をᒆけ出た上、そのᒆけ出た方法によりᲴ༺資産をホ価することとしている。 

⑵ Ჴ༺㈨⏘の⠊ᅖ 

 Ჴ༺資産とは、事ᴗ所得を⏕ず࡭き事ᴗにおける資産で次に掲げるものをいう。た

だし、᭷価ドๆ、௬᝿通㈌及びᒣᯘは除かれる（所法２①༑භ、所令３）。 

イ ၟရ又は〇ရ（๪産≀及び作ᴗくずをྵࡴ。） 

ࣟ ༙〇ရ 

 （。ࡴ成ᕤ事をྵ༙）௙᥃ရ ࣁ

 ୺要原ᮦᩱ ࢽ

࣍ ⿵ຓ原ᮦᩱ 

 ᾘ⪖ရで㈓蔵中のもの ࡬

ト イ㹼࣊までの資産に‽ずるもの 

（ὀ）１ 「ᾘ⪖ရ」とは、Ἔ、ໟ⿦ᮦᩱ、事務用ရなどをいう。 

２ ㈍኎、᥇⓶などを目的として㣫⫱又は⫱成ࡉれる∵、㤿、㇜、ᐙきん、⇕ᖏ㨶、ⱑᮌなどは、Ჴ༺資産に

ヱ当する（所基通２－13）。 
 

⑶ Ჴ༺㈨⏘のྲྀᚓ౯㢠 

 Ჴ༺資産の取得価額は、取得した方法により༊ศして、次のように計算ࡉれる（所

令103）。 

イ ㉎入したᲴ༺資産 

 次に掲げる金額の合計額が取得価額となる（所令103①一）。 

�㺐) その㉎入௦価（次に掲げる①からմの㈝用の額をྵࡴ。） 

① ㉎入に要した引取㈝用（引取㐠㈤、Ⲵᙺ㈝、㐠送保㝤ᩱ、㉎入ᡭ数ᩱ、関税  

など） 

② ㈙入事務、᳨収、ᩚ理、㑅別、ᡭ入れなどに要した㈝用 

ճ Ჴ༺資産の⛣⟶㈝用（㐠㈤、Ⲵ㐀㈝など） 

մ Ჴ༺資産の保⟶㈝用（㈓蔵㈝、保⟶㈝など） 

�㺹) その資産をᾘ㈝し、又は㈍኎の用に౪するために直᥋要した全ての㈝用の額 

（ὀ）１ 上記�㺐)の②からմに掲げる㈝用の額で、その合計額がᑡ額（㉎入௦価の３㸣⛬度以内の金額）なものに

ついては、Ჴ༺資産の取得価額に算入しなくてもᕪし支えないこととࡉれている。以ୗ、ࣟの場合もྠᵝで

ある。 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通47－17 

２ Ჴ༺資産の㉎入のために要した೉入金などの利Ꮚは、取得価額に算入することができる。 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通47－21 
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  ࣟ 〇㐀等によるᲴ༺資産  

⮬ᕫの〇㐀、᥇᥀、᥇取、᱂ᇵ、㣴Ṫなど（以ୗ「〇㐀等」という。）によるᲴ   

༺資産については、①その〇㐀等のための原ᮦᩱ㈝、ປ務㈝など〇㐀原価のほか、

②これをᾘ㈝し、又は㈍኎の用に౪するために直᥋要した全ての㈝用の額もྵまれ

る（所令103①二）。 

⑷ Ჴ༺㈨⏘のホ౯の᪉ἲ 

 ၟရの኎上原価、原ᮦᩱのᾘ㈝㧗等を計算するために、その年の12月31日において

᭷するᲴ༺資産（以ୗ「ᮇ末Ჴ༺資産」という。）のホ価額の計算上㑅定できるホ価

の方法は、①原価法、②ప価法（㟷Ⰽ⏦࿌者に限る。）、ճ特別なホ価方法（税務⨫

㛗のᢎㄆをཷけた場合）とࡉれている（所令99、99の２）。 

 㑅定できる原価法には、次に掲げる㸴✀㢮の方法がある。 

 ①最⤊௙入原価法、②ඛ入ඛ出法、ճ個別法、մ⥲平ᆒ法、յ⛣ື平ᆒ法、ն኎価

㑏元法 

（ὀ）１ Ჴ༺資産のホ価は、個別法を除き、ᮇ末Ჴ༺資産をその✀㢮、ရ㉁、ᆺ（以ୗ「✀㢮等」という。）の␗

なるࡈとに༊ศし、その✀㢮等のྠじものを１ࣉ－ࣝࢢとし、それࡒれのࡈࣉ－ࣝࢢとに所定の計算をする

ことになっている（所令99）。 

２ Ჴ༺資産について①災ᐖによってⴭしくᦆയしたこと、②ⴭしく㝞⭉໬したこと等の事実が⏕じた場合は、

その事実の⏕じた年以ᚋのᲴ༺資産のホ価額については㺂ẖ年12月31日における、そのᲴ༺資産のฎศྍ⬟価

額とすることができる（所令104）。 

࠙参考１ࠚ 最⤊௙入原価法 

 その年12月31日に最も㏆い日において取得したᲴ༺資産の༢価を㺂ᮇ末Ჴ༺資産の༢価としてホ価額を計

算する方法である（所令99①一࣍）。 

２ ඛ入ඛ出法 

 Ჴ༺資産の㈍኎やᾘ㈝が、取得のྂいものから㡰に行われたものとし、ᮇ末Ჴ༺資産は、取得の᪂しい

ものから㡰に成っているものとࡳなしてホ価額を計算する方法である（所令99①一ࣟ）。 
 

⑸ Ჴ༺㈨⏘のホ౯᪉ἲの㑅ᐃࠊኚ᭦➼ 

イ ホ価方法の㑅定及びᒆ出 

᪂たに事ᴗ所得を⏕ず࡭き事ᴗを㛤ጞした者、ᚑ᮶の事ᴗと␗なる௚の事ᴗを㛤

ጞ及び事ᴗの✀㢮をኚ᭦した者は、事ᴗの㛤ጞ（ኚ᭦）した日のᒓする年ศに係る

確定⏦࿌ᮇ限までに、Ჴ༺資産について、上記ֈのホ価方法のうち、そのよる࡭き

方法を㑅定し、書㠃により税務⨫㛗にᒆけ出なければならない（所法47②、所令100）。 

ࣟ 法定ホ価方法 

上記のᒆ出をしない場合又はᒆけ出た方法によってホ価していない場合には、   

᭱⤊௙ධཎ౯ἲによってホ価しなければならない（所法47①、所令102①）。 

 ホ価方法のኚ᭦ ࣁ

Ჴ༺資産につき㑅定したホ価の方法をኚ᭦しようとするときは、᪂たなホ価方法 

を᥇用しようとする年の３月15日までに、⏦ㄳ書を提出し税務⨫㛗のᢎㄆをཷけな

ければならない（所令101①②）。 
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㸲 ㈍኎㈝୍ࠊ⯡⟶⌮㈝➼のᚲせ⤒㈝ 

 「㈍኎㈝、一⯡⟶理㈝等の必要⤒㈝」を⛉目別に༊ศすると、おおࡡࡴ次のようにな

る。 

 これら⤒㈝の中にᐙ事関㐃㈝がྵまれている場合には、ഛ௜けのᖒ⡙記㘓によってᴗ

務の㐙行上直᥋必要であったことが明らかにࡉれる部ศの金額を必要⤒㈝に算入する

（所法45、所令96、所基通45－１、45－２）。 

 

⛉ 目 必 要 ⤒ ㈝ の 具 体 例 ⤒㈝とならないもの 

租 税 බ 課 事ᴗ税、ᅛ定資産税、⮬ື㌴税、୙ື産取得税、

༳⣬税、ᾘ㈝税等 

所得税、相続税、住民税、ᘏ⁫税、

ຍ算税、ᘏ⁫金、㐣ᛰ税 

Ⲵ 㐀 㐠 ㈤ ໟ⿦ᮦᩱ㈝、Ⲵ㐀人ኵ㈝、㐠㈤等  

Ỉ 㐨 ග ⇕ ㈝ Ỉ㐨ᩱ、㟁Ẽ௦、࢞ࢫ௦等 ᐙ事用部ศの㈝用 

᪑ ㈝ ஺ 通 ㈝ 㟁㌴、ࢱ、ࢫࣂクシ࣮௦、ᐟἩ௦等 ᐙ᪘᪑行の㈝用 

通 ಙ ㈝ 㟁ヰ௦、ษᡭ௦等 ᐙ事用部ศの㈝用 

ᗈ ࿌ ᐉ ఏ   ᪂⪺のᗈ࿌㈝、チࣛシ௦等、ࣅࣞࢸ ㈝

᥋ ᚅ ஺ 際 ㈝ 得意ඛ࡬の㉗⟅㈝用、㣧㣗᥋ᚅ㈝等 ぶ᪘、㞄人等との஺際㈝ 

ᦆ ᐖ 保 㝤 ᩱ ᗑ⯒、ၟရのⅆ災保㝤ᩱ、⮬ື㌴の௵意保㝤ᩱ 住Ꮿ部ศの㈝用 

ಟ ⧋ ㈝ ᗑ⯒、ᶵᲔჾ具、㌴୧のಟ⧋㈝等 住Ꮿ部ศの㈝用、資本的支出 

ᾘ ⪖ ရ ㈝ ໟ⿦ᮦᩱ㈝、事務用ရ、ᑡ額減価償却資産等  

⚟ 利 ཌ ⏕ ㈝ ᚑᴗ員の೺ᗣ保㝤ᩱ、៘Ᏻ᪑行㈝等  

⤥ ᩱ ㈤ 金 ᚑᴗ員の⤥ᩱ、㈤金、㈹୚等 ⮬ศや⏕計を一にするぶ᪘࡬の

⤥ᩱ 

利 Ꮚ ๭ 引 ᩱ 事ᴗ用資金の೉入金の利Ꮚ、ᡭᙧ๭引ᩱ等 元本の㏉῭ 

ᆅ ௦ ᐙ ㈤ ೉ᆅ௦、ᗑ⯒、㥔㌴場、಴ᗜの㈤೉ᩱ 住Ꮿ部ศの㈝用 

外 ὀ ᕤ ㈤ 外ὀຍᕤ㈤、ጤク㈝等  

支 払 ᡭ 数 ᩱ ㈍኎ᡭ数ᩱ、支払࣮ࣜ࣋ト、௰௓ᡭ数ᩱ等  

資 産 ᦆ ኻ 事ᴗ用資産の取ቯしᦆኻ、㈚ಽ金等 㞧ᦆ᥍除の対㇟としたもの 

減 価 償 却 ㈝ 減価償却資産の償却㈝ 住Ꮿ部ศの償却㈝ 

そ の ௚ 事ᴗ上のㅖ㞧㈝等  

 

 なしᢎㄆࡳ

ኚ᭦しようとする年の
12月31日までにᢎㄆ又
は却ୗのฎศがないと
き（所令101յ） 

ኚ᭦しよう
とする年の
３月15日 

提出ᮇ限 条 ௳

ᢎㄆをཷ
けること
が必要 

 

ホ価方法のኚ
᭦の⏦ㄳ書 
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㸲 ㈍኎㈝୍ࠊ⯡⟶⌮㈝➼のᚲせ⤒㈝ 

 「㈍኎㈝、一⯡⟶理㈝等の必要⤒㈝」を⛉目別に༊ศすると、おおࡡࡴ次のようにな

る。 

 これら⤒㈝の中にᐙ事関㐃㈝がྵまれている場合には、ഛ௜けのᖒ⡙記㘓によってᴗ

務の㐙行上直᥋必要であったことが明らかにࡉれる部ศの金額を必要⤒㈝に算入する

（所法45、所令96、所基通45－１、45－２）。 

⛉ 目 必 要 ⤒ ㈝ の 具 体 例 ⤒㈝とならないもの 

租 税 බ 課 事ᴗ税、ᅛ定資産税、⮬ື㌴税、୙ື産取得税、

༳⣬税、ᾘ㈝税等 

所得税、相続税、住民税、ᘏ⁫税、

ຍ算税、ᘏ⁫金、㐣ᛰ税 

Ⲵ 㐀 㐠 ㈤ ໟ⿦ᮦᩱ㈝、Ⲵ㐀人ኵ㈝、㐠㈤等 

Ỉ 㐨 ග ⇕ ㈝ Ỉ㐨ᩱ、㟁Ẽ௦、࢞ࢫ௦等 ᐙ事用部ศの㈝用 

᪑ ㈝ ஺ 通 ㈝ 㟁㌴、ࢱ、ࢫࣂクシ࣮௦、ᐟἩ௦等 ᐙ᪘᪑行の㈝用 

ᐙ事用部ศの㈝用 

ᗈ ࿌ ᐉ ఏ  ᪂⪺のᗈ࿌㈝、チࣛシ௦等、ࣅࣞࢸ ㈝

᥋ ᚅ ஺ 際 ㈝ 得意ඛ࡬の㉗⟅㈝用、㣧㣗᥋ᚅ㈝等 ぶ᪘、㞄人等との஺際㈝ 

ᦆ ᐖ 保 㝤 ᩱ ᗑ⯒、ၟရのⅆ災保㝤ᩱ、⮬ື㌴の௵意保㝤ᩱ 住Ꮿ部ศの㈝用 

ಟ ⧋ ㈝ ᗑ⯒、ᶵᲔჾ具、㌴୧のಟ⧋㈝等 住Ꮿ部ศの㈝用、資本的支出 

ᾘ ⪖ ရ ㈝ ໟ⿦ᮦᩱ㈝、事務用ရ、ᑡ額減価償却資産等  

⚟ 利 ཌ ⏕ ㈝ ᚑᴗ員の೺ᗣ保㝤ᩱ、៘Ᏻ᪑行㈝等 

⤥ ᩱ ㈤ 金 ᚑᴗ員の⤥ᩱ、㈤金、㈹୚等 ⮬ศや⏕計を一にするぶ᪘࡬の

⤥ᩱ 

利 Ꮚ ๭ 引 ᩱ 事ᴗ用資金の೉入金の利Ꮚ、ᡭᙧ๭引ᩱ等 元本の㏉῭ 

ᆅ ௦ ᐙ ㈤ ೉ᆅ௦、ᗑ⯒、㥔㌴場、಴ᗜの㈤೉ᩱ 住Ꮿ部ศの㈝用 

外 ὀ ᕤ ㈤ 外ὀຍᕤ㈤、ጤク㈝等 

支 払 ᡭ 数 ᩱ ㈍኎ᡭ数ᩱ、支払࣮ࣜ࣋ト、௰௓ᡭ数ᩱ等  

資 産 ᦆ ኻ 事ᴗ用資産の取ቯしᦆኻ、㈚ಽ金等 㞧ᦆ᥍除の対㇟としたもの 

減 価 償 却 ㈝ 減価償却資産の償却㈝ 住Ꮿ部ศの償却㈝ 

そ の ௚ 事ᴗ上のㅖ㞧㈝等 

 なしᢎㄆࡳ

ኚ᭦しようとする年の
12月31日までにᢎㄆ又
は却ୗのฎศがないと
き（所令101յ） 

ኚ᭦しよう
とする年の
３月15日 

提出ᮇ限 

ᢎㄆをཷ
けること
が必要 

ホ価方法のኚ
᭦の⏦ㄳ書 

持出可
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㸳 ῶ౯ൾ༷㈨⏘のൾ༷㈝のィ⟬ 

⑴ ῶ౯ൾ༷ 

 ᅛ定資産のうち、ᘓ≀、ᶵᲔჾ具、㌴୧等の資産は、ᅵᆅと㐪って౑用又は時の⤒

㐣によって、≀理的、ƫ ⬟的にその価್が減ᑡするものである。その価್の減ᑡ額を、

ᅛ定資産の౑用によってあげた収┈に対ᛂࡉせることによって、資産にᢞୗした「資

本のᅇ収」を図ることが必要である。 

 ఍計学上では、ᅛ定資産の取得に要した㈝用は、ᅛ定資産の耐用ᮇ㛫あるいは᭷ຠ

ᮇ㛫にわたり㈝用㓄ศすることとしている。この఍計上のᡭ続を減価償却と࿧んでい

る。所得税法においても、ྠᵝの⪃え方で「減価償却資産の耐用年数にᛂじた償却率

によって計算した償却㈝の額」は、必要⤒㈝に算入することを規定している（所法49）。 

 なお、所得税法では、この償却㈝の必要⤒㈝算入は௵意ではなく、⣡税者が償却㈝

を必要⤒㈝に算入しないで所得の計算をしていても、必ず必要⤒㈝に算入する（強ไ

償却）᪨の規定となっている（所法49①）。 

 また、所得税法では、償却㈝の額の計算についてᢸ税ຊの調ᩚという❧場から耐用

年数の▷⦰に関する規定（㟷Ⰽ⏦࿌者に限る。）が設けられている（所令130）。 

 ᭦に、租税特別措置法でも㧗㱋者の住居のᏳ定確保の一⎔として、ࢫࣅ࣮ࢧ௜き㧗

㱋者ྥけ㈤㈚住Ꮿの๭ቑ償却の規定（措法14①）等、ㅖ✀の特別償却等の規定が設け

られている。 

㸦注㸧ᅛᐃ㈨⏘のព⩏ 

 所得税法では、ᅛ定資産という用語を次のように定⩏し、減価償却資産という用語と༊別して౑用している。す

なわち、ᅛ定資産とは、ᒣᯘ、Ჴ༺資産、᭷価ドๆ、௬᝿通㈌及び⧞ᘏ資産以外の資産のうち、次のものをいう（所

法２①༑ඵ、所令５）。 

① ᅵᆅ（ᅵᆅの上にᏑするᶒ利をྵࡴ。） 

② 減価償却資産 

ճ 㟁ヰຍ入ᶒ 

մ ①からճまでに‽ずる資産�例 ⴭ作ᶒなど) 
 

⑵ ῶ౯ൾ༷㈨⏘の⠊ᅖ 

減価償却の対㇟となる資産は、୙ື産所得ⱝしくは㞧所得の基ᅉとなり、又は୙ື

産所得、事ᴗ所得、ᒣᯘ所得ⱝしくは㞧所得のᴗ務の用に౪ࡉれる資産のうち、Ჴ༺

資産、᭷価ドๆ及び⧞ᘏ資産以外の資産をいい、時の⤒㐣によりその価್の減ᑡしな

いものは除かれる（所法２①༑஑、所令㸴）。 

イ ᭷ᙧᅛ定資産 

ᘓ≀及びその附ᒓ設ഛ、構⠏≀、ƫ Ე及び⿦置、⯪⯧、⯟✵ᶵ、㌴୧及び㐠ᦙ具、

ᕤ具、ჾ具及びഛရ 

ࣟ ↓ᙧᅛ定資産 

 ⁺ᴗᶒ、Ỉ利ᶒ、ၟᶆᶒ㺂ࣇࢯト࢘ェ࢔、Ⴀᴗᶒ等 

 ≀⏕ ࣁ

∵、㤿、㇜、⥥⨺及びやࡂ、ᯝᶞ等 
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㸳 ῶ౯ൾ༷㈨⏘のൾ༷㈝のィ⟬ 

⑴ ῶ౯ൾ༷

 ᅛ定資産のうち、ᘓ≀、ᶵᲔჾ具、㌴୧等の資産は、ᅵᆅと㐪って౑用又は時の⤒

㐣によって、≀理的、ƫ ⬟的にその価್が減ᑡするものである。その価್の減ᑡ額を、

ᅛ定資産の౑用によってあげた収┈に対ᛂࡉせることによって、資産にᢞୗした「資

本のᅇ収」を図ることが必要である。 

 ఍計学上では、ᅛ定資産の取得に要した㈝用は、ᅛ定資産の耐用ᮇ㛫あるいは᭷ຠ

ᮇ㛫にわたり㈝用㓄ศすることとしている。この఍計上のᡭ続を減価償却と࿧んでい

る。所得税法においても、ྠᵝの⪃え方で「減価償却資産の耐用年数にᛂじた償却率

によって計算した償却㈝の額」は、必要⤒㈝に算入することを規定している（所法49）。 

 なお、所得税法では、この償却㈝の必要⤒㈝算入は௵意ではなく、⣡税者が償却㈝

を必要⤒㈝に算入しないで所得の計算をしていても、必ず必要⤒㈝に算入する（強ไ

償却）᪨の規定となっている（所法49①）。

 また、所得税法では、償却㈝の額の計算についてᢸ税ຊの調ᩚという❧場から耐用

年数の▷⦰に関する規定（㟷Ⰽ⏦࿌者に限る。）が設けられている（所令130）。 

 ᭦に、租税特別措置法でも㧗㱋者の住居のᏳ定確保の一⎔として、ࢫࣅ࣮ࢧ௜き㧗

㱋者ྥけ㈤㈚住Ꮿの๭ቑ償却の規定（措法14①）等、ㅖ✀の特別償却等の規定が設け

られている。 

㸦注㸧ᅛᐃ㈨⏘のព⩏

 所得税法では、ᅛ定資産という用語を次のように定⩏し、減価償却資産という用語と༊別して౑用している。す

なわち、ᅛ定資産とは、ᒣᯘ、Ჴ༺資産、᭷価ドๆ、௬᝿通㈌及び⧞ᘏ資産以外の資産のうち、次のものをいう（所

法２①༑ඵ、所令５）。 

① ᅵᆅ（ᅵᆅの上にᏑするᶒ利をྵࡴ。） 

② 減価償却資産 

ճ 㟁ヰຍ入ᶒ 

մ ①からճまでに‽ずる資産�例 ⴭ作ᶒなど) 

⑵ ῶ౯ൾ༷㈨⏘の⠊ᅖ 

減価償却の対㇟となる資産は、୙ື産所得ⱝしくは㞧所得の基ᅉとなり、又は୙ື

産所得、事ᴗ所得、ᒣᯘ所得ⱝしくは㞧所得のᴗ務の用に౪ࡉれる資産のうち、Ჴ༺

資産、᭷価ドๆ及び⧞ᘏ資産以外の資産をいい、時の⤒㐣によりその価್の減ᑡしな

いものは除かれる（所法２①༑஑、所令㸴）。 

イ ᭷ᙧᅛ定資産 

ᘓ≀及びその附ᒓ設ഛ、構⠏≀、ƫ Ე及び⿦置、⯪⯧、⯟✵ᶵ、㌴୧及び㐠ᦙ具、

ᕤ具、ჾ具及びഛရ 

ࣟ ↓ᙧᅛ定資産 

 ⁺ᴗᶒ、Ỉ利ᶒ、ၟᶆᶒ㺂ࣇࢯト࢘ェ࢔、Ⴀᴗᶒ等 

 ≀⏕ ࣁ

∵、㤿、㇜、⥥⨺及びやࡂ、ᯝᶞ等 

持出可
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࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通２－14、２－16、２－17 
 

⑶ ῶ౯ൾ༷のᑐ㇟࠸࡞ࢀࡉ࡜㈨⏘➼ 

イ ᑡ㢠のῶ౯ൾ༷㈨⏘（所令138） 

  ᴗ務の用に౪した減価償却資産で、౑用ྍ⬟ᮇ㛫が１年ᮍ‶であるもの又は取得

価額が10୓෇ᮍ‶であるものは、その取得価額に相当する金額を、そのᴗ務の用に

౪した年ศの事ᴗ所得等の金額の計算上必要⤒㈝に算入する。 

ࣟ ୍ᣓൾ༷㈨⏘のᚲせ⤒㈝⟬ධ（所令139） 

ᴗ務の用に౪した減価償却資産で、取得価額が20୓෇ᮍ‶であるものについては、

その減価償却資産の全部又は一部を一ᣓし、その一ᣓした減価償却資産（以ୗ「一

ᣓ償却資産」という。）の取得価額の合計額（以ୗ「一ᣓ償却対㇟額」という。）

の３ศの１に相当する金額を、その一ᣓ償却資産をᴗ務の用に౪した年以ᚋの３年

㛫のྛ年にわたり、必要⤒㈝に算入することができる。 

なお、この規定は、一ᣓ償却資産をᴗ務の用に౪した年ศの確定⏦࿌書に一ᣓ償

却対㇟額を記載した書㢮をῧ௜し、かつ、その計算に関する書㢮を保Ꮡしている場

合に限って適用ࡉれる。 

また、その年ศにおいて一ᣓ償却対㇟額につき必要⤒㈝に算入した金額がある場

合には、その年ศの確定⏦࿌書にその必要⤒㈝に算入ࡉれる金額の計算に関する明

⣽書をῧ௜しなければならない。 

 ୰ᑠ஦ᴗ⪅のᑡ㢠ῶ౯ൾ༷㈨⏘のྲྀᚓ౯㢠のᚲせ⤒㈝⟬ධの≉例（措法28の２） ࣁ

中小事ᴗ者（ᖖ時౑用するᚑᴗ員が1�000人以ୗ）である㟷Ⰽ⏦࿌者が、平成18

年４月１日から令和２年３月31日までのᮇ㛫内に取得価額が30୓෇ᮍ‶の減価償

却資産を取得等して、୙ື産所得、事ᴗ所得又はᒣᯘ所得を⏕ず࡭きᴗ務の用に౪

した場合には、そのᴗ務の用に౪した年にᑡ額減価償却資産の取得価額の合計額の

うち300୓෇までを必要⤒㈝に算入することができる。 

 なお、年の中㏵においてᴗ務を㛤ጞし又はᗫṆした場合の月数については、ᬺに

ᚑって計算し、１月に‶たない➃数が⏕じたときは、これを１月とする。 

 また、この適用をཷけるためには、確定⏦࿌書にᑡ額減価償却資産の取得価額に関

する明⣽書をῧ௜しなければならない。 
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࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通２－14、２－16、２－17 

⑶ ῶ౯ൾ༷のᑐ㇟࠸࡞ࢀࡉ࡜㈨⏘➼ 

イ ᑡ㢠のῶ౯ൾ༷㈨⏘（所令138） 

  ᴗ務の用に౪した減価償却資産で、౑用ྍ⬟ᮇ㛫が１年ᮍ‶であるもの又は取得

価額が10୓෇ᮍ‶であるものは、その取得価額に相当する金額を、そのᴗ務の用に

౪した年ศの事ᴗ所得等の金額の計算上必要⤒㈝に算入する。 

ࣟ ୍ᣓൾ༷㈨⏘のᚲせ⤒㈝⟬ධ（所令139） 

ᴗ務の用に౪した減価償却資産で、取得価額が20୓෇ᮍ‶であるものについては、

その減価償却資産の全部又は一部を一ᣓし、その一ᣓした減価償却資産（以ୗ「一

ᣓ償却資産」という。）の取得価額の合計額（以ୗ「一ᣓ償却対㇟額」という。）

の３ศの１に相当する金額を、その一ᣓ償却資産をᴗ務の用に౪した年以ᚋの３年

㛫のྛ年にわたり、必要⤒㈝に算入することができる。 

なお、この規定は、一ᣓ償却資産をᴗ務の用に౪した年ศの確定⏦࿌書に一ᣓ償

却対㇟額を記載した書㢮をῧ௜し、かつ、その計算に関する書㢮を保Ꮡしている場

合に限って適用ࡉれる。 

また、その年ศにおいて一ᣓ償却対㇟額につき必要⤒㈝に算入した金額がある場

合には、その年ศの確定⏦࿌書にその必要⤒㈝に算入ࡉれる金額の計算に関する明

⣽書をῧ௜しなければならない。

୰ᑠ஦ᴗ⪅のᑡ㢠ῶ౯ൾ༷㈨⏘のྲྀᚓ౯㢠のᚲせ⤒㈝⟬ධの≉例（措法28の２） ࣁ

中小事ᴗ者（ᖖ時౑用するᚑᴗ員が1�000人以ୗ）である㟷Ⰽ⏦࿌者が、平成18

年４月１日から令和２年３月31日までのᮇ㛫内に取得価額が30୓෇ᮍ‶の減価償

却資産を取得等して、୙ື産所得、事ᴗ所得又はᒣᯘ所得を⏕ず࡭きᴗ務の用に౪

した場合には、そのᴗ務の用に౪した年にᑡ額減価償却資産の取得価額の合計額の

うち300୓෇までを必要⤒㈝に算入することができる。 

 なお、年の中㏵においてᴗ務を㛤ጞし又はᗫṆした場合の月数については、ᬺに

ᚑって計算し、１月に‶たない➃数が⏕じたときは、これを１月とする。 

 また、この適用をཷけるためには、確定⏦࿌書にᑡ額減価償却資産の取得価額に関

する明⣽書をῧ௜しなければならない。 

持出可
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࠙༊ศูのྲྀᢅࠚ࠸ 
 

౑用ྍ⬟ᮇ㛫 取得価額 
（１༢఩） 

取 扱 い 

① １年ᮍ‶ 10୓෇ᮍ‶ 

全額を必要⤒㈝とする（所令138） ② １年ᮍ‶ 10୓෇以上 

ճ １年以上 10୓෇ᮍ‶ 

մ １年以上 10୓෇以上 

 20୓෇ᮍ‶ 

�原則) 

 

 

 

 

 

 

一ᣓ償却資産として取得価額の合計

額の１�３をྛ年の必要⤒㈝とする

ことができる（㑅ᢥ） 

（所令139） 

 

յ １年以上 20୓෇以上 

 30୓෇ᮍ‶ 

中小事ᴗ者である㟷Ⰽ⏦࿌者は取得価額

の合計額のうち300୓෇までを必要⤒㈝と

することができる（㑅ᢥ） 

（措法28の２） 

ն １年以上 30୓෇以上 �所令131) 

 

⑷ ῶ౯ൾ༷㈨⏘のൾ༷᪉ἲ 

資産の༊ศにᛂじて、ᒆ出により㑅定できる償却の方法又はᒆ出により㑅定しな 

かった場合に適用ࡉれる償却の方法は、次のとおり定められている（所法49）。 

（ὀ）減価償却資産の償却の方法の㑅定༢఩は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表に定められている 

✀㢮ࡈとに㑅定することとࡉれている。 

なお、２以上の事ᴗ所又は⯪⯧を᭷する居住者は、事ᴗ所又は⯪⯧ࡈとに償却方法を㑅定できる。 
 

イ 平成19年３月31日以๓に取得ࡉれた減価償却資産（所令120、123、125） 
 

༊ ศ

✀ 㢮 

償  却  方  法 

ᒆ出により㑅定する場合 ᒆ出をしない場合

᭷ᙧ減価償却資産

ᘓ≀ 

ୗ記以外 旧 定 額 法 

平成10年３月31日以๓に

取得ࡉれたもの 旧定額法及び旧定率法のう

ち、そのᒆけ出た方法 
旧 定 額 法 

ᘓ≀ 

以外 

ୗ記以外 

㖔ᴗ用減価償却資産 

旧定額法、旧定率法及び旧

⏕産㧗ẚ例法のうち、ᒆけ

出た方法 旧⏕産㧗ẚ例法 

↓ᙧ減価償却資産

⏕≀ 

㖔ᴗᶒ 
旧定額法及び旧⏕産㧗ẚ例

法のうち、ᒆけ出た方法 

上記以外 旧 定 額 法 

国外࣮ࣜࢫ資産（平成20年３月31日までにዎ⣙締⤖） 旧国外࣮ࣜࢫᮇ㛫定額法 
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࠙༊ศูのྲྀᢅࠚ࠸ 

౑用ྍ⬟ᮇ㛫 取得価額 
（１༢఩） 

取 扱 い 

全額を必要⤒㈝とする（所令138） 

 20୓෇ᮍ‶ 

�原則) 一ᣓ償却資産として取得価額の合計

額の１�３をྛ年の必要⤒㈝とする

ことができる（㑅ᢥ） 

（所令139） 

 30୓෇ᮍ‶ 

中小事ᴗ者である㟷Ⰽ⏦࿌者は取得価額

の合計額のうち300୓෇までを必要⤒㈝と

することができる（㑅ᢥ） 

（措法28の２） 

�所令131) 

⑷ ῶ౯ൾ༷㈨⏘のൾ༷᪉ἲ

資産の༊ศにᛂじて、ᒆ出により㑅定できる償却の方法又はᒆ出により㑅定しな 

かった場合に適用ࡉれる償却の方法は、次のとおり定められている（所法49）。 

（ὀ）減価償却資産の償却の方法の㑅定༢఩は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表に定められている 

✀㢮ࡈとに㑅定することとࡉれている。 

なお、２以上の事ᴗ所又は⯪⯧を᭷する居住者は、事ᴗ所又は⯪⯧ࡈとに償却方法を㑅定できる。 

イ 平成19年３月31日以๓に取得ࡉれた減価償却資産（所令120、123、125） 

༊ ศ

✀ 㢮 

償  却  方  法 

᭷ᙧ減価償却資産

ᘓ≀ 

ୗ記以外 旧 定 額 法 

平成10年３月31日以๓に

取得ࡉれたもの 旧定額法及び旧定率法のう

ち、そのᒆけ出た方法 
旧 定 額 法 

ᘓ≀ 

以外 

ୗ記以外 

㖔ᴗ用減価償却資産 

旧定額法、旧定率法及び旧

⏕産㧗ẚ例法のうち、ᒆけ

出た方法 旧⏕産㧗ẚ例法 

↓ᙧ減価償却資産

⏕≀ 

㖔ᴗᶒ 
旧定額法及び旧⏕産㧗ẚ例

法のうち、ᒆけ出た方法 

上記以外 旧 定 額 法 

国外࣮ࣜࢫ資産（平成20年３月31日までにዎ⣙締⤖） 旧国外࣮ࣜࢫᮇ㛫定額法 
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ࣟ 平成19年４月１日以ᚋに取得ࡉれた減価償却資産（所令120の２、123、125） 
 

༊ ศ

✀ 㢮 

償  却  方  法 

ᒆ出により㑅定する場合 ᒆ出をしない場合

᭷ᙧ減価償却資産

ᘓ ≀ 定 額 法 

ᘓ≀ 

以外 

ୗ記以外 
定額法及び定率法のうち、

そのᒆけ出た方法 
定 額 法 

㖔ᴗ用減価償却資産 

定額法、定率法及び⏕産㧗

ẚ例法のうち、ᒆけ出た方

法 ⏕産㧗ẚ例法 

↓ᙧ減価償却資産

⏕≀ 

㖔ᴗᶒ 
定額法及び⏕産㧗ẚ例法の

うち、ᒆけ出た方法 

上記以外 定 額 法 

 ᮇ㛫定額法ࢫ࣮ࣜ 資産（平成20年４月１日以ᚋにዎ⣙締⤖）ࢫ࣮ࣜ

  

 れた減価償却資産（所令120の２、123、125）ࡉ平成28年４月１日以ᚋに取得 ࣁ
 

༊ ศ

✀ 㢮 

償  却  方  法 

ᒆ出により㑅定する場合 ᒆ出をしない場合

᭷ᙧ減価償却資産

ᘓ≀及びその௜ᒓ設ഛ 

構⠏≀ 
定 額 法 

上記 

以外 

ୗ記以外 
定額法及び定率法のうち、

そのᒆけ出た方法 
定 額 法 

㖔ᴗ用

減価償

却資産 

ᘓ≀及びその௜

ᒓ設ഛ、構⠏≀

定額法及び⏕産㧗ẚ例法の

うち、ᒆけ出た方法 

⏕産㧗ẚ例法 上記以外 

定額法、定率法及び⏕産㧗

ẚ例法のうち、ᒆけ出た方

法 

↓ᙧ減価償却資産

⏕≀ 

㖔ᴗᶒ 
定額法及び⏕産㧗ẚ例法の

うち、ᒆけ出た方法 

上記以外 定 額 法 

 ᮇ㛫定額法ࢫ࣮ࣜ 資産（平成20年４月１日以ᚋにዎ⣙締⤖）ࢫ࣮ࣜ

 

⑸ ῶ౯ൾ༷᪉ἲの㑅ᐃࠊኚ᭦➼ 

イ 償却方法の㑅定及びᒆ出 

 ᪂たに୙ື産所得、事ᴗ所得、ᒣᯘ所得又は㞧所得を⏕ず࡭きᴗ務を㛤ጞした者

は、確定⏦࿌ᮇ限までに、減価償却について、そのよる࡭き方法を㑅定し、書㠃に

より税務⨫㛗にᒆけ出なければならない（所法49②、所令123①②)。 
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ࣟ 平成19年４月１日以ᚋに取得ࡉれた減価償却資産（所令120の２、123、125） 

༊ ศ

✀ 㢮 

償  却  方  法 

ᒆ出により㑅定する場合 ᒆ出をしない場合

᭷ᙧ減価償却資産

ᘓ ≀ 定 額 法 

ᘓ≀ 

以外 

ୗ記以外 
定額法及び定率法のうち、

そのᒆけ出た方法 
定 額 法 

㖔ᴗ用減価償却資産 

定額法、定率法及び⏕産㧗

ẚ例法のうち、ᒆけ出た方

法 ⏕産㧗ẚ例法 

↓ᙧ減価償却資産

⏕≀ 

㖔ᴗᶒ 
定額法及び⏕産㧗ẚ例法の

うち、ᒆけ出た方法 

上記以外 定 額 法 

 ᮇ㛫定額法ࢫ࣮ࣜ 資産（平成20年４月１日以ᚋにዎ⣙締⤖）ࢫ࣮ࣜ

 れた減価償却資産（所令120の２、123、125）ࡉ平成28年４月１日以ᚋに取得 ࣁ

༊ ศ

✀ 㢮 

償  却  方  法 

ᒆ出により㑅定する場合 ᒆ出をしない場合

᭷ᙧ減価償却資産

ᘓ≀及びその௜ᒓ設ഛ 

構⠏≀ 
定 額 法 

上記 

以外 

ୗ記以外 
定額法及び定率法のうち、

そのᒆけ出た方法 
定 額 法 

㖔ᴗ用

減価償

却資産 

ᘓ≀及びその௜

ᒓ設ഛ、構⠏≀

定額法及び⏕産㧗ẚ例法の

うち、ᒆけ出た方法 

⏕産㧗ẚ例法 上記以外 

定額法、定率法及び⏕産㧗

ẚ例法のうち、ᒆけ出た方

法 

↓ᙧ減価償却資産

⏕≀ 

㖔ᴗᶒ 
定額法及び⏕産㧗ẚ例法の

うち、ᒆけ出た方法 

上記以外 定 額 法 

 ᮇ㛫定額法ࢫ࣮ࣜ 資産（平成20年４月１日以ᚋにዎ⣙締⤖）ࢫ࣮ࣜ

⑸ ῶ౯ൾ༷᪉ἲの㑅ᐃࠊኚ᭦➼ 

イ 償却方法の㑅定及びᒆ出 

 ᪂たに୙ື産所得、事ᴗ所得、ᒣᯘ所得又は㞧所得を⏕ず࡭きᴗ務を㛤ጞした者

は、確定⏦࿌ᮇ限までに、減価償却について、そのよる࡭き方法を㑅定し、書㠃に

より税務⨫㛗にᒆけ出なければならない（所法49②、所令123①②)。 

持出可
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㹙償却方法を㑅定する場合のᒆ出書の提出ᮇ限㹛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ࣟ 償却方法の引⥅ࡂ 

 平成19年４月１日以ᚋに取得ࡉれた減価償却資産の償却の方法については、平成

19年３月31日以๓に取得ࡉれたものと༊ศした上で、๓記イのとおり、その方法を

㑅定し、書㠃により税務⨫㛗にᒆけ出なければならない（所令123①②）。 

ただし、そのᒆ出がなく、平成19年３月31日以๓に取得している減価償却資産に

ついて、᪤に償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧⏕産㧗ẚ例法を㑅定して

いる場合には、平成19年４月１日以ᚋに取得した減価償却資産については、次の償

却方法を㑅定したものとࡳなࡉれる（所令123ճ）。 

 

 

 

 

 

 法定償却方法 ࣁ

 減価償却資産について、償却の方法を㑅定しなかった場合の償却の方法は、次に

掲げる資産の༊ศにᛂじて、それࡒれ次の方法により償却しなければならない（所

令125）。 

�㺐) 平成19年３月31日以๓に取得ࡉれた減価償却資産 

① 平成10年３月31日以๓に取得ࡉれたᘓ≀、㖔ᴗ用減価償却資産以外の᭷ᙧ減

価償却資産 

  旧定額法 

② 㖔ᴗ用減価償却資産及び㖔ᴗᶒ 

  旧⏕産㧗ẚ例法 

ᒆ出書の提出ᮇ限 

 ᕥ記の日のᒓす 

る年ศの確定⏦࿌ 

書の提出ᮇ限（⩣ 

年３月15日） 

 
 ᪂たにᴗ務を㛤ጞした場合 

そのᴗ務を
 

㛤ጞした日 

 現に᥇用している償却方法以外 

の償却方法によることとなる減価 

償却資産を取得した場合 

 その資産を
 

取得した日

 ᪂たに事ᴗ所を設けた者で、 

᪤に㑅定している償却方法以外 

の償却方法を㑅定しようとする 

場合 

 
 ᪂たに事ᴗ
 
 所を設けた日

༊           ศ 

᪤に㑅定した方法 㑅定したものとࡳなࡉれる場合 

旧 定 額 法 定  額  法 

旧⏕産㧗ẚ例法 ⏕産㧗ẚ例法 

旧 定 率 法 定  率  法 
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㹙償却方法を㑅定する場合のᒆ出書の提出ᮇ限㹛 

ࣟ 償却方法の引⥅ࡂ 

 平成19年４月１日以ᚋに取得ࡉれた減価償却資産の償却の方法については、平成

19年３月31日以๓に取得ࡉれたものと༊ศした上で、๓記イのとおり、その方法を

㑅定し、書㠃により税務⨫㛗にᒆけ出なければならない（所令123①②）。 

ただし、そのᒆ出がなく、平成19年３月31日以๓に取得している減価償却資産に

ついて、᪤に償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧⏕産㧗ẚ例法を㑅定して

いる場合には、平成19年４月１日以ᚋに取得した減価償却資産については、次の償

却方法を㑅定したものとࡳなࡉれる（所令123ճ）。 

 法定償却方法 ࣁ

 減価償却資産について、償却の方法を㑅定しなかった場合の償却の方法は、次に

掲げる資産の༊ศにᛂじて、それࡒれ次の方法により償却しなければならない（所

令125）。 

�㺐) 平成19年３月31日以๓に取得ࡉれた減価償却資産 

① 平成10年３月31日以๓に取得ࡉれたᘓ≀、㖔ᴗ用減価償却資産以外の᭷ᙧ減

価償却資産 

  旧定額法 

② 㖔ᴗ用減価償却資産及び㖔ᴗᶒ 

  旧⏕産㧗ẚ例法 

ᒆ出書の提出ᮇ限 

 ᕥ記の日のᒓす 

る年ศの確定⏦࿌ 

書の提出ᮇ限（⩣ 

年３月15日） 

 ᪂たにᴗ務を㛤ጞした場合 
そのᴗ務を

㛤ጞした日 

 現に᥇用している償却方法以外 

の償却方法によることとなる減価 

償却資産を取得した場合 

 その資産を

取得した日

 ᪂たに事ᴗ所を設けた者で、 

᪤に㑅定している償却方法以外 

の償却方法を㑅定しようとする 

場合 

 ᪂たに事ᴗ

 所を設けた日

᪤に㑅定した方法 㑅定したものとࡳなࡉれる場合 

旧 定 額 法 定  額  法 

旧⏕産㧗ẚ例法 ⏕産㧗ẚ例法 

旧 定 率 法 定  率  法 

持出可
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ﾛ 平成 年４月１日以後に取得された減価償却資産

① 鉱業用減価償却資産以外の有形減価償却資産

定額法

② 鉱業用減価償却資産及び鉱業権

生産高比例法

ニ 償却方法の変更

先に採用した償却の方法を変更しようとするときは、新たな償却方法を採用しよ

うとする年の３月 日までに、その申請書を提出し、税務署長の承認を受けなけれ

ばならない（所令 ①②）。

⑹ 減価償却費の計算方法

償却費の計算方法を償却方法の別に示すと次のとおりである。

イ 平成 年３月 日以前に取得された減価償却資産

ｲ 旧定額法（所令 ①一イ⑴

各年の償却費の額 ＝ （取得価額－残存価額）× 旧定額法の償却率

ﾛ 旧定率法（所令 ①一イ⑵）

１年目の償却費の額 ＝ 取得価額 × 旧定率法の償却率

２年目以降の償却費の額 ＝ 期首未償却残高 × 旧定率法の償却率

注 期首未償却残高 ＝ 取得価額 － 前年末までの償却費の合計額

ﾊ 旧生産高比例法（所令 ①三ハ）

各年の償却費の額 ＝（取得価額－残存価額） 採掘予定数量 × その年の採掘数量

ﾆ 旧国外リース期間定額法（所令 ①六）

各年の償却費の額 ＝

（取得価額－見積残存価額）賃貸借期間の総月数 × その年における賃貸借期間の月数

ロ 平成 年４月１日以後に取得された減価償却資産

ｲ 定額法（所令 の２①一イ⑴）

各年の償却費の額 ＝ 取得価額 × 定額法の償却率

みなし承認

変更しようとする年の
月 日までに承認又

は却下の処分がないと
き（所令 ⑤）

変更しようと
する年の３月
日

提出期限 条 件

承認を受け
ることが必
要

償却方法の変更
の申請書

持出可
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－ －

ﾛ 定率法（所令 の２①一イ⑵）

１年目の償却費の額 ＝ 取得価額 × 定率法の償却率

２年目以降の各年の償却費の額

Ａ 「調整前償却額 ≧ 償却保証額」の場合

各年の償却費の額 ＝ 調整前償却額

Ｂ 「調整前償却額 ＜ 償却保証額」の場合

各年の償却費の額 ＝ 改定取得価額 × 改定償却率

注

・ 償却費の額 ＝ 期首未償却残高 × 定率法の償却率

・ 償却保証額＝取得価額 × 保証率（所令 の２②一）

・ 改定取得価額（所令 の２②二）

「調整前償却額＜償却保証額」の場合は、期首未償却残高。

連続する２以上の年において「調整前償却額＜償却保証額」の場合は、最も古い年

における期首未償却残高。

【参考】定率法の償却率について

平成 年４月１日以後に取得した資産からは、 定率法が適用されている。

また、平成 年分の所得税の確定申告期限までに一定の届出書を提出した場合は、既に 定率法を適用

している資産でも、 定率法を適用できるとされている。

なお、平成 年 月 日までに取得した資産については、従来の 定率法の適用資産とみなすことがで

きる。

（注） 定額法の償却率（１÷耐用年数）を２倍した数を定率法の償却率とする方法が 定率法で平成 年４月

１日以後から適用される。定額法の償却率を 倍した数を定率法の償却率とする方法が 定率法で従来の

定率法である。

ﾊ 生産高比例法（所令 の２①三ハ）

各年の償却費の額 ＝ 取得価額 採掘予定数量 × その年の採掘数量

ﾆ リース期間定額法（所令 の２①六）

各年の償却費の額 ＝

取得価額－残価保証額 リース期間の月数 × その年におけるリース期間の月数

ハ 取得価額

減価償却資産の取得価額は、その取得の態様により異なるが、購入した減価償却

資産の取得価額は、「資産の購入代金（引取運賃、運送保険料、購入手数料等を含

む。）」と「業務の用に供するための費用」との合計額である（所令 ①一）。

（注）自己の建設等に係る減価償却資産については、「資産の建設等のための原材料費、労務費、経費」と「業務

の用に供するための費用」との合計額である（所令 ①二）。

ニ 耐用年数及び償却率等

耐用年数とは、通常の維持補修を加えた場合において、その減価償却資産の本来

の用途又は用法により通常予定される効用をあげることのできる年数（効用持続年

数）をいう。
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 耐用年数については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で、資産の✀

㢮ࡈとに「別表第一から別表第භ」に༊ศして規定している（耐令１①、２）。 

また、耐用年数にᛂじた旧定額法の償却率又は旧定率法の償却率については、「別

表第୐」に、定額法の償却率については「別表第ඵ」に、平成19年４月１日から平

成24年３月31日までの㛫及び平成24年４月１日以ᚋに取得した減価償却資産の定

率法の償却率、改定償却率又は保ド率については、それࡒれ「別表第஑」及び「別

表第༑」に規定している（耐令４、５）。 

࠙ཧ⪃ࠚ 中ྂ資産の耐用年数（耐令３） 

 耐用年数の全部又は一部を⤒㐣した、いわࡺる中ྂ資産の耐用年数は、取得時における౑用ྍ⬟ᮇ㛫の

年数をぢ✚もることとࡉれている。 

 ౑用ྍ⬟ᮇ㛫のぢ✚りがᅔ㞴なときは、次により耐用年数を計算する。 

① 耐用年数の全部を⤒㐣した資産 

 法定耐用年数�0�2＝ぢ✚り耐用年数 

② 耐用年数の一部を⤒㐣した資産 

 （法定耐用年数－⤒㐣年数）㸩⤒㐣年数�0�2＝ぢ✚り耐用年数 

 その計算した耐用年数に１年ᮍ‶の➃数があるときは、➃数をษりᤞてた年数とし、その計算した耐用

年数が２年に‶たない場合は２年とする。 
 

࣍ ṧᏑ価額（平成 19 年３月 31 日以๓に取得ࡉれた減価償却資産） 

ṧᏑ価額とは、減価償却資産が耐用年数を⤒㐣したときにおいてṧᏑすると᝿定

れる価額をいい、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第㸴条及び別表第༑一ࡉ

で次のように規定している。 

�㺐) ᭷ᙧ減価償却資産については、その資産の取得価額の10㸣 

�㺹) ↓ᙧ減価償却資産୪びに㖔ᴗᶒ及びᆙ㐨については、㞽 

�㺨) 㤿については、取得価額の10㸣㹼30㸣の金額と10୓෇のいずれかᑡない金額 

�㺤) ∵については、取得価額の10㸣㹼50㸣の金額と10୓෇のいずれかᑡない金額 

�㺬) ㇜、ᯝᶞなどについては、取得価額の５㸣㹼30㸣 

れた場合（所ࡉれた場合又は年の中㏵でㆡΏ、除ཤ等ࡉ年の中㏵にᴗ務の用に౪ ࡬

令132） 

 減価償却資産が年の中㏵においてᴗ務の用に౪ࡉれた場合又は年の中㏵でㆡΏ、

除ཤ等ࡉれた場合は、次の計算ᘧによりその年ศの償却㈝の額を計算する。 

ྛ年の償却㈝の額� 
 ᴗ務౪用月数（１月ᮍ‶ษ上げ）

１２
 ＝ その年ศの償却㈝の額 
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率法の償却率、改定償却率又は保ド率については、それࡒれ「別表第஑」及び「別

表第༑」に規定している（耐令４、５）。 

࠙ཧ⪃ࠚ 中ྂ資産の耐用年数（耐令３） 

 耐用年数の全部又は一部を⤒㐣した、いわࡺる中ྂ資産の耐用年数は、取得時における౑用ྍ⬟ᮇ㛫の

年数をぢ✚もることとࡉれている。 

 ౑用ྍ⬟ᮇ㛫のぢ✚りがᅔ㞴なときは、次により耐用年数を計算する。 

① 耐用年数の全部を⤒㐣した資産 

 法定耐用年数�0�2＝ぢ✚り耐用年数 

② 耐用年数の一部を⤒㐣した資産 

 （法定耐用年数－⤒㐣年数）㸩⤒㐣年数�0�2＝ぢ✚り耐用年数 

 その計算した耐用年数に１年ᮍ‶の➃数があるときは、➃数をษりᤞてた年数とし、その計算した耐用

年数が２年に‶たない場合は２年とする。 

࣍ ṧᏑ価額（平成 19 年３月 31 日以๓に取得ࡉれた減価償却資産） 

ṧᏑ価額とは、減価償却資産が耐用年数を⤒㐣したときにおいてṧᏑすると᝿定

れる価額をいい、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第㸴条及び別表第༑一ࡉ

で次のように規定している。 

�㺐) ᭷ᙧ減価償却資産については、その資産の取得価額の10㸣 

�㺹) ↓ᙧ減価償却資産୪びに㖔ᴗᶒ及びᆙ㐨については、㞽 

�㺨) 㤿については、取得価額の10㸣㹼30㸣の金額と10୓෇のいずれかᑡない金額 

�㺤) ∵については、取得価額の10㸣㹼50㸣の金額と10୓෇のいずれかᑡない金額 

�㺬) ㇜、ᯝᶞなどについては、取得価額の５㸣㹼30㸣 

れた場合（所ࡉれた場合又は年の中㏵でㆡΏ、除ཤ等ࡉ年の中㏵にᴗ務の用に౪ ࡬

令132） 

 減価償却資産が年の中㏵においてᴗ務の用に౪ࡉれた場合又は年の中㏵でㆡΏ、

除ཤ等ࡉれた場合は、次の計算ᘧによりその年ศの償却㈝の額を計算する。 

ྛ年の償却㈝の額� 
 ᴗ務౪用月数（１月ᮍ‶ษ上げ）

１２
 ＝ その年ศの償却㈝の額  ＝ その年ศの償却㈝の額 
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ト 償却⣼✚額による償却㈝の特例 

 減価償却資産（取᭰法、特別な償却率により償却をしているものを除く。）の償

却㈝として、その年ศの๓年ศ以๓のྛ年ศの所得金額の計算上、必要⤒㈝に算入

れた金額の⣼✚額と、通ᖖの方法で計算した、その年ศの償却㈝とを合計した金ࡉ

額が、次に掲げる資産の༊ศにᛂじた金額を㉸える場合には、通ᖖの方法で計算し

たその年ศの償却㈝の額から、その㉸える部ศの金額を᥍除した金額が、その年ศ

の償却㈝の額となる。 

�㺐) 平成19年３月31日以๓に取得した減価償却資産（所令134①一） 

① ᭷ᙧ減価償却資産（ᆙ㐨及び国外࣮ࣜࢫ資産を除く。）の取得価額の95㸣相

当額 

② ᆙ㐨及び↓ᙧᅛ定資産の取得価額 

ճ ⏕≀の取得価額からṧᏑ価額を᥍除した金額 

մ 国外࣮ࣜࢫ資産の取得価額からぢ✚ṧᏑ価額を᥍除した金額 

�㺹) 平成19年４月１日以ᚋに取得した減価償却資産（所令134①二） 

① ᭷ᙧ減価償却資産࣭⏕≀（ᆙ㐨及び࣮ࣜࢫ資産を除く。）取得価額から１෇

を᥍除した金額 

② ᆙ㐨及び↓ᙧᅛ定資産の取得価額 

ճ ࣮ࣜࢫ資産の取得価額からṧ価保ド額を᥍除した金額 

�㺨) 平成19年３月31日以๓に取得した減価償却資産の特例 

 ᭷ᙧ減価償却資産及び⏕≀について、ྛ年ศの所得金額の計算上必要⤒㈝に算

入ࡉれた償却額の⣼計額が取得価額の95㸣相当額（⏕≀については、取得価額か

らṧᏑ価額を᥍除した金額）に達した場合、その達した年ศの⩣年ศ以ᚋにおい

て、次の算ᘧにより計算した金額を償却㈝の額として１෇まで償却する（所令134

②）。 

 なお、この規定は、平成20年ศ以ᚋの所得税について適用する（平19改正所令

附則12）。 

（取得価額－償却㈝の額の⣼計額－１෇）¹５ ＝ ྛ年の償却額（１෇まで償却） 
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たその年ศの償却㈝の額から、その㉸える部ศの金額を᥍除した金額が、その年ศ

の償却㈝の額となる。 

�㺐) 平成19年３月31日以๓に取得した減価償却資産（所令134①一） 

① ᭷ᙧ減価償却資産（ᆙ㐨及び国外࣮ࣜࢫ資産を除く。）の取得価額の95㸣相

当額 

② ᆙ㐨及び↓ᙧᅛ定資産の取得価額 

ճ ⏕≀の取得価額からṧᏑ価額を᥍除した金額 

մ 国外࣮ࣜࢫ資産の取得価額からぢ✚ṧᏑ価額を᥍除した金額 

�㺹) 平成19年４月１日以ᚋに取得した減価償却資産（所令134①二） 

① ᭷ᙧ減価償却資産࣭⏕≀（ᆙ㐨及び࣮ࣜࢫ資産を除く。）取得価額から１෇

を᥍除した金額 

② ᆙ㐨及び↓ᙧᅛ定資産の取得価額 

ճ ࣮ࣜࢫ資産の取得価額からṧ価保ド額を᥍除した金額 

�㺨) 平成19年３月31日以๓に取得した減価償却資産の特例 

 ᭷ᙧ減価償却資産及び⏕≀について、ྛ年ศの所得金額の計算上必要⤒㈝に算

入ࡉれた償却額の⣼計額が取得価額の95㸣相当額（⏕≀については、取得価額か

らṧᏑ価額を᥍除した金額）に達した場合、その達した年ศの⩣年ศ以ᚋにおい

て、次の算ᘧにより計算した金額を償却㈝の額として１෇まで償却する（所令134

②）。 

 なお、この規定は、平成20年ศ以ᚋの所得税について適用する（平19改正所令

附則12）。 

（取得価額－償却㈝の額の⣼計額－１෇）¹５ ＝ ྛ年の償却額（１෇まで償却） 
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 ࠒ参 考ࠑ

օ 「旧定額法」の償却㈝の計算例 

࠙設例ࠚ 

ഛရ「෭蔵ᶵ௜㝞ิだな」を、平成19年３月に㉎入し、ྠ月ᴗ務の用に౪した。 

㉎入価額は2�000�000෇である。 

㹙耐用年数㸴年、旧定額法による償却率 0�166㹛 

 ࠚ⟆࠙

① �2�000�000－2�000�000�0�1)� 0�166 � 10㸭12 ＝ 249�000෇（１年目の償却㈝） 

② �2�000�000－2�000�000�0�1)� 0�166 ＝ 298�800෇（２年目の償却㈝） 

ճ �2�000�000－2�000�000�0�1)� 0�166 ＝ 298�800෇（３年目の償却㈝） 

մ �2�000�000－2�000�000�0�1)� 0�166 ＝ 298�800෇（４年目の償却㈝） 

յ �2�000�000－2�000�000�0�1)� 0�166 ＝ 298�800෇（５年目の償却㈝） 

ն �2�000�000－2�000�000�0�1)� 0�166 ＝ 298�800෇（㸴年目の償却㈝） 

շ �2�000�000－2�000�000�0�1)� 0�166 

   －^�1�743�000㸩298�800)－2�000�000�0�95` ＝ 157�000෇（７年目の償却㈝） 

ո �2�000�000－1�900�000－１)¹５ ＝  20�000෇（８㹼11年目の償却㈝）

չ １෇まで償却となるため、12年目は19�999෇となる。 

（ὀ）ᴗ務の用に౪したᮇ㛫の月数は、ᬺにᚑって計算し、１月ᮍ‶の➃数は１月とする（所令132②）。 

 

ֆ 「旧定率法」の償却㈝の計算例 

࠙設例ࠚ 

ഛရ「෭蔵ᶵ௜㝞ิだな」を、平成19年３月に㉎入し、ྠ月ᴗ務の用に౪した。 

㉎入価額は2�000�000෇である。 

㹙耐用年数㸴年、旧定率法による償却率 0�319㹛 

 ࠚ⟆࠙

① 2�000�000 � 0�319    � 10㸭12 ＝ 531�667෇（１年目の償却㈝） 

② �2�000�000－531�667) � 0�319 ＝ 468�399෇（２年目の償却㈝） 

ճ �1�468�333－468�399) � 0�319 ＝ 318�979෇（３年目の償却㈝） 

մ �999�934－318�979) � 0�319 ＝ 217�225෇（４年目の償却㈝） 

յ �680�955－217�225) � 0�319 ＝ 147�930෇（５年目の償却㈝） 

ն �463�730－147�930) � 0�319 ＝ 100�741෇（㸴年目の償却㈝） 

շ �315�800－100�741) � 0�319 ＝  68�604෇（７年目の償却㈝） 

ո �215�059－68�604) � 0�319 

   －^�1�853�545㸩46�720)－2�000�000�0�95` ＝  46�455෇（８年目の償却㈝） 

չ �2�000�000－1�900�000－１)¹５ ＝  20�000෇（９㹼12年目の償却㈝）

պ １෇まで償却となるため、13年目は19�999෇となる。 
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（ὀ）ᴗ務の用に౪したᮇ㛫の月数は、ᬺにᚑって計算し、１月ᮍ‶の➃数は１月とする（所令132②）。 

ֆ 「旧定率法」の償却㈝の計算例 

࠙設例ࠚ 

ഛရ「෭蔵ᶵ௜㝞ิだな」を、平成19年３月に㉎入し、ྠ月ᴗ務の用に౪した。 

㉎入価額は2�000�000෇である。 

㹙耐用年数㸴年、旧定率法による償却率 0�319㹛 

 ࠚ⟆࠙

① 2�000�000 � 0�319    � 10㸭12 ＝ 531�667෇（１年目の償却㈝） 

② �2�000�000－531�667) � 0�319 ＝ 468�399෇（２年目の償却㈝） 

ճ �1�468�333－468�399) � 0�319 ＝ 318�979෇（３年目の償却㈝） 

մ �999�934－318�979) � 0�319 ＝ 217�225෇（４年目の償却㈝） 

յ �680�955－217�225) � 0�319 ＝ 147�930෇（５年目の償却㈝） 

ն �463�730－147�930) � 0�319 ＝ 100�741෇（㸴年目の償却㈝） 

շ �315�800－100�741) � 0�319 ＝  68�604෇（７年目の償却㈝） 

ո �215�059－68�604) � 0�319 

   －^�1�853�545㸩46�720)－2�000�000�0�95` ＝  46�455෇（８年目の償却㈝） 

չ �2�000�000－1�900�000－１)¹５ ＝  20�000෇（９㹼12年目の償却㈝）

պ １෇まで償却となるため、13年目は19�999෇となる。 

持出可
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և 「定額法」の償却㈝の計算例 

࠙設例ࠚ 

ഛရ「෭蔵ᶵ௜㝞ิだな」を、平成24年３月に㉎入し、ྠ月ᴗ務の用に౪した。 

㉎入価額は2�000�000෇である。 

㹙耐用年数㸴年、定額法による償却率 0�167㹛 

 ࠚ⟆࠙

① 2�000�000 � 0�167    � 10㸭12 ＝ 278�334෇（１年目の償却㈝） 

② 2�000�000 � 0�167 ＝ 334�000෇（２年目の償却㈝） 

ճ 2�000�000 � 0�167 ＝ 334�000෇（３年目の償却㈝） 

մ 2�000�000 � 0�167 ＝ 334�000෇（４年目の償却㈝） 

յ 2�000�000 � 0�167 ＝ 334�000෇（５年目の償却㈝） 

ն 2�000�000 � 0�167 ＝ 334�000෇（㸴年目の償却㈝） 

շ �2�000�000－1�948�334)－１   ＝  51�665෇（７年目の償却㈝） 

 

ֈ 「定率法」の償却㈝の計算例（250㸣定率法を適用した場合） 

࠙設例ࠚ 

ഛရ「෭蔵ᶵ௜㝞ิだな」を、平成24年３月に㉎入し、ྠ月ᴗ務の用に౪した。 

㉎入価額は2�000�000෇である。 

㹙耐用年数㸴年、定率法による償却率 0�417、改定償却率 0�5、保ド率 0�05776㹛 

 ࠚ⟆࠙

① 2�000�000 � 0�05776 ＝ 115�520෇（償却保ド額） 

② 2�000�000 � 0�417    � 10㸭12 ＝ 695�000෇（１年目の償却㈝） 

ճ �2�000�000－695�000) � 0�417 ＝ 544�185෇（２年目の償却㈝） 

մ �1�305�000－544�185) � 0�417 ＝ 317�260෇（３年目の償却㈝） 

յ �760�815－317�260) � 0�417 ＝ 184�963෇（４年目の償却㈝） 

ն �443�555－184�963) � 0�417 ＝ 107�833෇（調ᩚ๓償却額） 

 ͤㄪᩚ๓ൾ༷㢠㸺ൾ༷ಖド㢠ࡵࡓࡿ࡞࡜ḟࡾࡼ࡟ൾ༷㈝ࢆ⟬ᐃࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍ 

   �改定取得価額)         �改定償却率) 

  �443�555－184�963) �0�5 ＝ 129�296෇（５年目の償却㈝） 

շ �2�000�000－1�870�704)－１            ＝ 129�295෇（㸴年目の償却㈝） 

ͤ�2�000�000－1�870�704)－１ 㸺 �443�555－184�963) � 0�5 
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և 「定額法」の償却㈝の計算例 

࠙設例ࠚ 

ഛရ「෭蔵ᶵ௜㝞ิだな」を、平成24年３月に㉎入し、ྠ月ᴗ務の用に౪した。 

㉎入価額は2�000�000෇である。 

㹙耐用年数㸴年、定額法による償却率 0�167㹛 

 ࠚ⟆࠙

① 2�000�000 � 0�167    � 10㸭12 ＝ 278�334෇（１年目の償却㈝） 

② 2�000�000 � 0�167 ＝ 334�000෇（２年目の償却㈝） 

ճ 2�000�000 � 0�167 ＝ 334�000෇（３年目の償却㈝） 

մ 2�000�000 � 0�167 ＝ 334�000෇（４年目の償却㈝） 

յ 2�000�000 � 0�167 ＝ 334�000෇（５年目の償却㈝） 

ն 2�000�000 � 0�167 ＝ 334�000෇（㸴年目の償却㈝） 

շ �2�000�000－1�948�334)－１   ＝  51�665෇（７年目の償却㈝） 

ֈ 「定率法」の償却㈝の計算例（250㸣定率法を適用した場合） 

࠙設例ࠚ 

ഛရ「෭蔵ᶵ௜㝞ิだな」を、平成24年３月に㉎入し、ྠ月ᴗ務の用に౪した。 

㉎入価額は2�000�000෇である。 

㹙耐用年数㸴年、定率法による償却率 0�417、改定償却率 0�5、保ド率 0�05776㹛 

 ࠚ⟆࠙

① 2�000�000 � 0�05776 ＝ 115�520෇（償却保ド額） 

② 2�000�000 � 0�417    � 10㸭12 ＝ 695�000෇（１年目の償却㈝） 

ճ �2�000�000－695�000) � 0�417 ＝ 544�185෇（２年目の償却㈝） 

մ �1�305�000－544�185) � 0�417 ＝ 317�260෇（３年目の償却㈝） 

յ �760�815－317�260) � 0�417 ＝ 184�963෇（４年目の償却㈝） 

ն �443�555－184�963) � 0�417 ＝ 107�833෇（調ᩚ๓償却額） 

 ͤㄪᩚ๓ൾ༷㢠㸺ൾ༷ಖド㢠ࡵࡓࡿ࡞࡜ḟࡾࡼ࡟ൾ༷㈝ࢆ⟬ᐃࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍ 

   �改定取得価額)         �改定償却率) 

  �443�555－184�963) �0�5 ＝ 129�296෇（５年目の償却㈝） 

շ �2�000�000－1�870�704)－１            ＝ 129�295෇（㸴年目の償却㈝） 

ͤ�2�000�000－1�870�704)－１ 㸺 �443�555－184�963) � 0�5 

持出可
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㸴 ⧞ᘏ㈨⏘のൾ༷㈝のィ⟬ 

 収┈を得るために支出した㈝用の中には、その支出した㈝用のຠᯝが次年以降に及ࡪ

ような場合がある。所得税法では、これらの㈝用を⧞ᘏ資産と規定している（所法２①

二༑、所令７）。 

⧞ᘏ資産については、その支出のຠᯝがその支出の日以降に及ࡪⅬに╔目し、その支

出額及び支出のຠᯝの及ࡪᮇ㛫を基♏とし、原則として、 �支出額全額を) ᆒ等償却に

より計算した償却㈝を、ྛ年ศの必要⤒㈝に算入する（所法50、所令137）。 

 ➼のൾ༷ᮇ㛫ࡑ࡜ᘏ㈨⏘の⠊ᅖ⧞ ۑ

 ⧞ᘏ資産とは、ᴗ務に関し支出する㈝用（資産取得㈝用や๓払㈝用を除く。）のう

ち、その支出のຠᯝが１年以上に及ࡪ次に掲げるものをいい、それࡒれ次に掲げるᮇ

㛫で償却する（所法２①二༑、所令７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通２－24㹼２－29の５、50－１、50－３ 

 

㸵 ㈨本ⓗᨭฟ࡜ಟ⧋㈝の༊ศ 

 事ᴗ所得等を⏕ず࡭きᴗ務を行う居住者が、ಟ理、改良その௚そのྡ目を問わず、そ

のᴗ務の用に౪するᅛ定資産について支出する金額で、次のօ又はֆのいずれかにヱ当

する金額（そのいずれにもヱ当するときは、いずれか多い方の金額）を資本的支出とし、

原則として、その資本的支出を行った減価償却資産と✀㢮及び耐用年数をྠじくする減

価償却資産を᪂たに取得したものとして、償却㈝の額を計算する（所令127、181）。 

なお、次のև又はֈのいずれかにヱ当する金額はಟ⧋㈝として、その年ศの必要⤒㈝

に算入する。 

資本的

支 出 

օ 資産の౑用ྍ⬟ᮇ㛫をᘏ㛗ࡉせる部ศ

ֆ 資産の価್をቑຍࡉせる部ศ э

э

 ᪂たな減価償却資産の取得として減価償却

ಟ⧋㈝ 
և 資産の通ᖖの⥔ᣢ⟶理 

ֈ 資産の原≧ᅇ復 
 支出年ศの必要⤒㈝に算入 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通37－10㹼37－15の２ 

 

༊  ศ 

① 㛤ᴗ㈝ 
（所令７①一、137①一、②ճ）

内   容 

 事ᴗを㛤ጞするまでの㛫に㛤ᴗ‽
ഛのために特別に支出する㈝用 

② 㛤Ⓨ㈝ 
（所令７①二、137①一、②ճ)

 ᪂たなᢏ⾡ⱝしくは᪂たな⤒Ⴀ⤌
⧊の᥇用㺂資源㛤Ⓨ又はᕷ場㛤ᣅのた
めに特別に支出する㈝用 

ճ その௚の⧞ᘏ資産 
（所令７①三、137①二、②) 

 上記以外の㈝用で㺂その支出のຠᯝ
が１年以上に及ࡪもの 

償却ᮇ㛫 償却方法 

５年のᆒ等償却 
 

又 は 
 

௵ 意 償 却 

 その支出
のຠᯝの及
 ᮇ㛫ࡪ

ᆒ等償却 
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㸴 ⧞ᘏ㈨⏘のൾ༷㈝のィ⟬ 

 収┈を得るために支出した㈝用の中には、その支出した㈝用のຠᯝが次年以降に及ࡪ

ような場合がある。所得税法では、これらの㈝用を⧞ᘏ資産と規定している（所法２①

二༑、所令７）。 

⧞ᘏ資産については、その支出のຠᯝがその支出の日以降に及ࡪⅬに╔目し、その支

出額及び支出のຠᯝの及ࡪᮇ㛫を基♏とし、原則として、 �支出額全額を) ᆒ等償却に

より計算した償却㈝を、ྛ年ศの必要⤒㈝に算入する（所法50、所令137）。 

➼のൾ༷ᮇ㛫ࡑ࡜ᘏ㈨⏘の⠊ᅖ⧞ ۑ

 ⧞ᘏ資産とは、ᴗ務に関し支出する㈝用（資産取得㈝用や๓払㈝用を除く。）のう

ち、その支出のຠᯝが１年以上に及ࡪ次に掲げるものをいい、それࡒれ次に掲げるᮇ

㛫で償却する（所法２①二༑、所令７）。 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通２－24㹼２－29の５、50－１、50－３ 

㸵 ㈨本ⓗᨭฟ࡜ಟ⧋㈝の༊ศ 

 事ᴗ所得等を⏕ず࡭きᴗ務を行う居住者が、ಟ理、改良その௚そのྡ目を問わず、そ

のᴗ務の用に౪するᅛ定資産について支出する金額で、次のօ又はֆのいずれかにヱ当

する金額（そのいずれにもヱ当するときは、いずれか多い方の金額）を資本的支出とし、

原則として、その資本的支出を行った減価償却資産と✀㢮及び耐用年数をྠじくする減

価償却資産を᪂たに取得したものとして、償却㈝の額を計算する（所令127、181）。 

なお、次のև又はֈのいずれかにヱ当する金額はಟ⧋㈝として、その年ศの必要⤒㈝

に算入する。 

資本的

支 出 

օ 資産の౑用ྍ⬟ᮇ㛫をᘏ㛗ࡉせる部ศ

ֆ 資産の価್をቑຍࡉせる部ศ э

э

 ᪂たな減価償却資産の取得として減価償却

ಟ⧋㈝ 
և 資産の通ᖖの⥔ᣢ⟶理 

ֈ 資産の原≧ᅇ復 
 支出年ศの必要⤒㈝に算入 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通37－10㹼37－15の２ 

༊  ศ 

① 㛤ᴗ㈝ 
（所令７①一、137①一、②ճ）

内   容 

 事ᴗを㛤ጞするまでの㛫に㛤ᴗ‽
ഛのために特別に支出する㈝用 

② 㛤Ⓨ㈝ 
（所令７①二、137①一、②ճ)

 ᪂たなᢏ⾡ⱝしくは᪂たな⤒Ⴀ⤌
⧊の᥇用㺂資源㛤Ⓨ又はᕷ場㛤ᣅのた
めに特別に支出する㈝用 

ճ その௚の⧞ᘏ資産 
（所令７①三、137①二、②)

 上記以外の㈝用で㺂その支出のຠᯝ
が１年以上に及ࡪもの 

償却ᮇ㛫 償却方法 

５年のᆒ等償却 

又 は 

௵ 意 償 却 

 その支出
のຠᯝの及
 ᮇ㛫ࡪ

ᆒ等償却 

持出可
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㸶 ㈨⏘ᦆኻ 

所得税法では、個人の所᭷する資産に係るᦆኻについては、その対㇟となる資産の用

㏵、ᦆኻのⓎ⏕原ᅉなどの相㐪により、その取扱いが␗なっている。 

 その୺なものは、次のとおりである。 

⑴ ஦ᴗ⏝ᅛᐃ㈨⏘➼のྲྀቯࡿࡼ࡟࡝࡞ࡋᦆኻ 

 ୙ື産所得、事ᴗ所得又はᒣᯘ所得を⏕ず࡭き事ᴗの用に౪ࡉれるᅛ定資産又は⧞

ᘏ資産について、取ቯし、除却、⁛ኻ（ᦆቯによる価್の減ᑡをྵࡴ。）その௚の事

⏤によって⏕じたᦆኻの金額（保㝤金、ᦆᐖ㈺償金などによって⿵ሸࡉれる部ศの金

額及び資産のㆡΏによって⏕じたものを除く。）は、その者のそのᦆኻの⏕じた年ศ

の必要⤒㈝に算入する（所法51①、所令140）。 

⑵ ஦ᴗ࠸࡞ࡽ⮳࡟ᴗົ⏝㈨⏘のᦆኻ 

 ୙ື産所得又は㞧所得を⏕ず࡭きᴗ務用の資産（ᒣᯘ及び⏕活に通ᖖ必要でない資

産を除く。）について⏕じたᦆኻの金額（保㝤金、ᦆᐖ㈺償金などによって⿵ሸࡉれ

る部ศの金額及び資産のㆡΏによって⏕じたものを除く。）については、そのᦆኻの

⏕じた日のᒓする年ศの୙ື産所得の金額又は㞧所得の金額を限度として、୙ື産所

得の金額又は㞧所得の金額の計算上、必要⤒㈝に算入する（所法51մ）。 

 なお、ᦆኻの原ᅉが災ᐖ又は┐㞴ⱝしくはᶓ㡿である場合は、㞧ᦆ᥍除を㑅ᢥする

ことができる。 

⑶ ⏕ά࡟㏻ᖖᚲせ࡛࠸࡞㈨⏘の⅏ᐖ➼ࡿࡼ࡟ᦆኻ 

 ⅆ災などの災ᐖ又は┐㞴ⱝしくはᶓ㡿により、⏕活に通ᖖ必要でない資産について

ཷけたᦆኻの金額（保㝤金、ᦆᐖ㈺償金などにより⿵ሸࡉれる金額を除く。）は、そ

の者のそのᦆኻをཷけた年ศ又はその⩣年ศのㆡΏ所得の金額の計算上、᥍除す࡭き

金額とࡳなす（所法62①、所令178）。 

（ὀ） ࠕ⏕ά࡟㏻ᖖᚲせ࡛࠸࡞㈨⏘」の⠊ᅖは、次のように定められている（所令178①）。 

① ➇㉮㤿（その規ᶍ、収┈の≧ἣその௚の事᝟に↷らし、事ᴗとㄆめられるものの用に౪ࡉれるものを除く。）

その௚ᑕこう的行Ⅽのᡭẁとなるື産 

② 通ᖖは居住の用に౪しない別Ⲯ等、୺として㊃࿡、ፗᴦ又は保㣴の目的で所᭷する୙ື産 

ճ ୺として㊃࿡、ፗᴦ、保㣴又は㚷㈹の目的で所᭷する୙ື産以外の資産 （平成26年４月１日以ᚋ⏕じた

ᦆኻに限る。） 

մ ⏕活用ື産で所得税法施行令25条の規定にヱ当しないもの（例えば、㈗▼、㈗金ᒓ、書⏬、㦵とうရなど

で１個又は１⤌の価額が30୓෇を㉸えるもの） 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通51－２、51－㸴、72－1 
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㸶 ㈨⏘ᦆኻ

所得税法では、個人の所᭷する資産に係るᦆኻについては、その対㇟となる資産の用

㏵、ᦆኻのⓎ⏕原ᅉなどの相㐪により、その取扱いが␗なっている。 

 その୺なものは、次のとおりである。 

⑴ ஦ᴗ⏝ᅛᐃ㈨⏘➼のྲྀቯࡿࡼ࡟࡝࡞ࡋᦆኻ

 ୙ື産所得、事ᴗ所得又はᒣᯘ所得を⏕ず࡭き事ᴗの用に౪ࡉれるᅛ定資産又は⧞

ᘏ資産について、取ቯし、除却、⁛ኻ（ᦆቯによる価್の減ᑡをྵࡴ。）その௚の事

⏤によって⏕じたᦆኻの金額（保㝤金、ᦆᐖ㈺償金などによって⿵ሸࡉれる部ศの金

額及び資産のㆡΏによって⏕じたものを除く。）は、その者のそのᦆኻの⏕じた年ศ

の必要⤒㈝に算入する（所法51①、所令140）。 

⑵ ஦ᴗ࠸࡞ࡽ⮳࡟ᴗົ⏝㈨⏘のᦆኻ

 ୙ື産所得又は㞧所得を⏕ず࡭きᴗ務用の資産（ᒣᯘ及び⏕活に通ᖖ必要でない資

産を除く。）について⏕じたᦆኻの金額（保㝤金、ᦆᐖ㈺償金などによって⿵ሸࡉれ

る部ศの金額及び資産のㆡΏによって⏕じたものを除く。）については、そのᦆኻの

⏕じた日のᒓする年ศの୙ື産所得の金額又は㞧所得の金額を限度として、୙ື産所

得の金額又は㞧所得の金額の計算上、必要⤒㈝に算入する（所法51մ）。 

 なお、ᦆኻの原ᅉが災ᐖ又は┐㞴ⱝしくはᶓ㡿である場合は、㞧ᦆ᥍除を㑅ᢥする

ことができる。 

⑶ ⏕ά࡟㏻ᖖᚲせ࡛࠸࡞㈨⏘の⅏ᐖ➼ࡿࡼ࡟ᦆኻ 

 ⅆ災などの災ᐖ又は┐㞴ⱝしくはᶓ㡿により、⏕活に通ᖖ必要でない資産について

ཷけたᦆኻの金額（保㝤金、ᦆᐖ㈺償金などにより⿵ሸࡉれる金額を除く。）は、そ

の者のそのᦆኻをཷけた年ศ又はその⩣年ศのㆡΏ所得の金額の計算上、᥍除す࡭き

金額とࡳなす（所法62①、所令178）。 

（ὀ） ࠕ⏕ά࡟㏻ᖖᚲせ࡛࠸࡞㈨⏘」の⠊ᅖは、次のように定められている（所令178①）。 

① ➇㉮㤿（その規ᶍ、収┈の≧ἣその௚の事᝟に↷らし、事ᴗとㄆめられるものの用に౪ࡉれるものを除く。）

その௚ᑕこう的行Ⅽのᡭẁとなるື産 

② 通ᖖは居住の用に౪しない別Ⲯ等、୺として㊃࿡、ፗᴦ又は保㣴の目的で所᭷する୙ື産 

ճ ୺として㊃࿡、ፗᴦ、保㣴又は㚷㈹の目的で所᭷する୙ື産以外の資産 （平成26年４月１日以ᚋ⏕じた

ᦆኻに限る。） 

մ ⏕活用ື産で所得税法施行令25条の規定にヱ当しないもの（例えば、㈗▼、㈗金ᒓ、書⏬、㦵とうရなど

で１個又は１⤌の価額が30୓෇を㉸えるもの） 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通51－２、51－㸴、72－1 

持出可
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࠙資産ᦆኻの取扱いのᴫ要ࠚ 

資産の 

✀ 㢮 

ᦆኻの 

Ⓨ⏕事⏤ 
ᦆ ኻ の 取 扱 い ⩣年以ᚋの⧞㉺し ᦆኻのホ価 

事 ᴗ 用 

ᅛ 定 資 産 

取ቯし、除ཤ、

⁛ኻ、その௚

の事⏤ 

 ᦆኻの⏕じた日のᒓする

年ศの୙ື産所得、事ᴗ所得

又はᒣᯘ所得の金額の計算

上、必要⤒㈝に算入ࡉれる

（所法51①）。 

 被災事ᴗ用資産

のᦆኻは㟷Ⰽ⏦࿌

者以外の者であっ

ても⩣年以降３年

㛫⧞㉺し、᥍除ࡉ

れる（所法70②）。

１ その資産の取

得価額等からそ

のᦆኻの基ᅉた

る事実のⓎ⏕直

ᚋにおけるその

資産の価額及び

Ⓨ⏕資ᮦ（例えば

ᗫᮦ等）の価額の

合計額を᥍除し

たṧ額に相当す

る金額 

（所令142㺂143㺂178）

 

２ 保㝤金、ᦆᐖ㈺

償金等で⿵ሸࡉ

れる部ศの金額

は除かれる。 

Ჴ ༺ 資 産 事⏤のいかん

を問わず 

 ᦆኻの⏕じた日のᒓする

年ศの事ᴗ所得の金額の計

算上（Ჴ༺による኎上原価の

計算を通じて）、必要⤒㈝に

算入ࡉれる（所法37①）。 

ᒣ ᯘ 災ᐖ、┐㞴、

ᶓ㡿 

 ᦆኻの⏕じた日のᒓする

年ศの事ᴗ所得又はᒣᯘ所

得の金額の計算上、必要⤒㈝

に算入ࡉれる（所法51ճ）。

⏕ 活 に 通

ᖖ 必 要 で

な い 資 産 

災ᐖ、┐㞴、

ᶓ㡿 

 ᦆኻの⏕じた日のᒓする

年ศ又はその⩣年ศのㆡΏ

所得の金額の計算上᥍除す

れる（所法ࡉなࡳき金額と࡭

62）。 

 ᦆኻの⏕じた日

のᒓする年ศのㆡ

Ώ所得の金額の計

算上᥍除しきれな

い部ศの金額は、

⩣年ศのㆡΏ所得

の金額の計算上᥍

除ࡉれる（所法

62）。 

事 ᴗ 以 外

の ᴗ 務 用

資産 

災ᐖ、┐㞴、

ᶓ㡿以外の事

⏤ 

 ᦆኻの⏕じた日のᒓする

年ศの୙ື産所得又は㞧所

得の金額を限度として、必要

⤒㈝に算入ࡉれる（所法51

մ）。 

（ᦆ┈通算、⧞㉺

᥍除なし） 

災ᐖ、┐㞴、

ᶓ㡿 

㞧ᦆ᥍除の対㇟（所法72

①）。 

ただし、「事ᴗ以外のᴗ務

用資産」のᦆኻについては、

「災ᐖ、┐㞴、ᶓ㡿以外の事

⏤」の場合に‽ずる取扱いを

㑅ᢥすることもできる。 

 ⩣年以降３年㛫

⧞㉺し、᥍除ࡉれ

る（所法71）。 

１ ᦆኻの⏕じた日

の時価又は原価

（⡙価）により計

算する（所令206

ճ）。 

２ 保㝤金、ᦆᐖ㈺

償償金等で⿵ሸࡉ

れる部ศの金額は

除かれる。 

そ の ௚ の 

資 産 

災ᐖ、┐㞴、

ᶓ㡿 
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࠙資産ᦆኻの取扱いのᴫ要ࠚ 

資産の 

✀ 㢮 

ᦆኻの 

Ⓨ⏕事⏤ 

事 ᴗ 用 

ᅛ 定 資 産 

取ቯし、除ཤ、

⁛ኻ、その௚

の事⏤ 

 ᦆኻの⏕じた日のᒓする

年ศの୙ື産所得、事ᴗ所得

又はᒣᯘ所得の金額の計算

上、必要⤒㈝に算入ࡉれる

（所法51①）。 

 被災事ᴗ用資産

のᦆኻは㟷Ⰽ⏦࿌

者以外の者であっ

ても⩣年以降３年

㛫⧞㉺し、᥍除ࡉ

れる（所法70②）。

１ その資産の取

得価額等からそ

のᦆኻの基ᅉた

る事実のⓎ⏕直

ᚋにおけるその

資産の価額及び

Ⓨ⏕資ᮦ（例えば

ᗫᮦ等）の価額の

合計額を᥍除し

たṧ額に相当す

る金額 

（所令142㺂143㺂178）

２ 保㝤金、ᦆᐖ㈺

償金等で⿵ሸࡉ

れる部ศの金額

は除かれる。 

Ჴ ༺ 資 産 事⏤のいかん

を問わず 

 ᦆኻの⏕じた日のᒓする

年ศの事ᴗ所得の金額の計

算上（Ჴ༺による኎上原価の

計算を通じて）、必要⤒㈝に

算入ࡉれる（所法37①）。 

ᶓ㡿 

 ᦆኻの⏕じた日のᒓする

年ศの事ᴗ所得又はᒣᯘ所

得の金額の計算上、必要⤒㈝

に算入ࡉれる（所法51ճ）。

⏕ 活 に 通

ᖖ 必 要 で

な い 資 産 

災ᐖ、┐㞴、

ᶓ㡿 

 ᦆኻの⏕じた日のᒓする

年ศ又はその⩣年ศのㆡΏ

所得の金額の計算上᥍除す

れる（所法ࡉなࡳき金額と࡭

62）。 

 ᦆኻの⏕じた日

のᒓする年ศのㆡ

Ώ所得の金額の計

算上᥍除しきれな

い部ศの金額は、

⩣年ศのㆡΏ所得

の金額の計算上᥍

除ࡉれる（所法

62）。 

事 ᴗ 以 外

の ᴗ 務 用

資産 

災ᐖ、┐㞴、

ᶓ㡿以外の事

⏤ 

 ᦆኻの⏕じた日のᒓする

年ศの୙ື産所得又は㞧所

得の金額を限度として、必要

⤒㈝に算入ࡉれる（所法51

մ）。 

（ᦆ┈通算、⧞㉺

᥍除なし） 

災ᐖ、┐㞴、

ᶓ㡿 

㞧ᦆ᥍除の対㇟（所法72

①）。 

ただし、「事ᴗ以外のᴗ務

用資産」のᦆኻについては、

「災ᐖ、┐㞴、ᶓ㡿以外の事

⏤」の場合に‽ずる取扱いを

㑅ᢥすることもできる。 

 ⩣年以降３年㛫

⧞㉺し、᥍除ࡉれ

る（所法71）。 

１ ᦆኻの⏕じた日

の時価又は原価

（⡙価）により計

算する（所令206

ճ）。 

２ 保㝤金、ᦆᐖ㈺

償償金等で⿵ሸࡉ

れる部ศの金額は

除かれる。 

そ の ௚ の 

資 産 

災ᐖ、┐㞴、

ᶓ㡿 

持出可
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㸷 ㈚ಽᦆኻ➼ 

⑴ ஦ᴗ㐙⾜ୖの㈚ಽᦆኻ 

 ୙ື産所得、事ᴗ所得、ᒣᯘ所得を⏕ず࡭き事ᴗについて、その事ᴗの㐙行上⏕じ

た኎᥃金、㈚௜金、๓Ώ金その௚これらに‽ずるമᶒの㈚ಽれその௚政令で定める事

⏤によって⏕じたᦆኻの金額は、そのᦆኻの⏕じた年ศの事ᴗ所得などの金額の計算

上、必要⤒㈝に算入する（所法51②、所令141）。 

⑵ ㈚ಽࢀのⓎ⏕ 

 ㈚ಽれのⓎ⏕とは、മ務者の資産≧ែや支払⬟ຊなどからࡳて、മ務者がその支払

をすることができないとㄆめられる場合をいう。 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通51－10㹼51－12 

 

�� 引ᙜ㔠及び‽ഛ㔠 

所得税法では、必要⤒㈝は、⤒㈝ᛶのあることにຍえて支払がമ務として確定してい

ることを原則としている。したがって㈝用のぢ㉺し計上はㄆめられないのであるが、㈝

用のᮇ㛫㓄ศとしての఍計学的ぢᆅ及び租税㈇ᢸの平‽໬の㓄៖から、㟷Ⰽ⏦࿌者には、

特例として、次の引当金及び‽ഛ金の設定をㄆめ、その⧞入額又は✚❧額を必要⤒㈝に

算入する（㈚ಽ引当金については、ⓑⰍ⏦࿌者についてもㄆめられる場合がある。）。 
 

引 当 金 ࣭ ‽ ഛ 金 等 の ✀ 㢮 

引 当 金 

① ㈚ಽ引当金（所法52） 

② ㏉ရ調ᩚ引当金（旧所法53）（ὀ） 

ճ ㏥職⤥୚引当金（所法54） 

‽ ഛ 金 

① 金ᒓ㖔ᴗ等㖔ᐖ㜵Ṇ‽ഛ金（措法20） 

② 特定災ᐖ㜵Ṇ‽ഛ金（措法20の２） 

ճ 特定⯪⯧に係る特別ಟ⧋‽ഛ金（措法20の３） 

մ ᥈㖔‽ഛ金（措法22） 

յ ㎰ᴗ⤒Ⴀ基┙強໬‽ഛ金（措法24の２） 

（ὀ）㏉ရ調ᩚ引当金については、平成30年度税ไ改正により、所要の⤒㐣措置が講じられた上、ᗫṆࡉれた（平30改

正所法附則５、平30年改正所令附則８）。 
 

⑴ ㈚ಽ引ᙜ㔠 

 事ᴗの㐙行上⏕じるとぢ㎸まれる㈚ಽᦆኻの金額について必要⤒㈝算入をㄆめる

㊃᪨のものである。 

 ㈚ಽ引当金には、個別にホ価する金㖹മᶒに係るものと一ᣓしてホ価する金㖹മᶒ

（個別にホ価する金㖹മᶒに係るものを除く。）に係るものがあり、一定の方法で引

当金を設定することができる。 
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㸷 ㈚ಽᦆኻ➼ 

⑴ ஦ᴗ㐙⾜ୖの㈚ಽᦆኻ

 ୙ື産所得、事ᴗ所得、ᒣᯘ所得を⏕ず࡭き事ᴗについて、その事ᴗの㐙行上⏕じ

た኎᥃金、㈚௜金、๓Ώ金その௚これらに‽ずるമᶒの㈚ಽれその௚政令で定める事

⏤によって⏕じたᦆኻの金額は、そのᦆኻの⏕じた年ศの事ᴗ所得などの金額の計算

上、必要⤒㈝に算入する（所法51②、所令141）。 

⑵ ㈚ಽࢀのⓎ⏕

 ㈚ಽれのⓎ⏕とは、മ務者の資産≧ែや支払⬟ຊなどからࡳて、മ務者がその支払

をすることができないとㄆめられる場合をいう。 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通51－10㹼51－12 

�� 引ᙜ㔠及び‽ഛ㔠 

所得税法では、必要⤒㈝は、⤒㈝ᛶのあることにຍえて支払がമ務として確定してい

ることを原則としている。したがって㈝用のぢ㉺し計上はㄆめられないのであるが、㈝

用のᮇ㛫㓄ศとしての఍計学的ぢᆅ及び租税㈇ᢸの平‽໬の㓄៖から、㟷Ⰽ⏦࿌者には、

特例として、次の引当金及び‽ഛ金の設定をㄆめ、その⧞入額又は✚❧額を必要⤒㈝に

算入する（㈚ಽ引当金については、ⓑⰍ⏦࿌者についてもㄆめられる場合がある。）。 

引 当 金 ࣭ ‽ ഛ 金 等 の ✀ 㢮 

引 当 金 

① ㈚ಽ引当金（所法52） 

② ㏉ရ調ᩚ引当金（旧所法53）（ὀ） 

ճ ㏥職⤥୚引当金（所法54） 

‽ ഛ 金 

① 金ᒓ㖔ᴗ等㖔ᐖ㜵Ṇ‽ഛ金（措法20） 

② 特定災ᐖ㜵Ṇ‽ഛ金（措法20の２） 

ճ 特定⯪⯧に係る特別ಟ⧋‽ഛ金（措法20の３） 

մ ᥈㖔‽ഛ金（措法22） 

յ ㎰ᴗ⤒Ⴀ基┙強໬‽ഛ金（措法24の２） 

（ὀ）㏉ရ調ᩚ引当金については、平成30年度税ไ改正により、所要の⤒㐣措置が講じられた上、ᗫṆࡉれた（平30改

正所法附則５、平30年改正所令附則８）。 

⑴ ㈚ಽ引ᙜ㔠

 事ᴗの㐙行上⏕じるとぢ㎸まれる㈚ಽᦆኻの金額について必要⤒㈝算入をㄆめる

㊃᪨のものである。 

 ㈚ಽ引当金には、個別にホ価する金㖹മᶒに係るものと一ᣓしてホ価する金㖹മᶒ

（個別にホ価する金㖹മᶒに係るものを除く。）に係るものがあり、一定の方法で引

当金を設定することができる。 

持出可
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イ 個別にホ価する金㖹മᶒに係る㈚ಽ引当金 

 ୙ື産所得、事ᴗ所得又はᒣᯘ所得を⏕ず࡭き事ᴗをႠࡴ居住者は、その事ᴗの

㐙行上⏕じた኎᥃金、㈚௜金、๓Ώ金その௚これらに‽ずる金㖹മᶒの㈚ಽれその

௚これに㢮する事⏤によるᦆኻのぢ㎸額として、一定の金額に達するまでの金額を

㈚ಽ引当金とすることができる（所法52①、所令144）。 

ࣟ 一ᣓしてホ価する金㖹മᶒに係る㈚ಽ引当金 

 事ᴗをႠࡴ㟷Ⰽ⏦࿌者が、その事ᴗに関して⏕じた኎᥃金、㈚௜金その௚これら

に‽ずる金㖹മᶒの㈚ಽれによるᦆኻのぢ㎸額として、一定の金額（年末における

㈚金のᖒ⡙価額の合計額の5�5㸣（金⼥ᴗ3�3㸣）に相当する金額）に達するまでの

金額を㈚ಽ引当金とすることができる（所法52②、所令145）。 

⑵ ㏥⫋⤥୚引ᙜ㔠 

 事ᴗをႠࡴ㟷Ⰽ⏦࿌者は、ᚑᴗ員の㏥職に際して支⤥する㏥職金に඘てるため、一

定の方法で引当金を設定することができる。これを㏥職⤥୚引当金という（所法54、

所令153㹼159）。 

 

�� ⏕ィࡿࡍ࡟୍ࢆぶ᪘࡟ᨭᡶ࠺⤥୚➼ 

 個人事ᴗにおいては、事ᴗ୺のぶ᪘が事ᴗにᚑ事している場合が多いが、ぶ᪘がປ務

の対価として⤥ᩱ等の支払をཷけている場合においても、それが⤒㈝ᛶを᭷するປ務の

対価としての支払なのか、ᢇ㣴の❧場からのᐙ計的な支払なのかを明確に༊ศすること

はᴟめてᅔ㞴である。 

 そこで、所得税法では、事ᴗ୺と「⏕計を一にするぶ᪘」に支払った⤥ᩱ、㈤೉ᩱ、

೉入金利Ꮚ等は、その事ᴗ୺の事ᴗ所得等の金額の計算上必要⤒㈝に算入しない᪨を規

定するとともに、そのぶ᪘のその対価に係るྛ✀所得の金額の計算上、そのぶ᪘が௚に

支払う㈤೉ᩱ、保㝤ᩱ、බ租බ課等必要⤒㈝とࡉれるものがある場合には、その金額は

事ᴗ୺の必要⤒㈝に算入することとࡉれている。この場合において、そのぶ᪘について

は、収入金額も必要⤒㈝もないものとࡳなࡉれる（所法56）。 

༊      ศ  取 扱 い 

ぶ᪘に支払う⤥ᩱ、㈤೉ᩱ等  必要⤒㈝୙算入 

事ᴗのためにぶ᪘が௚に支払う㈤೉ᩱ、保㝤ᩱ、බ租බ課等  
必要⤒㈝に算入 

事ᴗの用に౪したぶ᪘の資産の減価償却㈝、資産ᦆኻ等  

（ὀ）１ 「⏕計を一にする」とは、ྠ一の⏕活ඹྠ体にᒓして日ᖖ⏕活の資をඹ通にしていることをいい、必ずしもྠ

一のᐙᒇに㉳居していることをいうものではない。 

 したがって、఍♫員などが໅務の㒔合上、ጔᏊ等と別居し又はᑵ学、⒪㣴中のᏊᘵと㉳居をඹにしていない場

合においても、ᖖに⏕活㈝や学資金又は⒪㣴㈝などを送金している場合等は、⏕計を一にするものとࡉれる。 

２ ぶ᪘とは、民法725条に規定する者（㸴ぶ等内の⾑᪘、㓄അ者、３ぶ等内のጻ᪘）をいう（第５章第２節13ᢇ㣴

᥍除「࠙ཧ⪃ࠚぶ᪘表」ཧ↷）。 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通２－47、56－１ 
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イ 個別にホ価する金㖹മᶒに係る㈚ಽ引当金 

 ୙ື産所得、事ᴗ所得又はᒣᯘ所得を⏕ず࡭き事ᴗをႠࡴ居住者は、その事ᴗの

㐙行上⏕じた኎᥃金、㈚௜金、๓Ώ金その௚これらに‽ずる金㖹മᶒの㈚ಽれその

௚これに㢮する事⏤によるᦆኻのぢ㎸額として、一定の金額に達するまでの金額を

㈚ಽ引当金とすることができる（所法52①、所令144）。 

ࣟ 一ᣓしてホ価する金㖹മᶒに係る㈚ಽ引当金 

 事ᴗをႠࡴ㟷Ⰽ⏦࿌者が、その事ᴗに関して⏕じた኎᥃金、㈚௜金その௚これら

に‽ずる金㖹മᶒの㈚ಽれによるᦆኻのぢ㎸額として、一定の金額（年末における

㈚金のᖒ⡙価額の合計額の5�5㸣（金⼥ᴗ3�3㸣）に相当する金額）に達するまでの

金額を㈚ಽ引当金とすることができる（所法52②、所令145）。 

⑵ ㏥⫋⤥୚引ᙜ㔠

 事ᴗをႠࡴ㟷Ⰽ⏦࿌者は、ᚑᴗ員の㏥職に際して支⤥する㏥職金に඘てるため、一

定の方法で引当金を設定することができる。これを㏥職⤥୚引当金という（所法54、

所令153㹼159）。 

�� ⏕ィࡿࡍ࡟୍ࢆぶ᪘࡟ᨭᡶ࠺⤥୚➼ 

 個人事ᴗにおいては、事ᴗ୺のぶ᪘が事ᴗにᚑ事している場合が多いが、ぶ᪘がປ務

の対価として⤥ᩱ等の支払をཷけている場合においても、それが⤒㈝ᛶを᭷するປ務の

対価としての支払なのか、ᢇ㣴の❧場からのᐙ計的な支払なのかを明確に༊ศすること

はᴟめてᅔ㞴である。 

 そこで、所得税法では、事ᴗ୺と「⏕計を一にするぶ᪘」に支払った⤥ᩱ、㈤೉ᩱ、

೉入金利Ꮚ等は、その事ᴗ୺の事ᴗ所得等の金額の計算上必要⤒㈝に算入しない᪨を規

定するとともに、そのぶ᪘のその対価に係るྛ✀所得の金額の計算上、そのぶ᪘が௚に

支払う㈤೉ᩱ、保㝤ᩱ、බ租බ課等必要⤒㈝とࡉれるものがある場合には、その金額は

事ᴗ୺の必要⤒㈝に算入することとࡉれている。この場合において、そのぶ᪘について

は、収入金額も必要⤒㈝もないものとࡳなࡉれる（所法56）。 

༊      ศ 取 扱 い 

ぶ᪘に支払う⤥ᩱ、㈤೉ᩱ等 必要⤒㈝୙算入 

必要⤒㈝に算入 

（ὀ）１ 「⏕計を一にする」とは、ྠ一の⏕活ඹྠ体にᒓして日ᖖ⏕活の資をඹ通にしていることをいい、必ずしもྠ

一のᐙᒇに㉳居していることをいうものではない。 

 したがって、఍♫員などが໅務の㒔合上、ጔᏊ等と別居し又はᑵ学、⒪㣴中のᏊᘵと㉳居をඹにしていない場

合においても、ᖖに⏕活㈝や学資金又は⒪㣴㈝などを送金している場合等は、⏕計を一にするものとࡉれる。 

２ ぶ᪘とは、民法725条に規定する者（㸴ぶ等内の⾑᪘、㓄അ者、３ぶ等内のጻ᪘）をいう（第５章第２節13ᢇ㣴

᥍除「࠙ཧ⪃ࠚぶ᪘表」ཧ↷）。 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通２－47、56－１ 
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 なお、⏕計を一にするぶ᪘が事ᴗ୺の事ᴗにᚑ事している場合には、次の特例が設け

られている。 

⑴ 㟷Ⰽ⏦࿌⪅࡟ಀࠕࡿ㟷Ⰽ஦ᴗᑓᚑ⪅⤥୚ࠖ 

⏕計を一にするぶ᪘に支払う⤥୚等の取扱い及び㟷Ⰽ⏦࿌特別᥍除の๓提となる㟷Ⰽ⏦࿌

ไ度について、⡆༢に記載する。なお、ヲ⣽については、第８章第４節「㟷Ⰽ⏦࿌」に記載す

る。 

㟷Ⰽ⏦࿌とは、一定のᖒ⡙をഛ௜け、それに基づいて正確に所得を計算する⣡税者について、

税法上の特඾を୚えることを内容とするものである。 

１ 㟷Ⰽ⏦࿌をすることができる⣡税者は、୙ື産所得、事ᴗ所得又はᒣᯘ所得を⏕ず࡭きᴗ

務を行う者である。 

２ 㟷Ⰽ⏦࿌の要௳としては、次のことが必要である。 

օ 税務⨫㛗࡬㟷Ⰽ⏦࿌のᢎㄆ⏦ㄳ書を提出して、あらかじめᢎㄆをཷけること。 

ֆ 一定のᖒ⡙書㢮をഛえ௜けて、これに事ᴗ所得等の金額に係る取引を記㘓し、かつ、こ

れを保Ꮡすること。 

３ 㟷Ⰽ⏦࿌者に୚えられている特඾には、適正な㟷Ⰽ事ᴗ専ᚑ者⤥୚額の必要⤒㈝算入、㟷

Ⰽ⏦࿌特別᥍除などがある。 

 

 㟷Ⰽ⏦࿌者については、ᖒ⡙の記㘓があり、事ᴗとᐙ計とが明確に༊ศࡉれ、⤥୚

支払の事実を確ㄆできるので、一定の要௳のもとに、事ᴗ専ᚑ者に支払った⤥୚は㟷

Ⰽ⏦࿌者のႠࡴ事ᴗに係る୙ື産所得、事ᴗ所得又はᒣᯘ所得の金額の計算上、必要

⤒㈝に算入ࡉれる。 

 この場合、事ᴗ専ᚑ者が支払をཷけた⤥୚は、「⤥୚所得に係る収入金額」とࡉれ

る（所法57①）。 

イ 㟷Ⰽ஦ᴗᑓᚑ⪅のせ௳ 

 㟷Ⰽ事ᴗ専ᚑ者は、次の要௳の全てにヱ当することが必要である（所法57①②、

所令165）。 

�㺐) 㟷Ⰽ⏦࿌者と⏕計を一にする㓄അ者その௚のぶ᪘であること 

࠙設例ࠚ ḟの⤒㈝ࠊࡣ⏥のᚲせ⤒㈝࡟⟬ධࠋ࠿ࡿࢀࡉ 

１ 事ᴗ୺⏥が、எ（⏥のጔ）に対して支払ったᗑ⯒の㈤೉ᩱ60୓෇。 

２ எが支払ったᗑ⯒のᅛ定資産税５୓෇。 

３ எが支払ったᗑ⯒のಟ⧋㈝10୓෇。 

 ࠚ⟆࠙

１ ㈤೉ᩱ60୓෇は、必要⤒㈝に算入ࡉれない。 

２ ᅛ定資産税５୓෇は、必要⤒㈝に算入ࡉれる。 

３ ಟ⧋㈝10୓෇は、必要⤒㈝に算入ࡉれる。 
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ไ度について、⡆༢に記載する。なお、ヲ⣽については、第８章第４節「㟷Ⰽ⏦࿌」に記載す

る。 

㟷Ⰽ⏦࿌とは、一定のᖒ⡙をഛ௜け、それに基づいて正確に所得を計算する⣡税者について、

税法上の特඾を୚えることを内容とするものである。 

１ 㟷Ⰽ⏦࿌をすることができる⣡税者は、୙ື産所得、事ᴗ所得又はᒣᯘ所得を⏕ず࡭きᴗ

務を行う者である。 

２ 㟷Ⰽ⏦࿌の要௳としては、次のことが必要である。 

օ 税務⨫㛗࡬㟷Ⰽ⏦࿌のᢎㄆ⏦ㄳ書を提出して、あらかじめᢎㄆをཷけること。 

ֆ 一定のᖒ⡙書㢮をഛえ௜けて、これに事ᴗ所得等の金額に係る取引を記㘓し、かつ、こ

れを保Ꮡすること。 

３ 㟷Ⰽ⏦࿌者に୚えられている特඾には、適正な㟷Ⰽ事ᴗ専ᚑ者⤥୚額の必要⤒㈝算入、㟷

Ⰽ⏦࿌特別᥍除などがある。

 㟷Ⰽ⏦࿌者については、ᖒ⡙の記㘓があり、事ᴗとᐙ計とが明確に༊ศࡉれ、⤥୚

支払の事実を確ㄆできるので、一定の要௳のもとに、事ᴗ専ᚑ者に支払った⤥୚は㟷

Ⰽ⏦࿌者のႠࡴ事ᴗに係る୙ື産所得、事ᴗ所得又はᒣᯘ所得の金額の計算上、必要

⤒㈝に算入ࡉれる。 

 この場合、事ᴗ専ᚑ者が支払をཷけた⤥୚は、「⤥୚所得に係る収入金額」とࡉれ

る（所法57①）。 

イ 㟷Ⰽ஦ᴗᑓᚑ⪅のせ௳

 㟷Ⰽ事ᴗ専ᚑ者は、次の要௳の全てにヱ当することが必要である（所法57①②、

所令165）。 

�㺐) 㟷Ⰽ⏦࿌者と⏕計を一にする㓄അ者その௚のぶ᪘であること 

࠙設例ࠚ ḟの⤒㈝ࠊࡣ⏥のᚲせ⤒㈝࡟⟬ධࠋ࠿ࡿࢀࡉ

１ 事ᴗ୺⏥が、எ（⏥のጔ）に対して支払ったᗑ⯒の㈤೉ᩱ60୓෇。 

２ எが支払ったᗑ⯒のᅛ定資産税５୓෇。 

３ எが支払ったᗑ⯒のಟ⧋㈝10୓෇。 

 ࠚ⟆࠙

１ ㈤೉ᩱ60୓෇は、必要⤒㈝に算入ࡉれない。 

２ ᅛ定資産税５୓෇は、必要⤒㈝に算入ࡉれる。 

３ ಟ⧋㈝10୓෇は、必要⤒㈝に算入ࡉれる。 
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�㺹) その年12月31日現在で年㱋が15ṓ以上であること 

�㺨) その事ᴗ୺のႠࡴ事ᴗに、年を通じて㸴か月を㉸えるᮇ㛫、専らᚑ事している

こと 

ただし、次のいずれかにヱ当するときは、その事ᴗにᚑ事することができると

ㄆめられるᮇ㛫を通じてそのᮇ㛫の２ศの１を㉸えるᮇ㛫、専らᚑ事すれば㊊り

るものとࡉれている。 

㸿 その㟷Ⰽ⏦࿌者の⤒Ⴀする事ᴗが年の中㏵における㛤ᴗ、ᗫᴗ、ఇᴗ又はそ

の者のṚஸ、その事ᴗがᏘ節Ⴀᴗであることその௚の理⏤により、その年中を

通じてႠまれなかったこと。 

㹀 その事ᴗにᚑ事する者のṚஸ、㛗ᮇにわたる⑓Ẽ、፧ጻその௚相当の理⏤に

よりその年中を通じてその者と⏕計を一にするぶ᪘としてその事ᴗにᚑ事する

ことができなかったこと。 

�ὀ) 次にいずれかにヱ当する者であるᮇ㛫があるときは、当ヱᮇ㛫は専らᚑ事するᮇ㛫にྵまれない（所令

165②） 

  １ 学ᰯᩍ⫱法第１条（学ᰯの⠊ᅖ）、第124条（専ಟ学ᰯ）又は第134条第１項（ྛ✀学ᰯ）の学ᰯの学

⏕又は⏕ᚐである者（事ᴗに専らᚑ事することがጉげられないとㄆめられる者を除く。） 

  ２ ௚に職ᴗを᭷する者（事ᴗに専らᚑ事することがጉげられないとㄆめられる者を除く。） 

  ３ ⪁⾶その௚心㌟の㞀ᐖにより、事ᴗにᚑ事する⬟ຊがⴭしく㜼ᐖࡉれている者 

�㺤) 「㟷Ⰽ事ᴗ専ᚑ者⤥୚に関するᒆ出書㺁をその年の３月15日までに提出している

こと 

ࣟ 㟷Ⰽ஦ᴗᑓᚑ⪅⤥୚㢠 

 㟷Ⰽ事ᴗ専ᚑ者⤥୚額は、次の≧ἣからࡳてປ務の対価として相当な金額であるこ

とが必要である（所法57①、所令164）。 

�㺐) 専ᚑ者のປ務にᚑ事したᮇ㛫、ປ務のᛶ㉁及びその提౪の⛬度 

�㺹) 事ᴗにᚑ事する௚の౑用人の⤥୚の≧ἣ及びྠ✀ྠ規ᶍ事ᴗにᚑ事する者が支

払をཷける⤥୚の≧ἣ 

�㺨) その௚その事ᴗの✀㢮、規ᶍ、収┈の≧ἣ 

⑵ ⓑⰍ⏦࿌⪅࡟ಀࠕࡿ஦ᴗᑓᚑ⪅᥍㝖㢠ࠖ 

 ⓑⰍ⏦࿌者と⏕計を一にする㓄അ者その௚のぶ᪘で、専らその事ᴗ୺のႠࡴ୙ື産

所得、事ᴗ所得又はᒣᯘ所得を⏕ず࡭き事ᴗにᚑ事する事ᴗ専ᚑ者がある場合には、

事ᴗ専ᚑ者に対する⤥୚の支払の᭷↓にかかわらず、その事ᴗ୺のその年ศのその事

ᴗに係る୙ື産所得、事ᴗ所得又はᒣᯘ所得の金額の計算上、次のࣟに掲げる金額は

必要⤒㈝とࡳなࡉれる（所法57ճ）。 

  なお、必要⤒㈝とࡳなࡉれた金額は、ྛ事ᴗ専ᚑ者の「⤥୚所得に係る収入金額」

とࡳなࡉれる（所法57մ）。 

イ ஦ᴗᑓᚑ⪅のせ௳ 
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�㺹) その年12月31日現在で年㱋が15ṓ以上であること 

�㺨) その事ᴗ୺のႠࡴ事ᴗに、年を通じて㸴か月を㉸えるᮇ㛫、専らᚑ事している

こと 

ただし、次のいずれかにヱ当するときは、その事ᴗにᚑ事することができると

ㄆめられるᮇ㛫を通じてそのᮇ㛫の２ศの１を㉸えるᮇ㛫、専らᚑ事すれば㊊り

るものとࡉれている。 

㸿 その㟷Ⰽ⏦࿌者の⤒Ⴀする事ᴗが年の中㏵における㛤ᴗ、ᗫᴗ、ఇᴗ又はそ

の者のṚஸ、その事ᴗがᏘ節Ⴀᴗであることその௚の理⏤により、その年中を

通じてႠまれなかったこと。 

㹀 その事ᴗにᚑ事する者のṚஸ、㛗ᮇにわたる⑓Ẽ、፧ጻその௚相当の理⏤に

よりその年中を通じてその者と⏕計を一にするぶ᪘としてその事ᴗにᚑ事する

ことができなかったこと。 

�ὀ) 次にいずれかにヱ当する者であるᮇ㛫があるときは、当ヱᮇ㛫は専らᚑ事するᮇ㛫にྵまれない（所令

165②） 

  １ 学ᰯᩍ⫱法第１条（学ᰯの⠊ᅖ）、第124条（専ಟ学ᰯ）又は第134条第１項（ྛ✀学ᰯ）の学ᰯの学

⏕又は⏕ᚐである者（事ᴗに専らᚑ事することがጉげられないとㄆめられる者を除く。） 

  ２ ௚に職ᴗを᭷する者（事ᴗに専らᚑ事することがጉげられないとㄆめられる者を除く。） 

  ３ ⪁⾶その௚心㌟の㞀ᐖにより、事ᴗにᚑ事する⬟ຊがⴭしく㜼ᐖࡉれている者 

�㺤) 「㟷Ⰽ事ᴗ専ᚑ者⤥୚に関するᒆ出書㺁をその年の３月15日までに提出している

こと 

ࣟ 㟷Ⰽ஦ᴗᑓᚑ⪅⤥୚㢠

 㟷Ⰽ事ᴗ専ᚑ者⤥୚額は、次の≧ἣからࡳてປ務の対価として相当な金額であるこ

とが必要である（所法57①、所令164）。 

�㺐) 専ᚑ者のປ務にᚑ事したᮇ㛫、ປ務のᛶ㉁及びその提౪の⛬度 

�㺹) 事ᴗにᚑ事する௚の౑用人の⤥୚の≧ἣ及びྠ✀ྠ規ᶍ事ᴗにᚑ事する者が支

払をཷける⤥୚の≧ἣ 

�㺨) その௚その事ᴗの✀㢮、規ᶍ、収┈の≧ἣ 

⑵ ⓑⰍ⏦࿌⪅࡟ಀࠕࡿ஦ᴗᑓᚑ⪅᥍㝖㢠ࠖ

 ⓑⰍ⏦࿌者と⏕計を一にする㓄അ者その௚のぶ᪘で、専らその事ᴗ୺のႠࡴ୙ື産

所得、事ᴗ所得又はᒣᯘ所得を⏕ず࡭き事ᴗにᚑ事する事ᴗ専ᚑ者がある場合には、

事ᴗ専ᚑ者に対する⤥୚の支払の᭷↓にかかわらず、その事ᴗ୺のその年ศのその事

ᴗに係る୙ື産所得、事ᴗ所得又はᒣᯘ所得の金額の計算上、次のࣟに掲げる金額は

必要⤒㈝とࡳなࡉれる（所法57ճ）。 

  なお、必要⤒㈝とࡳなࡉれた金額は、ྛ事ᴗ専ᚑ者の「⤥୚所得に係る収入金額」

とࡳなࡉれる（所法57մ）。 

イ ஦ᴗᑓᚑ⪅のせ௳ 

持出可
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�㺐) 上記օイの�㺐)にྠじ 

�㺹) 上記օイの�㺹)にྠじ 

�㺨) その事ᴗ୺のႠࡴ事ᴗにその年を通じて㸴か月を㉸えるᮇ㛫、専らᚑ事してい

ること（所令165）。 

�ὀ) 次にいずれかにヱ当する者であるᮇ㛫があるときは、当ヱᮇ㛫は専らᚑ事するᮇ㛫にྵまれない（所令165

②）。 

上記օイ�㺨)の（ὀ）にྠじ。 

ࣟ ஦ᴗᑓᚑ⪅᥍㝖㢠の㝈ᗘ㢠 

 事ᴗ専ᚑ者᥍除額は、ྛ事ᴗ専ᚑ者について、次に掲げる�㺐)又は�㺹)のうちいず

れかపい金額とࡉれる（所法57ճ）。 

 

 

 

࠙参考ࠚ஦ᴗ࡟ᑓᚑࡿࡍぶ᪘ࡿ࠶ࡀሙྜのᚲせ⤒㈝の≉例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�㺐) 事ᴗ専ᚑ者の༊ศ 

㸿 㓄അ者の場合       86୓෇ 

㹀 㓄അ者以外のぶ᪘の場合  50୓෇ 

�㺹) 事ᴗ専ᚑ者᥍除額の᥍除๓の所得金額¹（事ᴗ専ᚑ者の数㸩１） 

༊  ศ 取   扱   い 

 

 

㟷Ⰽ⏦࿌者 

�所法57①) 
事 

 
 

ᴗ 
 

 

を 
 

 

Ⴀ 
 

 

 ࡴ
 

 

者 

 その金額が適正で

あれば 

 

 全額必要⤒㈝算入 

 その金額が୙当に

㧗額であれば 

 適正額を㉸える部ศについては、

必要⤒㈝୙算入 

 

 

 

 

 

 

ⓑⰍ⏦࿌者 

�所法57ճ) 

 

原  則 
 専ᚑ者１人につき、50୓෇�㓄അ

者は86୓෇)を必要⤒㈝算入 

事ᴗ専ᚑ者᥍除 

๓の所得金額 

専ᚑ者の数㸩１ 

 

   50୓෇（㓄അ 

 㸺  者の場合は86 

   ୓෇) 

 専ᚑ者１人につき、 

 

事ᴗ専ᚑ者᥍除๓の所得金額 

 

専ᚑ者の数㸩１ 

 

の金額を必要⤒㈝算入 
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�㺐) 上記օイの�㺐)にྠじ 

�㺹) 上記օイの�㺹)にྠじ 

�㺨) その事ᴗ୺のႠࡴ事ᴗにその年を通じて㸴か月を㉸えるᮇ㛫、専らᚑ事してい

ること（所令165）。 

�ὀ) 次にいずれかにヱ当する者であるᮇ㛫があるときは、当ヱᮇ㛫は専らᚑ事するᮇ㛫にྵまれない（所令165

②）。 

上記օイ�㺨)の（ὀ）にྠじ。

ࣟ ஦ᴗᑓᚑ⪅᥍㝖㢠の㝈ᗘ㢠

 事ᴗ専ᚑ者᥍除額は、ྛ事ᴗ専ᚑ者について、次に掲げる�㺐)又は�㺹)のうちいず

れかపい金額とࡉれる（所法57ճ）。 

࠙参考ࠚ஦ᴗ࡟ᑓᚑࡿࡍぶ᪘ࡿ࠶ࡀሙྜのᚲせ⤒㈝の≉例 

�㺐) 事ᴗ専ᚑ者の༊ศ 

㸿 㓄അ者の場合       86୓෇ 

㹀 㓄അ者以外のぶ᪘の場合  50୓෇ 

�㺹) 事ᴗ専ᚑ者᥍除額の᥍除๓の所得金額¹（事ᴗ専ᚑ者の数㸩１） 

༊  ศ 取   扱   い 

㟷Ⰽ⏦࿌者 

�所法57①) 
事

ᴗ

を

Ⴀ

ࡴ

者

 その金額が適正で

あれば 
 全額必要⤒㈝算入 

 その金額が୙当に

㧗額であれば 

 適正額を㉸える部ศについては、

必要⤒㈝୙算入 

ⓑⰍ⏦࿌者 

�所法57ճ) 

原  則 
 専ᚑ者１人につき、50୓෇�㓄അ

者は86୓෇)を必要⤒㈝算入 

事ᴗ専ᚑ者᥍除 

๓の所得金額 

専ᚑ者の数㸩１ 

   50୓෇（㓄അ 

 㸺  者の場合は86 

   ୓෇) 

 専ᚑ者１人につき、 

事ᴗ専ᚑ者᥍除๓の所得金額 

専ᚑ者の数㸩１ 

の金額を必要⤒㈝算入 
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࠙設 例ࠚ                                                                             �༢఩㸸෇) 

 

�� 㟷Ⰽ⏦࿌≉ู᥍㝖 

㟷Ⰽ⏦࿌者は、୙ື産所得、事ᴗ所得及びᒣᯘ所得の金額の計算上、次の༊ศにより

㟷Ⰽ⏦࿌特別᥍除額を᥍除することができる。 

օ 55୓෇の㟷Ⰽ⏦࿌特別᥍除 

㟷Ⰽ⏦࿌者で୙ື産所得又は事ᴗ所得を⏕ず࡭き事ᴗをႠࡴ者が、その事ᴗに係る

ᖒ⡙書㢮をഛえ௜けて一ษの取引内容を正規の⡙記の原則にᚑって記㘓し、かつ、そ

の記㘓に基づいて作成ࡉれた㈚೉対↷表、ᦆ┈計算書等をῧ௜して確定⏦࿌書をᮇ限

内に提出している場合には、次の金額のうち、いずれかపい金額を㟷Ⰽ⏦࿌特別᥍除

額として᥍除することができる（措法25の２ճյն）。 

① 55୓෇ 

② 㟷Ⰽ⏦࿌特別᥍除額を᥍除する๓の୙ື産所得の金額又は事ᴗ所得の金額の合計 

額 

項   目 例  １ 例  ２ 例  ３ 例  ４ 

᥍ 除 ๓ の 所 得 金 額 700�000 2�100�000 3�000�000 5�000�000

㸯 㟷Ⰽ⏦࿌⪅のሙྜ 

専ᚑ者に支⤥した適正

な⤥୚額 

ጔ  300�000

�４月㹼12月)

ጔ  720�000

㛗⏨ 600�000

㛗⏨ 1�000�000

㛗ዪ  300�000

（１月㹼５月）

⤖፧    ڦ

ጔ  720�000

ᘵ 1�500�000

㛗⏨ 800�000

必要⤒㈝に算入ࡉれる

㟷Ⰽ専ᚑ者⤥୚額 
300�000 1�320�000 1�300�000 3�020�000

᥍ 除 ᚋ の 所 得 金 額 400�000 780�000 1�700�000 1�980�000

㸰 ⓑⰍ⏦࿌⪅のሙྜ 

専 ᚑ 者 数 １人（ጔ） 

 ２ 人  

 

 
１人（㛗⏨） 

 ３ 人  

 

 

ྛ 専 ᚑ 者 の

᥍ 除 限 度 額

700�000

¹�１人㸩１)

＝  350�000

2�100�000

¹�２人㸩１)

＝  700�000

3�000�000

¹�１人㸩１)

＝ 1�500�000

5�000�000

¹�３人㸩１)

＝ 1�250�000

必要⤒㈝に算入ࡉれる

事ᴗ専ᚑ者᥍除額 
350�000 1�200�000 500�000 1�860�000

 ᥍ 除 額 の 内 ヂ  ጔ 350�000  
ጔ 700�000

㛗⏨ 500�000
 㛗⏨ 500�000  

ጔ 860�000

ᘵ  500�000

㛗⏨ 500�000

᥍ 除 ᚋ の 所 得 金 額 350�000 900�000 2�500�000 3�140�000

ጔ
㛗 ⏨

ጔ࣭ᘵ 
㛗 ⏨ 
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࠙設 例ࠚ                                                                             �༢఩㸸෇)

�� 㟷Ⰽ⏦࿌≉ู᥍㝖 

㟷Ⰽ⏦࿌者は、୙ື産所得、事ᴗ所得及びᒣᯘ所得の金額の計算上、次の༊ศにより

㟷Ⰽ⏦࿌特別᥍除額を᥍除することができる。 

օ 55୓෇の㟷Ⰽ⏦࿌特別᥍除 

㟷Ⰽ⏦࿌者で୙ື産所得又は事ᴗ所得を⏕ず࡭き事ᴗをႠࡴ者が、その事ᴗに係る

ᖒ⡙書㢮をഛえ௜けて一ษの取引内容を正規の⡙記の原則にᚑって記㘓し、かつ、そ

の記㘓に基づいて作成ࡉれた㈚೉対↷表、ᦆ┈計算書等をῧ௜して確定⏦࿌書をᮇ限

内に提出している場合には、次の金額のうち、いずれかపい金額を㟷Ⰽ⏦࿌特別᥍除

額として᥍除することができる（措法25の２ճյն）。 

① 55୓෇ 

② 㟷Ⰽ⏦࿌特別᥍除額を᥍除する๓の୙ື産所得の金額又は事ᴗ所得の金額の合計 

額 

᥍ 除 ๓ の 所 得 金 額

㸯 㟷Ⰽ⏦࿌⪅のሙྜ

専ᚑ者に支⤥した適正

な⤥୚額 

ጔ  300�000

�４月㹼12月)

ጔ  720�000

㛗⏨ 600�000

㛗⏨ 1�000�000

㛗ዪ  300�000

（１月㹼５月）

⤖፧    ڦ

ጔ  720�000

ᘵ 1�500�000

㛗⏨ 800�000

必要⤒㈝に算入ࡉれる

㟷Ⰽ専ᚑ者⤥୚額 

᥍ 除 ᚋ の 所 得 金 額 400�000

㸰 ⓑⰍ⏦࿌⪅のሙྜ

 ２ 人  

１人（㛗⏨） 

 ３ 人  

ྛ 専 ᚑ 者 の

᥍ 除 限 度 額

700�000

¹�１人㸩１)

＝  350�000

2�100�000

¹�２人㸩１)

＝  700�000

3�000�000

¹�１人㸩１)

＝ 1�500�000

5�000�000

¹�３人㸩１)

＝ 1�250�000

必要⤒㈝に算入ࡉれる

事ᴗ専ᚑ者᥍除額 
1�860�000

ጔ 700�000

㛗⏨ 500�000

ጔ 860�000

ᘵ  500�000

㛗⏨ 500�000

᥍ 除 ᚋ の 所 得 金 額 350�000

ጔ
㛗 ⏨

ጔ࣭ᘵ 
㛗 ⏨ 
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ֆ 65୓෇の㟷Ⰽ⏦࿌特別᥍除 

上記օにヱ当する者が、次に掲げる要௳のいずれかを‶たす場合の㟷Ⰽ⏦࿌特別᥍

除額は、上記օ①の55୓෇に௦えて65୓෇とする（措法25の２մ）。 

① その年ศの事ᴗに係る௙ヂᖒ及び⥲຺定元ᖒについて、㟁Ꮚ計算ᶵを౑用して作

成する国税関係ᖒ⡙書㢮の保Ꮡ方法等の特例に関する法律に定めるとこࢁにより

「㟁☢的記㘓のഛ௜け及び保Ꮡ」又は「㟁☢的記㘓のഛ௜け及びその㟁☢的記㘓の

㟁Ꮚ計算ᶵ出ຊ࣐イク࣒ࣟࣝ࢕ࣇによる保Ꮡ」を行っていること。 

②   その年ศの所得税の確定⏦࿌書、㈚೉対↷表、ᦆ┈計算書等の提出を、その提出

ᮇ限までに㟁Ꮚ᝟ሗฎ理⤌⧊（H�7D[）を౑用して行うこと。 

և 10୓෇の㟷Ⰽ⏦࿌特別᥍除 

上記օ又はֆの᥍除をཷける㟷Ⰽ⏦࿌者以外の㟷Ⰽ⏦࿌者は、次の金額のうちいず

れかపい金額を㟷Ⰽ⏦࿌特別᥍除額として᥍除することができる（措法25の２①）。 

①  10୓෇ 

② 㟷Ⰽ⏦࿌特別᥍除額を᥍除する๓の୙ື産所得の金額、事ᴗ所得の金額又はᒣᯘ

所得の金額の合計額 

�ὀ)１ օ㹼ևの②の金額は、いずれもᦆ┈通算をする๓の㯮字の金額である。 

２ ᴗ務的規ᶍの୙ື産㈚௜けを行っている㟷Ⰽ⏦࿌者の場合は、ևのࡳが適用できる。 

 

第㸴節 収入及び必要⤒㈝に関する特例 

 所得税法や租税特別措置法では、収入金額及び必要⤒㈝のᖐᒓ時ᮇ、所得金額の計算等

に関するいくつかの特例規定を設けている。この節では、事ᴗ所得等に関する୺要な特例

規定のᴫ要について学習する。 

学習のポイント 

１ 「小規ᶍ事ᴗ者の収入等に関するᖐᒓ時ᮇの特例」とは、どのようなものか 

２ 「♫఍保㝤デ⒪ሗ㓘の所得計算の特例」とは、どのようなものか 

３ 「ᐙ内ປാ者等の事ᴗ所得等の所得計算の特例」とは、どのようなものか 

 

㸯 ᑠつᶍ஦ᴗ⪅の཰ධ➼࡟㛵ࡿࡍᖐᒓ᫬ᮇの≉例 

㟷Ⰽ⏦࿌者のうち、小規ᶍ事ᴗ者（その年の๓ࠎ年ศの事ᴗ所得の金額と୙ື産所得

の金額との合計額（専ᚑ者⤥୚を᥍除する๓の金額）が300୓෇以ୗの者）については、

現金出⣡ᖒの記ᖒのࡳで㟷Ⰽ⏦࿌をㄆめる（⥲収入金額及び必要⤒㈝の計算を「現金୺

⩏」によって記ᖒし、所得金額を計算することができる。）（所法67、所令195、196）。 

 小規ᶍ事ᴗ者がこの特例を㑅ᢥした場合には、୙ື産所得の金額及び事ᴗ所得の金額

の計算に当たって、「⥲収入金額に算入す࡭き金額」は「収入した金額」とし、「必要

⤒㈝に算入す࡭き金額」は「支出した㈝用の額」として取り扱われる。 
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ֆ 65୓෇の㟷Ⰽ⏦࿌特別᥍除 

上記օにヱ当する者が、次に掲げる要௳のいずれかを‶たす場合の㟷Ⰽ⏦࿌特別᥍

除額は、上記օ①の55୓෇に௦えて65୓෇とする（措法25の２մ）。 

① その年ศの事ᴗに係る௙ヂᖒ及び⥲຺定元ᖒについて、㟁Ꮚ計算ᶵを౑用して作

成する国税関係ᖒ⡙書㢮の保Ꮡ方法等の特例に関する法律に定めるとこࢁにより

「㟁☢的記㘓のഛ௜け及び保Ꮡ」又は「㟁☢的記㘓のഛ௜け及びその㟁☢的記㘓の

㟁Ꮚ計算ᶵ出ຊ࣐イク࣒ࣟࣝ࢕ࣇによる保Ꮡ」を行っていること。 

②  その年ศの所得税の確定⏦࿌書、㈚೉対↷表、ᦆ┈計算書等の提出を、その提出

ᮇ限までに㟁Ꮚ᝟ሗฎ理⤌⧊（H�7D[）を౑用して行うこと。 

և 10୓෇の㟷Ⰽ⏦࿌特別᥍除 

上記օ又はֆの᥍除をཷける㟷Ⰽ⏦࿌者以外の㟷Ⰽ⏦࿌者は、次の金額のうちいず

れかపい金額を㟷Ⰽ⏦࿌特別᥍除額として᥍除することができる（措法25の２①）。

①  10୓෇ 

② 㟷Ⰽ⏦࿌特別᥍除額を᥍除する๓の୙ື産所得の金額、事ᴗ所得の金額又はᒣᯘ

所得の金額の合計額

�ὀ)１ օ㹼ևの②の金額は、いずれもᦆ┈通算をする๓の㯮字の金額である。 

２ ᴗ務的規ᶍの୙ື産㈚௜けを行っている㟷Ⰽ⏦࿌者の場合は、ևのࡳが適用できる。 

第㸴節 収入及び必要⤒㈝に関する特例 

 所得税法や租税特別措置法では、収入金額及び必要⤒㈝のᖐᒓ時ᮇ、所得金額の計算等

に関するいくつかの特例規定を設けている。この節では、事ᴗ所得等に関する୺要な特例

規定のᴫ要について学習する。 

学習のポイント 

１ 「小規ᶍ事ᴗ者の収入等に関するᖐᒓ時ᮇの特例」とは、どのようなものか 

２ 「♫఍保㝤デ⒪ሗ㓘の所得計算の特例」とは、どのようなものか 

３ 「ᐙ内ປാ者等の事ᴗ所得等の所得計算の特例」とは、どのようなものか 

㸯 ᑠつᶍ஦ᴗ⪅の཰ධ➼࡟㛵ࡿࡍᖐᒓ᫬ᮇの≉例 

㟷Ⰽ⏦࿌者のうち、小規ᶍ事ᴗ者（その年の๓ࠎ年ศの事ᴗ所得の金額と୙ື産所得

の金額との合計額（専ᚑ者⤥୚を᥍除する๓の金額）が300୓෇以ୗの者）については、

現金出⣡ᖒの記ᖒのࡳで㟷Ⰽ⏦࿌をㄆめる（⥲収入金額及び必要⤒㈝の計算を「現金୺

⩏」によって記ᖒし、所得金額を計算することができる。）（所法67、所令195、196）。 
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持出可
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㸰 ♫఍ಖ㝤デ⒪ሗ㓘のᡤᚓィ⟬の≉例 

་ᖌ又はṑ⛉་ᖌのデ⒪収入は、♫఍保㝤デ⒪によるሗ㓘（収入）と⮬⏤デ⒪による

収入で構成ࡉれている。この特例は、事ᴗ所得の金額を計算する際、♫఍保㝤デ⒪によ

るሗ㓘について、その年中の♫఍保㝤デ⒪ሗ㓘額が５༓୓෇以ୗであり、かつ、⥲収入

金額が７༓୓෇以ୗの場合、♫఍保㝤デ⒪ሗ㓘に係る㈝用として必要⤒㈝に算入する金

額は、その者の㑅ᢥにより、実額⤒㈝によらないでᴫ算⤒㈝率により算出することがで

きるものである。 

 なお、ᴫ算⤒㈝率は、♫఍保㝤デ⒪ሗ㓘額にᛂじ、2�500୓෇以ୗの金額72㸣、2�500

୓෇㉸3�000୓෇以ୗの金額70㸣、3�000୓෇㉸4�000୓෇以ୗの金額62㸣、4�000୓෇㉸

5�000෇以ୗの金額57㸣の４ẁ㝵に༊ศࡉれている（措法26）。 

 

㸱 ᐙෆປാ⪅➼の஦ᴗᡤᚓ➼のᡤᚓィ⟬の≉例 

ᐙ内ປാ者、外஺員、集金人、㟁ຊ㔞計の᳨㔪員等は、おおࡡࡴ⤥୚所得者とྠᵝ、

特定の者に対して⥅続的に人的ᙺ務の提౪を行うことをᴗとしているが、この特例は、

「ᐙ内ປാ者、外஺員、集金人等の事ᴗ所得の金額又は㞧所得の金額（බ的年金等に係

るものを除く。）の計算に当たって、55୓෇（収入金額が55୓෇ᮍ‶の場合は収入金額

までの金額)を必要⤒㈝として᥍除する」ものである（措法27）。 

（ὀ） ᐙ内ປാ者とは、ᐙ内ປാ法第２条第２項に規定するᐙ内ປാ者にヱ当する個人をいい、そのᴗ務についてྠ居

のぶ᪘以外の者を౑用しないことをᖖែとするものをいう（措法27、措令18の２）。 

 

࠙設例ࠚ ≉例ࡿࡼ࡟ᡤᚓ㔠㢠のィ⟬ 

令和２年ศの収入が、外஺員に係る事ᴗ所得の収入金額として60୓෇（実額の必要⤒ 

㈝は12୓෇）、⤥୚所得に係る収入金額として30୓෇であった場合の所得金額の計算 

 、特例による事ᴗ所得は  ࠚ⟆࠙

① ⤥୚所得を᭷していることから、⤥୚所得᥍除額を᥍除したṧ額が事ᴗ所得の特例⤒ 

㈝となる。 

550�000෇－300�000෇�⤥୚所得᥍除額)＝250�000෇ 

② 特例適用による事ᴗ所得の金額 

600�000෇�事ᴗ所得の収入金額)－250�000෇＝350�000෇ 
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第７節 ᦆ┈通算及びᦆኻの⧞㉺᥍除 

 所得税は、⣡税者のその年ศに⏕じた所得を10✀㢮にศ㢮し、これを⥲合して課税する

⥲合課税をᘓ๓としている。しかし、第２節 所得税の課税ᶆ‽において述࡭たように、

㏥職所得の金額、ᒣᯘ所得の金額はศ㞳して課税することとࡉれており、᭦に租税特別措

置法により、ᅵᆅのㆡΏによる所得などもྠᵝに௚の所得とศ㞳して課税することとࡉれ

ている。 

 とこࢁで、ྛ✀所得の金額を計算して、その全部が㯮字となる場合には「一定の㡰ᗎ」

にᚑって合計し、「⥲所得金額」などを計算すればよいことになるが、ྛ✀所得の金額の

計算においてᦆኻ（㉥字）が⏕ずることもある。この節では、所得税法で規定している「ᦆ

┈通算」及び「ᦆኻの⧞㉺᥍除」について学習する。 

 

学習のポイント 

１ 「ᦆ┈通算」とは、どのようなものか 

２ 「ᦆኻの⧞㉺᥍除」とは、どのようなものか 

 

㸯 ᦆ┈㏻⟬ 

 「ᦆ┈㏻⟬」とは、その年中のྛ✀所得の金額の計算上「୙ື産所得、事ᴗ所得、ᒣ

ᯘ所得及びㆡΏ所得」の金額にᦆኻ（㉥字）が⏕じた場合、このᦆኻ額を௚の㯮字のྛ

✀所得の金額から᥍除することをいう（所法69）。 

⑴ ᦆ┈㏻⟬のᑐ㇟࠸࡞ࢀࡉ࡜ᦆኻ 

 次に掲げる所得及び所得の計算上⏕じたᦆኻの金額は、ᦆ┈通算の対㇟から除かれ

ている。 

イ 㓄当所得、⤥୚所得、一時所得、㞧所得の金額の計算上⏕じたᦆኻ（所法69①） 

なお、利Ꮚ所得、㏥職所得にはᦆኻは⏕じない。 

ࣟ ⏕活に通ᖖ必要でない資産に係るᦆኻ（所法69②、所令200） 

（ὀ）⏕活用ື産で政令に定めるもののㆡΏによるᦆኻはないものとࡳなࡉれる（所

法９②、所令25）。 

୙ື産所得の金額の計算上⏕じたᦆኻの金額のうち、ᅵᆅ等を取得するために要 ࣁ

した㈇മの利Ꮚの額に相当する金額（措法41の４、措令26の㸴） 

き事ᴗを行う民法⤌合等（外国におけるこれに㢮ఝするもの࡭୙ື産所得を⏕ず ࢽ

をྵࡴ。）の個人⤌合員（⤌合事ᴗに係る重要なᴗ務のᇳ行のỴ定に関୚し、ዎ⣙

を締⤖するための஺΅等を⮬らᇳ行する個人⤌合員を除く。）の当ヱ民法⤌合等に

係る୙ື産所得の金額の計算上⏕じたᦆኻ（措法41の４の２）など。 
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⑵ ᦆ┈㏻⟬の᪉ἲ 

⥲所得金額を、⤒ᖖ的にⓎ⏕する所得（利Ꮚ、㓄当、୙ື産、事ᴗ、⤥୚、㞧所

得（以ୗ「⤒ᖖࣉ－ࣝࢢ」という。））と、臨時的にⓎ⏕する所得（ㆡΏ、一時所

得（以ୗ「ㆡΏ࣭一時ࣉ－ࣝࢢ」という。））の二つのࣉ－ࣝࢢに༊ศして、次図

のとおり第１次通算、第２次通算、第３次通算の㡰ᗎで通算する（所令198）。 

 

ᦆ┈㏻⟬のᴫせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ὀ） １ 第１次通算で引きษれない⤒ᖖࣉ࣮ࣝࢢのᦆኻ額は、▷ᮇㆡΏ所得、㛗ᮇㆡΏ所得、一時所得の金額か

ら㡰次ᕪし引く。   

２ 㛗ᮇㆡΏ所得の金額及び一時所得の金額は、ᦆ┈通算ᚋの １�２にした金額が⥲所得金額に算入ࡉれる。 

３ 源泉ศ㞳課税の利Ꮚ所得及び確定⏦࿌をしないことを㑅ᢥした㓄当所得（第３節４ཧ↷）は、ᦆ┈通算

には関係しない（措法３、３の３、８の５）。 

４ ᅵᆅᘓ≀等のㆡΏによるศ㞳課税のㆡΏ所得の金額は、ᚑ᮶、ᦆ┈通算の対㇟とࡉれていたが、平成16

年１月１日以ᚋのㆡΏに係るものについては対㇟から除かれ、原則としてᦆ┈通算に関係しない（措法31

①ճ、32①մ、平16改正措法附則27）。 

５ ᰴᘧ等に係るㆡΏ所得等の金額及びඛ≀取引に係る㞧所得等の金額は、ᦆ┈通算には関係しない（措法

37の10①、41の14①）。 

㸴 平成21年ศ以ᚋ、上場ᰴᘧ等のㆡΏ所得等の金額の計算上⏕じたᦆኻの金額があるとき又はその年の๓

年以๓３年内にྛ年に⏕じた上場ᰴᘧ等のㆡΏᦆኻの金額があるときは、これらのᦆኻの金額を上場ᰴᘧ

等の㓄当所得の金額（⏦࿌ศ㞳課税を㑅ᢥしたものに限る。）から᥍除する。 

  

（図示） 

     （⥲ 所 得）      （ᒣᯘ所得）（㏥職所得） 

 

（⤒ᖖࣉ࣮ࣝࢢ）（ㆡΏ࣭一時ࣉ࣮ࣝࢢ） 

 利  Ꮚ      ㆡ   Ώ      ᒣᯘ所得  ㏥職所得 

 㓄  当 

  ୙ ື 産     一   時 

  事  ᴗ     第１次通算 

 ⤥  ୚ 

   㞧 

 第１次通算 

 

          第２次通算 

         第  ３  次  通  算 

（ഛ⪃）   でᅖんだ所得は、原則として、そのᦆኻ額を௚の所得金額と通算

できる所得である。 
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 㓄  当 

  ୙ ື 産     一   時 

  事  ᴗ     第１次通算 

 ⤥  ୚ 

   㞧 

 第１次通算 

          第２次通算 

         第  ３  次  通  算 

（ഛ⪃）   でᅖんだ所得は、原則として、そのᦆኻ額を௚の所得金額と通算

できる所得である。 

持出可
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࠙設例ࠚ ᦆ┈㏻⟬の௙᪉࣭⥲ᡤᚓ㔠㢠のィ⟬ 

 ྛ✀所得の金額は、次のとおりである。 

 ⤥୚所得の金額60୓෇、୙ື産所得の金額200୓෇、事ᴗ所得の金額15ڹ୓෇、㛗ᮇㆡΏ所得

の金額30ڹ୓෇、一時所得の金額70୓෇ 

 、所得金額は⥲ ࠚ⟆࠙

（⤒ᖖࣉ࣮ࣝࢢ）     ⤥୚所得 ୙ື産所得 事ᴗ所得 

    60୓෇ 㸩 200୓෇ － 15୓෇＝245୓෇ 

（ㆡΏ࣭一時ࣉ࣮ࣝࢢ） 一時所得 ㆡΏ所得 

    70୓෇ － 30୓෇＝40୓෇ 

  ⥲所得金額 245୓෇ 㸩 40୓෇ � １㸭２＝265୓෇ 

 以上の㡰ᗎにᚑってᦆ┈通算を行った⤖ᯝ、なお᥍除しきれないᦆኻの金額の合計額

をࠕ⣧ᦆኻの㔠㢠ࠖという（所法２①二༑஬）。 

 

㸰 ᦆኻの⧞㉺᥍㝖 

所得金額の計算は、一ᬺ年ࡈとのᮇ㛫計算をᘓ๓とし、その年に⏕じたᦆኻの金額は

⩣年以ᚋの所得金額の計算にᙳ㡪ࡉせないことを原則としている。 

 しかし、所得税法では、ᦆኻのⓎ⏕にకうᢸ税ຊの減ᑡを⪃៖して、ᬺ年計算の例外

として⩣年以ᚋ３年㛫のᦆኻの⧞㉺᥍除をㄆめている。これを「ᦆኻの⧞㉺᥍㝖」とい

う。 

⑴ ⣧ᦆኻの⧞㉺᥍㝖 

 ⣧ᦆኻの㔠㢠は、その⣧ᦆኻの⏕じた年ศの所得税について確定⏦࿌書（㟷Ⰽ⏦࿌

者の場合は㟷Ⰽ⏦࿌書）を提出し、かつ、それࡒれそのᚋにおいて㐃続して確定⏦࿌

書（⣧ᦆኻが⏕じた年ศにつき㟷Ⰽ⏦࿌書を提出している場合は、じᚋのྛ年ศにつ

いては㟷Ⰽ⏦࿌書であることを要しない。）を提出している限り、①㟷Ⰽ⏦࿌者は⣧

ᦆኻの金額の全てを、②ⓑⰍ⏦࿌者は⣧ᦆኻの金額のうちኚື所得のᦆኻと被災事ᴗ

用資産のᦆኻの金額を、⣧ᦆኻを⏕じた年の⩣年から３年㛫の⥲所得金額、ᅵᆅ等に

係る事ᴗ所得等の金額、㏥職所得金額又はᒣᯘ所得金額の計算上、これを᥍除する（所

法２①二༑஬、70、所令201、措法28の４յ二）。 

（ὀ）１ ⣧ᦆኻの⧞㉺᥍除は、その年ศの所得についてᦆ┈通算を行ったᚋに᥍除することになる（所令201三）。 

２ 平成10年１月１日から平成32年３月31日までの㛫にしたᅵᆅ等のㆡΏについてはᅵᆅのㆡΏ等に係る事

ᴗ所得等の課税の特例は適用ࡉれない（措法28の４ն）。 
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 以上の㡰ᗎにᚑってᦆ┈通算を行った⤖ᯝ、なお᥍除しきれないᦆኻの金額の合計額

をࠕ⣧ᦆኻの㔠㢠ࠖという（所法２①二༑஬）。 

㸰 ᦆኻの⧞㉺᥍㝖 

所得金額の計算は、一ᬺ年ࡈとのᮇ㛫計算をᘓ๓とし、その年に⏕じたᦆኻの金額は

⩣年以ᚋの所得金額の計算にᙳ㡪ࡉせないことを原則としている。 

 しかし、所得税法では、ᦆኻのⓎ⏕にకうᢸ税ຊの減ᑡを⪃៖して、ᬺ年計算の例外

として⩣年以ᚋ３年㛫のᦆኻの⧞㉺᥍除をㄆめている。これを「ᦆኻの⧞㉺᥍㝖」とい

う。 

⑴ ⣧ᦆኻの⧞㉺᥍㝖

⣧ᦆኻの㔠㢠は、その⣧ᦆኻの⏕じた年ศの所得税について確定⏦࿌書（㟷Ⰽ⏦࿌

者の場合は㟷Ⰽ⏦࿌書）を提出し、かつ、それࡒれそのᚋにおいて㐃続して確定⏦࿌

書（⣧ᦆኻが⏕じた年ศにつき㟷Ⰽ⏦࿌書を提出している場合は、じᚋのྛ年ศにつ

いては㟷Ⰽ⏦࿌書であることを要しない。）を提出している限り、①㟷Ⰽ⏦࿌者は⣧

ᦆኻの金額の全てを、②ⓑⰍ⏦࿌者は⣧ᦆኻの金額のうちኚື所得のᦆኻと被災事ᴗ

用資産のᦆኻの金額を、⣧ᦆኻを⏕じた年の⩣年から３年㛫の⥲所得金額、ᅵᆅ等に

係る事ᴗ所得等の金額、㏥職所得金額又はᒣᯘ所得金額の計算上、これを᥍除する（所

法２①二༑஬、70、所令201、措法28の４յ二）。 

（ὀ）１ ⣧ᦆኻの⧞㉺᥍除は、その年ศの所得についてᦆ┈通算を行ったᚋに᥍除することになる（所令201三）。 

２ 平成10年１月１日から平成32年３月31日までの㛫にしたᅵᆅ等のㆡΏについてはᅵᆅのㆡΏ等に係る事

ᴗ所得等の課税の特例は適用ࡉれない（措法28の４ն）。 

࠙設例ࠚ ᦆ┈㏻⟬の௙᪉࣭⥲ᡤᚓ㔠㢠のィ⟬ 

 ྛ✀所得の金額は、次のとおりである。 

 ⤥୚所得の金額60୓෇、୙ື産所得の金額200୓෇、事ᴗ所得の金額15ڹ୓෇、㛗ᮇㆡΏ所得

の金額30ڹ୓෇、一時所得の金額70୓෇ 

 、所得金額は⥲ ࠚ⟆࠙

（⤒ᖖࣉ࣮ࣝࢢ）     ⤥୚所得 ୙ື産所得 事ᴗ所得 

    60୓෇ 㸩 200୓෇ － 15୓෇＝245୓෇ 

（ㆡΏ࣭一時ࣉ࣮ࣝࢢ） 一時所得 ㆡΏ所得 

    70୓෇ － 30୓෇＝40୓෇ 

  ⥲所得金額 245୓෇ 㸩 40୓෇ � １㸭２＝265୓෇ 
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⑵ 㞧ᦆኻの⧞㉺᥍㝖 

 ྛ✀の所得᥍除のうち㞧ᦆ᥍除について、その年ศの所得金額から᥍除できなかっ

た᥍除୙㊊額（これを「㞧ᦆኻの㔠㢠」という。）は、そのᦆኻの⏕じた年の⩣年か

ら３年内の⥲所得金額、ᅵᆅ等に係る事ᴗ所得等の金額、ศ㞳課税の▷ᮇㆡΏ所得の

金額、ศ㞳課税の㛗ᮇㆡΏ所得の金額、ศ㞳課税の上場ᰴᘧ等に係る㓄当所得の金額、

ᰴᘧ等に係るㆡΏ所得等の金額、ඛ≀取引に係る㞧所得等の金額、ᒣᯘ所得金額又は

㏥職所得金額の計算上᥍除する（所法２①二༑භ、71、所令204、措法８の４ճ三、

28の４յ二、31ճ三、32մ、37の10ն஬、41の14②ᅄ）。 

 この⧞㉺᥍除の規定は、㞧ᦆኻの金額の⏕じた年ศの所得税について、確定⏦࿌書

を提出し、かつ、それࡒれそのᚋにおいて㐃続して確定⏦࿌書を提出している場合に

限り適用ࡉれる（所法71②）。 

（ὀ）１ 㞧ᦆኻの⧞㉺᥍除は、その年ศの所得について、ᦆ┈通算又は⣧ᦆኻの⧞㉺᥍除が行われる場合には、

これらの᥍除を行ったᚋに᥍除することとなる（所令204②）。 

２ 平成10年１月１日から平成32年３月31日までの㛫にしたᅵᆅ等のㆡΏについてはᅵᆅのㆡΏ等に係る事

ᴗ所得等の課税の特例は適用ࡉれない（措法28の４ն）。 

 

࠙参考ࠚ㸯 ᦆኻの⧞㉺᥍㝖➼のᴫせ 

 

 

 

 

 

    㸰 㟷Ⰽ⏦࿌ࠊⓑⰍ⏦࿌ูの⣧ᦆኻ及び㞧ᦆኻの⧞㉺᥍㝖 

༊ ศ ᦆኻの金額 ᕪし引くための要௳ 

㟷Ⰽ⏦࿌者 ① 㞧ᦆኻの金額 

② ⣧ᦆኻの金額 

 ᦆኻの⏕じた年の㟷Ⰽ⏦࿌書を提出し、

そのᚋ、㐃続して確定⏦࿌書を提出してい

ること（所法70մ、71②）。 

ⓑⰍ⏦࿌者 ① 㞧ᦆኻの金額 

② ⣧ᦆኻの金額のうち、

ኚື所得のᦆኻと被災

事ᴗ用資産のᦆኻ 

 ᦆኻの⏕じた年の確定⏦࿌書を提出し、

そのᚋ、㐃続して確定⏦࿌書をሐ出してい

ること（所法70մ、71②）。 

 
    㸱 㟷Ⰽ⏦࿌ࠊⓑⰍ⏦࿌ูの⣧ᦆኻの⧞ᡠࡿࡼ࡟ࡋ㑏௜ㄳồ 

༊ ศ ᦆኻの金額 ⧞ᡠしのための条௳ 

㟷Ⰽ⏦࿌者 ⣧ᦆኻの金額 

 

 ᦆኻの⏕じた年の㟷Ⰽ⏦࿌書をᮇ限内に

提出するとྠ時に、「㑏௜ㄳồ書」を提出

し、๓年ศについても㟷Ⰽ⏦࿌書を提出し

ていること（所法140մ）。 

ⓑⰍ⏦࿌者 適用できない  

 

⩣年以ᚋ３年㛫に⧞㉺し�所法70①②) 

๓年に⧞ᡠし、ṧ額は⩣年以ᚋ３年
㛫に⧞㉺し（所法140①） 

㑅 ᢥ
⣧ᦆኻの金額 

�所法２①二༑஬) 

㞧ᦆኻの金額 
�所法２①二༑භ) ⩣年以ᚋ３年㛫に⧞㉺し（所法71①） 

（㟷Ⰽ⏦࿌者に限る）
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⑵ 㞧ᦆኻの⧞㉺᥍㝖

ྛ✀の所得᥍除のうち㞧ᦆ᥍除について、その年ศの所得金額から᥍除できなかっ

た᥍除୙㊊額（これを「㞧ᦆኻの㔠㢠」という。）は、そのᦆኻの⏕じた年の⩣年か

ら３年内の⥲所得金額、ᅵᆅ等に係る事ᴗ所得等の金額、ศ㞳課税の▷ᮇㆡΏ所得の

金額、ศ㞳課税の㛗ᮇㆡΏ所得の金額、ศ㞳課税の上場ᰴᘧ等に係る㓄当所得の金額、

ᰴᘧ等に係るㆡΏ所得等の金額、ඛ≀取引に係る㞧所得等の金額、ᒣᯘ所得金額又は

㏥職所得金額の計算上᥍除する（所法２①二༑භ、71、所令204、措法８の４ճ三、

28の４յ二、31ճ三、32մ、37の10ն஬、41の14②ᅄ）。 

 この⧞㉺᥍除の規定は、㞧ᦆኻの金額の⏕じた年ศの所得税について、確定⏦࿌書

を提出し、かつ、それࡒれそのᚋにおいて㐃続して確定⏦࿌書を提出している場合に

限り適用ࡉれる（所法71②）。

（ὀ）１ 㞧ᦆኻの⧞㉺᥍除は、その年ศの所得について、ᦆ┈通算又は⣧ᦆኻの⧞㉺᥍除が行われる場合には、

これらの᥍除を行ったᚋに᥍除することとなる（所令204②）。 

２ 平成10年１月１日から平成32年３月31日までの㛫にしたᅵᆅ等のㆡΏについてはᅵᆅのㆡΏ等に係る事

ᴗ所得等の課税の特例は適用ࡉれない（措法28の４ն）。 

࠙参考ࠚ㸯 ᦆኻの⧞㉺᥍㝖➼のᴫせ 

    㸰 㟷Ⰽ⏦࿌ࠊⓑⰍ⏦࿌ูの⣧ᦆኻ及び㞧ᦆኻの⧞㉺᥍㝖

② ⣧ᦆኻの金額 

 ᦆኻの⏕じた年の㟷Ⰽ⏦࿌書を提出し、

そのᚋ、㐃続して確定⏦࿌書を提出してい

ること（所法70մ、71②）。 

② ⣧ᦆኻの金額のうち、

ኚື所得のᦆኻと被災

事ᴗ用資産のᦆኻ 

 ᦆኻの⏕じた年の確定⏦࿌書を提出し、

そのᚋ、㐃続して確定⏦࿌書をሐ出してい

ること（所法70մ、71②）。 

    㸱 㟷Ⰽ⏦࿌ࠊⓑⰍ⏦࿌ูの⣧ᦆኻの⧞ᡠࡿࡼ࡟ࡋ㑏௜ㄳồ

提出するとྠ時に、「㑏௜ㄳồ書」を提出

し、๓年ศについても㟷Ⰽ⏦࿌書を提出し

ていること（所法140մ）。 

⩣年以ᚋ３年㛫に⧞㉺し�所法70①②)

๓年に⧞ᡠし、ṧ額は⩣年以ᚋ３年
㛫に⧞㉺し（所法140①） 

㑅 ᢥ
⣧ᦆኻの金額 

�所法２①二༑஬) 

㞧ᦆኻの金額 
�所法２①二༑භ) 

（㟷Ⰽ⏦࿌者に限る）

持出可
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第５章 所得᥍除 

 

第１節 所得᥍除の✀㢮と意⩏ 

 所得税の税額は、課税ᶆ‽から所得᥍除をしたᚋの「課税所得金額」に税率を乗じ

て計算ࡉれる。 

 この節では、課税ᶆ‽からᕪし引かれる所得᥍除の✀㢮と意⩏について学習する。 

 

学習のポイント 

１ 所得᥍除の✀㢮は、どのようになっているのか 

２ 所得᥍除ไ度の目的はఱか 

 

 

㸯 ᡤᚓ᥍㝖の✀㢮 

 所得税額の計算上、⥲所得金額等からᕪし引かれるྛ✀の所得᥍除は、次の14✀

㢮である。 

 これらの᥍除を⥲⛠して「ᡤᚓ᥍㝖」という（所法72㹼86）。 

㹙所得᥍除の✀㢮㹛 

①㞧ᦆ᥍除、②་⒪㈝᥍除、ճ♫఍保㝤ᩱ᥍除、մ小規ᶍ௻ᴗඹ῭等᥃金᥍除、

յ⏕࿨保㝤ᩱ᥍除、նᆅ震保㝤ᩱ᥍除、շᐤ附金᥍除、ո㞀ᐖ者᥍除、չᐻ፬（ᐻ

ኵ）᥍除、պ໅ປ学⏕᥍除、ջ㓄അ者᥍除、ռ㓄അ者特別᥍除、սᢇ㣴᥍除、վ

基♏᥍除 

 

㸰 ᡤᚓ᥍㝖の┠ⓗ 

所得᥍除は、⣡税者及びそのᢇ㣴ぶ᪘のୡᖏ構成に対する㓄៖、その௚⣡税者の

個人的事᝟に適合したᛂ⬟㈇ᢸの実現を図るなどの目的で設けられている。 
 

ไ度の目的等 所 得 ᥍ 除 の ✀ 㢮 

 ᢸ税ຊ࡬のᙳ㡪を⪃៖するためのもの 㞧ᦆ᥍除、་⒪㈝᥍除 

 ♫఍政策上の要ㄳによるもの ♫఍保㝤ᩱ᥍除、小規ᶍ௻ᴗඹ῭等᥃金᥍除、⏕࿨保㝤
ᩱ᥍除、ᆅ震保㝤ᩱ᥍除、ᐤ附金᥍除 

 個人的事᝟を⪃៖するためのもの 㞀ᐖ者᥍除、ᐻ፬（ᐻኵ）᥍除、໅ປ学⏕᥍除 

 課税最ప限を保㞀するためのもの 㓄അ者᥍除、㓄അ者特別᥍除、ᢇ㣴᥍除、基♏᥍除 

 

 

持出可
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第２節 各種所得控除の内容

この節では、前節で述べた 種類の所得控除の内容について学習する。

学習のポイント

１ 各種所得控除の内容と適用範囲及び控除される金額は、どのようになって

いるのか

２ 確定申告書への記載及び関係書類の添付等は、どのようになっているのか

１ 雑損控除

⑴ 雑損控除

イ 令和元年分以前

居住者又はその者と生計を一にする親族（その年分の総所得金額等が基礎控

除額以下の者）の有する資産について、災害、盗難又は横領によって損害を受

けた場合や災害に関連してやむを得ない支出をした場合に控除される（所法 、

旧所令 、 ）。

（注）１ 親族とは、民法 に規定する者（６親等内の血族、配偶者、３親等内の姻族、「 扶養控除」の参考参照）をい

う。

２ 「総所得金額等」とは、次の⑴と⑵の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額である。

※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額である。

⑴ 利子所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額（損益通

算後の金額）

⑵ 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額（損益通算後の金額）の２分の１の金額

ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいう。

①純損失や雑損失の繰越控除、②居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、③特定居住用財産の譲渡

損失の繰越控除、④上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、⑤特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越

控除、⑥先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

ロ 令和２年分以降

居住者又はその者と生計を一にする親族（その年分の総所得金額等が 万円

以下の者）の有する資産について、災害、盗難又は横領によって損害を受けた

場合や災害に関連してやむを得ない支出をした場合に控除される（所法 、所

令 、 ）。

⑵ 雑損控除が適用される資産の範囲及び損失の発生原因

イ 雑損控除の対象となる資産は、原則として、生活に通常必要な資産である。

ロ 損失の発生原因は、「災害」、「盗難」又は「横領」に限定されている。

（注） 次に掲げる資産に係る損失は、雑損控除の対象とならない。

① 棚卸資産
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② 事ᴗ用ᅛ定資産及び⧞ᘏ資産 

ճ ᒣᯘ 

մ ⏕活に通ᖖ必要でない資産（所令178①） 

ং ➇㉮㤿その௚ᑕこう的行Ⅽのᡭẁとなるື産 

ফ ୺として㊃࿡、ፗᴦ又は保㣴の目的で所᭷する୙ື産 

চ ୺として㊃࿡、ፗᴦ、保㣴又は㚷㈹の目的で所᭷する୙ື産以外の資産 

খ ⏕活の用に౪するື産で、次のもの 

                                                                                   

 

 

                                          

 

 

 ⑶ ᦆኻの㔠㢠 

ᦆኻの金額は、①資産についてཷけたᦆኻの額、②災ᐖ等に関㐃してやࡴを得ず

支出した金額（以ୗ「災ᐖ関㐃支出」という）の合計額から、保㝤金、ᦆᐖ㈺償金

等によって⿵ሲࡉれる部ศの金額を除いた金額となる（所法72①、所令206①）。 
 
①資産についてཷけたᦆኻ額 

（被災直๓の⡙価又は時価－被災直ᚋの時価）

           㸩 

②災ᐖ等に関㐃してやࡴを得ず支出した金額 

（災ᐖ関㐃支出） 

－ 保㝤金等 

（ὀ）１ 資産についてཷけたᦆኻの額は、ᦆኻをཷけた時の直๓におけるその資産の価額�時価)又は原価（⡙価）を基♏と

して計算する（所令206ճ）。 

   ２  災ᐖ関㐃支出の金額とは、所令206①で規定する災ᐖによりᦆቯした住Ꮿ、ᐙ財などの取ቯし㈝用、除ཤ㈝用など

災ᐖに関㐃して支出したやࡴを得ない㈝用のうち令206①ᅄを除く部ศをいう（所令206②）。 

３ 保㝤金等がᦆᐖ額を㉸㐣した場合は、その㉸㐣額は非課税所得となる（所法９①༑୐、所令30二）。 

⑷ ᥍㝖㢠のィ⟬ 

㞧ᦆ᥍除の᥍除額は、災ᐖ関㐃支出の金額の᭷↓等の༊ศにᛂじ、次のとおり 

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㇟㞧ᦆ᥍除対ۑ

�㞧ᦆ᥍除対㇟外 

ୗ記以外のもの 
 

⏕活用

ື 産 

⏕活に通ᖖ

必要なື産 
１個又は１⤌の価額が
30୓෇を㉸える㈗金
ᒓ、書⏬、㦵とう等 ⏕活に通ᖖ必

要でない資産 

⏕活に通ᖖ必要でないື産 

⏕活に通ᖖ
必要な資産 
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   ࠙計算ᘧ（税法ࠚ）  

༊   ศ ᥍   除   額 

 その年のᦆኻの金額のうちに、

災ᐖ関㐃支出の金額がない場合

又は５୓෇以ୗの場合 

ᦆኻの金額－⥲所得金額等�１㸭10 

 その年のᦆኻの金額のうちに、

５୓෇を㉸える災ᐖ関㐃支出の金

額がある場合 

ᦆኻの金額－次のいずれかపい金額 

①ᦆኻの金額－�災ᐖ関㐃支出の金額－５୓෇) 

②⥲所得金額等�１㸭10 

 その年のᦆኻの金額が全て災ᐖ

関㐃支出の金額である場合 

ᦆኻの金額－次のいずれかపい金額 

①５୓෇ 

②⥲所得金額等�１㸭10 

 

࠙計算ᘧ（⡆౽法ࠚ）  

             －         �10 㸣  = 

                                           

                 －         = 

                                

    

࠙ཧ⪃法令࣭通達␒号ࠚ 

所令９、所基通72－３、72－４ 

࠙設例ࠚ 㞧ᦆ᥍㝖の㢠のィ⟬ （༢఩㸸෇） 

１ օ ⥲所得金額等の合計額  2�000�000 

ֆ 被 ᐖ 額        2�460�000 

և 災ᐖ関㐃支出額        40�000 

ֈ ᦆᐖ⿵ሲ額         100�000 

 

（計算） 

災ᐖ関㐃支出ӌ50�000෇だから 

 ᦆኻの金額 2�460�000㸩40�000－100�000＝2�400�000 

 㞧ᦆ᥍除の額 2�400�000－2�000�000�１㸭10＝2�200�000 

ͤ⧞㉺額 2�000�000－2�200�000＝200�000ڹ 

引きษれなかった200�000෇については、⩣年以降３年㛫に⧞り㉺して᥍除できる。 

 

㸿 と 㹀 の 
いずれか多
い方の金額 

㸿⥲所得金額等

の合計額 
ᦆኻの金額 

ᦆኻの金額のうち災ᐖ関㐃支

出の金額 ５୓෇ 㹀
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２ օ ⥲所得金額等の合計額  3�000�000 

ֆ 被 ᐖ 額         700�000 

և 災ᐖ関㐃支出額       150�000 

ֈ ᦆᐖ⿵ሲ額         500�000 

 

（計算） 

災ᐖ関㐃支出㸼50�000෇だから 

 ᦆኻの金額  700�000㸩150�000－500�000＝350�000 

 㞧ᦆ᥍除の額 350�000－�150�000－50�000)＝250�000ׇ͐͐ 

        3�000�000�1㸭10＝300�000͐͐͐͐͐͐͐׈ 

        ׇ㸺׈だから 

        350�000－250�000＝100�000 

 

  

持出可
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㸰 ་⒪㈝᥍㝖 

  ་⒪㈝᥍除については、ᚑ᮶の་⒪㈝᥍除（所法73）のほか、平成29年ศから་

⒪㈝᥍除の特例（措法41の17の２）が๰設ࡉれている（重」適用୙ྍ）。 

⑴  ་⒪㈝᥍㝖 

   居住者が、ྛ年において、⮬ᕫ又は⮬ᕫと⏕計を一にする㓄അ者その௚のぶ᪘

に係る་⒪㈝を支払った場合に᥍除ࡉれる（所法73）。 

  イ 対㇟となる་⒪㈝ 

    ་⒪㈝᥍除の対㇟となる་⒪㈝とは、次に掲げるものの対価のうち、その⑓

≧にᛂじて一⯡的に支出ࡉれるỈ‽をⴭしく㉸えない部ศの金額である（所法

73②、所令207）。 

   �㺐) ་ᖌ又はṑ⛉་ᖌによるデ⒪又は἞⒪ 

   �㺹) ἞⒪又は⒪㣴に必要な་⸆ရの㉎入 

   �㺨) ⑓㝔、デ⒪所又はຓ産所࡬収容ࡉれるための人的ᙺ務の提౪ 

�㺤) あんᦶ࣭࣐ッ࣭ࢪ࣮ࢧᣦᅽᖌ、はりᖌ、きࡹうᖌ等又はᰂ㐨ᩚ復ᖌによる

施⾡ 

   �㺬) 保೺ᖌ、┳ㆤᖌ又は෸┳ㆤᖌによる⒪㣴上のୡヰ 

   �㺫) ຓ産ᖌによるศ࡭んの௓ຓ 

�㺢) ௓ㆤ⚟♴ኈによるၻ⑱྾引等及びㄆ定特定行Ⅽᴗ務ᚑ事者による特定行Ⅽ

に係る㈝用 

ࣟ ་⒪㈝ุ定の留意事項 

   �㺐) ೺ᗣቑ㐍や⑌⑓ண㜵などのための་⸆ရ（࣑ࢱࣅン๣等）の㉎入㈝は、་

⒪㈝とはならない。 

�㺹) ἞⒪のためのᩚᙧ外⛉ᡭ⾡の㈝用はㄆめられるが、⨾容ᩚᙧの㈝用はㄆめ

られない。 

�㺨) ೺ᗣデ᩿のための㈝用（人㛫ࢻック）は་⒪㈝とはならないが、その೺ᗣ

デ᩿により重大な⑌⑓がⓎぢࡉれ、かつ、引き続きその⑌⑓の἞⒪をした場

合には、その೺ᗣデ᩿の㈝用も་⒪㈝にヱ当する。 

�㺤) 入㝔中等にᰤ㣴㣗ရなどとして㉎入するᯝ≀、∵ஙなどの㈝用は、་⒪㈝と

はならない㹿 

 ᥍除額の計算 ࣁ

   次の計算ᘧによって計算した金額が᥍除額となる。 

  

 

 

 

 

保㝤金等
で⿵ሸࡉ
れる金額

་⒪㈝᥍除額
 �最㧗200୓෇)

①と②のいずれかᑡない方の金額
  ①10୓෇
  ②「⥲所得金額等」�５㸣

＝

その年中に
支払った
་⒪㈝の⥲額
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（ὀ）１ 支払った་⒪㈝とは、その年中に現実に支払った金額である。ᮍ払の金額は᥍除の対㇟にならない。 

２ ⿵ሲࡉれる金額とは、೺ᗣ保㝤⤌合、ඹ῭⤌合等から支⤥をཷける㧗額⒪㣴㈝、㓄അ者ศፔ㈝等の⤥௜金やᦆᐖ保㝤࣭

⏕࿨保㝤ዎ⣙等に基づき་⒪㈝の⿵ሲを目的として支払をཷけるയᐖ㈝用保㝤、入㝔㈝⤥௜金等をいう。 

  なお、೺ᗣ保㝤⤌合等から支⤥をཷけるものであっても、യ⑓ᡭ当金又は出産ᡭ当金は⿵ሲࡉれる金額にはヱ当しない。 

３ ⿵ሲࡉれる金額は、その⤥௜の目的となった་⒪㈝の金額を限度としてᕪし引き、引ききれない金額が⏕じた場合で

あっても௚の་⒪㈝からᕪし引く必要はない。 

    なお、⿵ሲࡉれる金額が、⤥௜の目的となった་⒪㈝より多かった場合、当ヱ上ᅇる部ศの金額は、㌟体のയᐖ等に

基ᅉして支払われるものであり、非課税である。 

４ ⿵ሲࡉれる金額が、確定⏦࿌書を提出するときまでに確定していない場合には、その⿵ሲࡉれるぢ㎸額を支払った་

⒪㈝からᕪし引く（ᚋ日、ྲཱྀ 取った⿵ሲ金の額がぢ㎸額と␗なる場合、ಟ正⏦࿌又は᭦正のㄳồのᡭ続によりゞ正する。）。 

    ࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通73－１㹼73－10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ ་⒪㈝᥍㝖の≉例㸦࣮ࢣ࢕ࢹ࣓ࣇࣝࢭシࣙン税ไ㸧 

 居住者が⮬ᕫ又は⮬ᕫと⏕計を一にする㓄അ者その௚のぶ᪘に係る①特定一⯡

用་⸆ရ等㉎入㈝を支払い、②その年中に೺ᗣの保ᣢቑ㐍及び⑌⑓のண㜵࡬の取

⤌を行っている場合に᥍除ࡉれる（措法41の17の２）。 

ͤ 平成29年1月1日から令和３年12月31日までの㛫に特定一⯡用་⸆ရ等㉎入㈝を支払った場合等に適用できる。 

 イ 対㇟となる要௳ 

      次の�㺐)、�㺹)のいずれにもヱ当する必要がある。 

   �㺐) 特定一⯡用་⸆ရ等の㉎入 

     特定一⯡用་⸆ရ等とは、་ᖌによってฎ方ࡉれる་⸆ရ（་⒪用་⸆ရ）

から、ࣛࢻッࢫࢢト࢔で㉎入できる㹍㹒㹁་⸆ရに㌿用ࡉれた་⸆ရ（ࢫイ

ッチ㹍㹒㹁་⸆ရ）であること 

࠙設例ࠚ ་⒪㈝᥍㝖の㢠のィ⟬                        （༢఩㸸෇）

１ 通ᖖの場合 

⥲所得金額等の合計額  3�000�000 

་⒪㈝支払額       500�000 

⿵ሸ額           60�000 

（計算） 

3�000�000�
5

100
 㸼100�000͐͐100�000 

�500�000－60�000)－100�000＝340�000�་⒪㈝᥍除額) 

２ 限度額㉸㐣の場合 

⥲所得金額等の合計額  2�500�000 

་⒪㈝支払額      2�300�000 

（計算） 

2�500�000�
5

100
 㸼100�000͐͐100�000 

2�300�000－100�000＝2�200�000 Ѝ 2�000�000（་⒪㈝᥍除額） 

この場合は、᥍除限度額200୓෇を㉸㐣する20୓෇は᥍除がㄆめられない。 
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�ὀ)１ 対㇟となるၟရには、㉎入の際の㡿収書等に࣮ࢣ࢕ࢹ࣓ࣇࣝࢭシࣙン税ไの対㇟ၟရである᪨の表示があり、

具体的には、ཌ⏕ປാ省࣮࣒࣮࣍࣌ࢪに掲載ࡉれている。 

２  一部の対㇟་⸆ရについては、その་⸆ရのࣃッࢪ࣮ࢣに࣮ࢣ࢕ࢹ࣓ࣇࣝࢭシࣙン税ไの対㇟である᪨を示す

識別࣐࣮クが掲載ࡉれている。 

   �㺹) ೺ᗣの保ᣢቑ㐍等࡬の取⤌ 

その年中に次のいずれかの取⤌を行っていること 

     ① 保㝤者（೺ᗣ保㝤⤌合、ᕷ༊⏫ᮧ国保等）が実施する೺ᗣデᰝ࠙人㛫

 ࠚ᳨)デ等�ック、ྛ✀೺ࢻ

     ② ᕷ༊⏫ᮧが೺ᗣቑ㐍事ᴗとして行う೺ᗣデᰝ࠙⏕活保ㆤཷ⤥者等を対

㇟とする೺ᗣデᰝࠚ 

     ճ ண㜵᥋✀࠙定ᮇ᥋✀、イン࢚ࣝࣇン࣡ࢨクチンのண㜵᥋✀ࠚ 

     մ ໅務ඛで実施する定ᮇ೺ᗣデ᩿࠙事ᴗ୺᳨デࠚ 

     յ 特定೺ᗣデᰝ（いわࡺる᳨࣓࣎ࢱデ）、特定保೺ᣦᑟ 

     ն ᕷ⏫ᮧが೺ᗣቑ㐍事ᴗとして実施するがん᳨デ 

ࣟ ᥍除額の計算 

     次の計算ᘧによって計算した金額が᥍除額となる。 

  

 

  

 

㸱 ♫఍ಖ㝤ᩱ᥍㝖 

⑴ ♫఍ಖ㝤ᩱ᥍㝖 

 居住者が、ྛ 年において、⮬ᕫ又は⮬ᕫと⏕計を一にする㓄അ者その௚のぶ᪘の

㈇ᢸす࡭き♫఍保㝤ᩱを支払った場合、又は⤥୚から᥍除ࡉれる場合に᥍除ࡉれ

る（所法74①）。 

⑵ ᥍㝖のᑐ㇟ࡿ࡞࡜♫఍ಖ㝤ᩱ 

 ᥍除の対㇟となる♫఍保㝤ᩱは、①೺ᗣ保㝤法、②国民೺ᗣ保㝤法、ճཌ⏕年金

保㝤法、մ国ᐙබ務員ඹ῭⤌合法、յ௓ㆤ保㝤法、ն国民年金法などの規定による

保㝤ᩱ又は᥃金などに限られている（所法74②、所令208）。 

⑶ ᥍㝖㢠のィ⟬ 

ྛ年において支払った金額又は⤥ᩱから᥍除ࡉれる金額が᥍除額となる。 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通74࣭75－１㹼74࣭75－㸴 

 

 

その年中に支払っ
た特定一⯡用་⸆
ရ㉎入㈝の合計額

 保㝤金等で
 ⿵ሸࡉれる
 金額

 ་⒪㈝᥍除額
 �最㧗8�8୓෇)

1�2୓෇ ＝
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㸲 ᑠつᶍ௻ᴗඹ῭➼᥃㔠᥍㝖 

⑴ ᑠつᶍ௻ᴗඹ῭➼᥃㔠᥍㝖 

 居住者が、ྛ年において、小規ᶍ௻ᴗඹ῭等᥃金を支払った場合に᥍除ࡉれる

（所法75①）。 

⑵ ᥍㝖のᑐ㇟ࡿ࡞࡜ᑠつᶍ௻ᴗඹ῭➼᥃㔠 

 ᥍除の対㇟となる小規ᶍ௻ᴗඹ῭等᥃金は、①小規ᶍ௻ᴗඹ῭法第２条第２項

に規定するඹ῭ዎ⣙に基づく᥃金、②確定拠出ᆺ年金法第３条第３項第７の２に

規定する௻ᴗᆺ年金ຍ入者᥃金、ճ確定拠出年金法第55条第２項第４項に規定す

る個人ᆺ年金ຍ入者᥃金及びմ心㌟㞀ᐖ者ᢇ㣴ඹ῭ไ度の᥃金が対㇟となる（所

法75②）。 

⑶ ᥍㝖㢠のィ⟬ 

  ྛ年において支払った小規ᶍ௻ᴗඹ῭等᥃金の金額が᥍除額となる。 

 

㸳 ⏕࿨ಖ㝤ᩱ᥍㝖 

⑴ ⏕࿨ಖ㝤ᩱ᥍㝖 

居住者が、ྛ年において、⏕࿨保㝤ዎ⣙、௓ㆤ་⒪保㝤ዎ⣙及び個人年金保㝤ዎ⣙に

係る保㝤ᩱ等を支払った場合に᥍除ࡉれる（所法76）。 

⑵ ᑐ㇟ࡿ࡞࡜ಖ㝤ᩱ➼ 

この᥍除の対㇟となる保㝤ᩱ等は、①᪂⏕࿨保㝤ዎ⣙等に係る保㝤ᩱ又は᥃金、

②௓ㆤ་⒪保㝤ዎ⣙等に係る保㝤ᩱ又は᥃金、ճ᪂個人年金保㝤ዎ⣙等に係る保

㝤ᩱ又は᥃金、մ旧⏕࿨保㝤ዎ⣙等に係る保㝤ᩱ又は᥃金、յ旧個人年金保㝤ዎ

⣙等に係る保㝤ᩱ又は᥃金をいう。 

 

 

 

 

  �ὀ)１ ᪂⏕࿨保㝤ዎ⣙等とは、平成24年１月１日以ᚋに締⤖した⏕࿨保㝤ዎ⣙、⡆易保㝤ዎ⣙等で、ዎ⣙に基づく保㝤金等の

ཷ取人の全てを⏕࿨保㝤ᩱの支払者又はその㓄അ者とその௚のぶ᪘とするものをいう（所法76յ）。 

     なお、平成23年12月31日以๓に締⤖ࡉれた⏕࿨保㝤ዎ⣙等については、旧⏕࿨保㝤ዎ⣙等という（所法76ն）。 

２ ௓ㆤ་⒪保㝤ዎ⣙等とは、平成24年１月１日以ᚋに締⤖した⏕࿨保㝤ዎ⣙、⡆易保㝤ዎ⣙等で、⑌⑓又は㌟体のയᐖ等

の事⏤に基ᅉして当ヱዎ⣙等に基づく保㝤金等のཷ取人の全てを௓ㆤ་⒪保㝤ᩱの支払者又はその㓄അ者とその௚のぶ᪘

とするものをいう（所法76շ）。 

３ ᪂個人年金保㝤ዎ⣙等とは、⏕࿨保㝤ዎ⣙等のうち、平成24年１月１日以ᚋに締⤖するもので、次の要௳を‶たすもの

をいう（所法76ո）。 

① 年金のཷ取人は、個人年金保㝤ᩱの支払者又はその㓄അ者であること 

② 個人年金保㝤ᩱの払㎸ࡳは、年金支払㛤ጞ๓10年以上のᮇ㛫にわたって定ᮇ的に行うものであること 

ճ 年金の支払は、年㱋が60ṓに達した日以ᚋ10年以上のᮇ㛫又は⏕Ꮡしているᮇ㛫にわたって定ᮇに行うものであること 

なお、平成23年12月31日以๓に締⤖ࡉれた個人年金保㝤ዎ⣙等については、旧個人年金ዎ⣙等という（所法76չ）。 

 ⏕࿨保㝤 ௓ㆤ་⒪保㝤 個人年金保㝤 

᪂ ዎ ⣙ ① ② ճ 

旧 ዎ ⣙ մ － յ 

持出可
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⑶ ᥍㝖㢠のィ⟬ 

イ ᥍除額 

᥍除額は、次の�㺐)又は�㺹)によって計算した金額である。 

なお、「年㛫の支払保㝤ᩱ等」の算出に当たっては、その年の๫వ金のศ㓄ⱝ

しくは๭ᡠ金の๭ᡠし等を᥍除する。 

   �㺐) ᪂ዎ⣙（平成24年１月１日以ᚋに締⤖した保㝤ዎ⣙等）に基づく場合 

   ࠝ①᪂⏕࿨保㝤、②௓ㆤ་⒪保㝤、ճ᪂個人年金保㝤ࠞ 

年㛫の支払保㝤ᩱ等 ᥍ 除 額（税法） ᥍ 除 額（⡆౽法） 

20�000෇以ୗ 支払保㝤ᩱ等の全額 

20�000෇㉸  

40�000෇以ୗ 

20�000෇㸩 

（支払保㝤ᩱ等－20�000෇）�1�2
支払保㝤ᩱ等�1�2㸩10�000෇

40�000෇㉸  

80�000෇以ୗ 

30�000෇㸩 

（支払保㝤ᩱ等－40�000෇）�1�4
支払保㝤ᩱ等�1�4㸩20�000෇

40�000෇以ୗ （支払保㝤ᩱ等－20�000෇）�1�2

80�000෇㉸ 一律40�000෇ 

80�000෇以ୗ （支払保㝤ᩱ等－40�000෇）�1�4

   �㺹) 旧ዎ⣙（平成23年12月31日以๓に締⤖した保㝤ዎ⣙等）に基づく場合 

ࠝմ旧⏕࿨保㝤、յ旧個人年金保㝤ࠞ 

年㛫の支払保㝤ᩱ等 ᥍ 除 額（税法） ᥍ 除 額（⡆౽法） 

25�000෇以ୗ 支払保㝤ᩱ等の全額 

25�000෇㉸ 

     50�000෇以ୗ 

25�000෇㸩 

（支払保㝤ᩱ等－25�000෇）�1�2
支払保㝤ᩱ等�1�2㸩12�500෇

50�000෇㉸ 

     100�000෇以ୗ 

37�500෇㸩 

（支払保㝤ᩱ等－50�000෇）�1�4
支払保㝤ᩱ等�1�4㸩25�000෇

     50�000෇以ୗ （支払保㝤ᩱ等－25�000෇）�1�2

100�000෇㉸ 一律50�000෇ 

     100�000෇以ୗ （支払保㝤ᩱ等－50�000෇）�1�4

ࣟ 限度額 

�㺐) ⏕࿨保㝤及び個人年金保㝤については、᪂ዎ⣙、旧ዎ⣙の୧方をྠ時に適 

用した場合の限度額は４୓෇であるが、旧ዎ⣙のࡳを適用した場合は５୓෇

となる。 

   �㺹) ྛ᥍除額の合計額が12୓෇を㉸える場合には、12୓෇となる�所法76մ)。 

 

 

 

 

 

 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通76－１㹼76－８ 

࠙⏕࿨ಖ㝤ࠚ  㸩     ࠙௓ㆤಖ㝤ࠚ  㸩     ࠙ಶேᖺ㔠ಖ㝤ࠚ 

① ᪂ዎ⣙のࡳ

（限度額４୓෇）

 ② ᪂ዎ⣙ 

（限度額４୓෇）

ճ ᪂ዎ⣙のࡳ

（限度額４୓෇）

 

㸩 
 ୧方適用 

（限度額４୓෇）

 
㸩 

୧方適用 

（限度額４୓෇）

մ 旧ዎ⣙のࡳ

（限度額５୓෇）

  յ 旧ዎ⣙のࡳ

（限度額５୓෇）

 

     

              全体の適用限度額 12୓෇ 
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㸴 ᆅ㟈ಖ㝤ᩱ᥍㝖 

⑴ ᆅ㟈ಖ㝤ᩱ᥍㝖 

 居住者が、ྛ 年において、ᆅ震ⱝしくはᄇⅆ又はこれらによるὠἼを直᥋又は㛫

᥋の原ᅉとするⅆ災、ᦆቯ、ᇙἐ又はὶኻによるᦆᐖ（以ୗ「ᆅ震等」という。）

により、一定の資産について⏕じたᦆኻの額をてん⿵する保㝤金又はඹ῭金が支払

われるᦆᐖ保㝤ዎ⣙等に係るᆅ震等ᦆᐖ部ศの保㝤ᩱ又は᥃金を支払った場合に

᥍除ࡉれる（所法77）。 

⑵ ᥍㝖のᑐ㇟ࡿ࡞࡜ᆅ㟈ಖ㝤ᩱ 

 ᥍除の対㇟となるᆅ震保㝤ᩱとは、居住者又は居住者と⏕計を一にする㓄അ者

その௚のぶ᪘が所᭷するᐙᒇでᖖ時その居住の用に౪するもの又は⏕活用ື産を

保㝤又はඹ῭の目的とし、かつ、ᆅ震等ᦆᐖをてん⿵する部ศの保㝤ᩱ又は᥃金を

いう。 

⑶ ᥍㝖㢠のィ⟬ 

 ᥍除額は、次の༊ศにᛂじて計算した金額である。 

なお、ྛ 支払保㝤ᩱの算出に当たっては、その年の๫వ金のศ㓄ⱝしくは๭ᡠ金

の๭ᡠしを᥍除する。 

 また、一定の㛗ᮇᦆᐖ保㝤ዎ⣙等については、⤒㐣措置により、改正๓の㛗ᮇᦆ

ᐖ保㝤ᩱ᥍除とྠᵝの計算による᥍除額（最㧗15�000෇。ᆅ震保㝤ᩱ᥍除と合わ

せて最㧗50�000෇）を᥍除する（平18改正所法附則10）。 
 

༊    ศ ᥍   除   額 

①ᆅ震保㝤 支払保㝤ᩱ（㸿）（最㧗50�000෇） 

②㛗ᮇᦆᐖ保㝤

次のᘧによる算出額（㹀） 

支払保㝤ᩱ ᥍除額（税法） ᥍除額（⡆౽法） 

10�000෇以ୗ その支払金額 

10�000෇㉸ 

20�000෇以ୗ

10�000෇㸩 

�支払保㝤ᩱ－10�000෇)�1�2

支払保㝤ᩱ�1�2 

㸩5�000෇ 

20�000෇㉸ 15�000෇ 
 

ճ ①と②の୧
方がある場合 

㸿㸩㹀 （最㧗50�000෇） 

（ὀ）１ 一定の㛗ᮇᦆᐖ保㝤ዎ⣙等とは、平成18年12月31日までに締⤖した改正๓のᦆᐖ保㝤ᩱ᥍除に係る旧所得税法第77条

第１項に規定するᦆᐖ保㝤ዎ⣙等で、次の要௳を全て‶たすものをいう。 

① ‶ᮇ㏉ᡠ金を支払う᪨の特⣙があるもの 

② 保㝤ዎ⣙又はඹ῭ᮇ㛫が10年以上であるもの 

ճ 平成19年１月１日以降にᦆᐖ保㝤ዎ⣙等のኚ᭦をしていないもの 

մ 当ヱᦆᐖ保㝤ዎ⣙等の保㝤ᮇ㛫又はඹ῭ᮇ㛫のጞᮇ（これらのᮇ㛫の定めがない場合はຠຊの⏕じる日）が平成19

年１月１日以降でないもの 

２ 例えば、「ᘓ≀᭦⏕ඹ῭」などのド明書にᆅ震保㝤ᩱと㛗ᮇᦆᐖ保㝤ᩱが併記ࡉれ、なおかつ、平18改正所法附則10ճ

一又は二に規定するዎ⣙のいずれにもヱ当する場合は、ᆅ震保㝤ᩱか㛗ᮇᦆᐖ保㝤ᩱのいずれか一のዎ⣙のࡳにヱ当す

るものとして計算する。 

持出可



第５章 所得᥍除 

 

－101－ 

㸵 ᐤ㝃㔠᥍㝖 

⑴ ᐤ㝃㔠᥍㝖 

 居住者が、ྛ年において、特定ᐤ附金を支出した場合に᥍除ࡉれる�所法78）。 

⑵ ୺࡞≉ᐃᐤ㝃㔠  

イ 一⯡のもの 

学ᰯの入学に関してするもの及び国又はᆅ方බඹᅋ体に対するᐤ附金でその

ᐤ附をした人がそのᐤ附によって設けられた設ഛを専ᒓ的に利用することその

௚特別の利┈がそのᐤ附をした者に及ࡪとㄆめられるものを除く（所法78②）。 

根 拠 法 特 定 ᐤ 附 金 の ⠊ ᅖ 
⏦ ࿌ の 際 の

ῧ ௜ 書 㢮

所法78② 

所令215㹼217の２ 

 

 

 

国又はᆅ方බඹᅋ体に対するᐤ附金（いわࡺる「ࡩるࡉと

⣡税」もこれにヱ当する。） 
 

 

 

 

㡿収書 

 

 

 

 

බ┈法人などに対するᐤ附金で財務大⮧がᣦ定したもの 

ྑ
に
掲
げ
る
බ
┈
の
ቑ
㐍
に
ⴭ
し
く
ᐤ
୚
す
る
法
人
に
対
す
る
ᐤ
附
金 

① ⊂❧行政法人 

② ⮬ື㌴Ᏻ全㐠㌿ࢭン࣮ࢱ、日本ྖ法支᥼ࢭン

日本⚾❧学ᰯ᣺興࣭ඹ῭事ᴗᅋ、日本㉥、࣮ࢱ

༑字♫（限定ิᣲ） 

ճ 財ᅋ法人日本体⫱༠఍などの旧民法34条によ

り設置ࡉれた法人（限定ิᣲ） 

մ ᆅ方⊂❧行政法人（ヨ㦂◊✲、⑓㝔事ᴗの

⤒Ⴀ、♫఍⚟♴事ᴗの⤒Ⴀ及び௓ㆤ⪁人保㝤

施設の設置࣭⟶理のᴗ務を୺たる目的とする

もの） 
㡿収書 

特定බ┈ቑ㐍法

人のド明書の෗し

յ ⛉学ᢏ⾡の◊✲などを行う特定のබ┈法人 

ն බ┈♫ᅋ法人、බ┈財ᅋ法人 

շ ⚾❧学ᰯ法人で、学ᰯの設置ⱝしくは学ᰯ及

び専ಟ学ᰯⱝしくはྛ✀学ᰯの設置を୺たる目

的とする法人 

ո ♫఍⚟♴法人 
㡿収書 

չ ᭦⏕保ㆤ法人 

特定のබ┈ಙクについて、その୺たる目的が特定බ┈ቑ㐍

法人の୺たる目的とྠᵝのもののಙク財産としての支出 

㡿収書 

特定බ┈ಙクの

ㄆ定書෗し 
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ࣟ 政἞活ືに関するもの 

政἞資金規正法に㐪཯するもの、ᐤ附者に特別の利┈が及ࡪとㄆめられるもの

はヱ当しない（措法41の18①）。 

根 拠 法 特 定 ᐤ 附 金 の ⠊ ᅖ 
⏦ ࿌ の 際 の 

ῧ ௜ 書 㢮 

措法41の18① 

ᐤ
附
金 

ྑ
の
ᅋ
体
等
に
対
す
る
政
἞
活
ື
に
関
す
る 

イ 政ඪ 

⥲務大⮧又は㒔㐨ᗓ┴

の㑅ᣲ⟶理ጤ員఍にሗ

࿌ࡉれたものに限る。

⥲務大⮧又は㒔㐨

ᗓ┴の㑅ᣲ⟶理ጤ

員఍等の確ㄆ༳の

ある「ᐤ附金（税額）

᥍除のための書㢮」

（所規47の２ճ三）

ࣟ 政ඪの政἞資金ᅋ体 

 その௚の政἞ᅋ体 ࣁ

 ㆟員等のᚋ᥼ᅋ体 ࢽ

࣍ 特定のබ職の❧ೃ⿵者

のᚋ᥼ᅋ体（❧ೃ⿵の年及

びその๓年にࡉれたᐤ附に

限る。） 

 のබ職の❧ೃ⿵者࣍ ࡬

㒔㐨ᗓ┴㑅ᣲ⟶理ጤ員

఍又は中ኸ㑅ᣲ⟶理ጤ

員఍にሗ࿌ࡉれたものに

限る。  
 

 ㄆ定特定非Ⴀ利活ື法人（ㄆ定㹌㹎㹍法人）等に関するもの ࣁ

根 拠 法 特 定 ᐤ 附 金 の ⠊ ᅖ 
⏦ ࿌ の 際 の 

ῧ ௜ 書 㢮 

措法41の18の２
ㄆ定特定非Ⴀ利活ື法人（ㄆ定㹌㹎㹍法人）等に対するᐤ

附金で、その活ື事ᴗに関㐃するもの 

㡿収書等 

（所規47の２ճᅄ）

 

⑶ ᥍㝖㢠のィ⟬ 

  次の算ᘧによって計算した金額が᥍除額となる。 

次の①と②のいずれかపい方の金額 

①「特定ᐤ附金の合計額」 

②「⥲所得金額等�40㸣」 

 － 2�000෇ ＝ ᐤ附金᥍除額 

 

࠙設例ࠚᐤ㝃㔠᥍㝖のィ⟬                     （༢఩㸸෇） 

例 
特定ᐤ附金

の額 

⥲所得金額等

の合計額 
᥍ 除 額 の 計 算 ᥍除額 

１ 2�000 700�000 
イ ①2�000㸺②700�000×40� 280�000 
ࣟ 2�000－2�000＝0 

0

２ 100�000 2�000�000 
イ ①100�000㸺②2�000�000�40㸣＝800�000 

ࣟ 100�000－2�000＝98�000 
98�000

３ 1�300�000 3�000�000 
イ ①1�300�000㸼②3�000�000�40㸣＝1�200�000 

ࣟ 1�200�000－2�000＝1�198�000 
1�198�000

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通78－１㹼78－８ 
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㸶 㞀ᐖ⪅᥍㝖 

⑴ 㞀ᐖ⪅᥍㝖 

居住者が、（特別）㞀ᐖ者である場合又はྠ一⏕計㓄അ者やᢇ㣴ぶ᪘のうちに（特

別）㞀ᐖ者がある場合に᥍除ࡉれる（所法79、平29改正所法附則6）。 

（ὀ） １ 「ྠ一⏕計㓄അ者」については、「11 㓄അ者᥍除 ֆ᥍除対㇟㓄അ者」をཧ↷。 

２ 「ᢇ㣴ぶ᪘」については、「13 ᢇ㣴᥍除 ֆ᥍除対㇟ᢇ㣴ぶ᪘の要௳」をཧ↷。 

⑵ 㞀ᐖ⪅及び≉ู㞀ᐖ⪅ 

 㞀ᐖ者及び特別㞀ᐖ者は、次のとおりである（所法２①二༑ඵ、二༑஑、所令

10）。 

㞀   ᐖ   者 特 別 㞀 ᐖ 者 

イ ⢭⚄上の㞀ᐖにより事理をᘚ識する⬟ຊをḞく
ᖖἣにある人 

イ ྠ ᕥ 

ࣟ ⢭⚄保೺ᣦ定་等のุ定により知的㞀ᐖ者とࡉ
れた人 

ࣟ ᕥのうち、重度の知的㞀ᐖ者とุ定ࡉれた人 

⢭⚄㞀ᐖ者保೺⚟♴ᡭᖒの஺௜をཷけている人 ࣁ れている人ࡉᕥのうち、㞀ᐖ等⣭が１⣭と記載 ࣁ

れてࡉ㌟体㞀ᐖ者ᡭᖒに㌟体㞀ᐖ者として記載 ࢽ
いる人 

れࡉᕥのうち、㞀ᐖの⛬度が１⣭又は２⣭と記載 ࢽ
ている人 

࣍ ᡓയ⑓者ᡭᖒの஺௜をཷけている人 ࣍ ᕥのうち、㞀ᐖの⛬度がᜠ⤥法に定める特別項⑕

から第３項⑕までにヱ当する᪨記載ࡉれている人

原Ꮚ⇿ᙎ被⇿者でཌ⏕ປാ大⮧のㄆ定をཷけて ࡬

いる人 

 ᕥ ྠ ࡬

ト ᖖにᑵᗋを要し、」㞧な௓ㆤを要する人 ト ྠ ᕥ 

チ ⢭⚄又は㌟体に㞀ᐖのある年㱋65ṓ以上の者で、

その㞀ᐖの⛬度が上記のイ、ࣟ 又はࢽに‽ずるもの

としてᕷ⏫ᮧ㛗等のㄆ定をཷけている人 

チ ᕥのうち、その㞀ᐖの⛬度が、上記のイ、ࣟ 又は

に‽ずるものとしてᕷ⏫ᮧ㛗等のㄆ定をཷけていࢽ

る人 

（ὀ）１ 「特別㞀ᐖ者」のḍの「ྠᕥ」は、㞀ᐖ者が特別㞀ᐖ者にヱ当することを示す。 

２ 㞀ᐖ者であるかどうかのุ定は、その年12月31日（その年の中㏵においてṚஸし、又は出国する場合には、そのṚஸ

又は出国のとき）の現ἣによる（所法85①②）。 

⑶ ᥍㝖㢠 

 ᥍除額は、次のとおりである。 

༊       ศ ᥍  除  額 

㞀  ᐖ  者 270�000෇ 

特 別 㞀 ᐖ 者 400�000෇ 

ྠ 居 特 別 㞀 ᐖ 者 750�000෇ 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通２－38、２－39、79－１ 
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㸷 ᐻ፬㸦ᐻኵ㸧᥍㝖 

⑴  ᐻ፬㸦ᐻኵ㸧᥍㝖 

居住者が、ᐻ፬又はᐻኵである場合に᥍除ࡉれる（所法81）。

⑵ ᐻ፬㸦ᐻኵ㸧 

イ 令和元年ศ以๓ 

   ᐻ፬又はᐻኵとは、それࡒれ次の要௳を‶たす者をいう（旧所法２①三༑、 

三༑一、旧所令11、11の２）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ὀ）１ Ꮚは、௚の者のྠ一⏕計㓄അ者（平成29年ศ以๓は、᥍除対㇟㓄അ者）又はᢇ㣴ぶ᪘とࡉれていない者に限られる（所

令11②、11の２②）。 

   ２ ᐻ፬又はᐻኵであるかどうかのุ定は、その年12月31日の現ἣによる（所法85①）。 

   ３ 「ྜィᡤᚓ㔠㢠」とは、①⣧ᦆኻ、②居住用財産の㈙᥮え等の場合のㆡΏᦆኻ、ճ特定居住用財産のㆡΏᦆኻ及び㞧

ᦆኻの⧞㉺᥍除をしないで計算した⥲所得金額、մᅵᆅ等に係る事ᴗ所得等の金額、յศ㞳課税の▷ᮇㆡΏ所得の金額

（特別᥍除๓）、նศ㞳課税の㛗ᮇㆡΏ所得の金額（特別᥍除๓）、շศ㞳課税の上場ᰴᘧ等に係る㓄当所得の金額（上

場ᰴᘧ等に係るㆡΏᦆኻとのᦆ┈通算ᚋで、⧞㉺᥍除の適用๓の金額）、ոᰴᘧ等に係るㆡΏ所得等の金額（上場ᰴᘧ等

に係るㆡΏᦆኻの⧞㉺᥍除及び特定ᰴᘧに係るㆡΏᦆኻの⧞㉺᥍除の適用๓の金額）、չඛ≀取引に係る㞧所得等の金

額（ඛ≀取引のᕪ金等Ỵ῭に係るᦆኻの⧞㉺᥍除の適用๓の金額）、պᒣᯘ所得金額（特別᥍除ᚋ）、ջ㏥職所得金額（２

ศの１ᚋ）の合計額をいう。 

なお、「⥲所得金額等」については、「１ 㞧ᦆ᥍除 օ㞧ᦆ᥍除」のὀ書をཧ↷。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

༊ศ 

ᐻ፬ 

要   ௳ 

Ṛ別࣭㞳፧要௳ ᢇ㣴ぶ᪘等要௳ 所得要௳ 

①ᢇ㣴ぶ᪘ 又は 

②⥲所得金額等が38୓෇以ୗの⏕計

を一にするᏊを᭷すること（ὀ１） 

所得 

ไ限 

なし 

合計所得金

額（ὀ３）

が500୓෇

以ୗである

こと 

ᢇ㣴ぶ᪘やᏊを᭷しなくてもよい 

㞳 ፧ 

Ṛ 別 

（⏕Ṛ୙明） 

Ṛ 別 

（⏕Ṛ୙明） 

ᐻኵ 
⥲所得金額等が38୓෇以ୗの⏕計を

一にするᏊを᭷すること（ὀ１） 

㞳 ፧ 

Ṛ 別 

（⏕Ṛ୙明） 
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ࣟ 令和２年ศ以降 

  ᐻ፬又はᐻኵとは、それࡒれ次の要௳を‶たす者をいう（所法２①三༑、三༑

一、所令11、11の２）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ ᥍㝖㢠 

᥍除額は、次のとおりである（所法81①、措法41の17）。 

 

 

 

 

 

 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通２－41、２－42、81－１ 

 

�� ໅ປ学⏕᥍㝖 

⑴ ໅ປ学⏕᥍㝖 

 居住者が、໅ປ学⏕である場合に᥍除ࡉれる（所法82）。 

⑵ ໅ປ学⏕ 

  イ 令和元年ศ以๓ 

    ໅ປ学⏕᥍除の対㇟となる໅ປ学⏕とは、次に掲げる者で、⮬ᕫの໅ປに基

づいて得た事ᴗ所得、⤥୚所得、㏥職所得又は㞧所得を᭷するもののうち、合

計所得金額が65୓෇以ୗであり、かつ、合計所得金額のうち⤥୚所得等以外の

所得に係る部ศの金額が10୓෇以ୗであるものをいう（旧所法２①三༑二）。 

   ① 学ᰯᩍ⫱法第１条に規定する学ᰯの学⏕ 

༊       ศ ᥍  除  額 

ᐻ 
፬ 
᥍ 
除 

① ②以外のᐻ፬ 270�000෇ 

② ᢇ㣴ぶ᪘であるᏊを᭷し、合計所得金額が

500୓෇以ୗであるᐻ፬ 

350�000෇ 

（＝27୓෇㸩８୓෇） 

ᐻ  ኵ  ᥍  除 270�000෇ 

༊ศ 

ᐻ፬ 

要   ௳ 

Ṛ別࣭㞳፧要௳ ᢇ㣴ぶ᪘等要௳ 所得要௳ 

①ᢇ㣴ぶ᪘ 又は 

②⥲所得金額等が48୓෇以ୗの⏕計

を一にするᏊを᭷すること（ὀ１） 

所得 

ไ限 

なし 

合計所得金

額（ὀ３）

が500୓෇

以ୗである

こと 

ᢇ㣴ぶ᪘やᏊを᭷しなくてもよい 

㞳 ፧ 

Ṛ 別 

（⏕Ṛ୙明） 

Ṛ 別 

（⏕Ṛ୙明） 

ᐻኵ 
⥲所得金額等が48୓෇以ୗの⏕計を

一にするᏊを᭷すること（ὀ１） 

㞳 ፧ 

Ṛ 別 

（⏕Ṛ୙明） 
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   ② 国、ᆅ方බඹᅋ体又は⚾❧学ᰯ法第３条に規定する学ᰯ法人、ྠ法第64条

第４項（⚾❧専ಟ学ᰯ及び⚾❧ྛ✀学ᰯ）の規定により設❧ࡉれた法人ⱝし

くはこれらに‽ずる法人の設置した専ಟ学ᰯ及びྛ✀学ᰯの⏕ᚐで一定の課

⛬をᒚಟするもの 

   ճ 職ᴗカ⦎法人の行う職ᴗカ⦎法に規定するㄆ定職ᴗカ⦎をཷける者で一定

の課⛬をᒚಟするもの 

  ࣟ 令和２年ศ以降 

    ໅ປ学⏕᥍除の対㇟となる໅ປ学⏕とは、次に掲げる者で、⮬ᕫの໅ປに基

づいて得た事ᴗ所得、⤥୚所得、㏥職所得又は㞧所得を᭷するもののうち、合

計所得金額が75୓෇以ୗであり、かつ、合計所得金額のうち⤥୚所得等以外の

所得に係る部ศの金額が10୓෇以ୗであるものをいう（所法２①三༑二）。 

   ① 学ᰯᩍ⫱法第１条に規定する学ᰯの学⏕ 

   ② 国、ᆅ方බඹᅋ体又は⚾❧学ᰯ法第３条に規定する学ᰯ法人、ྠ法第64条

第４項（⚾❧専ಟ学ᰯ及び⚾❧ྛ✀学ᰯ）の規定により設❧ࡉれた法人ⱝし

くはこれらに‽ずる法人の設置した専ಟ学ᰯ及びྛ✀学ᰯの⏕ᚐで一定の課

⛬をᒚಟするもの 

   ճ 職ᴗカ⦎法人の行う職ᴗカ⦎法に規定するㄆ定職ᴗカ⦎をཷける者で一定

の課⛬をᒚಟするもの 

⑶ ᥍㝖㢠 

᥍除額は、270�000෇である。 

 

�� 㓄അ⪅᥍㝖 

⑴ 㓄അ⪅᥍㝖 

居住者が᥍除対㇟㓄അ者を᭷する場合には、その居住者のその年ศの合計所得

金額の༊ศにᛂじ定められた金額が᥍除ࡉれる（所法83）。 

⑵ ᥍㝖ᑐ㇟㓄അ⪅ 

᥍除対㇟㓄അ者とは、ྠ一⏕計㓄അ者のうち、合計所得金額が1�000୓෇以ୗで

ある居住者の㓄അ者（年㱋70ṓ以上の者は⪁人᥍除対㇟㓄അ者）をいう（所法２

①三༑三の二、三༑三の三）。 

  イ 令和元年ศ 

༊  ศ 居住者の合計所得金額 㓄അ者の合計所得金額 

ྠ一⏕計㓄അ者 ไ限↓ 38 ୓෇以ୗ 

 ᥍除対㇟㓄അ者 1�000 ୓෇以ୗ 38 ୓෇以ୗ 

（ὀ） １ ྠ一⏕計㓄അ者とは、居住者の㓄അ者でその居住者と⏕計を一にするもの（㟷Ⰽ事ᴗ専ᚑ者として⤥୚の支払を

ཷける者及びⓑⰍ事ᴗ専ᚑ者を除く㹿）のうち、合計所得金額が38୓෇以ୗである者をいう（旧所法２①三༑三）。 

２ ྠ一⏕計㓄അ者にヱ当するかどうかのุ定は、その年12月31日（᪤にṚஸしている場合は、そのṚஸの時）の現
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ἣによる（旧所法85ճ）。 

３ ⏕計を一にするぶ᪘については、一方の⣡税者のྠ一⏕計㓄അ者にヱ当し、ྠ時に௚の⣡税者のᢇ㣴ぶ᪘にもヱ

当する場合、その㓄അ者は、これらのうちいずれか一にのࡳヱ当するものとࡳなࡉれる（所法85մ）。この場合の所

ᒓは、原則として⏦࿌書等に記載ࡉれたとこࢁによるが、⏦࿌書などに記載がない場合は、そのኵ又はጔである⣡

税者の᥍除対㇟㓄അ者とする（所令218）。 

４ 年の㏵中で㓄അ者がṚஸし、その年中に෌፧した場合は、そのṚஸした㓄അ者又は෌፧した㓄അ者のうち、どちら

か１人に限り、ྠ一⏕計㓄അ者にヱ当するものとする（所法85ն、所令220①）。 

  ࣟ 令和２年ศ以降 

༊  ศ 居住者の合計所得金額 㓄അ者の合計所得金額 

ྠ一⏕計㓄അ者 ไ限↓ 48 ୓෇以ୗ 

 ᥍除対㇟㓄അ者 1�000 ୓෇以ୗ 48 ୓෇以ୗ 

（ὀ） １ ྠ一⏕計㓄അ者とは、居住者の㓄അ者でその居住者と⏕計を一にするもの（㟷Ⰽ事ᴗ専ᚑ者として⤥୚の支払を

ཷける者及びⓑⰍ事ᴗ専ᚑ者を除く㹿）のうち、合計所得金額が48୓෇以ୗである者をいう（所法２①三༑三）。 

２ ྠ一⏕計㓄അ者にヱ当するかどうかのุ定は、その年12月31日（᪤にṚஸしている場合は、そのṚஸの時）の現

ἣによる（所法85ճ）。 

３ ⏕計を一にするぶ᪘については、一方の⣡税者のྠ一⏕計㓄അ者にヱ当し、ྠ時に௚の⣡税者のᢇ㣴ぶ᪘にもヱ

当する場合、その㓄അ者は、これらのうちいずれか一にのࡳヱ当するものとࡳなࡉれる（所法85մ）。この場合の所

ᒓは、原則として⏦࿌書等に記載ࡉれたとこࢁによるが、⏦࿌書などに記載がない場合は、そのኵ又はጔである⣡

税者の᥍除対㇟㓄അ者とする（所令218）。 

４ 年の㏵中で㓄അ者がṚஸし、その年中に෌፧した場合は、そのṚஸした㓄അ者又は෌፧した㓄അ者のうち、どちら

か１人に限り、ྠ一⏕計㓄അ者にヱ当するものとする（所法85ն、所令220①）。 

⑶ ᥍㝖㢠 

᥍除額は、次のとおりである（所法 83①）。 

居住者の合計所得金額  
᥍   除   額

᥍ 除 対 ㇟ 㓄 അ 者 ⪁人᥍除対㇟㓄അ者 
900୓෇以ୗ  
900୓෇㉸950୓෇以ୗ 
950୓෇㉸1�000୓෇以ୗ 
1�000୓෇㉸  

380�000෇

260�000෇ 
130�000෇ 

（適用なし） 

480�000෇ 
320�000෇ 
160�000෇ 

（適用なし）  
   ࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通２－46㹼２－48、83㹼84－１、83㹼84－３、85－１ 

 

�� 㓄അ⪅≉ู᥍㝖 

 ⑴ ௧࿴ඖᖺศ 

  イ 㓄അ者特別᥍除 

    居住者が⏕計を一にする㓄അ者（௚の者のᢇ㣴ぶ᪘とࡉれる者、㟷Ⰽ専ᚑ者

⤥୚の支払をཷけている者及び事ᴗ専ᚑ者にヱ当する者を除き、合計所得金額
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が123୓෇以ୗで᥍除対㇟㓄അ者にヱ当せず、居住者の合計所得が1�000୓෇以

ୗの㓄അ者に限る。）を᭷する場合には、一定の金額を᥍除する（旧所法83の２）。 

    ただし、ኵ፬相஫での㓄അ者特別᥍除の適用はできない（旧所法83の２②）。 

  ࣟ ᥍除額 

    ᥍除額は、次のとおりである（旧所法83の２①）。 

㓄അ者の 
合計所得金額  

᥍   除   額 

居 住 者 の 合 計 所 得 金 額 

900୓෇以ୗ 
900୓෇㉸

  950୓෇以ୗ 
950୓෇㉸ 

 1�000୓෇以ୗ 

38୓෇㉸ 
85୓෇以ୗ 

38୓෇ 26୓෇ 13୓෇ 

85୓෇㉸ 
90୓෇以ୗ 

36୓෇ 24୓෇ 12୓෇ 

90୓෇㉸ 
95୓෇以ୗ 

31୓෇ 21୓෇ 11୓෇ 

95୓෇㉸ 
100୓෇以ୗ 

26୓෇ 18୓෇ ９୓෇ 

100୓෇㉸ 
105୓෇以ୗ 

21୓෇ 14୓෇ ７୓෇ 

105୓෇㉸ 
110୓෇以ୗ 

16୓෇ 11୓෇ 㸴୓෇ 

110୓෇㉸ 
115୓෇以ୗ 

11୓෇ ８୓෇ ４୓෇ 

115୓෇㉸ 
120୓෇以ୗ 

㸴୓෇ ４୓෇ ２୓෇ 

120୓෇㉸ 
123୓෇以ୗ 

３୓෇ ２୓෇ １୓෇ 

 ⑵ ௧࿴㸰ᖺศ௨㝆 

  イ 㓄അ者特別᥍除 

    居住者が⏕計を一にする㓄അ者（௚の者のᢇ㣴ぶ᪘とࡉれる者、㟷Ⰽ専ᚑ者

⤥୚の支払をཷけている者及び事ᴗ専ᚑ者にヱ当する者を除き、合計所得金額

が133୓෇以ୗで᥍除対㇟㓄അ者にヱ当せず、居住者の合計所得が1�000୓෇以

ୗの㓄അ者に限る。）を᭷する場合には、一定の金額を᥍除する（所法83の２）。 

    ただし、ኵ፬相஫での㓄അ者特別᥍除の適用はできない（所法83の２②）。 
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  ࣟ ᥍除額 

    ᥍除額は、次のとおりである（所法83の２①）。 

㓄അ者の 
合計所得金額  

᥍   除   額 

居 住 者 の 合 計 所 得 金 額 

900୓෇以ୗ 
900୓෇㉸

  950୓෇以ୗ 
950୓෇㉸ 

  1�000୓෇以ୗ 

48୓෇㉸ 
95୓෇以ୗ 

38୓෇ 26୓෇ 13୓෇ 

95୓෇㉸ 
100୓෇以ୗ 

36୓෇ 24୓෇ 12୓෇ 

100୓෇㉸ 
105୓෇以ୗ 

31୓෇ 21୓෇ 11୓෇ 

105୓෇㉸ 
110୓෇以ୗ 

26୓෇ 18୓෇ ９୓෇ 

110୓෇㉸ 
115୓෇以ୗ 

21୓෇ 14୓෇ ７୓෇ 

115୓෇㉸ 
120୓෇以ୗ 

16୓෇ 11୓෇ 㸴୓෇ 

120୓෇㉸ 
125୓෇以ୗ 

11୓෇ ８୓෇ ４୓෇ 

125୓෇㉸ 
130୓෇以ୗ 

㸴୓෇ ４୓෇ ２୓෇ 

130୓෇㉸ 
133୓෇以ୗ 

３୓෇ ２୓෇ １୓෇ 

 

�� ᢇ㣴᥍㝖 

⑴ ᢇ㣴᥍㝖 

居住者が᥍除対㇟ᢇ㣴ぶ᪘を᭷する場合に᥍除ࡉれる（所法84①）。 

⑵ ᥍㝖ᑐ㇟ᢇ㣴ぶ᪘のせ௳ 

  イ ᥍除対㇟ᢇ㣴ぶ᪘とは、ᢇ㣴ぶ᪘のうち年㱋16ṓ以上の者をいう（所法２①

三༑ᅄの二）。 

   �㺐) 令和元年ศ以๓ 

 

 

э 

㌟ศ要௳ 

 

Ѝ

所得要௳ 

᥍除対㇟

ᢇ㣴ぶ᪘ 

居住者と⏕

計を一にす

る年㱋16ṓ

以上のྑに

掲げる者 

居住者の㓄അ者以外のぶ᪘ 

合計所得金額が

38୓෇以ୗの者 

㔛ぶである居住者にጤクࡉれ

たඣ❺（年㱋18ṓᮍ‶） 

㣴ㆤཷク者である居住者にጤ

クࡉれた⪁人（年㱋65ṓ以上）

     （ὀ） ᢇ㣴ぶ᪘とは、居住者のぶ᪘（㓄അ者を除く。）、㔛ぶである居住者にጤクࡉれたඣ❺（年㱋18ṓᮍ‶）及び㣴ㆤཷ

ク者である居住者にጤクࡉれた⪁人（年㱋65ṓ以上）で、その居住者と⏕計を一にするもの（㟷Ⰽ事ᴗ専ᚑ者として

⤥୚の支払をཷける者及びⓑⰍ事ᴗ専ᚑ者を除く。）のうち、合計所得金額が38୓෇以ୗである者をいう（旧所法２①

三༑ᅄ）。 
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   �㺹) 令和２年ศ以降 

 

 

э 

㌟ศ要௳ 

 

Ѝ

所得要௳ 

᥍除対㇟

ᢇ㣴ぶ᪘ 

居住者と⏕

計を一にす

る年㱋16ṓ

以上のྑに

掲げる者 

居住者の㓄അ者以外のぶ᪘ 

合計所得金額が

48୓෇以ୗの者 

㔛ぶである居住者にጤクࡉれ

たඣ❺（年㱋18ṓᮍ‶） 

㣴ㆤཷク者である居住者にጤ

クࡉれた⪁人（年㱋65ṓ以上）

     （ὀ）ᢇ㣴ぶ᪘とは、居住者のぶ᪘（㓄അ者を除く。）、㔛ぶである居住者にጤクࡉれたඣ❺（年㱋18ṓᮍ‶）及び㣴ㆤཷク

者である居住者にጤクࡉれた⪁人（年㱋65ṓ以上）で、その居住者と⏕計を一にするもの（㟷Ⰽ事ᴗ専ᚑ者として⤥୚

の支払をཷける者及びⓑⰍ事ᴗ専ᚑ者を除く。）のうち、合計所得金額が48୓෇以ୗである者をいう（所法２①三༑ᅄ）。 

ࣟ ᥍除対㇟ᢇ㣴ぶ᪘は、次のように༊ศࡉれる（所法２①三༑ᅄ、三༑ᅄの二、

三༑ᅄの三、三༑ᅄのᅄ、措法41の16）。 

ᢇ㣴ぶ᪘の要௳ 

 

Ѝ 

その௚の要௳   

ᢇ㣴ぶ᪘の要௳

にヱ当する者 

年㱋16ṓ以上18ṓ以ୗの者 

年㱋23ṓ以上69ṓ以ୗの者 
э 

一⯡の᥍除対㇟ᢇ

㣴ぶ᪘ 

年㱋19ṓ以上22ṓ以ୗの者 э 特定ᢇ㣴ぶ᪘ 

年㱋70ṓ以上の者 э ⪁人ᢇ㣴ぶ᪘ 

 

居住者又はその㓄അ者の直⣔

ᑛᒓで、かつ、いずれかとྠ居

をᖖἣとしている者 

э 
ྠ居する⪁人ᢇ㣴

ぶ᪘（ྠ居⪁ぶ） 

⑶ ᥍㝖㢠 

᥍除額は、ྛᢇ㣴ぶ᪘の༊ศにᛂじ、次のとおりである（所法84①、措法41の16

①）。 

༊     ศ ᥍ 除 額 

一⯡の᥍除対㇟ᢇ㣴ぶ᪘ 380�000෇ 

特定ᢇ㣴ぶ᪘（19ṓ以上22ṓ以ୗ） 630�000෇ 

⪁人ᢇ㣴ぶ᪘ 

（70ṓ以上） 

ྠ居⪁ぶ等以外 480�000෇ 

ྠ居⪁ぶ等 580�000෇ 

（ὀ） ᥍除対㇟ᢇ㣴ぶ᪘、特定ᢇ㣴ぶ᪘、⪁人ᢇ㣴ぶ᪘であるかどうかのุ定は、その年12月31日�ุ定に係る者が、᪤に    

Ṛஸしている場合は、そのṚஸの時)の現ἣによる（所法85ճ）。 

 

࠙ཧ⪃通達␒号࣭法令ࠚ 

所基通85－１、民法725 
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直⣔

⾑᪘ ጻ᪘
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ᘵ
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ጱ
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භୡのᏞ 6

ᑛ

ᒓ

༝
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�� ᇶ♏᥍㝖 

⑴ ௧࿴ඖᖺศ 

  居住者について、全て一律に᥍除ࡉれる（旧所法86）。 

  ᥍除額は、380�000෇である。 

⑵ ௧࿴㸰ᖺศ௨㝆 

イ 基♏᥍除 

居住者のその年ศの合計所得金額の༊ศにᛂじ定められた金額が᥍除ࡉれる 

（所法86）。 

ࣟ ᥍除額 

   ᥍除額は、次のとおりである（所法86）。 
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居住者の合計所得金額  控 除 額 
2,400万円以下  
2,400万円超 2,450万円以下 
2,450万円超 2,500万円以下 
2,500万円超  

480,000円 
320,000円 
160,000円 

（適用なし） 
 

15 確定申告書への記載及び書類の添付等 

⑴ 確定申告書への記載 

 所得控除の規定は、申告を要件として適用されるものではないが、確定申告書を

提出する場合には、その控除を受ける金額その他その控除に関する事項を記載し

なければならない（所法120①一、十一）。 

  なお、その年において支払を受けるべき給与等で年末調整の適用を受けたもの

を有する居住者が、令和元年分以降の確定申告書を平成31年４月１日以降に提出

する場合には、その確定申告書の記載事項のうち年末調整で適用を受けた控除額

と同額である所得控除に係る事項については、その控除の額等の簡便な記載によ

ることができる（所法120①、122③、125④、127④、所令263①、所規47①②④、

48②）。 

 ⑵ 関係書類の添付及び提示 

  イ 雑損控除、社会保険料控除（国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金）、小

規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除を

受ける場合には、これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の

事項を証する書類（領収書等）を、また、勤労学生控除を受ける場合には，勤労

学生に該当する旨を証明する書類を、それぞれ確定申告書に添付し、又は確定申

告書提出の際に提示しなければならない（所法120③、所令262①④）。 

  ロ 医療費控除（セルフメディケーション含む。）を受ける場合には、平成29年分

から、領収書等の添付又は提示に換えて医療費控除の明細書等を提出しなけれ

ばならない、（所法120④、措法41の17の2③）。 

    ただし、令和元年分の確定申告までは、医療費控除の明細書等の提出に代えて、医

療費の領収書の提出又は提示によることもできる（平29改正所法附則7②、平29改正措

附則58②） 

  ハ 扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受け、当該

控除対象が非居住者である親族（以下「国外居住親族」という。）の場合には、

平成28年分から、親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書に添付し、又は

確定申告書提出の際に提示しなければならない（所法120③二、所令262③）。 

  ニ 平成31年３月31日以前に確定申告書を提出する場合には、源泉徴収票につい

ては、確定申告書に添付しなければならない（旧所令262⑤）とされていたが、

平成31年４月１日以降に確定申告書を提出す場合には、添付が不要となった。 
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（ὀ）１ 確定⏦࿌書にῧ௜する書㢮については、第８章第３節㸴ཧ↷。 

   ２ ⤥୚所得者が年末調ᩚ等の際に、♫఍保㝤ᩱ᥍除、小規ᶍ௻ᴗඹ῭等᥃金᥍除、⏕࿨保㝤ᩱ᥍除、ᆅ震保㝤ᩱ᥍除

及び໅ປ学⏕᥍除をཷけようとする場合には、上記とྠᵝに、支払をした᪨又はヱ当する᪨をドする書㢮の提出又は

提示（♫఍保㝤ᩱについては国民年金の保㝤ᩱ及び国民年金基金の᥃金のࡳ、小規ᶍ௻ᴗඹ῭等᥃金については⤥୚

等から᥍除ࡉれるものを除く。）が必要となる（所法194ճ、196②）。 

   ３ 平成28年ศから、⤥୚等の年末調ᩚの際に、国外居住ぶ᪘に係るᢇ㣴᥍除等の適用をཷけようとする場合には、上

記とྠᵝに、送金関係書㢮及びぶ᪘関係書㢮の提出又は提示が必要となる。（所法190、所令316の２） 

 

第３節 所得᥍除の㡰ᗎ 

 ⥲所得金額、ᒣᯘ所得金額、㏥職所得金額などの課税ᶆ‽から所得᥍除の金額をᕪ

し引くに当たっては、所得᥍除相஫の㛫にᕪし引く㡰ᗎがあるとともに、それࡒれの

課税ᶆ‽についてもᕪし引かれる㡰ᗎが定められている。この節では、その所得᥍除

の㡰ᗎについて学習する。 

学習のポイント 

１ 所得᥍除の㡰ᗎは、どのようになっているのか 

２ 課税ᶆ‽からの所得᥍除の㡰ᗎは、どのようになっているのか 

 

㸯 ᡤᚓ᥍㝖の㡰ᗎ 

所得᥍除の㡰ᗎは、まず㞧ᦆ᥍除を௚のㅖ᥍除と༊ศして最ึに所得金額からᕪ

し引き、次にその௚の᥍除をྠ㡰఩に行う（所法87①）。 

（ὀ） 㞧ᦆ᥍除をඃඛするのは、㞧ᦆ᥍除の金額は௚の᥍除と␗なり、所得金額から引ききれない場合には、その引ききれな

い金額を᥍除୙㊊額として、⩣年以降３年㛫に⧞り㉺して所得計算の際にᕪし引くことがㄆめられているからである。 

 

㸰 ㄢ⛯ᶆ‽ࡽ࠿のᡤᚓ᥍㝖の㡰ᗎ 

課税ᶆ‽からの所得᥍除の㡰ᗎは、①⥲所得金額、②ᒣᯘ所得金額、ճ㏥職所得金

額の㡰でᕪし引く（所法87②）。すなわち、まず㞧ᦆ᥍除の金額を上記の㡰ᗎでᕪし

引いたᚋ、なお所得の金額がある場合にはṧりの᥍除の合計金額をྠじ㡰ᗎでᕪし引

くこととなる。 

（ὀ） これらの所得᥍除ᚋのṧ額を、それࡒれ課税⥲所得金額、課税ᒣᯘ所得金額、課税㏥職所得金額という（所法89②）。こ

の金額に対して㉸㐣⣼㐍税率を乗じて税額を算出することとなる。 
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㸱 ௧࿴ඖᖺศᡤᚓ᥍㝖㢠のィ⟬୍ぴ 
 

㞧 ᦆ ᥍ 㝖 㢠 

�ᡤἲ��ձ� 

１ ᦆኻの金額のうち災ᐖ関㐃支出５୓෇以ୗの場合 

 Ѝ ᦆኻの金額－⥲所得金額等の10㸣 

２ ᦆኻの金額のうち災ᐖ関㐃支出５୓෇㉸の場合 

 Ѝ ᦆኻの金額－次のいずれかపい金額 

         ① ᦆኻの金額－（災ᐖ関㐃支出の金額－５୓෇） 

         ② ⥲所得金額等の10㸣 

３ ᦆኻの金額の全てが災ᐖ関㐃支出の場合 

 Ѝ ᦆኻの金額－次のいずれかపい金額 

         ① ５୓෇ 

         ② ⥲所得金額等の10㸣 

ͤ ᦆኻの金額＝ᦆᐖ金額－保㝤金等で⿵ሲࡉれる金額 

  ᦆᐖ金額＝災ᐖ又は┐㞴ⱝしくはᶓ㡿によるᦆኻ㸩災ᐖ等によるやࡴを得ない支出 

  災ᐖ関㐃支出＝災ᐖに直᥋関㐃した支出 

་ ⒪ ㈝ ᥍ 㝖 㢠 

㸦ᡤἲ��ձ㸧 

 

支払った་ 

⒪㈝の額 
 
 

－ 

 

保㝤金などで 

⿵ሲࡉれる金額 
 
 

－

 

10୓෇と「⥲所得金額等の５㸣」との 

いずれかᑡない方の金額 
 
ͤ最㧗200୓෇�་⒪㈝᥍除の特例との重」୙ྍ）

་ ⒪ ㈝ ᥍ 㝖 

の ≉ 例 

㸦ᥐἲ��の��の㸰㸧 

支払った特定

一⯡用་⸆ရ

の㉎入額    

－ 
保㝤金などで 

⿵ሲࡉれる金額
－ １�２୓෇ 

 
ͤ最㧗8�8୓෇（་⒪㈝᥍除との重」୙ྍ） 

♫ ఍ ಖ 㝤 ᩱ 

᥍ 㝖 㢠 

㸦ᡤἲ��ձ㸧 

支払った又は⤥୚から᥍除ࡉれる♫఍保㝤ᩱの合計額 

ᑠ つ ᶍ ௻ ᴗ 

ඹ ῭ ➼ ᥃ 㔠 

᥍ 㝖 㢠 

㸦ᡤἲ��ձ㸧 

支払った小規ᶍ௻ᴗඹ῭等᥃金の合計額 

 

⏕ ࿨ ಖ 㝤 ᩱ 

᥍ 㝖 㢠 

㸦ᡤἲ��ձ㹼մ㸧 

࠙⏕࿨保㝤  ࠚ       ࠙௓ㆤ保㝤ࠚ           ࠙個人年金  ࠚ

              մ全体の適用限度額１２୓෇   

࣭次の①㹼մにより計算 

① ᪂ዎ⣙（平成24年１月１日以ᚋにዎ⣙した保㝤ዎ⣙等） 
 

 

① ᪂ዎ⣙のࡳ 

（限度額４୓෇） 

 ① ᪂ዎ⣙ 

�限度額４୓෇）

① ᪂ዎ⣙のࡳ 

（限度額４୓෇） 

 

㸩 
ճ ୧方適用 

（限度額４୓෇）

  

㸩 
ճ ୧方適用 

（限度額４୓෇）

② 旧ዎ⣙のࡳ 

（限度額５୓෇） 

  ② 旧ዎ⣙のࡳ 

（限度額５୓෇） 

 

     

年㛫の支払 
保㝤ᩱ等 

᥍ 除 額（税法） ᥍ 除 額（⡆౽法） 

20�000෇以ୗ 支払保㝤ᩱ等の全額 

20�000෇㉸  

40�000෇以ୗ 

20�000෇㸩 

（支払保㝤ᩱ等－20�000෇）�1�2

支払保㝤ᩱ等�1�2 

㸩10�000෇ 

40�000෇㉸  

80�000෇以ୗ 

30�000෇㸩 

（支払保㝤ᩱ等－40�000෇）�1�4

支払保㝤ᩱ等�1�4 

㸩20�000෇ 

40�000෇以ୗ （支払保㝤ᩱ等－20�000෇） 㸩10�000෇ 

80�000෇㉸ 一律40�000෇ 

80�000෇以ୗ （支払保㝤ᩱ等－40�000෇） 㸩20�000෇ 
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⏕ ࿨ ಖ 㝤 ᩱ 

᥍ 㝖 㢠 

㸦ᡤἲ��ձ㹼մ㸧 

② 旧ዎ⣙（平成23年12月31日以๓にዎ⣙した保㝤ዎ⣙等） 

 
ճ ᪂ዎ⣙と旧ዎ⣙の཮方について⏕࿨保㝤ᩱ᥍除を適用する場合 

  ᪂ዎ⣙の計算㸩旧ዎ⣙の計算＝᥍除額（最㧗４୓෇） 

  なお、旧ዎ⣙のࡳの⏦࿌をጉげるものではない。 
 
մ ᥍除額の限度 

  ྛዎ⣙の計算した保㝤ᩱ᥍除の合計額が12୓෇を㉸える場合は12୓෇ 

年㛫の支払 
保㝤ᩱ等 

᥍ 除 額（税法） ᥍ 除 額（⡆౽法） 

25�000෇以ୗ 支払保㝤ᩱ等の全額 

25�000෇㉸   

50�000෇以ୗ 

25�000෇㸩 

（支払保㝤ᩱ等－25�000෇）�1�2

支払保㝤ᩱ等�1�2 

㸩12�500෇ 

50�000෇㉸   

100�000෇以ୗ 

37�500෇㸩 

（支払保㝤ᩱ等－50�000෇）�1�4

支払保㝤ᩱ等�1�4 

㸩25�000෇ 

50�000෇以ୗ （支払保㝤ᩱ等－25�000෇）�1�2 㸩12�500෇ 

100�000෇㉸ 一律50�000෇ 

100�000෇以ୗ （支払保㝤ᩱ等－50�000෇）�1�4 㸩25�000෇ 

ᆅ 㟈 ಖ 㝤 ᩱ 

᥍ 㝖 㢠 

㸦ᡤἲ��ձࠊᖹ��

ᨵṇᡤἲ㝃๎��㸧 

ᆅ震保㝤ᩱの支払金額の合計額   

�①)（最㧗５୓෇） 
㸩 

㛗ᮇ保㝤ᩱの支払金額の合計額を 

ୗ記の算ᘧに当てはめて計算した 

金額�②)（最㧗１୓５༓෇） 

            �①と②の合計で最㧗５୓෇) 

 
 

支払保㝤ᩱ ᥍除額（税法） ᥍除額（⡆౽法） 

10�000෇以ୗ その支払金額 

10�000෇㉸ 

20�000෇以ୗ

10�000෇㸩 

�支払保㝤ᩱ－10�000෇)�1�2

支払保㝤ᩱ�1�2 

㸩5�000෇ 

20�000෇を㉸ 15�000෇ 

ᐤ 㝃 㔠 

᥍ 㝖 㢠 

㸦ᡤἲ��ձ㸧 

「特定ᐤ附金の合計額」と「⥲所得金額 

等の40㸣」のいずれかᑡない方の金額 
－ 2�000෇ 

㞀 ᐖ ⪅ 

᥍ 㝖 㢠 

㸦ᡤἲ��ձࠊղ㸧 

㞀ᐖ者᥍除額は、次の表でồめた金額 

ͤ平成29年ศ以๓は、「ྠ一⏕計㓄അ者」は「᥍除対㇟㓄അ者」 

 

Ϩ 㞀ᐖ⪅ࡣ࡜ 

  ⢭⚄上の㞀ᐖにより事理をᘚ識する⬟ຊをḞくᖖἣにある者、ኻ明者その௚の⢭⚄又は㌟

体に㞀ᐖがある者 

ϩ ≉ู㞀ᐖ⪅ࡣ࡜ 

  㞀ᐖ者のうち、⢭⚄又は㌟体に重度の㞀ᐖがある者 

Ϫ ྠᒃ≉ู㞀ᐖ⪅ࡣ࡜ 

  ྠ一⏕計㓄അ者又はᢇ㣴ぶ᪘のうち、特別㞀ᐖ者で、かつ、居住者又はその㓄അ者ⱝしく

はその居住者と⏕計を一にするその௚のぶ᪘とのྠ居をᖖἣとしている者 

༊  ศ 
᥍ 除 額 

本  人 ྠ一⏕計㓄അ者又はᢇ㣴ぶ᪘ 

㞀ᐖ者 270�000෇ 

特別㞀ᐖ者 400�000෇ 

ྠ居特別㞀ᐖ者  750�000෇ 

持出可
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ᐻ፬（ኵ）᥍除額は、次の表でồめた金額 

 ᥍ 除 額 

ᐻ ፬ （ ᐻ ኵ ） 270�000෇

特 定 ᐻ ፬ 350�000෇

 

 ᐻ፬ࡣ࡜ 

① ኵとṚ別 㞳࣭፧したᚋ෌፧していない者又はኵが⏕Ṛ୙明などの者で、ᢇ㣴ぶ᪘又は⥲所得

金額等が38୓෇以ୗの⏕計を一にするᏊ（௚の者の᥍除対㇟㓄അ者（平成30年ศ以降は、「ྠ一

⏕計㓄അ者」）、ᢇ㣴ぶ᪘とࡉれない者に限る。）がある者 

② ኵとṚ別したᚋ෌፧していない者又はኵが⏕Ṛ୙明などの者で、合計所得金額が500୓෇以

ୗの者 

 ≉ᐃのᐻ፬ࡣ࡜ 

 上の①にヱ当する者で、ᢇ㣴ぶ᪘であるᏊを᭷し、かつ、合計所得金額が500୓෇以ୗの者

 ᐻኵࡣ࡜ 

 ጔとṚ別࣭㞳፧したᚋ෌፧していない者又はጔが⏕Ṛ୙明などの者で、⥲所得金額等が38୓

෇以ୗの⏕計を一にするᏊ（௚の者の᥍除対㇟㓄അ者（平成30年ศ以降は、「ྠ一⏕計㓄അ者」）、

ᢇ㣴ぶ᪘とࡉれない者に限る。）があり、かつ、合計所得金額が500୓෇以ୗの者 

 

࠙参考ࠚ௧࿴㸰ᖺศ௨㝆 

 ᐻ፬ࡣ࡜ 

① ኵとṚ別 㞳࣭፧したᚋ෌፧していない者又はኵが⏕Ṛ୙明などの者で、ᢇ㣴ぶ᪘又は⥲所得

金額等が48୓෇以ୗの⏕計を一にするᏊ（௚の者の᥍除対㇟㓄അ者（平成30年ศ以降は、「ྠ一

⏕計㓄അ者」）、ᢇ㣴ぶ᪘とࡉれない者に限る。）がある者 

② ኵとṚ別したᚋ෌፧していない者又はኵが⏕Ṛ୙明などの者で、合計所得金額が500୓෇以

ୗの者 

 ≉ᐃのᐻ፬ࡣ࡜ 

 上の①にヱ当する者で、ᢇ㣴ぶ᪘であるᏊを᭷し、かつ、合計所得金額が500୓෇以ୗの者

 ᐻኵࡣ࡜ 

 ጔとṚ別࣭㞳፧したᚋ෌፧していない者又はጔが⏕Ṛ୙明などの者で、⥲所得金額等が38୓

෇以ୗの⏕計を一にするᏊ（௚の者の᥍除対㇟㓄അ者（平成30年ศ以降は、「ྠ一⏕計㓄അ者」）、

ᢇ㣴ぶ᪘とࡉれない者に限る。）があり、かつ、合計所得金額が500୓෇以ୗの者 

 

໅ ປ 学 ⏕ 

᥍ 㝖 㢠 

㸦ᡤἲ��ձ㸧 

270�000෇ 

 

 ໅ປ学⏕ࡣ࡜ 

 ⤥୚所得等を᭷する者のうち、合計所得金額が65୓෇以ୗで、合計所得金額のうち⤥୚所得

等以外の所得の合計額が10୓෇以ୗの者 

 

 

࠙参考ࠚ௧࿴㸰ᖺศ௨㝆 

 ໅ປ学⏕ࡣ࡜ 

 ⤥୚所得等を᭷する者のうち、合計所得金額が75୓෇以ୗで、合計所得金額のうち⤥୚所得

等以外の所得の合計額が10୓෇以ୗの者 

 

持出可
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㓄അ者᥍除額は、次の表でồめた金額 

  
 

Ϩ ᥍㝖ᑐ㇟㓄അ⪅ࡣ࡜ 

᥍除対㇟㓄അ者とは、ྠ 一⏕計㓄അ者のうち、合計所得金額が1�000୓෇以ୗである居

住者の㓄അ者 

ྠ一⏕計㓄അ者とは居住者の㓄അ者でその居住者と⏕計を一にするもの（㟷Ⰽ

事ᴗ専ᚑ者として⤥୚の支払をཷける者及びⓑⰍ事ᴗ専ᚑ者を除く㹿）のうち、合計所得金

額が38୓෇以ୗである者 

ϩ ⪁ே᥍㝖ᑐ㇟㓄അ⪅ࡣ࡜ 

  ᥍除対㇟㓄അ者のうち、年㱋70ṓ以上の者 

 

࠙参考ࠚ௧࿴㸰ᖺศ௨㝆 

Ϩ ᥍㝖ᑐ㇟㓄അ⪅ࡣ࡜ 

᥍除対㇟㓄അ者とは、ྠ 一⏕計㓄അ者のうち、合計所得金額が1�000୓෇以ୗである居

住者の㓄അ者 

ྠ一⏕計㓄അ者とは居住者の㓄അ者でその居住者と⏕計を一にするもの（㟷Ⰽ

事ᴗ専ᚑ者として⤥୚の支払をཷける者及びⓑⰍ事ᴗ専ᚑ者を除く㹿）のうち、合計所得金

額が48୓෇以ୗである者 

ϩ ⪁ே᥍㝖ᑐ㇟㓄അ⪅ࡣ࡜ 

  ᥍除対㇟㓄അ者のうち、年㱋70ṓ以上の者 

 

࠙参考ࠚᖹᡂ��ᖺศ௨๓ 

次の表でồめた金額 

 ᥍ 除 額 

一⯡の᥍除対㇟㓄അ者 380�000෇

⪁ 人 ᥍ 除 対 ㇟ 㓄 അ 者 480�000෇

 

Ϩ ᥍㝖ᑐ㇟㓄അ⪅ࡣ࡜ 

  居住者の㓄അ者でその居住者と⏕計を一にするもの（㟷Ⰽ事ᴗ専ᚑ者として⤥୚の支払を

ཷける者及びⓑⰍ事ᴗ専ᚑ者を除く㹿）のうち合計所得金額が38୓෇以ୗである者 

ϩ ⪁ே᥍㝖ᑐ㇟㓄അ⪅ࡣ࡜ 

  ᥍除対㇟㓄അ者のうち、年㱋70ṓ以上の者 

 

居住者の合計所得金額 
᥍  除  額 

᥍除対㇟㓄അ者 ⪁人᥍除対㇟㓄അ者 

900୓෇以ୗ  

900୓෇㉸950୓෇以ୗ 

950୓෇㉸1�000୓෇以ୗ

380�000෇ 

260�000෇ 

130�000෇ 

480�000෇ 

320�000෇ 

160�000෇ 

持出可
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⏕計を一にする㓄അ者（௚の⣡税者のᢇ㣴ぶ᪘とࡉれる者、㟷Ⰽ事ᴗ専ᚑ者として⤥୚の支

払をཷける者及びⓑⰍ事ᴗ専ᚑ者を除く。）かつ、᥍除対㇟㓄അ者にヱ当しない者で、当ヱ㓄അ

者及び居住者の合計所得金額に基づき、次の表でồめた金額 

なお、ኵ፬がお஫いに㓄അ者特別᥍除を適用することはできない。 

 

㓄അ者の 

合計所得金額 

᥍   除   額 

居 住 者 の 合 計 所 得 金 額 

900୓෇以ୗ
900୓෇㉸ 

950୓෇以ୗ

950୓෇㉸ 

1�000୓෇以ୗ 

38୓෇㉸ 

85୓෇以ୗ
38୓෇ 26୓෇ 13୓෇ 

85୓෇㉸ 

  90୓෇以ୗ
36୓෇ 24୓෇ 12୓෇ 

90୓෇㉸ 

  95୓෇以ୗ
31୓෇ 21୓෇ 11୓෇ 

95୓෇㉸ 

  100୓෇以ୗ
26୓෇ 18୓෇ ９୓෇ 

100୓෇㉸ 

   105୓෇以ୗ
21୓෇ 14୓෇ ７୓෇ 

105୓෇㉸ 

   110୓෇以ୗ
16୓෇ 11୓෇ 㸴୓෇ 

110୓෇㉸ 

   115୓෇以ୗ
11୓෇ ８୓෇ ４୓෇ 

115୓෇㉸ 

   120୓෇以ୗ
㸴୓෇ ４୓෇ ２୓෇ 

120୓෇㉸ 

   123୓෇以ୗ
３୓෇ ２୓෇ １୓෇ 

 

 

࠙参考ࠚ௧࿴㸰ᖺศ௨㝆 

⏕計を一にする㓄അ者（௚の⣡税者のᢇ㣴ぶ᪘とࡉれる者、㟷Ⰽ事ᴗ専ᚑ者として⤥୚の支

払をཷける者及びⓑⰍ事ᴗ専ᚑ者を除く。）かつ、᥍除対㇟㓄അ者にヱ当しない者で、当ヱ㓄അ

者及び居住者の合計所得金額に基づき、次の表でồめた金額 

なお、ኵ፬がお஫いに㓄അ者特別᥍除を適用することはできない。 

 

㓄അ者の 

合計所得金額 

᥍   除   額 

居 住 者 の 合 計 所 得 金 額 

900୓෇以ୗ
900୓෇㉸ 

950୓෇以ୗ

950୓෇㉸ 

1�000୓෇以ୗ 

48୓෇㉸ 

95୓෇以ୗ
38୓෇ 26୓෇ 13୓෇ 

95୓෇㉸ 

 100୓෇以ୗ
36୓෇ 24୓෇ 12୓෇ 

100୓෇㉸ 

   105୓෇以ୗ
31୓෇ 21୓෇ 11୓෇ 

105୓෇㉸ 

   110୓෇以ୗ
26୓෇ 18୓෇ ９୓෇ 

110୓෇㉸ 

   115୓෇以ୗ
21୓෇ 14୓෇ ７୓෇ 

115୓෇㉸ 

   120୓෇以ୗ
16୓෇ 11୓෇ 㸴୓෇ 

120୓෇㉸ 

   125୓෇以ୗ
11୓෇ ８୓෇ ４୓෇ 

125୓෇㉸ 

   130୓෇以ୗ
㸴୓෇ ４୓෇ ２୓෇ 

130୓෇㉸ 

   133୓෇以ୗ
３୓෇ ２୓෇ １୓෇ 
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⏕計を一にする㓄അ者（௚の⣡税者のᢇ㣴ぶ᪘とࡉれる者、㟷Ⰽ事ᴗ専ᚑ者として⤥୚の支

払をཷける者及びⓑⰍ事ᴗ専ᚑ者を除く。）で᥍除対㇟㓄അ者にヱ当しない者の合計所得金額

に基づき、次の表でồめた金額 

なお、居住者の合計所得金額が1�000୓෇を㉸える場合は㓄അ者特別᥍除の適用はなく、ኵ፬

がお஫いに㓄അ者特別᥍除を適用することはできない。 

㓄അ者の合計所得金額 ᥍除額 

380�001෇から399�999෇まで 38୓෇ 

400�000෇から449�999෇まで 36୓෇ 

450�000෇から499�999෇まで 31୓෇ 

500�000෇から549�999෇まで 26୓෇ 

550�000෇から599�999෇まで 21୓෇ 

600�000෇から649�999෇まで 16୓෇ 

650�000෇から699�999෇まで 11୓෇ 

700�000෇から749�999෇まで 㸴୓෇ 

750�000෇から759�999෇まで ３୓෇ 

 

 

持出可
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扶 養 控 除 額 

（所法84①、措法

41の16①） 

扶養控除額は、次の表で求めた金額 
 

 控 除 額 

一 般 の 控 除 対 象 扶 養 親 族 

(16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下) 
380,000円 

特 定 扶 養 親 族 

（年齢19歳以上22歳以下） 
630,000円 

老人扶養親族 

（70歳以上） 

同 居 老 親 等 以 外 480,000円 

同 居 老 親 等 580,000円 

 

 扶養親族とは 

 居住者の親族（配偶者を除く）、里親である居住者に委託された児童（年齢18歳未満）及び養

護受託者である居住者に委託された老人（年齢65歳以上）で、その居住者と生計を一にするも

の（青色事業専従者として給与の支払を受ける者及び白色事業専従者を除く。)のうち、合計所

得金額が38万円以下である者 

Ⅰ 控除対象扶養親族とは 

  扶養親族のうち、年齢16歳以上の者 

Ⅱ 特定扶養親族とは 

  控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者 

Ⅲ 老人扶養親族とは 

控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者 

Ⅳ 同居老親等とは 

  老人扶養親族のうち、居住者又はその配偶者の直系尊属で、かつ、居住者又はその配偶者

との同居を常況としている者 

 

【参考】令和２年分以降 

 扶養親族とは 

 居住者の親族（配偶者を除く）、里親である居住者に委託された児童（年齢18歳未満）及び養

護受託者である居住者に委託された老人（年齢65歳以上）で、その居住者と生計を一にするも

の（青色事業専従者として給与の支払を受ける者及び白色事業専従者を除く。)のうち、合計所

得金額が48万円以下である者 

 

基 礎 控 除 額 

（所法86①） 

 

380,000円 

 

【参考】令和２年分以降 

居住者の合計所得金額  控 除 額 

2,400万円以下  

2,400万円超2,450万円以下 

2,450万円超2,500万円以下 

2,500万円超  

480,000円 

320,000円 

160,000円 

（適用なし） 
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第㸴章 税額計算 

 

第１節 税率及び税額の計算 

所得税法では、ᛂ⬟㈇ᢸの実現を図るため個ࠎの⣡税者の事᝟を⪃៖して所得᥍除の規

定が設けられていることは᪤に述࡭たとおりであるが、᭦に税額の計算についても、原則

として⣡税者にᖐᒓする全ての所得を⥲合し、これに㉸㐣⣼㐍税率又はẚ例税率を適用す

ることによって所得金額の多ᐻによる㈇ᢸの調ᩚが図られている。この節では、課税ᶆ‽

 。との税額の算出方法について学習するࡈ

 

学習のポイント 

１ 税額計算の方法は、どのようになっているのか 

２ 基本税率による税額計算は、どのように行うのか 

３ ኚື所得及び臨時所得の平ᆒ課税とは、どのようなものか 

⛯ 㢠 ィ ⟬ の ᵓ 㐀 

օ ⥲所得金額 

 

所 

得 

᥍ 

除 

額 

 課税⥲所得金額 

 上場ᰴᘧ等に係る㓄当所得等۔

の金額�㑅ᢥ) 
  上場ᰴᘧ等に係る課税㓄当所得等の金額

(ὀ�ᅵᆅ等に係る事ᴗ所得等の金額 ᅵᆅ等に係る課税事ᴗ所得等の金額۔

 ᮇㆡΏ所得の金額▷۔
 （特別᥍除ᚋ） 

課税▷ᮇㆡΏ所得金額 

 㛗ᮇㆡΏ所得の金額۔
 （特別᥍除ᚋ） 

課税㛗ᮇㆡΏ所得金額 

 ᰴᘧ等に係るㆡΏ所得等の金額 ᰴᘧ等に係る課税ㆡΏ所得等の金額۔

 ඛ≀取引に係る㞧所得等の金額 ඛ≀取引に係る課税㞧所得等の金額۔

 ᒣᯘ所得金額 課税ᒣᯘ所得金額۔

 ㏥職所得金額 課税㏥職所得金額۔

  （。༳は、ศ㞳課税である۔）

     

ֆ 課税⥲所得金額�税率（㏿算表）＝算出税額（㸿） 

上場ᰴᘧ等に係る課税㓄当所得等の金額�税率＝算出税額（㹀） 

ᅵᆅ等に係る課税事ᴗ所得等の金額�税率＝算出税額（㹁）（ὀ） 

課税㛗ᮇ�▷ᮇ)ㆡΏ所得金額�税率＝算出税額（㹂） 

  課税ᒣᯘ所得金額�税率（㏿算表）＝算出税額（㹃） 

  課税㏥職所得金額�税率（㏿算表）＝算出税額（㹄） 

  ᰴᘧ等に係る課税ㆡΏ所得等の金額�税率＝算出税額（㹅） 

  ඛ≀取引に係る課税㞧所得等の金額�税率＝算出税額（㹆） 

㸻㸫

�ὀ)
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և 算出税額（㸿） 

  算出税額（㹀） 

  算出税額（㹁）    （ὀ）

  算出税額（㹂） 

  算出税額（㹃） 

  算出税額（㹄） 

  算出税額（㹅） 

算出税額（㹆） 

 

 

 

  

ֈ 所得税額�年税額)－源泉徴収税額－ண定⣡税額＝確定⏦࿌に係る⣡௜税額 

（ὀ）平成10年１月１日から令和２年３月31日までの㛫の個人の୙ື産事ᴗ者等のᅵᆅㆡΏ┈については、

⏦࿌ศ㞳課税ไ度の特例は適用ࡉれず、一⯡の事ᴗ所得等とྠᵝ⥲合課税となる。 

 

㸯 ⛯㢠ィ⟬の᪉ἲ 

所得税額の計算㐣⛬のᴫ略は、次のとおりである。 

օ 課税ᶆ‽から所得᥍除したᚋの金額を課税所得金額という。課税所得金額は、①課

税⥲所得金額、②課税ᒣᯘ所得金額及びճ課税㏥職所得金額に༊ศࡉれる。᭦に、մ

租税特別措置法によってศ㞳課税とࡉれる課税所得金額がある。 

ֆ これらの課税所得金額に、それࡒれ、税率を乗じて税額（算出税額）をồめる。 

և その算出税額から、税額᥍除を行って、その年ศの所得税額（年税額）をồめる。 

ֈ 確定⏦࿌により⣡௜する税額は㺂その年税額から᭦に、源泉徴収税額とண定⣡税額を

᥍除した金額である。 

（ὀ）国税の確定金額に100෇ᮍ‶の➃数があるとき、又は、その全額が100෇ᮍ‶であるときには、これを

ษりᤞてる（通則法119①）。 

 

㸰 ᇶ本ⓗࡿࡼ࡟⋠⛯࡞⛯㢠ィ⟬ 

所得税の税額計算の基本となる税率は、㉸㐣⣼㐍税率となっている。

⑴ ㄢ⛯⥲ᡤᚓ㔠㢠及びㄢ⛯㏥⫋ᡤᚓ㔠㢠࡟ᑐࡿࡍ⛯㢠 

 課税⥲所得金額及び課税㏥職所得金額に対する税額は、これらの課税所得金額に所

得税法第89条第１項に規定する税率を乗じて計算する。 

（ὀ）課税ࡉれる所得金額に1�000෇ᮍ‶の➃数があるとき、又は、その全額が1�000෇ᮍ‶であるときには、

これをษりᤞてる（通則法118①）。 

 なお、実務では、次の㏿算表により計算する。 

平成26年ศまで 平成27年ศから 

課 税 ࡉ れ る 所 得 金 額 税 率 ᥍ 除 額 課 税 ࡉ れ る 所 得 金 額 税 率 ᥍ 除 額

   1�000෇㹼 1�949�000෇ ５㸣 0෇     1�000෇㹼 1�949�000෇ ５㸣 0෇

 1�950�000෇㹼 3�299�000෇ 10㸣 97�500෇ 1�950�000෇㹼 3�299�000෇ 10㸣 97�500෇

 3�300�000෇㹼 6�949�000෇ 20㸣 427�500෇   3�300�000෇㹼 6�949�000෇ 20㸣 427�500෇

 6�950�000෇㹼 8�999�000෇ 23㸣 636�000෇   6�950�000෇㹼 8�999�000෇ 23㸣 636�000෇

 9�000�000෇㹼17�999�000෇ 33㸣 1�536�000෇   9�000�000෇㹼17�999�000෇ 33㸣 1�536�000෇

18�000�000෇以上 40㸣 2�796�000෇ 18�000�000෇㹼39�999�000෇ 40㸣 2�796�000෇

̿ ̿ ̿ 40�000�000෇以上 45㸣 4�796�000෇

㸫 税額᥍除額 㸻 所得税額�年税額)
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࠙設例ࠚ 

 課税所得金額が1�000୓෇の場合、適用ࡉれる税率は次のとおりである。 

   10�000�000෇�33㸣－1�536�000෇＝1�764�000෇ 

 

⑵ ㄢ⛯ᒣᯘᡤᚓ㔠㢠࡟ᑐࡿࡍ⛯㢠 

課税ᒣᯘ所得金額に対する税額は、所得税法第89条第１項に規定する税率を乗じて

計算する。 

なお、実務では、次の課税ᒣᯘ所得金額に対する所得税の㏿算表により計算する。 

 

ㄢ⛯ᒣᯘᡤᚓ㔠㢠࡟ᑐࡿࡍᡤᚓ⛯の㏿⟬⾲ 

平成26年ศまで 平成27年ศから 

課 税 ࡉ れ る 所 得 金 額 税 率 ᥍ 除 額 課 税 ࡉ れ る 所 得 金 額 税 率 ᥍ 除 額

   1�000෇㹼 9�749�000෇ ５㸣 0෇     1�000෇㹼 9�749�000෇ ５㸣 0෇

  9�750�000෇㹼16�499�000෇ 10㸣 487�500෇ 9�750�000෇㹼16�499�000෇ 10㸣 487�500෇

16�500�000෇㹼34�749�000෇ 20㸣 2�137�500෇ 16�500�000෇㹼34�749�000෇ 20㸣 2�137�500෇

34�750�000෇㹼44�999�000෇ 23㸣 3�180�000෇ 34�750�000෇㹼44�999�000෇ 23㸣 3�180�000෇

45�000�000෇㹼89�999�000෇ 33㸣 7�680�000෇ 45�000�000෇㹼89�999�000෇ 33㸣 7�680�000෇

90�000�000෇以上 40㸣 13�980�000෇ 90�000�000෇㹼199�999�000෇ 40㸣 13�980�000෇

̿ ̿ ̿ 200�000�000෇以上 45㸣 23�980�000෇

（ὀ）１ 課税ᒣᯘ所得金額に対する税額は、いわࡺる５ศ５乗方ᘧ（課税ᒣᯘ所得金額の５ศの１に相当する金額に

所得税法第89条第１項に規定する税率を乗じて計算した税額を５ಸする。）により算出するが、上記の㏿算表

にはこの５ศ５乗方ᘧが⧊り㎸まれている。 

２ ５ศ５乗計算を行う理⏤は、㎰ᴗ所得のようにẖ年の収✭から所得が⏕ずるのとは␗なり、ᒣᯘ所得は、᳜

ᯘからఆ᥇まで㛗い年月を⤒て、ㆡΏの年に一度に所得がⓎ⏕することから、㉸㐣⣼㐍税率により税㈇ᢸが㐣

重となることを⪃៖したものである。 

 

㸱 ኚືᡤᚓ及び⮫᫬ᡤᚓのᖹᆒㄢ⛯ 

⑴ ኚືᡤᚓ及び⮫᫬ᡤᚓのព⩏ 

ኚື所得及び臨時所得を᭷する者は、所得の金額がẖ年ほࡰ平ᆒする者とẚ㍑する

と、年ࡈとに㉸㐣⣼㐍税率を適用する関係から、その数年㛫の税㈇ᢸをẚ㍑すると大

きなᕪ␗を⏕じることがある。 

そこで、この税㈇ᢸのᕪ␗を調ᩚするため、一定の条௳にヱ当するኚື所得及び臨

時所得については、上記２の�1)の課税⥲所得金額に㉸㐣⣼㐍税率を乗ずる方法によ

らず、ୗ記�4)の特別な税額計算の方法によることとし、税㈇ᢸの⦆和を図ることと

している（所法90）。 

⑵ ኚືᡤᚓ及び⮫᫬ᡤᚓの⠊ᅖ 

イ ኚື所得とは、事ᴗ所得又は㞧所得のうち、⮬↛現㇟その௚の条௳により年ࠎの
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所得が大ᖜにኚືする所得で、具体的には、①⁺⋓ⱝしくはのりの᥇取から⏕ずる

所得、②はまち、まだい、ࡦらめ、かき、うなࡂ、ほたて㈅ⱝしくは┿⌔（┿⌔㈅

をྵࡴ。）の㣴Ṫから⏕ずる所得、ճ原✏ⱝしくは作᭤のሗ㓘に係る所得又はմⴭ

作ᶒの౑用ᩱに係る所得をいう（所法２①二༑三、所令７の２）。 

ࣟ 臨時所得とは、事ᴗ所得、୙ື産所得又は㞧所得のうち、数年ศの収入が一ᣓし

て支払われるᛶ᱁の所得で、例えば、①ࣟࣉ㔝⌫㑅ᡭなどが、３年以上のᮇ㛫、⌫

ᅋなど特定の者と専ᒓዎ⣙を⤖ࡪことによりཷけ取るዎ⣙金で、その金額がそのዎ

⣙によるሗ㓘の２年ศ以上であるものの所得、②ᅵᆅ࣭ᘓ≀等を３年以上のᮇ㛫௚

人に౑用ࡉせることにより一時にཷけるᶒ利金などで、その金額がそのዎ⣙による

౑用ᩱの２年ศ以上であるものの所得（ㆡΏ所得になるものを除く。）などのほか、

これらに㢮する所得をいう（所法２①二༑ᅄ、所令８）。 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通２－30㹼２－37、90－２、90－㸴㹼90－10 

⑶ ᖹᆒㄢ⛯ࢆ㐺⏝ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍሙྜ 

「その年ศのኚື࣭臨時所得の金額の合計額Ӎその年ศの⥲所得金額�20㸣」であ

る場合に平ᆒ課税によることができる。 

なお、その年ศのኚື所得の金額が、๓ࠎ年及び๓年のኚື所得の金額の合計額の

２ศの１以ୗの場合には、臨時所得のࡳでุ定する（所法90①ճ）。 

⑷ ᖹᆒㄢ⛯の᪉ἲࡿࡼ࡟⛯㢠のィ⟬ 

イ �課税⥲所得金額－平ᆒ課税対㇟金額�４㸭５)＝調ᩚ所得金額�㸿) 

ただし、課税⥲所得金額ӌ平ᆒ課税対㇟金額の場合には、課税⥲所得金額� 

１㸭５の金額 

ࣟ 課税⥲所得金額－調ᩚ所得金額＝特別所得金額�㹀) 

 (㹁�㏿算表)＝調ᩚ所得金額に対する税額�㸿)�税率�調ᩚ所得金額 ࣁ

特別所得金額�㹀)�平ᆒ税率  ＝特別所得金額に対する税額�㹂) 

 (㹂�㹁)㸩特別所得金額に対する税額�調ᩚ所得金額に対する税額 ࢽ

                          ＝その年ศの課税⥲所得金額に対する税額 

（ὀ）平ᆒ課税対㇟金額とは、 

 㹹その年ศのኚື所得の金額－�๓年ศのኚື所得の金額㸩๓ࠎ年ศのኚື所得の金額)�１㸭２`㸩その年ศの臨

時所得の金額 
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第２節 税額᥍除 

税額᥍除として、①所得税法では、法人税との二重課税を調ᩚするための「㓄当᥍除」、

集ᅋᢞ資ಙクの収┈のศ㓄金の二重課税調ᩚを適ษにΎ算するための「ศ㓄時調ᩚ外国税

相当額᥍除」及び外国の所得税との二重課税を調ᩚするための「外国税額᥍除」の規定が

設けられており、また、②租税特別措置法には、ᣢᐙ取得ಁ㐍ไ度の一⎔としての「住Ꮿ

೉入金等特別᥍除」などが設けられている。 

この節では、税額᥍除の୺なものについて学習する。 

 

学習のポイント 

１ 税額᥍除の✀㢮には、どのようなものがあり、また、᥍除額の計算はどうなっ

ているのか 

２ 税額᥍除の㡰ᗎは、どのようになっているのか 

 

㸯 ⛯㢠᥍㝖の✀㢮 

税額᥍除には、①所得税法上の「㓄当᥍除」、「ศ㓄時調ᩚ外国税相当額᥍除」及び

「外国税額᥍除」、②租税特別措置法上の「住Ꮿ೉入金等特別᥍除」のほかྛ✀の規定

がある。 

⑴ 㓄ᙜ᥍㝖 

イ 㓄当᥍除 

 居住者が内国法人からཷける㓄当所得を᭷する場合に、その者の算出税額（所得

税法89条の税率適用による金額）から᥍除する（所法92）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 㓄当所得は、課税῭ࡳ法人所得のศ㓄であり、二重課税㜵ṆのほⅬから設けられてい

る規定である。 
 

㹎㸭㹊  法人の本᮶の利┈ 
 法人が得た利┈（所得）をศ㓄す

る๓に、その利┈に対して課税し、

ศ㓄ᚋに᭦にその利┈に対し課税

している。つまり、ྠじ利┈にఱ度

も課税することとなる。 

原  価 

኎  上 

 

ฎศྍ⬟
利  ┈

法人税等

必要⤒㈝  引当金等

法 人 税  㓄当ྍ⬟
利  ┈利  ┈  

  

㓄ᙜ᥍㝖の┠ⓗ 
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ロ 配当控除の対象となる配当所得 

対象となる配当所得 対象とならない配当所得 

○ 剰余金の配当 

○ 利益の配当 

○ 剰余金の分配 

○ 証券投資信託の収益の分配 

○ 金銭の分配 

○ 特定株式投資信託の収益の
分配（措法９③） 

○ 一般外貨建等証券投資信託
の収益の分配（措法９④） 

 

○ 外国法人から受ける配当（一定のものを除く。） 

○ 基金利息 

○ 特定受益証券発行信託の収益の分配 

○ オープン型証券投資信託のうち、信託財産の元本の払戻し相当
部分（所法９①十一） 

○ 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配（措法９①一） 

○ 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等（措法９①二） 

○ 外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配（措法９①
三） 

○ 特定外貨建等証券投資信託の収益の分配（措法９①四） 

○ 適格機関投資家私募信託の収益の分配（措法９①五イ） 

○ 特定目的信託の収益の分配（措法９①五ロ） 

○ 特定目的会社から受ける配当（措法９①六） 

○ 投資法人から受ける配当（措法９①七） 

○ 確定申告をしないことを選択した配当（措法８の５①） 

○ 申告分離課税を選択した上場株式等の配当等（措法８の４①） 
 

ハ 控除額 

区  分 配 当 控 除 額 

課税総所得金

額が1,000万円以

下の場合 

（配当所得の金額）× 

課税総所得金

額が1,000万円を

超える場合 

 
             
 

×     ＋             × 

 

 

（注）１ 配当控除の金額は、算出税額を限度とする（所法92②）。 

２ 「証券投資信託の収益の分配」、「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」がある場合については、

上記の計算式と異なる。 

 

配当所得の金額のうち
課税総所得金額から
1,000万円を差し引いた
金額に達するまでの部
分の金額（Ａ） 

５ 

100 

配当所得の
金額のうち   
（Ａ）以外
の部分の金
額 

10 

100 

10 

100 
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㸦ᅗ♧㸧 㓄ᙜ᥍㝖⋡の㐺⏝༊ศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ὀ） 㓄当᥍除の計算の基♏となる㓄当所得は、㈇മの利Ꮚ᥍除ᚋの金額により計算する。 

 

࠙設例ࠚ㓄ᙜ᥍㝖㢠のィ⟬                    （༢఩㸸୓෇） 

᦬     要 １ ２ ３ ４ 

事ᴗ所得の金額   400  750  730  900 

⤥୚所得の金額   240  280  300  300 

㓄当所得の金額（ᰴᘧ）  400  200  100  400 

⥲所得金額   1�040  1�230  1�130  1�600 

所得᥍除額の合計額   50  50  50  50 

課税⥲所得金額   990  1�180  1�080  1�550 

㓄当᥍除率༊ศ 
10㸣 40 ２ ２ － 

５㸣 － ９ ４ 20 

㓄当᥍除額  40 11 㸴 20 

 

 

 

 

 

所

得

᥍

除

の

額

⥲

所

得

金

額

課

税

⥲

所

得

金

額

所

得

᥍

除

の

額

所

得

᥍

除

の

額

課

税

⥲

所

得

金

額

⥲

所

得

金

額

㓄

当

所

得

以

外

の

所

得

課

税

⥲

所

得

金

額

�5�

୓෇

1�000

⥲

所

得

金

額

�10�

㓄

当

所

得

�

๫

వ

金

の

㓄

当

）

㓄

当

所

得

�

๫

వ

金

の

㓄

当

）

㓄

当

所

得 㓄

当

所

得

以

外

の

所

得

㓄

当

所

得

以

外

の

所

得

�

᥍

除

率

５

�

)
�

᥍

除

率

ࠉ

ࠉ

�

)

�10�

�5�

�

๫

వ

金

の

㓄

当

）

10 
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⑵ 住宅借入金等特別控除

イ 住宅借入金等特別控除

個人が、一定の「新築住宅」若しくは「既存住宅」の取得又は一定の「増改築等」

をして、平成 年１月１日から令和３年 月 日までの間に自己の居住の用に供し

た場合（取得等の日から６か月以内）に、その者がその住宅の取得等に係る借入金

等を有するときは、その居住の用に供した日の属する年以後 年間（居住日が平成

年１月１日から平成 年 月 日までの場合には選択により 年間又は居住日

が平成元年 月１日から令和２年 月 日まで住宅の取得等の対価の額若しくは

費用の額に含まれる消費税額等が ％である場合には 年間）の各年分（その年の

月 日（その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用

に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日）まで引き続

き居住の用に供している年分に限り、合計所得金額が 万円を超える年分を除

く。）の所得税額から一定額を控除する（措法 ①⑥⑬）。

なお、非居住者が帰国後の住居の確保のため前もって住宅の取得をした場合など、

非居住者期間中で、平成 年３月 日以前に住宅の取得等をした場合には、住宅借

入金等特別控除の適用を受けることができない（措法 ～ の３の２、 の の２

～ の の４）。

ロ 住宅借入金等特別控除を受けられる者

住宅借入金等特別控除を受けるためには、次の要件に該当することが必要である

（措法 、措令 ）。

対
　
象
　
者

①　一定の親族等からの取得でないこと

③　合計所得金額が3,000万円以下であること

④　住宅借入金等の年末残高があること

②　取得後６か月以内に入居し、適用を受ける各
　年の12月31日まで引き続き居住していること

（注） 住宅借入金等特別控除は、居住の用に供した日の前々年分から翌々年分までの各年分について、居住用財産

についての課税の特例（措法 の３）等の適用を受けていない場合に限って適用される（措法 ⑮）。

ハ 対象となる居住用家屋又は既存住宅等

ｲ 居住用家屋とは、①床面積が ㎡以上で、②床面積の２分の１以上に相当する

部分が専ら居住の用に供されるものをいう 措令 ① 。

なお、当該家屋が認定長期優良住宅又は、低炭素建築物に該当するものである
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場合には、それࡒれその᪨のド明がなࡉれたものであること（措令26քद）。 

（ὀ）「ᗋ㠃✚」は、Ⓩ記⡙上表示ࡉれるᗋ㠃✚をいう（措通41－10、41－11）。 

�㺹) ᪤Ꮡ住Ꮿとは、�㺐)の①、②の要௳のほか、取得の日以๓20年以内（耐ⅆᘓ⠏

≀は25年以内）にᘓ⠏ࡉれたものをいう�措令26②)。 

なお、平成26年４月１日以ᚋに取得した住Ꮿにあっては、要耐震改ಟ住Ꮿ�ὀ)

でもその取得の日までに耐震改ಟを行うことにつき一定の⏦ㄳをし、かつ、その

者の居住の用に౪する日�取得の日から㸴月以内)までにその耐震改ಟᕤ事を行う

ことで耐震基‽に適合することとなったことにつきド明がࡉれたときは、要耐震

改ಟ住Ꮿ（の取得）は、᪤Ꮡ住Ꮿ（の取得）とࡳなして住Ꮿ取得等特別᥍除の適

用をཷけることができる�措法41ऩ、措令26भ、①平26改正措法附則67、143)。 

  �ὀ)  要耐震改ಟ住Ꮿとは、耐震基‽又は⤒㐣年数基‽に適合するもの以外の住Ꮿをいう。 

�㺨) ᐙᒇのቑ改⠏等とは、⮬ᕫが所᭷している居住用ᐙᒇについて、ቑ⠏、改⠏、

大規ᶍのಟ⧋及び大規ᶍのᶍᵝ᭰えのᕤ事を行い、改⠏ᚋ�㺐)の①、②の要௳にヱ

当し、そのᕤ事㈝が100୓෇を㉸えるものをいう�措令26फब)。 

 対㇟となる住Ꮿ೉入金等 ࢽ

対㇟となる住Ꮿ೉入金等は、①次の೉入金又はമ務のうち、②ዎ⣙における償㑏

ᮇ㛫又は㈿払ᮇ㛫が10年以上のものに限られる。 

�㺐) 金⼥ᶵ関等からの೉入金等 

�㺹) ᘓ設ᴗ者等からの೉入金等 

�㺨) 事ᴗ୺ᅋ体等からの೉入金等 

�㺤) 一定の法人等からの೉入金等 

�㺬) ᢎ⥅മ務 

�㺫) ౑用者等からの೉入金等 

࣍ ᥍除額 

 ᥍除額は、次の住居を居住の用に౪した日にᛂじた᥍除ᮇ㛫と᥍除率の⤌合せに

より計算した金額である�᥍除額に 100 ෇ᮍ‶の➃数が⏕じた場合はษᤞて)。 
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住Ꮿを居住の

用に౪した日 ྛ年ศの᥍除額�ὀ 1)�ὀ 2) 
᥍除 

ᮇ㛫 

ྛ年の᥍除

限度額 

平成 19 年１月

１日から平成

19 年 12 月 31

日まで 

次の�1)か�2)を㑅ᢥ適用 － － 

 օ 

１㹼㸴年目 
年末೉入金ṧ㧗2�500୓

෇以ୗの部ศ 
�１㸣

10 年 

25 ୓෇ 

 
７㹼10 年目 ྠ上 �0�5㸣 12�5 ୓෇ 

 ֆ 

１㹼10 年目 
年末೉入金ṧ㧗2�500୓

෇以ୗの部ศ 
�0�6㸣

15 年 

15 ୓෇ 

 
11㹼15 年目 ྠ上 �0�4㸣 10 ୓෇ 

平成 20 年１月

１日から平成

20 年 12 月 31

日まで 

次の�1)か�2)を㑅ᢥ適用 － － 

 օ 

１㹼㸴年目 
年末೉入金ṧ㧗2�000୓

෇以ୗの部ศ 
�１㸣

10 年 

20 ୓෇ 

 
７㹼10 年目 ྠ上 �0�5㸣 10 ୓෇ 

 ֆ 

１㹼10 年目 
年末೉入金ṧ㧗2�000୓

෇以ୗの部ศ 
�0�6㸣

15 年 

12 ୓෇ 

 
11㹼15 年目 ྠ上 �0�4㸣 8 ୓෇ 

 平成 21 年１月

１日から令和

３年12月 31日

まで（令和元年

10 月１日から

令和２年 12 月

31 日までの特

別特定例取得

等�ὀ４)を除

く） 

ㄆ
定
住
Ꮿ
の
᪂
⠏
等
以
外 

平成 21 年又は 

平成 22 年 

年末೉入金ṧ㧗5�000୓

෇以ୗの部ศ 
�１㸣

10 年 

50 ୓෇ 

 
平成 23 年 

年末೉入金ṧ㧗4�000୓

෇以ୗの部ศ 
�１㸣 40 ୓෇ 

 
平成 24 年 

年末೉入金ṧ㧗3�000୓

෇以ୗの部ศ 
�１㸣 30 ୓෇ 

 

平成 25 年１月 

㹼平成 26 年３月 

年末೉入金ṧ㧗2�000୓

෇以ୗの部ศ 
�１㸣 20 ୓෇ 

 

特定取得

�ὀ 3) 

平成 26 年

４月㹼令

和３年 12

月 

年末೉入金ṧ㧗4�000୓

෇以ୗの部ศ 
�１㸣 40 ୓෇ 

 

特定取得

以 外 

年末೉入金ṧ㧗2�000୓

෇以ୗの部ศ 
�１㸣 20 ୓෇ 

 
平成 21 年㸴月

４日から令和

３年12月 31日

まで（令和元年

10 月１日から

令和２年 12 月

31 日までの特

別特定取得等

�ὀ４)を除く） 

ㄆ
定
㛗
ᮇ
ඃ
良
住
Ꮿ
の
᪂
⠏
等 

平成 21 年、平成 22 年

又は平成 23 年 

年末೉入金ṧ㧗5�000୓

෇以ୗの部ศ 
�1�2㸣 60 ୓෇ 

 
平成 24 年 

年末೉入金ṧ㧗4�000୓

෇以ୗの部ศ 
�１㸣 40 ୓෇ 

 

平成 25 年１月 

㹼平成 26 年３月 

年末೉入金ṧ㧗3�000୓

෇以ୗの部ศ 
�１㸣 30 ୓෇ 

 

特定取得

� ὀ 3 ) 

平成 26 年

４月㹼令

和３年 12

月 

年末೉入金ṧ㧗5�000୓

෇以ୗの部ศ 
�１㸣 50 ୓෇ 

 

特定取得

以 外 

年末೉入金ṧ㧗3�000୓

෇以ୗの部ศ 
�１㸣 30 ୓෇ 

 

平成 24年 12月

４日から令和

３年12月 31日

まで（令和元年

10 月１日から

令和２年 12 月

31 日までの特

別特定取得等

�ὀ４)を除く） 

ㄆ
定
ప
Ⅳ
⣲
住
Ꮿ
の
᪂
⠏
等 

平成 24 年 
年末೉入金ṧ㧗4�000୓

෇以ୗの部ศ 
�１㸣 40 ୓෇ 

 

平成 25 年１月 

㹼平成 26 年３月 

年末೉入金ṧ㧗3�000୓

෇以ୗの部ศ 
�１㸣 30 ୓෇ 

 

特定取得 

� ὀ 3 ) 
平成 26 年

４月㹼令

和３年 12

月 

年末೉入金ṧ㧗5�000୓

෇以ୗの部ศ 
�１㸣 50 ୓෇ 

 

特定取得

以 外 

年末೉入金ṧ㧗3�000୓

෇以ୗの部ศ 
�1㸣 30 ୓෇ 
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住Ꮿを居住の

用に౪した日 ྛ年ศの᥍除額�ὀ 1)�ὀ 2) 
᥍除 

ᮇ㛫 

ྛ年の᥍除

限度額 

令和元年 10 月

１日から令和

２年 12 月 31 日

までの特別特

定 取 得 等 � ὀ

４) 

ㄆ定�㛗ᮇ᭷ᩱ㺃పⅣ⣲)住Ꮿの取得等 

 
１㹼10 年目 

年末೉入金ṧ㧗 5�000 ୓෇以ୗの

部ศ 
�１㸣

13 年 

50 ୓෇ 

 

11㹼13 年目 

ͤᕥの①又は②

のいずれかᑡな

い額 

①住Ꮿの取得等に係る対価の額又

は㈝用の額からᾘ㈝税等を᥍除し

た 5�000 ୓෇以ୗの部ศ 

�2�3㸣 333�300 ෇

 

②年末೉入金ṧ㧗 5�000 ୓෇以ୗ

の部ศ 
�1㸣 50 ୓෇ 

上記以外の住Ꮿの取得等 

 
１㹼10 年目 

年末೉入金ṧ㧗 4�000 ୓෇以ୗの

部ศ 
�１㸣

13 年 

40 ୓෇ 

 

11㹼13 年目 

ͤᕥの①又は②

のいずれかᑡな

い額 

①住Ꮿの取得等に係る対価の額又

は㈝用の額からᾘ㈝税等を᥍除し

た 5�000 ୓෇以ୗの部ศ 

�2�3㸣 266�600 ෇

 

②年末೉入金ṧ㧗 4�000 ୓෇以ୗ

の部ศ 
�1㸣 40 ୓෇ 

（ὀ）１ 上記の算ᘧにより計算した金額に100෇ᮍ‶の➃数があるときは➃数をษりᤞてる（措法41②պ）。 

２ 平成11年から平成18年又は平成21年から令和３年までの㛫に居住の用に౪した場合には、所得税から᥍除し

きれなかった住Ꮿ೉入金等特別᥍除額を⩣年度ศの住民税から᥍除できる（ᆅ方税法附則５の４、５の４の２）。 

３ 特定取得とは、住Ꮿの取得等に係る対価の額又は㈝用の額にྵまれるᾘ㈝税額等が８㸣又は10㸣の税率によ

り課ࡉれる࡭きᾘ㈝税額等である場合の住Ꮿの取得等のことをいう（措法41յ）。 

４ 特別特定取得等とは、住Ꮿの取得等に係る対価の額又は㈝用の額にྵまれるᾘ㈝税額等が10㸣の税率により

課ࡉれる࡭きᾘ㈝税額等である場合の住Ꮿの取得等のことをいう（措法41վ）。 

 

 ᡭ続等 ࡬

この᥍除は、 

① 確定⏦࿌書に適用をཷける᪨の記載をする。 

② ᥍除額の計算に関する明⣽書、Ⓩ記事項ド明書等の書㢮のῧ௜がある場合に限

り適用ࡉれる。 

ճ 原則として確定⏦࿌書により᥍除するが、⤥୚所得者については、最ึの年ศ

について確定⏦࿌をすれば、その⩣年ศ以降の年ศ（᥍除ᮇ㛫内に限られる。）

については年末調ᩚにより᥍除できる（措法41の２の２）。 

ト 住Ꮿ೉入金等特別᥍除の෌適用 

  住Ꮿの取得等をして住Ꮿ೉入金等特別᥍除を適用していた者が、平成15年４月１

日以ᚋに໅務ඛからの㌿௵の࿨令その௚これに‽ずるやࡴを得ない事⏤によりそ

の適用をཷけたᐙᒇを居住の用に౪しなくなったᚋ、これらのᐙᒇを෌びその者の

居住の用に౪した場合には、一定の要௳のୗで、住Ꮿ೉入金等特別᥍除の෌適用が

できる�措法41ւփ、平15改正措法附則83）。 

また、住Ꮿの取得等又はㄆ定㛗ᮇඃ良住Ꮿの᪂⠏等をして、平成21年１月１日以

ᚋに⮬ᕫの居住の用に౪した者が、その居住の用に౪した日からその居住の用に౪
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した年の12月31日までの㛫に、໅務ඛからの㌿௵の࿨令その௚これに‽ずるやࡴを

得ない事⏤によりそのᐙᒇをその者の居住の用に౪しなくなったᚋ、その事⏤が解

ᾘし、෌びそのᐙᒇを居住の用に౪した場合には、当ึ居住の用に౪した年におい

て居住の用に౪していたことをドする書㢮の提出等一定の要௳のୗで、住Ꮿ೉入金

等特別᥍除を適用することができる（措法4121ۑ 22ۑ 、平21改正措法附則33①、平25

改正措法附則54ճ）。 

⑶ ≉ᐃቑᨵ⠏➼ఫᏯ೉ධ㔠➼≉ู᥍㝖 

イ 㧗㱋者等居住改ಟᕤ事等に係る特定ቑ改⠏等住Ꮿ೉入金等特別᥍除 

 特定個人が、その者の所᭷するᐙᒇで⮬ᕫの居住の用に౪するものについて、一

定の㧗㱋者等居住改ಟᕤ事等をして、そのᐙᒇを平成19年４月１日から令和３年12

月31日までの㛫に居住の用に౪した場合（そのቑ改⠏等の日から㸴か月以内にその

者の居住の用に౪した場合に限る。）において、ቑ改⠏等住Ꮿ೉入金等を᭷すると

きは、上記ֆの「住Ꮿ೉入金等特別᥍除」との㑅ᢥにより、居住年以ᚋ５年㛫のྛ

年にわたり、特定ቑ改⠏等住Ꮿ೉入金等特別᥍除額をその者のその年ศの所得税の

額から᥍除する（措法41の３の２①）。 

（ὀ）特定個人とは、租税特別措置法第41条の３の２第１項に定める者をいう。 

ࣟ ᩿⇕改ಟᕤ事等に係る特定ቑ改⠏等住Ꮿ೉入金等特別᥍除 

個人が、その者の所᭷するᐙᒇで⮬ᕫの居住の用に౪するものについて、一定の

᩿⇕改ಟᕤ事等又は特定᩿⇕改ಟᕤ事等をྵࡴቑ改⠏等をして、平成20年４月１日

から令和３年12月31日までの㛫に、そのᐙᒇを居住の用に౪した場合（そのቑ改⠏

等の日から㸴か月以内にその者の居住の用に౪した場合に限る。）において、ቑ改

⠏等住Ꮿ೉入金等を᭷するときは、上記ֆの「住Ꮿ೉入金等特別᥍除」との㑅ᢥに

より、居住年以ᚋ５年㛫にわたり、特定ቑ改⠏等住Ꮿ೉入金等特別᥍除額をその者

のその年ศの所得税の額から᥍除する（措法41の３の２յ）。 

（ὀ）平成29年４月１日以ᚋに居住の用に౪するᐙᒇについて、特定᩿⇕改ಟᕤ事等と併せて行う特定耐ஂᛶྥ

上改ಟᕤ事等に要した㈝用の額（⿵ຓ金等（国又はᆅ方බඹᅋ体から஺௜ࡉれる⿵ຓ金又は⤥௜金その௚こ

れらに‽ずるものをいう。）の஺௜をཷける場合には、その⿵ຓ金等の額を᥍除した金額）が50୓෇を㉸え

るものをいう（措法41の３の２②ᅄ、平29改正措法附則56②）。 

 特定多ୡᖏྠ居改ಟᕤ事等に係る特定ቑ改⠏等住Ꮿ೉入金等特別᥍除 ࣁ

  個人が、その者の居住の用に౪するᐙᒇについて、特定多ୡᖏྠ居改ಟᕤ事等（特

定三ୡᖏྠ居対ᛂ改ಟ）をྵࡴቑ改⠏等をして、平成28年４月１日から令和３年12

月31日までの㛫に、そのᐙᒇを⮬ᕫの居住の用に౪し（ቑ改⠏の日から㸴か月以内

に⮬ᕫの居住の用に౪した場合に限る。）、引き続き居住の用に౪している場合に

おいて、ቑ改⠏等特例適用年においてその住Ꮿのቑ改⠏等に係る多ୡᖏྠ居改ಟ住

Ꮿ೉入金等の金額を᭷するときは、ቑ改⠏等特例適用年における住Ꮿ೉入金等特別

税額᥍除額をその✀㢮にᛂじて༊ศした多ୡᖏྠ居改ಟ住Ꮿ೉入金等の年末ṧ㧗
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（多ୡᖏྠ居改ಟ住Ꮿ೉入金等の年末ṧ㧗限度額を㉸える場合には、その限度額）

と対ᛂする᥍除率との⤌ࡳ合わせにより計算した金額の合計額としてその年ศの

所得税の額から᥍除する（措法41の３の２ո）。 

⑷ ఫᏯ⪏㟈ᨵಟ≉ู᥍㝖 

個人が、平成18年４月１日から令和３年12月31日までの㛫に、昭和56年５月31日以

๓にᘓ⠏ࡉれた⮬ᕫの居住の用に౪するᐙᒇについて、昭和56年㸴月１日以ᚋの耐震

基‽を‶たすための耐震改ಟをした場合には、住Ꮿ耐震改ಟ特別᥍除額をその者のそ

の年ศの所得税の額から᥍除する（措法41の19の２①）。 

⑸ ఫᏯ≉ᐃᨵಟ≉ู⛯㢠᥍㝖 

 イ 特定個人に係る住Ꮿ特定改ಟ特別税額᥍除 

特定個人が、その者の所᭷するᐙᒇで⮬ᕫの居住の用に౪するものについて、㧗

㱋者等居住改ಟᕤ事等、一⯡᩿⇕改ಟᕤ事等、多ୡᖏྠ居改ಟᕤ事等又は住Ꮿ耐震

改ಟⱝしくは一⯡᩿⇕改ಟᕤ事等と併せて耐ஂᛶྥ上改ಟᕤ事等をして、平成21年

４月１日から令和３年12月31日までの㛫にそのᐙᒇ（そのᐙᒇの改ಟᕤ事に係る部

ศに限る。）をその者の居住の用に౪した場合（これらの改ಟᕤ事の日から㸴か月

以内にその者の居住の用に౪した場合に限る。）には、住Ꮿ特定改ಟ特別᥍除額を

その者のその年ศの所得税の額から᥍除する�措法41の19の３①ճյ㹼ո）。 

ࣟ 個人に係る住Ꮿ特定改ಟ特別税額᥍除額 

個人が、その者の所᭷するᐙᒇで⮬ᕫの居住の用に౪するᐙᒇについて、一⯡᩿

⇕ᕤ事等、多ୡᖏྠ居改ಟᕤ事等又は住Ꮿ耐震改ಟⱝしくは一⯡᩿⇕改ಟᕤ事等と

併せて耐ஂᛶྥ上改ಟᕤ事等をして、平成21年４月１日から令和３年12月31日まで

の㛫にそのᐙᒇ（そのᐙᒇの改ಟᕤ事に係る部ศに限る。）をその者の居住の用に

౪した場合（これらの改ಟᕤ事の日から㸴か月以内にその者の居住の用に౪した場

合に限る。）には、住Ꮿ特定改ಟ特別税額᥍除額をその者のその年ศの所得税額か

ら᥍除する（措法41の19の３ճյ㹼ո）。 

なお、上記イ及びࣟの住Ꮿ特定改ಟ特別税額᥍除は、住Ꮿ೉入金等特別᥍除又は

特定ቑ改⠏等住Ꮿ೉入金等特別᥍除との㑅ᢥ適用である�措法41ս、41の３の２①

յ)。 

また、個人が、その者の所᭷する居住用のᐙᒇについて多ୡᖏྠ居改ಟᕤ事等（三

ୡᖏྠ居対ᛂ改ಟ）をして、平成28年４月１日から令和３年12月31日までの㛫にそ

の者の居住の用に౪した場合（その多ୡᖏྠ居改ಟᕤ事等の日から㸴か月以内にそ

の者の居住の用に౪した場合に限る。）には、その居住者のその居住の用に౪した

日のᒓする年ศの所得税の額から、多ୡᖏྠ居改ಟᕤ事等に係るᶆ‽的㈝用額（⿵

ຓ金等の஺௜をཷける場合には、その⿵ຓ金等の額を᥍除したᚋの金額とし、その

金額が250୓෇を㉸える場合には、250୓෇）の10㸣に相当する金額を᥍除する（措

法41の19の３յ）。 
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⑹ ㄆᐃ㛗ᮇඃⰋఫᏯⱝࡣࡃࡋㄆᐃపⅣ⣲ఫᏯの᪂⠏➼࡟ಀࡿ≉ู⛯㢠᥍㝖 

個人が、ㄆ定㛗ᮇඃ良住Ꮿⱝしくは、ㄆ定పⅣ⣲住Ꮿ（以ୗ「ㄆ定住Ꮿ」という。）

の᪂⠏等をして、ㄆ定㛗ᮇඃ良住Ꮿは、平成21年㸴月４日から令和３年12月31日まで

の㛫、ㄆ定పⅣ⣲住Ꮿは平成24年12月４日から令和３年12月31日までの㛫に、その者

の居住の用に౪した場合には、一定の金額を限度として、その者のその年ศの所得税

額から᥍除する�措法41の19の４①)。 

なお、その年ศで᥍除できなかった税額は⩣年ศの所得税額から᥍除できる�措法

41の19の４ճ)。 

また、当ヱㄆ定住Ꮿの᪂⠏等に係る特別税額᥍除は、住Ꮿ೉入金等特別᥍除との㑅

ᢥ適用である�措法41պ)。 

ὀ１ 上記のֆ住Ꮿ೉入金等特別᥍除、և特定ቑ改⠏等住Ꮿ೉入金等特別᥍除、ֈ住Ꮿ耐震改ಟ特

別᥍除及び։住Ꮿ特定改ಟ特別税額᥍除の適用をཷけるに当たり、居住者が、平成23年㸴月30

日以ᚋに、住Ꮿの取得等、これらに係るዎ⣙を締⤖する場合において、住Ꮿの᪂⠏等の対価の

額又は㈝用の額に関し⿵ຓ金等（国又はᆅ方බඹᅋ体から஺௜ࡉれる⿵ຓ金又は⤥௜金その௚

これらに‽ずるものをいう。）の஺௜をཷける場合には、その対価等の額から⿵ຓ金等の額を

᥍除することとࡉれている。 

   なお、և特定ቑ改⠏等住Ꮿ೉入金等特別᥍除に関しては、⿵ຓ金等を᥍除したṧ額が50୓෇

㉸（平成26年３月31日までは30୓෇㉸）の場合に限り適用する。 

ὀ２ 住Ꮿの取得等に際し住Ꮿ取得等資金の㉗୚をཷけ、住Ꮿ取得等資金の㉗୚税の非課税（措法

70の２）又は相続時⢭算課税㑅ᢥの特例（措法70の３）を適用した場合の住Ꮿ೉入金等特別᥍

除の計算におけるᐙᒇ等の取得対価の額は、その特例の適用をཷけた部ศの金額を᥍除したṧ

額とすることが法令に規定ࡉれている。 

ὀ３ 上記֊にあるㄆ定住Ꮿの᪂⠏等に係る特別税額᥍除の適用は、平成28年３月31日以๓に住Ꮿ

の取得等をした場合、その個人は、居住者であることが要௳とࡉれていた（平28改正措法附則

76①）。 

֋ ᨻඪ➼ᐤ㝃㔠≉ู᥍㝖 

個人が政ඪ又は政἞資金ᅋ体にᐤ附を行った場合で、政἞資金規正法の規定による

ሗ࿌書によりሗ࿌ࡉれたもの（政἞資金規正法の規定に㐪཯するもの及びᐤ附をした

者に特別の利┈が及ࡪとㄆめられるものは除く。）があるときは、ᐤ附金᥍除との㑅

ᢥにより、一定の金額を限度としてその年ศの所得税の額から᥍除する（措法41の18）。 

֌ ศ㓄᫬ㄪᩚእᅜ⛯┦ᙜ㢠᥍㝖 

居住者が集ᅋᢞ資ಙクの収┈のศ㓄の支払をཷける場合において、集ᅋᢞ資ಙクの

収┈のศ㓄に係る源泉徴収の特例（所法176ճ又は所法180の２ճ）によりその収┈の

ศ㓄に係る源泉徴収所得税の額から᥍除することにより二重課税調ᩚが行われた外

国所得税の額があるときは、その収┈に係るศ㓄調ᩚ外国税相当額は、その年ศの所

得税額から᥍除する（所法93①）。 

なお、一⯡利Ꮚ等にヱ当する集ᅋᢞ資ಙクの収┈のศ㓄は、当ヱ相当額の計算から

除外する（措法３ճ）。 

ศ㓄時調ᩚ外国税相当額᥍除は、その適用をཷけるには、確定⏦࿌書、ಟ正⏦࿌書
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又は᭦正のㄳồ書に対㇟となるศ㓄時調ᩚ外国税相当額、᥍除をཷける金額及びその

金額の計算に関する明⣽を記載した書㢮୪びにศ㓄時調ᩚ外国相当額をドする書㢮

のῧ௜が必要であるほか、当ヱ明⣽を記載した書㢮にศ㓄時調ᩚ外国相当額として記

載ࡉれた金額が限度である（所法93、所規40の10の２）。 

また、その年ศの所得税額から᥍除しきれないศ㓄時調ᩚ外国税相当額がある場合

には、その年ศの復興特別所得税の額から᥍除する（復興財確法13の２、復興特別所

得税省令２の２①②）。 

֍ እᅜ⛯㢠᥍㝖 

居住者が、外国にその源泉がある所得について、その国の法令により所得税に相当

する税金を課せられたときに、国際二重課税を㜵Ṇする目的から、一定の金額を限度

として、その者の算出税額から᥍除する（所法95、44の３）。 

なお、外国税額᥍除の適用をཷけるためには、確定⏦࿌書、ಟ正⏦࿌書又は᭦正の

ㄳồ書に外国税額᥍除に関する明⣽書及び᥍除対㇟外国所得税を課ࡉれたことをド

する⏦࿌書等の෗し等のほか、ྛ✀所得ࡈとに計算ࡉれた国外所得⥲額の計算に関す

る明⣽書をῧ௜する必要があり、適用をཷけることができる金額は、当ヱ明⣽書等に

記載ࡉれた金額が限度となる（所法95պջ、所規41、42）。 また、外国所得税は、

税額᥍除に௦えて、㑅ᢥにより事ᴗ所得等の金額の計算上、必要⤒㈝に算入すること

ができる（所法46）。 

 

㸰 ⛯㢠᥍㝖の㡰ᗎ 

税額᥍除は、次の㡰ᗎで行う。 

まず、①課税⥲所得金額に係る税額から᥍除し、次に、②課税ᒣᯘ所得金額に係る税

額又はճ課税㏥職所得金額に係る税額から㡰次᥍除する（所法92②、93ճ、95վ）。 
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第７章 源泉徴収 

 

第１節 源泉徴収ไ度 

 所得税は、「⏦࿌⣡税ไ度」をᘓ๓としているが、これと併せて、特定の所得について

は、その所得の支払者（源泉徴収⩏務者）が、その支払の際に、所定の所得税の額を計算

し、徴収して⣡௜する「源泉徴収ไ度」を᥇用している。 

この節では、源泉徴収のあらましについて学習する。 

 なお、平成23年12月２日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要

な財源の確保に関する特別措置法（平成23年法律第117号）がබᕸࡉれたことにより、所

得税の源泉徴収⩏務者は、平成25年１月１日から平成49年12月31日までの㛫に⏕ずる所得

について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収して⣡௜しなければなら

ないこととࡉれた。 

 

学習のポイント 

１ 源泉徴収の௙⤌ࡳは、どのようになっているのか 

２ 源泉徴収と⏦࿌⣡税との関係は、どのようになっているのか 

 

 

㸯 ※Ἠᚩ཰ไᗘの௙⤌ࡳ 

 源泉徴収ไ度とは、①⤥ᩱやሗ㓘などの支払をする者（源泉徴収⩏務者）が、②⤥ᩱ

などを支払う際、その⤥ᩱの金額などにᛂじて定められている所得税の額を計算し、ճ

その所得税額をᕪし引いて（源泉徴収）、一定のᮇ日までにその源泉徴収した所得税を

国に⣡௜するไ度をいう。 

 源泉徴収ไ度は、源泉徴収だけでその⣡税を᏶⤖する大部ศの⤥୚所得者にとって

は、確定⏦࿌及び⣡税のᡭ数が大ᖜに省略ࡉれるなど、⣡税⩏務者の౽ᐅと国のṓ入確

保及びその平‽໬が図れるⅬで非ᖖにඃれた合理的で⬟率的なไ度である。 

 ⑴ ※Ἠᚩ཰のᑐ㇟ࡿ࡞࡜ᡤᚓ及び※Ἠᚩ཰⛯⋡ 

イ 居住者（国内に住所を᭷する個人又は現在まで引き続いて１年以上居所を᭷する

個人）の場合 

源泉徴収の対㇟とࡉれている所得の✀㢮と⠊ᅖ 源泉徴収税率等 

１ 利Ꮚ等 

①බ♫മ及び㡸㈓金の利Ꮚ、②合ྠ㐠用ಙク、බ♫മᢞ資ಙ

ク及びබເබ♫മ等㐠用ᢞ資ಙクの収┈のศ㓄、ճ໅ປ者財

産ᙧ成㈓⵳保㝤ዎ⣙等に基づくᕪ┈など（所法23、181①、措

法３の３①ճ、４の４①、㸴②、９の３の２①） 

源泉ศ㞳͐ 15�315㸣 

（所法182一、措法３①、３の

３①ճ、４の４①） 
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２ 㓄当等 

①上場ᰴᘧ等の㓄当等�特定ᰴᘧᢞ資ಙクの収┈のศ㓄をྵ

、(。㹼նを除く。また、大ཱྀᰴ୺等がཷける㓄当等を除く②、ࡳ

②බເドๆᢞ資ಙクの収┈のศ㓄�බ♫മᢞ資ಙク及び特定

ᰴᘧᢞ資ಙクを除く。)、ճ特定ᢞ資法人のᢞ資ཱྀの㓄当等�所

法24、25、181①) 

15�315㸣（平成25年以๓は

7�147㸣） 

（措法９の３①②、平成23改

正ᚋの平20改正措法附則

33②） 

մබເᢞ資ಙクの収┈のศ㓄（ドๆᢞ資ಙク、特定ᰴᘧᢞ資ಙ

ク及びබເබ♫മ等㐠用ᢞ資ಙクを除く。）、յබເ特定ཷ┈

ドๆⓎ行ಙクの収┈のศ㓄、ն特定目的ಙクの♫മ的ཷ┈ᶒ

の๫వ金の㓄当（බເのものに限る。）（措法８の４①） 

15�315㸣 

（所法182二、措法８の４、９

の３） 

շ①㹼ն以外の㓄当等 

�所法24、25、181①) 

20�42㸣�ᬑ通税率適用ศ) 

�所法182二) 

ո⚾ເබ♫മ等㐠用ᢞ資ಙクの収┈のศ㓄、չ特定目的ಙク

の♫മ的ཷ┈ᶒの๫వ金の㓄当（⚾ເのものに限る。）�所法

24、181①) 

源泉ศ㞳͐ 15�315㸣 

（措法８の２①、８の３①）

３ ⤥୚等 
ಧ⤥、⤥ᩱ、㈤金、ṓ㈝、㈹୚、その௚これらのᛶ㉁を᭷する

⤥୚�所法28、183） 

⤥୚所得の源泉徴収税額表

等による（所法185、186、190）

４ ㏥職 

ᡭ当等 

①㏥職ᡭ当、一時ᜠ⤥その௚これらのᛶ㉁を᭷するもの、②♫

఍保㝤ไ度等に基づく一時金など�所法30、31、199、措法29の

４) 

「㏥職所得のཷ⤥に関する

⏦࿌書」 

᭷͐㏥職所得᥍除額᥍除

ᚋの２ศの１に対して税率

適用（所法201①） 

↓͐20�42㸣�所法201ճ）

５ බ的 

年金等 

①国民年金、ཌ⏕年金等、②ᜠ⤥（一時ᜠ⤥を除く。）、㐣ཤ

の໅務に基づき౑用者から支⤥ࡉれる年金、ճ確定⤥௜௻ᴗ

年金など�所法35ճ、203の２) 

「බ的年金等のཷ⤥者のᢇ

㣴ぶ᪘等⏦࿌書」 

᭷͐人的᥍除額等を᥍除

ᚋ5�105㸣 

↓͐බ的年金等の日๭額

の25㸣に6୓5༓෇をຍ算し

支⤥月数を乗じた金額等を

᥍除ᚋ5�105㸣 

（所法203の３） 

㸴 ሗ㓘 

ᩱ金等 

次に掲げるሗ㓘࣭ᩱ金、ዎ⣙金、㈹金等（所法204、措法41

の20） 

օ 原✏ᩱ、ࢨࢹインᩱ、講₇ᩱ、ᨺ送ㅰ金、ᕤᴗ所᭷ᶒ等の

౑用ᩱ、ᢏⱁ࣭ࢫポ࣮࣭ࢶ知識等のᩍᤵ࣭ᣦᑟ⛉など 

ֆ ᘚㆤኈ、බㄆ఍計ኈ、税理ኈ等のሗ㓘࣭ᩱ金 

և ♫఍保㝤デ⒪ሗ㓘支払基金から支払われるデ⒪ሗ㓘 

ֈ 外஺員、集金人、㟁ຊ㔞計の᳨㔪人、ࣟࣉ㔝⌫の㑅ᡭ、ࣉ

 ッ࣮࢝の㑅ᡭ等のሗ㓘࣭ᩱ金ࢧࣟ

։ ⱁ⬟、ࣛ ンᨺ送の出₇、₇出等のࣙࢪࣅࣞࢸᨺ送及び࢜ࢪ

ሗ㓘࣭ᩱ金୪びにⱁ⬟人のᙺ務提౪事ᴗを行う者が支払を

ཷけるそのᙺ務の提౪に関するሗ㓘࣭ᩱ金 

ࢥ࣭ࢫࢸࢫット࣍ࢣンࣂ、ࢫࢸࢫ等の࣮࣍ࣞࣂ࣭࣮ࣕ࢟ࣂ ֊

ン࢜ࢽࣃン等のሗ㓘࣭ᩱ金 

֋ ᙺ務の提౪を⣙することにより一時に支払われるዎ⣙金

（例えば、ࣟࣉ㔝⌫㑅ᡭに支払われるዎ⣙金） 

֌ 事ᴗのᗈ࿌ᐉఏのための㈹金及び㤿୺がཷける➇㤿の㈹

金 

10�21㸣࣭20�42㸣 

（所法205） 

 

�ὀ)᥍除額が定められてい

るものもある。 

７  ⏕࿨保㝤ዎ⣙、ᦆᐖ保㝤ዎ⣙等に基づく年金�所法207) 
10�21㸣�᥃金相当額᥍除ᚋ)

（所法208） 
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８ 金⼥ 

㢮ఝၟရ 

①定ᮇ✚金の⤥௜⿵ሲ金、②㖟行法第２条第４項のዎ⣙に基

づく⤥௜⿵ሲ金、ճ᢬当ドๆの利ᜥ、մ㈗金ᒓの኎ᡠし条௳

௜኎㈙の利┈、յ外㈌ᢞ資ཱྀᗙのⅭ᭰ᕪ┈等、ն一時払㣴⪁

保㝤等のᕪ┈�所法174三㹼ඵ、209の２) 

源泉ศ㞳 ͐15�315㸣 

（所法209の３、措法41の

10①） 

９ ༏ྡ⤌合ዎ⣙等に基づく利┈のศ㓄�所法210) 
20�42㸣 

（所法211） 

10 特定ཱྀᗙ内保⟶上場ᰴᘧ等のㆡΏによる所得等�措法37の11の４) 

15�315㸣（平成25年以๓は

7�147㸣）�措法37の11の４、

平成23改正ᚋの平20改正措

法附則45①②) 

11 ᠱ㈹金௜㡸㈓金等のᠱ㈹金等�措法41の９) 
源泉ศ㞳 ͐15�315㸣 

（措法41の９） 

12 ๭引മの償㑏ᕪ┈（措法41の12） 
源泉ศ㞳 ͐18�378㸣�一部

16�336㸣 （措法41の12） 

13 ๭引മの償㑏金に係るᕪ┈金額（措法41の12の２） 
15�315㸣 

（措法41の12の２） 
   

ࣟ 内国法人（国内に本ᗑ又は୺たる事務所を᭷する法人）の場合 

源泉徴収の対㇟とࡉれている所得の✀㢮と⠊ᅖ 源泉徴収税率等 

１ 利Ꮚ等（居住者の場合の①及び②にྠじ）�所法174一、212ճ) 
15�315㸣（所法213②一、措法

３の３②ճ） 

２ 㓄当等 

①上場ᰴᘧ等の㓄当等�特定ᰴᘧᢞ資ಙクの収┈のศ㓄をྵ

බ�㹼նを除く。)、②බເドๆᢞ資ಙクの収┈のศ㓄②、ࡳ

♫മᢞ資ಙク及び特定ᰴᘧᢞ資ಙクを除く。)、ճ特定ᢞ資法

人のᢞ資ཱྀの㓄当等�所法174二、212ճ) 

15�315㸣（平成25年以๓は

7�147㸣）（措法９の３①

②、平成23改正ᚋの平20改

正措法附則33②） 

մබເᢞ資ಙクの収┈のศ㓄（ドๆᢞ資ಙク、特定ᰴᘧᢞ資

ಙク及びබເබ♫മ等㐠用ᢞ資ಙクを除く。）、յබເ特定

ཷ┈ドๆⓎ行ಙクの収┈のศ㓄、ն特定目的ಙクの♫മ的ཷ

┈ᶒの๫వ金の㓄当（බເのものに限る。）（措法８の４①）

15�315㸣 

（所法213②二、措法８の

４、９の３） 

շ①㹼ն以外の㓄当等 

�所法174二、212ճ) 

20�42㸣（ᬑ通税率適用ศ）

（所法213②二） 

ո⚾ເබ♫മ等㐠用ᢞ資ಙクの収┈のศ㓄、չ特定目的ಙク

�♫മ的ཷ┈ドๆに限る。)の収┈のศ㓄�所法174二、212ճ)

源泉ศ㞳͐͐15�315㸣 

（措法８の２ճ、８の３②）

３ 金⼥㢮ఝၟရ（居住者の場合にྠじ）�所法174三㹼ඵ、212ճ) 
15�315㸣 

（所法213②一） 

４ ༏ྡ⤌合ዎ⣙等に基づく利┈のศ㓄（所法174஑、212ճ） 
20�42㸣 

（所法213②二） 

５ 㤿୺がཷける➇㤿の㈹金（所法174༑、212ճ) 
10�21㸣（㺀㈹金額�20㸣㸩60

୓෇㺁を᥍除ᚋ）（所法213②三）

㸴 ᠱ㈹金௜㡸㈓金等のᠱ㈹金等（措法41の９） 
15�315㸣 

（措法41の９） 

７ ๭引മの償㑏ᕪ┈（措法41の12） 
18�378㸣（一部16�336㸣） 

（措法41の12） 

８ ๭引മの償㑏金に係るᕪ┈金額（措法41の12の２） 
15�315㸣 

（措法41の12の２） 
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 非居住者（居住者以外の個人）及び外国法人（内国法人以外の法人）の場合 ࣁ

源泉徴収の対㇟とࡉれている所得の✀㢮と⠊ᅖ 源泉徴収税率等 

１ 次に掲げる対価等で国内にその源泉のあるもの（所法161①ᅄ㹼༑භ、

212①②յ） 

օ ⤌合ዎ⣙事ᴗから⏕ずる利┈（ᜏஂ的施設を᭷する非居住者及び外国

法人のࡳ） 

ֆ ᅵᆅ等、ᘓ≀等のㆡΏによる対価 

և 人的ᙺ務の提౪事ᴗを行う者がཷけるそのᙺ務提౪の対価 

ֈ ୙ື産、⯪⯧、⯟✵ᶵなどの㈚௜けの対価及びᆅ上ᶒなどの設定の対

価 

։ 利Ꮚ等 

֊ 㓄当等 

֋ ㈚௜金の利Ꮚ 

֌ ᕤᴗ所᭷ᶒ、ⴭ作ᶒ等の౑用ᩱ又はㆡΏの対価 

⑼ ⤥୚その௚人的ᙺ務の提౪に対するሗ㓘等（非居住者のࡳ） 

⑽ 事ᴗのᗈ࿌ᐉఏのための㈹金 

⑾ ⏕࿨保㝤ዎ⣙࣭ᦆᐖ保㝤ዎ⣙等に基づく年金 

⑿ 定ᮇ✚金の⤥௜⿵ሲ金等 

⒀ ༏ྡ⤌合ዎ⣙等に基づく利┈のศ㓄 

原則として20�42㸣 

（所法213①） 

 

�ὀ) 

ֆは10�21㸣㺂։及び⑿

は15�315㸣、֊のうち上場

ᰴᘧ等の㓄当等（大ཱྀᰴ୺

等である個人がཷける㓄

当を除く。)については

15�315㸣（平成25年以๓は

7�147㸣）。 

 なお、租税条⣙が適用ࡉ

れ、税率が㍍減ࡉれる場合

がある。 

２ 国内にᜏஂ的施設を᭷する非居住者が行う特定ཱྀᗙ内保⟶上場ᰴᘧ等の

ㆡΏによる所得等（措法37の11の４） 

15�315㸣（平成25年以๓は

7�147㸣） 

（措法37の11の４、平20改

正措法附則45①②） 

３ ᠱ㈹金௜㡸㈓金等のᠱ㈹金等（措法41の９） 
15�315㸣 

（措法41の９） 

４ ๭引മの償㑏ᕪ┈（措法41の12） 
18�378㸣（一部16�336㸣）

（措法41の12） 

５ ๭引മの償㑏金に係るᕪ┈金額（措法41の12の２） 
15�315㸣 

（措法41の12の２） 

 

⑵ ※Ἠᚩ཰⩏ົ⪅ 

 源泉徴収⩏務者とは、源泉徴収による所得税及び復興特別所得税を徴収して国に⣡

௜しなければならない者で、所得税法では「⤥୚等の支払をする者」などと表現して

いる（所法㸴、通則法15、復興財確法８②）。したがって、源泉徴収⩏務者には、法

人だけでなく個人もྵまれる。 

⑶ ※Ἠᚩ཰࡟ಀࡿᡤᚓ⛯の⣡⛯ᆅ 

源泉徴収⩏務者が源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の⣡税ᆅは、その者の

「事務所、事ᴗ所その௚これに‽ずるもの」で、その支払事務を取り扱うものの、そ

の支払の日における「所在ᆅ」（支払の日以ᚋに支払事務所の⛣㌿があった場合には、

⛣㌿ᚋの所在ᆅ）とࡉれている（所法17、復興財確法11②）。 

⑷ ※Ἠᚩ཰及び⣡௜の᫬ᮇ 

 源泉徴収は「支払の際」に行うことと定められており、支払をする時に所得税及び

復興特別所得税を徴収することとなる。 

 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、徴収の日のᒓする月の⩣月10日までに、
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⣡௜書に所得税徴収㧗計算書をῧえて⣡௜しなければならない（所法181①、183①、

190、204①、220、復興財確法28②等）。 

 ただし、特定のものについては、⣡ᮇの特例がある（所法216、復興財確法28②）。 

（ὀ）源泉徴収税額の⣡ᮇの特例 

 ᖖ時10人に‶たない⤥୚所得者に対する⤥୚等の支払者が、税務⨫㛗のᢎㄆをཷけた場合には、⤥୚、㏥職ᡭ当

など特定のものについて、次のとおり源泉徴収税額の⣡ᮇの特例がㄆめられている。この場合、ᮇ限までに一ᣓし

て⣡௜すればよく、源泉徴収⩏務者の事務の⡆⣲໬が図られている（所法216、復興財確法28②）。 

 １月㹼㸴月࣭࣭࣭７月10日まで    ７月㹼12月࣭࣭࣭⩣年１月20日まで 

 ࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

  所基通216－１、216－２、219－１ 

 

㸰 ※Ἠᚩ཰࡜ᒃఫ⪅の☜ᐃ⏦࿌ 

⑴ ฼Ꮚᡤᚓ 

 原則、15�315㸣（ほかにᆅ方税５㸣）の税率で所得税及び復興特別所得税が源泉徴

収ࡉれるほか、௚の所得と⥲合して確定⏦࿌（⥲合課税）をする必要があるが、租税

特別措置法の規定により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のࡳで（ศ㞳課税によ

り）⣡税が᏶஢することとࡉれている（措法３、３の３）。 

⑵ 㓄ᙜᡤᚓ 

 原則、20�42㸣の税率で所得税及び復興特別所得税が源泉徴収ࡉれるほか、௚の所

得と⥲合して確定⏦࿌（⥲合課税）をする必要があるが、一定のものについては租税

特別措置法の規定により、源泉徴収ࡉれるほか、௚の所得とศ㞳して確定⏦࿌（⏦࿌

ศ㞳課税ไ度）をするか、又は確定⏦࿌をしないこと（確定⏦࿌୙要ไ度）を㑅ᢥす

ることができることとࡉれている（措法８の４①、８の５①）。 

（ὀ） 「㓄当課税ไ度のᴫ要」については50࣮࣌ࢪཧ↷。 

⑶ ⤥୚ᡤᚓ࡜㏥⫋ᡤᚓ 

 「⤥୚所得者のᢇ㣴᥍除等⏦࿌書」を提出した居住者で、その年中に支払をཷける

⤥୚等の金額が2�000୓෇以ୗの者については、⤥୚等の支払者が、その年最ᚋの⤥୚

等を支払うときにその年㛫の⤥୚等の⥲額について確定⏦࿌をするときとྠᵝに、そ

の年の年税額を計算し、⤥୚等の支払の㒔度徴収した税額の合計額とẚ㍑して、୙㊊

額があるときは最ᚋの支⤥額から徴収し、㉸㐣額があるときは最ᚋの支⤥額から徴収

す࡭き税額に඘当（඘当しきれない㉸㐣額は㐣⣡額として㑏௜）して調ᩚする年末調

（ᩚ所法190）の方法により、その者のその年ศの所得税及び復興特別所得税の額がΎ

算ࡉれ、一定の事⏤を除き、大部ศの⤥୚所得者は、確定⏦࿌をする必要はない（所

法121①、復興財確法30①）。 

  なお、㏥職所得の場合にも、「㏥職所得のཷ⤥に関する⏦࿌書」を提出した居住者

については、㏥職所得等の支払者が、その支払の際に㏥職所得に対する所得税及び復

興特別所得税の源泉徴収を行い、一定の事⏤を除き、大部ศの者が確定⏦࿌をする必
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要はない（所法121②）。 

 の௚のᡤᚓࡑ ⑷

 上記օからև以外の所得（例えば、事ᴗ所得、一時所得又は㞧所得など）について

は、原則、௚の所得と⥲合して確定⏦࿌（⥲合課税）をする必要がある（所法120）。 

 これらの所得について、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収ࡉれている場合には、

その源泉徴収税額は、確定⏦࿌の際に᥍除ࡉれる。 
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第２節 源泉徴収 

 この節では、居住者に対する源泉徴収について、所得ࡈとの源泉徴収税額のồめ方につ

いて学習する。 

 

学習のポイント 

１ 利Ꮚ及び㓄当所得についての源泉徴収は、どのように行うのか 

２ ⤥୚所得についての源泉徴収は、どのように行うのか 

３ ሗ㓘、ᩱ金等に係る源泉徴収は、どのように行うのか 

㸯 ฼Ꮚᡤᚓ࡟ᑐࡿࡍ※Ἠᚩ཰ 

օ 利Ꮚ等の支払をする者は、その支払の際その支払う࡭き金額に対して、原則として

15�315㸣（ほかにᆅ方税５㸣）の税率を適用して源泉徴収する（所法181、182、措法

３）。 

ֆ 源泉徴収をしないもの 

① 㞀ᐖ者等のᑡ額㡸金等の利Ꮚ等（所法10、措法４） 

② ໅ປ者財産ᙧ成住Ꮿ（年金）㈓⵳の利Ꮚ等（措法４の２、４の３） 

ճ ⣡税‽ഛ㡸金の利Ꮚ（措法５）など 

 

㸰 㓄ᙜᡤᚓ࡟ᑐࡿࡍ※Ἠᚩ཰ 

  通ᖖの㓄当等については、原則20�42㸣の税率を適用して源泉徴収する。 

なお、上場ᰴᘧ等の㓄当等（一定のものを除く。）については、15�315㸣（ほかにᆅ

方税５㸣）の税率を適用して源泉徴収する（措法９の３）。 

  また、බເドๆᢞ資ಙク（බ♫മᢞ資ಙク及び特定ᰴᘧᢞ資ಙクを除く。）の収┈の 

ศ㓄及び特定ᢞ資法人のᢞ資ཱྀの㓄当等についても、ྠᵝの㍍減措置が図られている 

（措法８の５）。 

�ὀ) 「一定のもの」とは、Ⓨ行῭ᰴᘧの⥲数又は出資の⥲数又は⥲額の３㸣以上（平成23年９月30日以๓に支払をཷ 

ける࡭き㓄当等については、５㸣以上）を᭷する個人（いわࡺる大ཱྀᰴ୺等）が支払をཷける࡭き上場ᰴᘧ等の㓄 

当等をいう。 

 

㸱 ⤥୚ᡤᚓ࡟ᑐࡿࡍ※Ἠᚩ཰ 

⑴ ※Ἠᚩ཰࡟㛵ࡿࡍ⏦࿌ 

 居住者に対し国内において⤥୚等の支払をする者（源泉徴収⩏務者）は、その支払

の際、所得税及び復興特別所得税の徴収を行わなければならないが、所得税法では、

所得税を課税する際に、居住者の個人的事᝟等を㓄៖することとしていることから、

源泉徴収⩏務者においても、所得税の源泉徴収に関して⤥୚所得者の個人的事᝟等を

ᢕᥱする必要がある。このため、⤥୚所得者（居住者）は、源泉徴収⩏務者を⤒⏤し

てྛ✀⏦࿌書を所㎄税務⨫㛗に提出しなければならないこととࡉれている。 
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イ ⤥୚所得者のᢇ㣴᥍除等⏦࿌書 

 ⤥୚所得について、ẖ月の⤥୚や㈹୚の税額計算の際と年末調ᩚの際とにㅖ᥍除

をཷけるための⏦࿌書で、᥍除対㇟㓄അ者、ᢇ㣴ぶ᪘、㞀ᐖ者の᭷↓などを記載し、

ẖ年最ึの⤥୚等の支払をཷける日の๓日までに提出する。 

なお、ᢇ㣴ぶ᪘等がいない場合にも提出が必要とࡉれ、また、記載内容に␗ືを

⏕じたときは、␗ື⏦࿌書を提出することとࡉれている（所法194、所規73）。 

（ὀ）二か所以上から⤥୚等の支払をཷける場合には、୺たる⤥୚等の支払者に対してのࡳ提出することができる

（所法195）。 

ࣟ ⤥୚所得者の㓄അ者᥍除等⏦࿌書 

 年末調ᩚの際に㓄അ者᥍除や㓄അ者特別᥍除をཷけるための⏦࿌書で、⤥୚所得

者とその㓄അ者のその年のぢ✚合計所得金額とぢ✚合計所得金額にᛂじて計算ࡉ

れた㓄അ者᥍除又は㓄അ者特別᥍除額等を記載し、その年最ᚋの⤥୚等の支払をཷ

ける日の๓日までに提出することとࡉれている（所法195の２）。 

 ୚所得者の基♏᥍除⏦࿌書⤥ ࣁ

  年末調ᩚの際に基♏᥍除をཷけるための⏦࿌書で、⤥୚所得者のその年のぢ✚合

計所得金額等を記載し、その年最ᚋの⤥୚等の支払をཷける日の๓日までに提出す

ることとࡉれている（所法195の３）。 

 ୚所得者の保㝤ᩱ᥍除⏦࿌書⤥ ࢽ

 年末調ᩚの際に保㝤ᩱ᥍除をཷけるための⏦࿌書で、⤥୚所得者の支払った♫఍

保㝤ᩱ、小規ᶍ௻ᴗඹ῭等᥃金、⏕࿨保㝤ᩱ、個人年金保㝤ᩱ及びᆅ震保㝤ᩱを記

載し、その年最ᚋの⤥୚等の支払をཷける日の๓日までに提出することとࡉれてい

る（所法196）。 

࣍ 所得金額調ᩚ᥍除⏦࿌書 

  年末調ᩚの際に所得金額調ᩚ᥍除をཷけるための⏦࿌書で、ヱ当する要௳などを

記載し、その年最ᚋの⤥୚等の支払をཷける日の๓日までに提出することとࡉれて

いる（措法41の３の４）。 

（ὀ）住Ꮿ೉入金等特別᥍除⏦࿌書については、123࣮࣌ࢪの住Ꮿ೉入金等特別᥍除の「ᡭ続等」をཧ↷のこと。 

 

࠙参考ࠚ※Ἠᚩ཰࡜㛵㐃ࡿࡍ⏦࿌書の㛵ಀ 
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⑵ ⛯㢠⾲の༊ศ 

 ⤥୚等の支払者が、月ࠎ（日ࠎ）の⤥୚等から源泉徴収する所得税額及び復興所得

税の額は、「⤥୚所得の源泉徴収税額表㺁（所得税法別表第二㹼ᅄ）を適用して計算

するほか、復興財確法に基づき財務大⮧が定める表によることができる（復興財確法

29）（復興財確法に基づき財務大⮧が定める表176㹼184࣮࣌ࢪཧ↷）。 

 この税額表は、①支払われるものが⤥୚か㈹୚かの別、②⤥୚の場合は月⤥か日⤥

かの別、ճ㈹୚の場合はその支払の๓月中に⤥୚の支⤥があったかどうかの別、᭦に、

մその所得者からᢇ㣴᥍除等⏦࿌書が提出ࡉれているかどうかの別、にᛂじて次࣮࣌

 。のとおり適用するࢪ

（ὀ）ᖖ時２人以ୗのᐙ事౑用人のࡳに⤥୚等の支払をする個人は、源泉徴収を要しない（所法184）。 

支⤥༊ศ 

「 ᢇ 㣴 ᥍
除 等 ⏦ ࿌
書」のሐ出
の᭷↓ 

๓ 月 中 の
⤥ ୚ 支 ⤥
の᭷↓ 

適用す࡭き税額
�税率)表 

税額のồめ方 

⤥

ᩱ

࣭

㈤

金 

月 ⤥ 

᭷  「月額表」⏥ḍ

 ♫఍保㝤ᩱ等᥍除ᚋの⤥୚等の金額、ᢇ㣴ぶ

᪘等の数（⏥ḍ適用の場合に限る。）を基に、

それࡒれᕥの税額表から源泉徴収税額をồめ

る。 

↓  「月額表」எḍ

日 ⤥ 

᭷  「日額表」⏥ḍ

↓  「日額表」எḍ

日㞠㈤金   「日額表」丙ḍ

㈹ ୚ 

᭷ ᭷ 

「㈹୚に対する

源泉徴収税額の

算出率の表」⏥ḍ

 ๓月中の⤥୚等の金額（♫఍保㝤ᩱ等᥍除ᚋ

の額。以ୗ、㈹୚についてྠじ。）、ᢇ㣴ぶ᪘

等の数（⏥ḍ適用の場合に限る。）を基に、そ

れࡒれᕥの税額表の表から㈹୚の額に乗ず࡭

き税率をồめて源泉徴収税額を計算する。 

 なお、㈹୚の額が๓月中の⤥୚等の金額の10

ಸを㉸える場合は、上記によらず๓月中の⤥୚

等の支⤥がない場合に‽じた計算による。（ὀ）

４ 

↓ ᭷ 

「㈹୚に対する

源泉徴収税額の

算出率の表」எḍ

᭷ ↓ 「月額表」⏥ḍ  ㈹୚の額の㸴ศの１（その㈹୚の計算の基♏

となったᮇ㛫が㸴か月を㉸える場合は12ศの

１）の額に対する税額を、（ᢇ㣴ぶ᪘等の数を

基に）月額表からồめ、これを㸴ಸ（又は12ಸ）

して㈹୚に対する税額をồめる。 

↓ ↓ 「月額表」எḍ

（ὀ）１ 税額表の⤥୚等の金額とは、㺀⤥୚等の額－♫఍保㝤ᩱ等㺁をいう（所法188）。 

２ 「ᢇ㣴ぶ᪘等の数」とは、源泉᥍除対㇟㓄അ者と᥍除対㇟ᢇ㣴ぶ᪘との合計数をいう。 

また、⤥୚所得者本人が㞀ᐖ者、ᐻ፬（ᐻኵ）、໅ປ学⏕にヱ当する場合、ྠ一⏕計㓄അ者又はᢇ㣴ぶ᪘が㞀

ᐖ者である場合には、ᢇ㣴ぶ᪘等の実数にそれࡒれ１人としてຍえて算定する（所法187）。 

３ 月ࡈと、༙月ࡈと、旬ࡈと、月のᩚ数ಸのᮇ㛫ࡈとに支払うものは月額表を、ẖ日、週ࡈと、日๭で支払うも

のは日額表を౑用する（所法185①）。 

４ ㈹୚の額が๓月中の⤥୚等の額の10ಸを㉸える場合の計算は、㈹୚の額の㸴ศの１又は12ศの１を、๓月中の

⤥୚等の額に上✚ࡳして行う（所法186②）。 
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࠙設例ࠚ ※Ἠᚩ཰⛯㢠のィ⟬㸦௧࿴㸰ᖺศ㸧 

１ ⤥୚ 

օ 「ᢇ㣴᥍除等⏦࿌書」の提出がある場合 

イ ⤥୚の支⤥額（月額）300�000෇ 

ࣟ ⤥୚から᥍除する♫఍保㝤ᩱ16�000෇ 

 源泉᥍除対㇟㓄അ者 あり ࣁ

 ᢇ㣴ぶ᪘ 17ṓと16ṓのᏊ ࢽ

（計算） 

 ⤥୚等の金額284�000෇（300�000෇－16�000෇＝284�000෇）について、「⤥୚の源

泉徴収税額表（令和２年ศ）月額表（平成24年３月31日財務省࿌示第115号別表第一�平

成31年３月29日財務省࿌示第97号改正)）⏥ḍ」「ᢇ㣴ぶ᪘等の数３人ḍ」により、ồめる源

泉徴収税額は、 㸿 ෇である。 

ֆ 「ᢇ㣴᥍除等⏦࿌書」の提出がない場合 

イ ⤥୚の支⤥額（༙月ศ）45�000෇ 

ࣟ ⤥୚から᥍除する♫఍保㝤ᩱなし 

（計算） 

 ⤥୚等の金額90�000෇（45�000෇�２＝90�000෇）について、「⤥୚の源泉徴収税額

表（令和２年ศ）月額表（平成24年３月31日財務省࿌示第115号別表第一�平成31年３月29

日財務省࿌示第97号改正)）எḍ」により、ồめる源泉徴収税額は、 

（90�000෇に対する税額＝ 㹀 ෇）¹２＝ 㹁 ෇である。 

２ ㈹୚（๓月中に⤥୚の支払がある場合） 

օ ๓月中の⤥୚の支払額300�000෇ 

ֆ その⤥୚から᥍除ࡉれた♫఍保㝤ᩱ16�000෇ 

և ㈹୚の支⤥額 500�000෇ 

ֈ ㈹୚から᥍除する♫఍保㝤ᩱ なし 

։ 「ᢇ㣴᥍除等⏦࿌書」の提出 あり 

֊ 源泉᥍除対㇟㓄അ者 あり 

֋ ᢇ㣴ぶ᪘ 17ṓのᏊ 

֌ 本人㞀ᐖ者 

（計算） 

 ⤥୚等の金額284�000෇（300�000෇－16�000෇＝284�000෇）について、「㈹୚に対

する源泉徴収税額の算出率の表（令和２年ศ）（平成24年３月31日財務省࿌示第115号

別表第三�平成31年３月29日財務省࿌示第97号改正)）⏥ḍ」「ᢇ㣴ぶ᪘等の数３人ḍ」により

㈹୚に乗ずる率をồめる。㈹୚に対する源泉徴収税額は、 

500�000෇� 㹂 㸣＝  㹃  ෇となる。 

 

࠙解⟅ࠚ㸿：�����෇ 㹀：�����෇ Ｃ：�����෇ Ｄ：�.���㸣 Ｅ：������෇ 
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⑶ ᖺᮎㄪᩚ 

 年末調ᩚとは、⤥୚の支払者が、その年最ᚋの⤥୚等の支払の際に、⤥୚所得者の

一人一人についてその年ศの⤥୚の支⤥⥲額について計算した年税額と、ẖ月の⤥୚

等の支払の㒔度徴収した税額の合計額とをẚ㍑して、その㐣୙㊊を調ᩚすることであ

る（所法190）。 

（ὀ） 年末調ᩚを行わない⤥୚所得者 

１「⤥୚所得者のᢇ㣴᥍除等⏦࿌書」を提出していない人 

２ その年中に支払をཷける⤥୚収入が2�000୓෇を㉸える人 

３ 年の中㏵で㏥職した人 

 

㸲 ㏥⫋ᡤᚓ࡟ᑐࡿࡍ※Ἠᚩ཰ 

㏥職ᡭ当等の支払をする者は、その支払の際、次により所得税及び復興特別所得税

の額を計算して源泉徴収を行う（所法199、201）。 

⑴ ㏥⫋ᡤᚓの受⤥࡟㛵ࡿࡍ⏦࿌書のᥦฟࡿ࠶ࡀሙྜ 

༊  ศ 課税㏥職所得金額 徴収税額

一⯡㏥職ᡭ当等 （一⯡㏥職ᡭ当等の金額－㏥職所得᥍除額）�1�2 

税額表 

（所法89）

特定ᙺ員㏥職ᡭ当等 特定ᙺ員㏥職ᡭ当等の金額－㏥職所得᥍除額 

一⯡㏥職ᡭ当等と 

特定ᙺ員㏥職ᡭ当等の

୧方がある場合 

（特定ᙺ員㏥職ᡭ当等の金額－特定ᙺ員㏥職᥍除額）㸩 

（一⯡㏥職ᡭ当等－（㏥職所得᥍除－特定ᙺ員㏥職᥍除額））�1�2 

  （ὀ）税額表でồめた金額に102�1�を乗じて、復興特別所得税をྵࡴ金額を源泉徴収する。 

     ⑵ ㏥⫋ᡤᚓの受⤥࡟㛵ࡿࡍ⏦࿌書のᥦฟ࠸࡞ࡀሙྜ 

   ㏥職ᡭ当等の金額の20�42㸣を源泉徴収する。 

�ὀ) 特定ᙺ員㏥職ᡭ当等とは、次の①からճに掲げる者で、ᙺ員等໅続年数５年以ୗの者が㏥職 

ᡭ当等として支払をཷけるものをいう。 

 ① 法人税法第２条第15号に規定するᙺ員 

② 国఍㆟員及びᆅ方බඹᅋ体の㆟఍の㆟員 

ճ 国ᐙබ務員及びᆅ方බ務員 

なお、特定ᙺ員㏥職ᡭ当等に係る㏥職所得の金額の計算については、平成25年ศ以降について、㏥職所得᥍除ᚋ

のṧ額の２ศの１とする措置がᗫṆࡉれた（平24改正所法附則51）。 

 

㸳 බⓗᖺ㔠➼࡟ᑐࡿࡍ※Ἠᚩ཰ 

බ的年金等の支払をする者は、その支払の際、次により所得税及び復興所得税の額を

計算して源泉徴収を行う（所法203の２㹼203の５）。 
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 ሙྜࡿ࠶ࡀබⓗᖺ㔠➼の受⤥⪅のᢇ㣴ぶ᪘➼⏦࿌書ࠖのᥦฟࠕ ⑴

⟬ ᘧ 

源泉徴収税額＝�බ的年金等の支⤥金額－᥍除額)�5�105㸣 

 ᥍除額＝（基♏的᥍除額㸩人的᥍除額）�月数（ͤ） 

  ͤ その支⤥金額の計算の基♏となったᮇ㛫の月数 

 ሙྜ࠸࡞ࡀබⓗᖺ㔠➼の受⤥⪅のᢇ㣴ぶ᪘➼⏦࿌書ࠖのᥦฟࠕ ⑵

⟬ ᘧ 

源泉徴収税額＝�බ的年金等の支⤥金額－᥍除額)�5�105㸣 

  ᥍除額＝（බ的年金等の支⤥金額（月๭額）�25㸣㸩6୓5༓෇）�ͤ1)�月数�ͤ2) 

  ͤ1 計算した金額が最ప保㞀額（そのබ的年金等の支払をཷける居住者が65ṓ 

ᮍ‶である場合には9୓෇、65ṓ以上である場合には13୓5༓෇）に‶たない 

場合には、最ప保ド額 

  ͤ2 その支⤥金額の計算の基♏となったᮇ㛫の月数 
 

 

㸴 ሗ㓘ࠊᩱ㔠➼࡟ᑐࡿࡍ※Ἠᚩ཰ 

ሗ㓘又はᩱ金などの支払をする者は、次表のとおり、所得の✀㢮にᛂじてその支払金

額に対し、税率を適用して計算した所得税及び復興特別所得税の額を源泉徴収する（所

法204）。 

࣭ 税率͐͐͐原則として10�21㸣（所法205） 

㹙ሗ㓘、ᩱ金（事ᴗ所得又は㞧所得等にヱ当）に対する源泉徴収の୺なもの㹛 

所 得 の ✀ 㢮 徴 収 対 ㇟ 額 税     率 

① 原✏ᩱ、作᭤ᩱ、༳税、講₇ᩱ、

 インᩱ等のሗ㓘ࢨࢹ
１ᅇの支払金額 

10�21㸣 

ただし、100୓෇を㉸える部ศは

20�42�（所法205一） 

② ᘚㆤኈ、බㄆ఍計ኈ、税理ኈ、

♫఍保㝤ປ務ኈ、ᘚ理ኈ等のᴗ務

に関するሗ㓘やᩱ金 

１ᅇの支払金額 

10�21㸣 

ただし、100୓෇を㉸える部ศは

20�42�（所法205一） 

ճ ྖ法書ኈ、ᅵᆅᐙᒇ調ᰝኈ等の

ᴗ務に関するሗ㓘やᩱ金 

１ᅇの支払金額から１୓෇をᕪし引

いた額�所令322) 

10�21㸣 

（所法205二） 

մ ♫఍保㝤デ⒪ሗ㓘 

 �♫఍保㝤デ⒪ሗ㓘支払基金が

支払うデ⒪ሗ㓘に限る。) 

その月ศの支払金額から20୓෇をᕪ

し引いた額�所令322) 

10�21㸣 

（所法205二） 

յ 職ᴗ㔝⌫、➇㤿の騎ᡭ、ࣞࣟࣉ

等のᴗ務に関するࣝࢹࣔ、࣮ࣛࢫ

ሗ㓘やᩱ金 

１ᅇの支払金額 

10�21㸣 

ただし、100୓෇を㉸える部ศは

20�42�（所法205一） 

ն ࣎ࣟࣉク࣮ࢧのᴗ務に関する

ሗ㓘 

１ᅇの支払金額から５୓෇をᕪし引

いた額�所令322) 

10�21㸣 

（所法205二） 

շ 外஺員、集金人等のᴗ務に関す

るሗ㓘やᩱ金 

その月ศの支払金額から12୓෇�⤥୚

等があるときは、それをᕪし引いたṧ

額)をᕪし引いた額�所令322) 

10�21㸣 

（所法205二） 

ո 映⏬、₇劇等のⱁ⬟、ࣛ࢜ࢪ、

の出₇等に対する࡬ᨺ送ࣅࣞࢸ

ሗ㓘やᩱ金 

１ᅇの支払金額 

10�21㸣 

ただし、100୓෇を㉸える部ศは

20�42�（所法205一） 

持出可
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չ ⱁ⬟人のᙺ務の提౪を内容と

する事ᴗに対するሗ㓘やᩱ金 
１ᅇの支払金額 

10�21㸣 

ただし、100୓෇を㉸える部ศは

20�42㸣（所法205一） 

�ὀ)源泉徴収ච除ド明書の஺௜

をཷけた人に支払うሗ㓘やᩱ金

については୙徴収（所法206） 

պ ࣍ࣂ、ࢫࢸࢫンࢣット࣍ࢸࢫ

ン等のᴗ務に関す࢜ࢽࣃンࢥ࣭ࢫ

るሗ㓘やᩱ金 

１ᅇの支払金額から、５༓෇にその支

払金額の計算ᮇ㛫の日数を乗じた額

�⤥୚等があるときは、それをᕪし引

いたṧ額)をᕪし引いた額�所令322) 

10�21㸣 

（所法205二） 

ջ 㤿୺がཷける➇㤿の㈹金 
１ᅇの支払金額から「㈹金�20� 㸩60

୓෇」をᕪし引いた額�所令322) 

10�21㸣 

（所法205二） 

࠙ཧ⪃通達␒号ࠚ 

所基通204－１㹼204－34、205－１㹼205－13 

 

 

 

㸵 ⣡⛯࿌知 

 源泉徴収による国税で、その法定⣡ᮇ限までに⣡௜ࡉれなかったときは、税務⨫㛗は

源泉徴収⩏務者に対して、⣡௜す࡭き税額、⣡ᮇ限及び⣡௜場所を記載した⣡税࿌知書

を送達する（所法221、通則法36、復興財確法28յ）。 

 

 

࠙設例ࠚᡤᚓ⛯ἲ➨���᮲ྛ号のィ⟬ 

１ 原✏ᩱを、１ᅇに1�500�000෇支払う場合（所法205一） 

1�500�000෇－1�000�000෇＝500�000෇ 

1�000�000෇�10�21㸣＝102�100෇ 

500�000෇�20�42㸣＝102�100෇ 

102�100෇㸩102�100෇＝204�200෇͐͐源泉徴収税額 

 㔝⌫㑅ᡭのሗ㓘を、１ᅇに2�000�000෇支払う場合（所法205一）ࣟࣉ ２

2�000�000෇－1�000�000෇＝1�000�000෇ 

1�000�000෇�10�21㸣＝102�100෇ 

1�000�000෇�20�42㸣＝204�200෇ 

102�100෇㸩204�200෇＝306�300෇͐͐源泉徴収税額 

持出可
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第８章 申告、納付及び還付

第１節 所得税の申告納税方式

我が国の国税については、納税者が自ら税額を計算し、自ら納税する申告納税方式

を基本としている。この節では、所得税の申告及び納付について学習する。

学習のポイント

１ 申告納税方式とは、どのようなものか

２ 所得税の申告時期は、どのようになっているのか

３ 所得税額の納税時期は、どのようになっているのか

１ 申告納税方式

申告納税方式とは、納税者自身が一暦年の所得金額とその所得金額に対する税額

を計算して確定申告を行い、その申告に基づき自主的に納付することをいう（この

自主的に申告、納付するということは、決して自由にしてよいという意味ではなく、

法律に従って正しく計算するということである。）。

【参考】 所得税については、その年の所得について、翌年２月 日から３月 日までの間に確定申告書を提出し、

納税する申告納税制度を骨子としているが、源泉徴収制度や予定納税制度の方法を併せて採用している。

２ 所得税の申告時期

確定申告義務のある者は、その年分の所得や税額を計算し、翌年２月 日から３

月 日までの間に、確定申告書を提出しなければならない（所法 ①）。

（注）１ 納税者が死亡した場合には、その相続人は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から

４か月以内に被相続人の所得について、確定申告（通常「準確定申告」という。）をしなければならない（所

法 、 ）。

２ 納税者が、納税管理人の届出をしないで出国（国内に住所も居所も有しなくなること）する場合には、原則

としてその出国の時までに確定申告（通常「準確定申告」という。）をしなければならない（所法２①四十二、

、 ）。

３ 所得税額の納付時期

確定申告により確定した所得税額は、申告書提出期限までに納付しなければならない

（所法 、 、 ）。

持出可
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区　　　分 申 告 期 限 及 び 納 期 限

確定申告（所法120） その年の翌年の２月16日から３月15日

死亡による準確定申告
（所法124、125）

出国による準確定申告
（所法126、127）

相続の開始があったことを知った日の
翌日から４か月以内

出国の時まで

相続の開始があったことを知った日の
翌日から４か月以内

出国の時まで

持出可
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第２節 予定納税

確定申告時に多額の税額を一時に納付することは、納税者にとっても負担であり、また、

国も歳入の平準化を図る必要があるなどのため、予定納税制度が設けられている。この節

では、その予定納税の制度について学習する。

学習のポイント

１ 予定納税とは、どのようなものか

２ 予定納税の義務と予定納税額の納付時期は、どのようになっているのか

１ 予定納税

所得税の納税は、納税者がその年の経過後において納税額等を申告し、その申告した

税額を自主的に納付することを建前としているが、①確定申告時に一時に多額の税額を

納付することは、納税者にとって非常に負担となること、②国としては歳入を平準化す

る必要があること、③所得の発生の都度、それに応じて納税するのが理想であることな

どの理由から、所得の発生する期間中に予定納税の方法を先行し、併せて源泉徴収の方

法を広範囲に採り入れている。

予定納税や源泉徴収による納税は、その年の所得税額が確定する前に、いわば概算で

分割納税することである。したがって、その年分の課税標準等及び納税額が確定したと

きは、確定申告によって精算することとなる（ただし、大部分の給与所得者については、

年末調整が行われることにより、確定申告が不要になる。）。

予定納税とは、前年に一定額以上の納付税額がある納税者について、その年分の所得

税の確定申告をして納税する前に、その年分の所得税額を７月と 月に分けて概算で分

割納税する制度である。

なお、この制度は、前年に所得があれば通常本年も所得があり、しかも通常の場合あ

まり大きな変化はないと考えられるので、その前年の実績（確定申告等）に基づいて、

税務署長が予定納税額を計算して納税者に通知し、３分の１ずつを７月と 月の２回

（特別農業所得者の場合は、２分の１を 月に１回）に納付するものである。ただし、

その年の所得税額が、前年分の所得税額を下回ると見込まれる場合は、申請に基づき、

予定納税額を減額する方法が採られている。

２ 予定納税の義務と予定納税額の納付時期

その年の５月 日の現況で予定納税基準額が 万円以上である者は、次図のとおり予

定納税額を納付しなければならない（所法 、 ）。

平成 年から令和 年までの各年分の予定納税基準額は、所得税及び復興特別所得税

の合計額で計算する（復興財確法 ）。

持出可
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（注）特別農業所得者……所法２①三十五参照

３ 予定納税基準額の計算

予定納税基準額の計算方法（所法 ①）

算 式

前年分の利子、配当、不動産、事業、給与の各所得の金額の合計額 Ａ

前年分の所得控除の合計額 Ｂ

Ａ－Ｂ ×税率－Ａの源泉徴収税額× ＝Ｃ

Ｃ＋Ｃ× ％（復興特別所得税）＝予定納税基準額

（注）１ 予定納税基準額の計算に当たっては、見込み計算であることから、原則として、その年５月 日において確定

している前年実績の課税総所得金額のうち、本年は生じないと考えられる臨時的な所得（譲渡所得、一時所得、

雑所得及び臨時所得）の金額及びそれに係る源泉徴収税額を除外して計算する。

２ 平成 年分から令和 年分の源泉徴収税額には、復興特別所得税が含まれていることから、源泉徴収税額に

分の を乗じて所得税に係る源泉徴収税額を計算する。

【参考通達番号】

所基通 －１

【設例】 令和２年５月 日現在において、確定している令和元年分の所得金額の内容は、次の

とおりである。令和２年分の予定納税基準額の基礎となる所得金額を求めよ。

配当所得の金額（株式） 円

事業所得の金額 円 うち臨時所得の金額 円

長期譲渡所得の金額 円

雑所得の金額 円

計 円

予定納税の判定 予定納税者 予定納税額

予定納税不要

持出可
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【答】

１ 令和元年分の総所得金額

（配当） （事業） （譲渡） （雑） （総所得金額）

円＋ 円＋ 円× ＋ 円＝ 円

２ 令和２年分の予定納税基準額の基礎となる所得の金額

（配当） （事業）

円＋ 円－ 円 ＝ 円

４ 予定納税額の通知及び予定納税額の減額承認の申請

⑴ 予定納税額は、税務署長が計算して、その年の６月 日までに書面で通知すること

になっているので、納税者は申告等を要しない（所法 ）。

⑵ 予定納税額は、予定納税基準額に基づいて計算されるのが原則であるが、その年６

月 日又は 月 日の現況で、廃業した場合や災害を受けた場合など、その年の所得

税額（全てその年分の見積額で計算する）が、前年の所得税額を下回ると見込まれる

場合は、①第１期及び第２期については７月 日までに、②第２期については 月

日までに、予定納税額の減額承認の申請を行うことができる（所法 ）。

「予定納税額の減額承認申請書」の提出があった場合には、税務署長は、その調査

を行い、申告納税見積額の承認をし、若しくは申告納税見積額を定めて承認し、不適

当であると認めれば却下する（所法 ～ ）。

【参考】申告納税の手続等は、次表のとおりである。

【参考通達番号】

所基通 －１、 －２、 － ～ －１

７ 月 日

通則法19、35

３ 月 日

　 法128

通則法23①

法106① ６ 月 日

法104① ７ 月 日

法104①

第１期分納税

予定納税額の通知(特別農業所得を除く。)

申　　告　　と　　納　　税　　の　　手　　続

確定申告の更正の請求

法2①三十九
随　　時 修正申告

適　用　条　文 期　　日

法111①

法109① 月 日 予定納税額の通知(特別農業所得者)

法111② 月 日 予定納税額の減額承認の申請

予定納税額の減額承認の申請

(５年以内)

法107①
月 日

(翌年)

法120①
３ 月 日 確定申告

第２期分納税

第３期分納税

持出可
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第３節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付

所得税法上、所得は一暦年を計算期間とするために、一暦年が経過して初めて所得の金

額と所得税額が計算できることになる。したがって、予定納税及び源泉徴収の制度により

予め納付した所得税があれば、これを精算して第３期分の納付すべき所得税額を確定させ

る必要があることから、その年の所得税額の精算をするという意味において、確定申告を

することとされている。

申告には、一般的な確定申告のほかに、死亡又は出国の場合等の確定申告（通常これを

「準確定申告」という。）及び修正申告があり、このほかに、更正の請求がある。

確定申告は、原則として翌年２月 日から３月 日までの間に確定申告書を提出して行

うのであるが、納税者自身によるその年分の所得金額及び税額の確定手続として現行所得

税制上極めて重要な地位を占めている。この節では、確定申告及びこれに伴う納付等の諸

手続について学習する。

復興特別所得税については、基準所得税額に ％を乗じて計算され、所得税と併せて

申告しなければならない。所得税及び復興特別所得税の申告書には、基準所得税額、復興

特別所得税額等一定の事項を併せて記載することになる。

また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

年法律第 号）が公布され、平成 年１月１日の属する年分以降の申告書からマイナン

バー（個人番号）を記載することが義務付けられた（通則法 等）。

学習のポイント

１ 確定所得申告とは、どのようなものか

２ 還付を受けるための申告とは、どのようなものか

３ 修正申告とは、どのようなものか

４ 納付の方法は、どのようになっているのか

持出可
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１ 確定所得申告

⑴ 確定所得申告を要する者

次の条件に該当する場合には、確定申告書の提出義務がある（所法 ①）。

条 件

［第１判定］

総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額＞各所得控除の合計額

［第２判定］

課税総所得金額 Ａ 、課税退職所得金額 Ｂ 、課税山林所得金額 Ｃ

Ａ、Ｂ、Ｃ×税率＝年税額の合計額＞配当控除額

（注）確定申告書の記載事項については、所法 ①、 、 ②を参照。

【設例１】 次の者は、令和元年分の確定申告の義務があるか。 （単位：円）

１ 配当所得の金額 （Ａ会社 、Ｂ会社 、Ｃ会社 、いずれも配当

計算期間は か月である。）

２ 不動産所得の金額

３ 給与所得の金額

４ 控除対象配偶者（年齢 歳）あり。扶養親族２名（ 歳、 歳の子）

５ 社会保険料控除額 、生命保険料控除額（旧生命保険、旧個人年金） 、地震

保険料控除額

（注）配当所得は、全て非上場株式の配当であり、可能なものは確定申告不要制度を選択することとする。

【答】 総所得金額は、

（配当所得の金額） （不動産所得の金額）（給与所得の金額）

－ ＋ ＋ ＝ （総所得金額）

＜第１判定＞

（総所得金額） （所得控除の合計額）（社保）（生保） （地震保） （配偶者）

＞ ＋ ＋ ＋

（扶養） （基礎）

＋ ×２ ＋

＜第２判定＞

－ ＝ （課税総所得金額）

所法 ①で税額を求める。 （算出税額）（配当控除額）

＞ ……要申告

持出可
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【設例２】 次の者は、令和元年分の確定申告の義務があるか。 （単位：円）

１ 配当所得の金額 （Ａ会社分で配当計算期間は か月である）

２ 不動産所得の金額

３ 扶養親族２名（ 歳、 歳の子）

４ 医療費支払額 、社会保険料控除額

（注）配当所得は、非上場株式の配当である。

【答】

＜第１判定＞

（配当所得の金額） （不動産所得の金額） （総所得金額） （所得控除の合計額）

＋ ＝ ＞

－ ×５％ ＝ （医療費控除額）

（医療費） （社保） （扶養） （基礎）

＋ ＋ ＋ ＋ ＝

＜第２判定＞

－ ＝ （課税総所得金額）

所法 ①で税額を求める。

（算出税額） （配当控除額）

＜ × ％＝ （配当控除をすべき金額は ）………申告不要

（注）この場合は、確定申告の義務はないが、次の２で述べるところの「還付を受けるための確定申告」ができる。

⑵ 確定所得申告を要しない者

年末調整を受けた給与所得者などで、次の場合には、前記 の確定申告を要する

者に該当していても、確定申告書を提出する必要はない。

イ 給与所得がある者（給与等の収入金額が 万円以下のものに限る。）

ｲ １か所から給与等を受ける場合

給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額≦ 円（所法 ①一）

ﾛ ２か所以上から給与等を受ける場合

Ａ 従たる給与等の収入金額＋給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額

≦ 円（所法 ①二イ）

Ｂ Ａに該当する場合を除き、

給与等の収入金額≦ 円＋社会保険料控除額＋小規模企業共済等

掛金控除額＋生命保険料控除額＋地震保険料控除額＋障害者控除額＋寡婦

（寡夫）控除額＋勤労学生控除額＋配偶者控除額＋配偶者特別控除額＋扶養

控除額の場合で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額≦ 円（所

法 ①二ロ）
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なお、上記 ｲ 又は ﾛ に該当する場合であっても、同族会社の役員等で、

その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料を収受している場合には、確

定申告書の提出義務がある（所法 ①ただし書、所令 の２）。

注 給与所得者で、その年中に支払を受けるべき給与等の収入金額が 万円を超える場合は、年末調整を行

わないので確定申告書の提出が必要である（所法 ①、 ）。

２ 源泉徴収義務のない者（常時家事使用人２人以下又は在日外国公館等）から給与の支払を受ける者又は国

外で給与の支払を受ける者は、源泉徴収が行われないことから、確定申告書の提出が必要である（所法 、

）。

３ 給与所得及び退職所得以外の所得金額には、源泉分離課税とされる利子所得の金額等及び確定申告を要し

ない配当所得のうち確定申告をしないことを選択したものは含まない。

ロ 退職所得がある者

ｲ その年分の退職手当等の全部について、所得税法 条及び 条１項の規定

による所得税を徴収された場合（所法 ②一）。

ﾛ ｲ を除き、その年分の退職手当等について、所得税法第 条を適用して算出さ

れる所得税額以上の所得税の額が源泉徴収された場合（所法 ②二）。

ハ 公的年金等に係る雑所得がある者（平成 年分以後の所得税において適用）

その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等

の収入金額が 万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の

所得金額が 万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出

することを要しない（所法 ③）。

注 １ 上記の場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための申告書を提出することがで

きる。

２ 公的年金等以外の所得金額が 万円以下で所得税の確定申告書の提出を要しない場合であっても、住民税の

申告は原則として必要である。

持出可
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《まとめ》所得税の確定申告を提出しなければならない者（令和元年分）

注 １ 上記①に該当する場合であっても、前記 ２ ハ（公的年金等に係る雑所得がある場合）に該当する場合は、確定

申告を要しない（所法 ③）（平成 年分以後の所得税について適用）。

２ 上記②ハに該当する場合であっても、その年中の給与等の金額から社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金

控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦（寡夫）控除の額、勤労学生控除の

額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額の合計額を差し引いた残額が 万円以下で、かつ、

給与所得及び退職所得以外の金額の合計額が 万円以下の人は、確定申告をする必要はない（所法 ①二）。

３ 令和元年分の所得税について、上記①から③に該当し、所得税の確定申告書を提出しなければならない者は、当

該申告書を令和２年２月 日から同３月 日までの間に納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

ただし、源泉徴収税額等の還付又は予定納税額の還付を受ける者の場合にあっては、上記に関わらず、令和２年

１月１日から同３月 日までの間となる（所法 ① ⑧、平 改正所法附則２、通則法 ②）。

① ②及び③

以外の者
所得税の額の合計額が配当控除の額を超える場合 所法 ① 注１

② 給与所得者

③ 退職所得
のある者

等
特
別
控
除
額
を
超
え
る
場
合
（
所
法

①
・
措
法

の
２
の
２
の
④
）

所
得
税
の
額
が
配
当
控
除
の
額
、
年
末
調
整
に
よ
る
（
特
定
増
改
築
等
）
住
宅
借
入
金

同

上

イ その年中に支払を受ける給与等の金額が、 万円
を超える場合 所法 ①

ロ １か所から給与等の支払を受けている者で、給与
所得及び退職所得以外の所得が 万円を超える場合
所法 ①一

ハ ２か所以上から給与等 源泉徴収の対象となる給与

等 の支払を受けている者で、年末調整を受けない
従たる給与等の収入金額と給与所得及び退職所得
以外の所得の金額の合計額が 万円を超える場合

所法 ①二 注２

ニ 同族会社の役員等で、その同族会社から貸付金の
利子又は資産の賃貸料を収受している場合

所法 ①、所令 の２

ホ 災害減免法によって源泉徴収の猶予などを受けた場合
災害減免法３⑥

へ 源泉徴収の規定が適用されない給与等の支払を受けて
いる者 所法 ①

イ 退職所得に対する税額が源泉徴収された税額よりも
多くなる場合 所法 ②

ロ 源泉徴収の規定が適用されない退職手当等の支払を

受けている者 所法 ①

確

定

申

告

書

の

提

出

（
注
３
）

区 分 要 件
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【設例】 確定申告の要否の判定（令和元年分） 単位：円

１ 所法 ①二イの場合（二以上の給与等の支払を受けている場合）

例 従たる給与等の収入金額
給与所得及び退職所得
以外の所得金額■■■

申告

⑴ 不要

⑵ 要

⑶ 要

２ 法 ①二ロの場合（二以上の給与等の支払を受け、上記１以外の場合）

例
その年中の給与
等の収入金額

比
較

基 準 額

＋
社 会 保 険 料
小規模企業共済等掛金
生 命 保 険 料
地 震 保 険 料
障 害 者
寡 婦 （ 寡 夫 ）
勤 労 学 生
配 偶 者
配 偶 者 特 別
扶 養
の 各 控 除 額 の 合 計 額

か
つ

給与所得及び退
職所得以外の所
得金額

申告

⑴ ≦ 不要

⑵ ≦ 要

⑶ ＞ 要

⑷ ≦ 要

２ 還付を受けるための申告

確定申告書を提出する義務のない場合であっても、その年の予定納税額又は源泉徴収

税額が、その年の年税額を超えるときなどには、所得税及び復興特別所得税の還付を受

けるため、確定申告書を提出することができる（所法 ①）。

（注）給与所得者でほかに所得がない場合、通常は年末調整により納税が完了し、確定申告書の提出は不要であるが、年

末調整において適用することができない雑損控除、医療費控除、寄附金控除や住宅借入金等特別控除（初年度分）が

ある場合等は、確定申告によって、各控除等の適用を受けられる。具体的には、次のような場合、確定申告書を提出

することにより源泉徴収された所得税額の全部又は一部が還付される場合がある。
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① マイホームをローンなどで取得した場合 （住宅借入金等特別控除）

② 多額の医療費を支払った場合 （医 療 費 控 除）

③ 災害、盗難及び横領にあった場合 （雑 損 控 除）

④ 年の中途で退職し、再就職していない場合 （年 末 調 整 未 済）

⑤ 給与所得者が給与所得控除額の２分の１を超える特定支出をした場合（特 定 支 出 控 除）

３ 確定損失申告

その年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額がある場合で、①その年の翌年以降に

おいて、純損失の繰越控除（所法 ）や雑損失の繰越控除（所法 ）の適用を受けよう

とする場合、又は②純損失の繰戻しによる還付（所法 ）の適用を受けようとする場

合は、確定損失申告書を提出することができる（所法 ①）。

４ 修正申告

確定申告書を提出した後で、①所得の金額、所得控除額、税額計算又は税額控除に誤

りがあり、更に納付すべき税額が増えるとき、あるいは、②還付を受けた税額が過大で

あるとき等には、その申告について税務署長の更正があるまでは、その間違いを自発的

に是正するため、修正申告書を提出することができる（通則法 ）。

５ 更正の請求及び更正の請求の特例

確定申告書の提出等の後で、①所得の金額、所得控除額、税額計算又は税額控除に誤

りがあり、納付すべき税額が減るとき、あるいは、②還付を受けた税額が過少であると

き等には、次により更正の請求をすることができる。

⑴ 国税通則法に基づく更正の請求

イ 法定申告期限から５年以内に更正の請求をすることができる（通則法 ①）。

ロ 上記イの請求期間後においても、判決等により税額が確定等した場合は、その確

定等した日の翌日から２か月以内に更正の請求をすることができる（通則法 ②）。

⑵ 所得税法に基づく更正の請求の特例

イ 各種所得金額に異動を生じた場合（所法 ）

次のそれぞれその事実が生じた日の翌日から２か月以内に更正の請求をするこ

とができる。

ｲ 事業廃止後の年分に返品による損失等の必要経費の額が生じたとき（所法 ）

ﾛ 事業所得から生ずる所得以外の所得の収入金額若しくは総収入金額（不動産所

得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。）の全部又は一部を回収

することができなくなったとき等（所法 ）

ロ 前年分の更正等に伴う場合（所法 ）

前年分の修正申告書の提出等により、その後の年分の確定申告書に記載した税額

が過大となるとき等において、当該修正申告書を提出した日等の翌日から２か月以

内に更正の請求をすることができる。
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６ 確定申告書に添付する書類

⑴ 確定申告書等を提出し、次の控除を受ける場合には、控除の種類ごとに、その金額

及び控除に関する事項を確定申告書に記載し、それらの金額、事項を証明する書類等

を添付又は提示しなければならない（所法 ①、 ③、 ④、 ③、 ③、所

令 ③）。なお、年末調整の際に既に控除されている所得控除に係るものについて

は、添付又は提示をする必要はない（所令 ①）。また、給与所得、退職所得及び

公的年金等の源泉徴収票については、平成 年４月１日以後に確定申告書を提出する

場合には、添付又は提示をする必要はない（旧所法 ③四、旧所令 ⑤）

区 分 添 付 又 は 提 示 す る 書 類

雑損控除 災害関連支出の領収書等

医療費控除 医療費の明細書又は医療保険者等の医療費通知書等

社会保険料控除 国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金の額を証する書類

小規模企業共済等掛金控除 掛金の額を証する書類

生命保険料控除
払込保険料等を証明する書類（一般の生命保険に係るものについて

は、一つの契約についての支払額が 円以下のものは除く。）

地震保険料控除 掛金の額を証する書類

寄附金控除 特定寄附金の明細書､領収書及び主務官庁等の証明書の写し等

勤労学生控除 各種学校等の生徒の場合は､在学証明書等

（注） 医療費控除を受ける場合に添付する医療費の明細書等は、平成 年分以後の確定申告書を平成 年１月１日以後

に提出する場合について適用され、平成 年分から令和元年分までの確定申告については、改正前の医療費の領収

書の添付又は提示による医療費控除の適用もできる（平 改正所法附則７）。

⑵ 個人がｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）を利用して確定申告書の提出を

行う場合において添付又は提示すべき次に掲げる第三者作成書類については、その記

載内容を入力して確定申告情報と併せて送信することによって、添付又は提示に代え

ることができる（国税関係法令の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

省令５①②）。

この場合において、税務署長は原則として確定申告期限から５年間（法定申告期限

が平成 年 月２日より前のものは３年間）、その入力内容の確認のため、ｅ－Ｔａ

ｘ（国税電子申告・納税システム）を利用して確定申告書の提出を行った者に対し、

その第三者作成書類の提出又は提示させることができる（同省令５③）。

なお、これに応じなかった場合には、その第三者作成書類については、確定申告書

に添付されていないものとして取り扱われる（同省令５④）。

① 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書

② 個人の外国税額控除に係る証明書

③ 雑損控除の証明書

④ 医療費の領収書
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⑤ 社会保険料控除の証明書

⑥ 小規模企業共済等掛金控除の証明書

⑦ 生命保険料控除の証明書

⑧ 地震保険料控除の証明書

⑨ 寄附金控除の証明書

⑩ 勤労学生控除の証明書

⑪ 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

⑫ バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高等証明書

⑬ 省エネ改修特別控除に係る借入金年末残高等証明書

⑭ オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の

支払通知書、上場株式配当等の支払通知書

⑮ 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高等証明書

⑯ 特定口座年間取引報告書

⑰ 政党等寄附金特別控除の証明書

⑱ 認定ＮＰＯ法人等寄附金特別控除の証明書

⑲ 公益社団法人等寄附金特別控除の証明書

⑳ 特定震災指定寄附金特別控除の証明書

（平成 年分から平成 年分の所得税について適用）

⑶ 不動産所得、事業所得又は山林所得を有する者は、それらの所得に係る総収入金額

及び必要経費の内容を明らかにする書類（いわゆる「収支内訳書」）を添付しなけれ

ばならない（所法 ⑥）。

７ 確定申告がない者の総収入金額報告書の提出義務

確定申告書を提出する必要がない者であっても、その年中に不動産所得、事業所得又

は山林所得を有する者は、それらの所得に係る総収入金額の合計額が 万円を超え

る場合には、総収入金額報告書をその年の翌年３月 日まで提出しなければならない

（所法 ）。

区 分
総収入金額報告書

の提出義務

不動産所得者 確 定 申 告 書 提 出 者 不 要

確定申告書

未 提 出 者

不動産、事業、山林所得の

総 収 入 金 額 の 合 計 額 が

万円以下

不 要事業所得者

山林所得者 万円超 必 要

持出可
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８ 死亡又は出国の場合の確定申告

⑴ 死亡した場合

確定申告義務のある者が、確定申告書の提出期限までに提出しないで死亡した場合

や年の中途で死亡した場合には、その相続人は、原則として相続の開始があったこと

を知った日の翌日から４か月以内に被相続人の所得について、確定申告書（いわゆる

「準確定申告書」）を提出しなければならない（所法 、 ）。

⑵ 出国する場合

確定申告義務のある者が、確定申告書の提出期限までに納税管理人の届出をしない

で出国する場合には、原則として、その出国の時までに確定申告書（いわゆる「準確

定申告書」）を提出しなければならない（所法２①四十二、 、 ）。

【参考法令・通達番号】

所令 、所基通 ・ －１～ ・ －４、 －１

９ 納付の方法

確定申告書を提出した者は、第３期分の納税額（「年税額－（源泉徴収税額＋予納税

額）」）を納付書に記載して、２月 日から３月 日までに国に納付しなければならな

い（所法 ）。

（注）１ 確定申告書を提出すべき者が死亡した場合には、相続の開始を知った日の翌日から４か月を経過した日の前日

までに納付しなければならない（所法 ）。

２ 出国の時までに確定申告書を提出した場合には、出国の時までに納付しなければならない（所法 ）。

延納の方法

確定申告書の提出により納付すべき第３期分の所得税額及び復興特別所得税の２分

の１以上の金額を納期限までに納付し、延納を申請したときは、その残額については５

月 日まで延納することができる（所法 、復興財確法 ④）。

なお、延納の届出をして延納する場合には、延納の期間に応じ、年 ％の割合によ

る利子税を納付しなければならない（通則法 、所法 ③、復興財確法 ⑥）。

申告納税額

予定納税額 ３ までに

以上納付

第３期納税額

延納（申請）願 ５ までに納付

（注）平成 年１月１日以降の期間に対応する利子税の割合は、各年の特例基準割合（各分納期間の開始の日の属する

年の前々年の 月から前年の９月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を で除して得

１

２
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た割合として各年の前年の 月 日までに財務大臣が告示する割合に年１％の割合を加算した割合））が年 ％

に満たない場合、その年中においては、当該特例基準割合で計算する（措法 ①、平 改正措法附則 ）。

還付

確定申告書の提出があった場合において、次に該当する場合は、その過納税額が還付

される（所法 、 ）。

⑴ 年税額 ＜ 外国税額控除＋源泉徴収税額

⑵ 年税額 ＜ 予定納税額

（注）１ 青色申告書を提出する者に、その年において生じた純損失がある場合には、「純損失の繰戻しによる還付」によ

る還付の請求ができる（所法 、 ）。

２ 本税額を還付する場合には、還付額を計算する基礎となる期間に応じて計算した還付加算金が加算される

（通則法 、所法 、 ）。

３ 源泉徴収税額のうちに納付されていないものがある場合は、還付金のうちその納付されていない部分の金

額については、その納付があるまでは還付されないこととされている（所法 ②）。しかしながら、還付

（又は充当）に当たっては、源泉徴収があれば納付があったものとみなされるので（所法 ）、給与や報

酬などが未払のため源泉徴収が行われていないときにだけ、それに対応する部分が還付されない。

持出可
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第４節 青色申告

申告納税制度が有効かつ円滑に実施されるためには、納税者が自ら正しい記帳に基づく

適正な申告と納税を行うことを推進する必要がある。そこで、真の申告納税制度を確保発

展させるために、シャウプ勧告に基づく昭和 年の税制改革で青色申告制度が設けられた。

そして、この制度の普及を図るための施策として、青色申告者に種々の特典を与えている。

この節では、その青色申告制度の概要について学習する。

学習のポイント

１ 青色申告とは、どのようなものか

２ 青色申告の承認申請手続は、どのように行うのか

３ 青色申告者の備え付けるべき帳簿書類とその保存は、どのようになっているのか

１ 青色申告

⑴ 青色申告とは、一定の帳簿を備付け、それに基づいて正確に所得を計算する納税者

について税法上の特典を与えることを内容とするものである。

イ 青色申告をすることのできる居住者は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生

ずべき業務を行う者である（所法 ）。

ロ 青色申告の要件としては、次のことが必要である。

ｲ 税務署長へ、青色申告の承認申請書を提出して、あらかじめ承認を受けること

（所法 ）。

ﾛ 一定の帳簿書類を備え付けて、これに事業所得等の金額に係る取引を記録し、

かつ、これを保存すること（所法 ）。

⑵ 青色申告者に与えられている特典には、①適正な青色事業専従者給与額の必要経費

算入、青色申告特別控除等の他、②帳簿調査によらない更正の制限及び更正の理由附

記などがある。

【参考通達番号】

所基通 －１

持出可
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【参考】青色申告の主な特典一覧

（注） 白色申告者に対して、平成 年１月１日以後に行う不利益処分については、その処分の理由を附記しなければなら

ない。ただし、平成 年において記帳・帳簿等保存義務が課されていない者に対する処分理由の記載については、平

成 年１月１日から適用されている。

根拠法 特典項目 青色申告の場合 白色申告の場合

所

得

税

法

専 従 者 給 与

所法 ①
原則として、全額必要経費に算入できる。

専従者１人当たり最

高 万円 配偶者は最高

万円 を限度として、

控除が受けられる 所法

③ 。

現 金 主 義

所法

前々年分の不動産及び事業の所得金額の

合計額が 万円以下の人は、現金主義に

よって計算ができる。

適用できない。

純 損 失 の 繰 越 控 除

所法 ①
翌年以降３年間繰越控除ができる。

変動所得又は被災事

業用資産の損失に限っ

て、繰越控除ができる

（所法 ②）。

純 損 失 の 繰 戻 還 付

所法 、
前年分の所得税額から還付が受けられる。 適用できない。

更 正 の 制 限

所法 ①、

帳簿調査に基づかない推計課税による更

正を受けることはない。

推計による更正・決定

をされる場合がある。

更 正 の 理 由 附 記

所法 ②

更正通知書にその更正の理由を附記しな

ければならない。

不利益処分に対して

理由附記しなければな

らない 通則法 の ）。

注

引 当 金

所法 、

貸倒引当金、退職給与引当金等の一定の引

当額を必要経費に算入できる。

貸倒引当金に限り一

定の引当金を必要経費

に算入できる。

低 価 法

所令 ①

棚卸資産の評価方法の低価法が認められ

る。
適用できない。

租

税

特

別

措

置

法

青 色 申 告 特 別 控 除

措法 の２

総収入金額から必要経費を控除し、更に最

高 万円を差し引くことができる。

ただし、電子保存・電子申告の場合は、

万円を差し引くことができる（令和２年分以

降）。

適用できない。

中小事業者の少額減価

償却資産の取得価額の

必要経費算入の特例

措法 の２）

中小事業者である青色申告者が取得価額

万円未満の減価償却資産を取得した場合、

取得価額の全額を必要経費に算入できる。な

お、その年分の取得価額の総額が 万円を

超えるときは、その超える部分に係る減価償

却資産は対象とならない。

適用できない。

減 価 償 却 費

措法 の２ほか

高度省エネルギー増進設備等を取得した

場合等の特別償却費を必要経費に算入する

ことができる。

適用できない。

準 備 金

措法 ほか

金属鉱業等鉱害防止準備金などの準備金

を必要経費に算入することができる。
適用できない。

所得税額の特別控除

措法 、 の２ほか

試験研究を行った場合や高度省エネル

ギー増進設備等を取得した場合等には、所得

税額の特別控除が適用される。

適用できない。
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２ 青色申告の承認申請手続

⑴ 青色申告の承認を受けようとする者は、その年の３月 日までに青色申告承認申請

書を税務署長に提出する。ただし、その年の１月 日以後、新たに業務を開始したと

きは、その開始の日から２か月以内に、その手続を行う（所法 ）。

⑵ 青色申告の承認申請があった場合には、税務署長は備付けの帳簿書類等を調査し、

所定の備付け、記録又は保存が行われているかを確認した上で、承認又は却下の処分

をする（所法 、 ）。

なお、その年の 月 日（その年の 月１日以後新たに業務を開始した場合には翌

年２月 日）までに承認又は却下の処分がなかったときには、その日において承認が

あったものとみなされる（所法 ）。

【参考通達番号】

所基通 １

３ 青色申告の承認の取消し

次に掲げる事由の一に該当する事実がある場合には、その事実があった年に遡って青

色申告の承認を取り消すことができる（所法 ）。

⑴ 帳簿書類の備付け、記録又は保存が所定の規定に従って行われていないこと。

⑵ 帳簿書類について税務署長の必要な指示（所法 ②）に従わなかったこと。

⑶ 帳簿書類に取引を隠ぺい又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体について

の真実性を疑うに足りる相当の理由があること。

４ 青色申告の取りやめ

青色申告の承認を受けている者が、青色申告を自らやめるときは、取りやめる年の翌

年３月 日までに届出書を、納税地の税務署長に提出する必要がある（所法 ）。

５ 青色申告者の備え付けるべき帳簿書類とその保存

⑴ 青色申告者の備付帳簿の種類は、次のように定められている（所法 、所規 、

昭 蔵告 ）。

区 分 備 付 帳 簿

イ 正規の簿記で記帳する者
年末に、①貸借対照表と②損益計算書を作成すること

ができるような正規の簿記 複式簿記 に基づく帳簿

ロ 簡易帳簿で記帳する者
① 現金出納帳 ② 売掛帳 ③ 買掛帳

④ 経費明細帳 ⑤ 固定資産台帳

ハ 小規模事業者の収入及び費用の

帰属時期の特例 所法 の適用を

受けることにつき、承認を受けた

者

（現金主義による記帳）

現金主義に基づく現金出納帳及び固定資産台帳
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（注）１ ロは、記帳を簡略化することにより、青色申告の普及を図ったものである。

２ ハの特例の適用を受けることができる者は、事業所得又は不動産所得を有する者で、前々年分の事業所得の金

額と不動産所得の金額との合計額（青色専従者給与額又は白色の事業専従者控除額を差し引く前の金額）が、

万円以下の者である（所法 、所令 、 、所規 の２、 、 の２）。

この現金主義による記帳制度の特例を設けた趣旨は、発生主義による所得計算の原則に従って行う記帳が、現

金取引を主体とする小規模事業者に馴染みにくいこともあることから、所得計算の簡便化を図り、事業者の多く

が青色申告をすることのできる道を開いたものと言える。

⑵ 青色申告者は、取引を記録し、その帳簿書類を整理して７年間（一定のものは５年

間）保存しなければならないこととされている（所法 、所規 ）。

これを白色申告者の場合と対比すると、次の表のとおりである。

区 分 青 色 白 色

帳簿
７年

法定帳簿（所規 …７年

決算関係書類

書類…５年

現金・預金取引

等関係書類

原則７年

（前々年分所得 万円以下

の者は５年）

その他の書類 ５年

（注）６年目（一部の証ひょう書類については４年目）以降における保存は、マイクロフィルムによることができる（所

規 ⑤、 ⑤、平成 ３ 大蔵省告示 号、平成 ６ ８国税庁告示１号）。

また「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」による帳簿書類の方法

によることができる。

６ 青色申告書に添付すべき書類

青色申告書には、原則として、貸借対照表、損益計算書、その他不動産所得、事業所

得の金額等の計算に関する明細書（いわゆる「所得税青色申告決算書」）を添付するこ

とになっている（所法 、所規 ）。ただし、簡易帳簿で記帳する者については、貸

借対照表を添付しなくてもよいとされている。
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第９章 ᭦正及びỴ定 

 

 税務⨫㛗は、⣡税⩏務が正しくᒚ行ࡉれていない場合には国税通則法の定めるとこࢁに

より、᭦正又はỴ定をすることができる。この節では、所得税法上の᭦正又はỴ定の特例

のᴫ要について学習する。 

 所得税及び復興特別所得税に係る᭦正又はỴ定は、年ศがྠ一であるこれらの税に係る

᭦正又はỴ定に併せて行わなければならない（復興財確法22①）。 

 

学習のポイント 

１ ᭦正又はỴ定す࡭き事項に関する特例は、どのようなものか 

２ 㟷Ⰽ⏦࿌者に対する᭦正の特例は、どのようなものか 

３ ᥎計による᭦正又はỴ定とは、どのようなものか 

 

㸯 ᭦ṇཪࡣ決ᐃࡍべࡁ஦㡯࡟㛵ࡿࡍ≉例 

⣡税⩏務者が提出した⏦࿌書の記載事項が୙当な場合又は⏦࿌書の提出がない場合

には、税務⨫㛗は、その調ᰝにより、これを正当なものに是正し、又は、その課税ᶆ‽

等及び税額等をỴ定する。この行政ฎศᡭ続を᭦正又はỴ定という。 

 この᭦正及びỴ定は、国税通則法に規定ࡉれている（通則法24㹼26）が、所得税法に

は、᭦に、次の特則が設けられている（所法154）。 

օ ண定⣡税に関係するኚື所得又は臨時所得などがある場合（所法120①஑、༑）は、

これらの金額等についても᭦正又はỴ定ができること。 

ֆ ᭦正又はỴ定の通知書には、課税ᶆ‽及び税額等の௚所得の✀㢮別の内ヂを附記し

なければならないこと。 

 

㸰 㟷Ⰽ⏦࿌⪅࡟ᑐࡿࡍ᭦ṇの≉例 

օ 㟷Ⰽ⏦࿌書の᭦正については、原則として、①そのᖒ⡙を調ᰝし、②その調ᰝによ

り、所得等の金額の計算にㄗりがあるとㄆめられた場合に限り、これを行うことがで

きる（所法155①）。 

ֆ 㟷Ⰽ⏦࿌の᭦正通知書には、その᭦正の理⏤を附記しなければならない（所法

155②）。 

（ὀ） ⓑⰍ⏦࿌者に対して、平成25年１月１日以ᚋに行う୙利┈ฎศについては、そのฎศの理⏤を附記しなければ 

ならない。 

ただし、平成25年において記ᖒ࣭ᖒ⡙保Ꮡ⩏務が課ࡉれていない者に対するฎศ理⏤の記載については、平成  

26年１月１日から適用ࡉれている。 
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㸱 推ィࡿࡼ࡟᭦ṇཪࡣ決ᐃ 

⣡税者の中には、ᖒ⡙書㢮のഛ௜けがないなどのために、⥲収入金額や必要⤒㈝を 

確ㄆすることができない場合もある。これらの者については、⥲収入金額から必要⤒㈝

を᥍除して所得金額を算出する本᮶の計算方法以外の方法で所得金額を᭦正又はỴ定

することとなる。 

 そこで、所得税法では、ⓑⰍ⏦࿌者については、①財産の価額ⱝしくはമ務の金額の

ቑ減、②収入ⱝしくは支出の≧ἣ又は㈍኎㔞、ᚑᴗ員数その௚事ᴗの規ᶍにより、その

者の所得金額などを合理的に᥎計して᭦正又はỴ定することができる（所法156）。 

 ⓑⰍ⏦࿌者といえども、実際の金額が確ㄆできない場合に、ึめて᥎計がチࡉれる。 

 具体的には、①୺要なᖒ⡙のഛ௜けがない、②記㘓が୙正確でಙぴょうᛶがない、ճ

資ᩱの提示を拒ࡴなど、調ᰝに༠ຊ的でない場合に、所得金額を᥎計によって計算する

ことができる。 

（ὀ） 所得税法上の᭦正又はỴ定に関する特別な規定は、上記以外のものでは、ྠ᪘఍♫等の行Ⅽ又は計算のྰㄆ規 

定がある（所法157）。また、᭦正࣭Ỵ定により、源泉徴収税額及びண定⣡税額に㐣⣡が⏕じた場合には、これを 

㑏௜する（所法159、160）。 
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第10章 㞧則及び⨩則 

 

第１節 㞧則 

  

所得税法等の法令においては、課税ᶆ‽などの基♏となる事実を明確にし、確実にᢕᥱ

するために、㓄当等の支払者等に対して、一定の場合に支払調書や源泉徴収⚊などを作成

し、税務⨫㛗࡬の提出⩏務を課するとともに、ཷ⤥者࡬の஺௜⩏務を課している。 

この節では、その支払調書の提出⩏務などを定めた㞧則について学習する。 

 なお、その௚、ⓑⰍ⏦࿌者の記ᖒ࣭記㘓保Ꮡไ度についても学習する。 

 

学習のポイント 

１ 支払調書の提出等の⩏務は、どのようなものか 

２ ⓑⰍ⏦࿌者の記ᖒ࣭記㘓保Ꮡไ度とは、どのようなものか 

 

㸯 ᨭᡶㄪ書➼のᥦฟ➼の⩏ົ 

⤥୚、利Ꮚ、㓄当あるいは特定のሗ㓘࣭ᩱ金などの支払者は、一定の内容の支払調書

や源泉徴収⚊等を所㎄税務⨫㛗に提出し、ྠᵝに、ཷ⤥者に対しても一定の内容のもの

を஺௜しなければならないこととࡉれている（所法225㹼231）。 

 

࠙୺࡞ἲᐃㄪ書のᴫせࠚ 

 

 
 

法定調書の✀㢮 提出ᮇ限 提 出 ⠊ ᅖ 

利Ꮚ等の支払調書 ⩣年１月31日 

ただし１ᅇの支払ࡈとに支

払調書を作成する場合は、支

払確定日（↓記ྡのものにつ

いては支払った日。以ୗྠ

じ。）の⩣月末日 

 支払金額が年３୓෇を㉸えるもの。ただし、１ᅇの支

払ࡈとに支払調書を作成する場合は１୓෇（計算ᮇ㛫が

㸴か月以上１年ᮍ‶のときは5�000෇、㸴か月ᮍ‶のと

きは2�500෇）を㉸えるもの 

（ὀ） 原則として法人に支払われるものについてのࡳ

提出を要する。 

定ᮇ✚金の⤥௜⿵ሸ金等

の支払調書 

⩣年１月31日 

ただし１ᅇの支払ࡈとに

支払調書を作成する場合は、

支払確定日の⩣月末日 

㓄当、๫వ金のศ㓄及び

基金利ᜥの支払調書支払

調書 

支払確定日から１か月以

内 

１ᅇに支払う࡭き金額が３୓෇を㉸える（計算ᮇ㛫が

１年ᮍ‶の場合は１୓５༓෇）もの 
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法定調書の✀㢮 提出ᮇ限 提 出 ⠊ ᅖ 

ሗ㓘、ᩱ金、ዎ⣙金及び

㈹金の支払調書 

⩣年１月31日 օ 外஺員、集金人、㟁ຊ㔞計の᳨㔪人及び࣎ࣟࣉク࣮ࢧ

のሗ㓘、ᩱ金 

͐ྠ一人に対するその年中の支払金額の合計が50୓෇

を㉸えるもの 

ֆ ࣮ࣞࣂࣕ࢟、࣮ࣂの࣍ࢫࢸࢫ等のሗ㓘、ᩱ金 

͐ྠ一人に対するその年中の支払金額の合計が50୓෇

を㉸えるもの 

և ♫఍保㝤デ⒪ሗ㓘支払基金が支払うデ⒪ሗ㓘 

͐ྠ一人に対するその年中の支払金額の合計が50୓෇

を㉸えるもの 

ֈ ᗈ࿌ᐉఏのための㈹金 

͐ྠ一人に対するその年中の支払金額の合計が50୓෇

を㉸えるもの 

։ 㤿୺がཷける➇㤿の㈹金 

͐その年中に１ᅇの支払㈹金額が75୓෇を㉸えるもの

の支払をཷけた者に係るその年中の全ての支払金額 

 㔝⌫の㑅ᡭなどがཷけるሗ㓘及びዎ⣙金ࣟࣉ ֊

͐ྠ一人に対するその年中の支払金額の合計が５୓෇

を㉸えるもの 

֋ օから֊以外のሗ㓘、ᩱ金等 

͐ྠ一人に対するその年中の支払金額の合計が５୓෇

を㉸えるもの 

ᰴᘧ等のㆡΏの対価等の

支払調書 

 ⩣年１月31日 

 ただし「特例方ᘧ」による

場合には、支払の確定した日

のᒓする月の⩣月末日 

ྠ一人に対するその年中の支払金額の合計が100୓෇を

㉸えるもの 

 ただし「特例方ᘧ」による場合には、一ᅇの支払金額が

30୓෇を㉸えるもの 

୙ື産の౑用ᩱ等の支払

調書 

 ⩣年１月31日 ྠ一人に対するその年中の支払金額の合計が15୓෇を

㉸えるもの 

୙ື産等のㆡཷけの対価

の支払調書 

 ⩣年１月31日  ྠ一人に対するその年中の支払金額の合計が100୓෇を

㉸えるもの 

୙ື産等の኎㈙又は㈚௜

けのあっせんᡭ数ᩱの支

払調書 

 ⩣年１月31日  ྠ一人に対するその年中の支払金額の合計が15୓෇を

㉸えるもの 

⤥୚所得の源泉徴収⚊  ⩣年１月31日 

 ただし、年の中㏵で㏥職し

た人のものについては、その

㏥職ᚋ１か月以内 

 ྠ一人に対するその年中の⤥୚等の支払金額が次に掲

げる金額を㉸えるもの 

օ 年末調ᩚをしたもの 

 イ 法人のᙺ員͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏150୓෇ 

 ࣟ ᘚㆤኈ、බㄆ఍計ኈ、税理ኈ等͏͏͏͏250୓෇ 

 上記イ、ࣟ以外のཷ⤥者͏͏͏͏͏͏͏500୓෇ ࣁ 

ֆ 年末調ᩚをしなかったもの 

 イ 法人のᙺ員、எḍ又は丙ḍ適用者 ͏͏͏50୓෇ 

ࣟ 中㏵㏥職者、災ᐖ被ᐖ者͏͏͏͏͏͏͏250୓෇ 

 年末調ᩚᮍ῭者͏͏͏͏͏͏͏͏͏͏2�000୓෇ ࣁ 

㏥職所得の源泉徴収⚊  ㏥職ᚋ１か月以内  法人等のᙺ員等であった人に支払うもの 

බ的年金等の源泉徴収⚊  ⩣年１月31日 օ ᢇ㣴ぶ᪘等⏦࿌書を提出したもの 

  その年中の支払金額の合計額が60୓෇を㉸えるもの

ֆ 上記օ以外 

  その年中の支払金額の合計額が30୓෇を㉸えるもの

᭷限㈐௵事ᴗ⤌合等に係

る⤌合員所得に関する計

算書 

 ⤌合ዎ⣙に定める計算ᮇ

㛫の⤊஢の日のᒓする年の

⩣年１月31日 

 ⤌合員が個人又は法人のいずれの場合でも提出する。

（ὀ）「⤥୚所得の源泉徴収⚊」及び「㏥職所得の源泉徴収⚊」は、上記の提出⠊ᅖにかかわらず、全てのཷ⤥者について

作成の上、⩣年１月31日まで（年の中㏵で㏥職した者の場合は、㏥職ᚋ１か月以内）にཷ⤥者に஺௜しなければなら

ない（所法226）。  
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㸰 ⓑⰍ⏦࿌⪅のᖒ⡙書㢮のഛ௜ࡅ➼ 

୙ື産所得、事ᴗ所得又はᒣᯘ所得を⏕ず࡭きᴗ務を行うⓑⰍ⏦࿌者又は法164条

第１項ྛ号の国内源泉所得を⏕じるᴗ務を行う非居住者（ⓑⰍ⏦࿌者）は、一定の

ᖒ⡙をഛえ௜けてこれにこれらの所得を⏕ず࡭きᴗ務に係るその年の取引のうち⥲

収入金額及び必要⤒㈝に関する事項を⡆易な方法により記㘓し、かつ、そのᖒ⡙及

び関係書㢮をᩚ理して７年㛫（一定のものは５年㛫）保Ꮡしなければならない（所

法232①、所規102）。 

（ὀ）税務⨫㛗のᢎㄆをཷけたときは、ᖒ⡙書㢮の保Ꮡを㟁☢的記㘓又は㟁Ꮚ計算ᶵ出ຊ、࣐イク࣒ࣟࣝ࢕ࣇに

よることができる。 

࠙ཧ⪃ࠚ平成25年ศ以๓は、ⓑⰍ⏦࿌者で、๓ࠎ年ศ又は๓年ศの事ᴗ所得等の合計額が300୓෇を㉸える者等

について、記ᖒ⩏務࣭記㘓保Ꮡ⩏務が課ࡉれていた。 

 

㸱 ㈈⏘മົㄪ書のᥦฟ 

 確定⏦࿌書に記載ࡉれている⥲所得金額及びᒣᯘ所得金額の合計額が2�000୓෇

を㉸え、かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が３൨෇以上の財産又

はその価額の合計額が１൨෇以上の国外㌿出特例対㇟財産を᭷する場合には、財産

の✀㢮、数㔞及び価額୪びにമ務の金額等を記載した財産മ務調書を提出しなけれ

ばならない（国外送金等調書法㸴の２）。 

 

㸲 ᅜእ㈈⏘ㄪ書のᥦฟ 

平成26年1月1日以降において、その年の12月31日に5�000୓෇を㉸える国外財産を

᭷する場合には、その国外財産の✀㢮、数㔞及び価額等を記載した国外財産調書を

税務⨫㛗に提出しなければならない（国外送金等調書法５、平24年改正所法附則59）。 

 

  

持出可
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第２節 ⨩則 

 

 所得税の⏦࿌⣡税ไ度を᭷ຠに⥔ᣢするとともに、⣡税⩏務者に課ࡉれたྛ✀⩏務

が適正にᯝたࡉれるためのᢸ保として、国税通則法にはຍ算税、所得税法には⨩則の

規定が設けられている。この節では、その⨩則のᴫ要について学習する。 

 

学習のポイント 

⨩則とは、どのようなものか 

 

 

⣡税⩏務、その௚ྛ✀⩏務の㐪཯者に対しては、ຍ算税のほかに次表のようにฮ事

上のไ⿢としてのฮ事⨩が課ࡉれる。 

 

⨩ 則 関 係 （例示） 
 

⬺税犯 

⏦࿌⣡税 
ᠬᙺ10年以ୗ  ⨩金1�000୓෇以ୗ 

�⬺税額が1�000୓෇を㉸える場合は、⬺税額以
所法238 

源泉徴収 

⬺税犯  ᠬᙺ10年以ୗ  ⨩金100୓෇以ୗ 

�⬺税額が100୓෇を㉸える場合は、⬺税額以ୗ) 
所法239 

୙⣡௜犯 ᠬᙺ10年以ୗ  ⨩金200୓෇以ୗ 

�⬺税額が200୓෇を㉸える場合は、⬺税額以ୗ) 
所法240 

⛛ᗎ犯 

༢⣧↓⏦࿌犯    ᠬᙺ１年以ୗ  ⨩金50୓෇以ୗ 
所法241 

措 法 42の ３

その௚の⛛ᗎ犯    ᠬᙺ１年以ୗ  ⨩金50୓෇以ୗ 
所法242 

措 法 42の ３

その௚ 

⛎ᐦ₃ὤの⨥    ᠬᙺ２年以ୗ  ⨩金100୓෇以ୗ 

�Ᏺ⛎⩏務㐪཯) 
通則法127

↽  ື  犯    ᠬᙺ３年以ୗ  ⨩金20୓෇以ୗ 
通則法126

国犯法22 

国外財産調書の୙提出࣭⹫ഇ記載   ᠬᙺ１年以ୗ  ⨩金50୓෇以ୗ 
国外送金等

調書法10 

（ὀ） １ ⬺税犯とは、ഇりその௚୙正な行Ⅽにより税をචれることを内容とする犯⨥をいう。 

２ ⛛ᗎ犯とは、行政上のྛ✀の⩏務規定に㐪཯する行Ⅽ（୙作Ⅽをྵࡴ。）を内容とする犯⨥をいう。 
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第11章 復興特別所得税 

 

 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特

別措置法（平成23年法律第117号）がබᕸࡉれ、「復興特別所得税」が๰設ࡉれた。これ

により平成25年から平成49年までのྛ年ศの確定⏦࿌及び源泉徴収については、所得税及

び復興特別所得税を併せて⏦࿌࣭徴収࣭⣡税することになる。 

 復興特別所得税のᴫ要等は以ୗのとおりである。 

 

 㸯 ⣡⛯⩏ົ⪅ 

   所得税を⣡める⩏務のある者は、復興特別所得税も併せて⣡める⩏務がある（復興

財確法８①）。 

 

 㸰 ㄢ⛯ᑐ㇟ 

   平成25年から平成49年までのྛ年ศの基‽所得税額（ୗ記３ཧ↷）が、復興特別所

得税の課税対㇟となる（復興財確法９①）。 

   （ὀ） ⤥୚所得者は、平成25年１月１日以降に支払をཷける⤥୚等から復興特別所得税が源泉 

徴収ࡉれている。 

 

 㸱 ᇶ‽ᡤᚓ⛯㢠 

   基‽所得税額は、次の表のとおりである（復興財確法10一㹼三）。 

   （ὀ） その年ศの所得税において外国税額᥍除の適用がある居住者については、外国税額᥍除 

額を᥍除する๓の所得税額となる。 

༊ ศ 基‽所得税額 

居 

住 

者 

非Ọ住者以外 全ての所得に対する所得税額 

非Ọ住者 
国外源泉所得以外の所得及び国外源泉所得で国内払の

もの又は国外から送金ࡉれたものに対する所得税額 

非居住者 国内源泉所得に対する所得税額 

 

 㸲 ㄢ⛯ᶆ‽ 

   復興特別所得税の課税ᶆ‽は、その年ศの基‽所得税額である（復興財確法12）。 

 

 㸳 ᚟⯆≉ูᡤᚓ⛯㢠のィ⟬ 

   復興特別所得税額は次の算ᘧでồめることになる（復興財確法13）。 

（算ᘧ）復興特別所得税額＝基‽所得税額�2�1㸣 
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（ὀ） その年ศの所得税において外国税額᥍除の適用がある居住者のうち᥍除対㇟外国所得税額が所得税の᥍除限度

額を㉸える者については、その㉸える金額をその年ศの復興特別所得税額から᥍除することができる。ただし、

その年ศの復興特別所得税額のうち国外所得に対ᛂする部ศの金額が限度とࡉれる（復興財確法14①、復興特別

所得税に関する政令３）。 

 

 㸴 ᡤᚓ⛯及び᚟⯆≉ูᡤᚓ⛯のணᐃ⣡⛯ 

平成25年から平成49年までのྛ年ศにおいて、ண定⣡税基‽額及びそのண定⣡税基

‽額に100ศの2�1を乗じて計算した金額の合計額が15୓෇以上である者は、所得税及

び復興特別所得税のண定⣡税をすることになる（復興財確法16①）。 

 

㸵 ☜ᐃ⏦࿌ 

平成25年から平成49年までのྛ年ศの確定⏦࿌については、所得税と復興特別所得

税を併せて⏦࿌しなければならない。また、所得税及び復興特別所得税の⏦࿌書には、

基‽所得税額、復興特別所得税額等一定の事項を併せて記載することになる（復興財

確法17）。 

 

 㸶 ᡤᚓ⛯及び᚟⯆≉ูᡤᚓ⛯の⣡௜ 

   所得税及び復興特別所得税の⏦࿌書を提出した者は、その⏦࿌書の提出ᮇ限までに、

その⏦࿌書に記載した⣡௜す࡭き所得税及び復興特別所得税の合計額を⣡௜するこ

とになる（復興財確法18）。 

 

 㸷 ᡤᚓ⛯及び᚟⯆≉ูᡤᚓ⛯の㑏௜ 

   所得税及び復興特別所得税の⏦࿌書を提出した者について、所得税及び復興特別所

得税の額の計算上᥍除しきれないண定（特別）税額及び源泉徴収（特別）税額がある

ときは、その᥍除しきれない金額が㑏௜ࡉれる（復興財確法19）。 

 

 �� ※Ἠᚩ཰➼ 

⑴ ※Ἠᚩ཰ 

源泉徴収⩏務者は、⤥୚その௚源泉徴収をす࡭き所得を支払う際、その所得につ

いて所得税及び復興特別所得税を徴収し、その法定⣡ᮇ限までに、これを⣡௜する

ことになる（復興財確法８②、28①）。 

  ⑵ ᖺᮎㄪᩚ 

⤥୚等の年末調ᩚをする源泉徴収⩏務者は、平成25年から平成49年までのྛ年ศ

においては、所得税及び復興特別所得税の年末調ᩚを併せて行うことになる（復興

財確法30）。 
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第12章 震災特例法 

 

 平成23年３月11日にⓎ⏕した東໭ᆅ方ኴ平ὒἈᆅ震及びこれにకう原ᏊຊⓎ㟁所の事

ᨾによる災ᐖ（以ୗ「東日本大震災」という。）の被災者等の㈇ᢸの㍍減を図る目的で、

震災特例法が平成23年４月27日にබᕸ࣭施行ࡉれた。 

 震災特例法のᴫ要等は以ୗのとおりである。 

 

㸯 㞧ᦆ᥍㝖の≉例及び㞧ᦆኻの⧞㉺᥍㝖の≉例 

東日本大震災により㞧ᦆ᥍除の対㇟となる住Ꮿ㺃ᐙ財等について⏕じたᦆኻについて、

次の措置が講じられた（適用は震災特例法のබᕸの日）。 

⑴ 㞧ᦆ᥍㝖及び⧞㉺᥍㝖の≉例 

⣡税者の㑅ᢥにより、東日本大震災にకうᦆኻについて平成22年ศ所得税にて㞧

ᦆ᥍除の適用ができ（震災特例法４①、所法72）、⥲所得金額等から᥍除しても᥍

除しきれないᦆኻ額の⧞㉺᥍除ᮇ㛫が３年から５年にᘏ㛗ࡉれた（震災特例法５①、

所法71）。 

⑵ 㞧ᦆ᥍㝖のィ⟬ 

㞧ᦆ᥍除額は、次のうちいずれか多い金額 

① ᕪ引ᦆኻ額－⥲所得金額等の合計額�10㸣 

② ᕪ引ᦆኻ額のうち災ᐖ関㐃支出の金額－５୓෇ 

ͤ 震災により被ᐖをཷけた資産について個ࠎにᦆኻ額を計算することがᅔ㞴な場合には「ᦆ 

ኻ額の合理的な計算方法」により計算することができる。 

 

㸰 ⿕⅏஦ᴗ⏝㈨⏘のᦆኻのᚲせ⤒㈝⟬ධ࡟㛵ࡿࡍ≉例及び⣧ᦆኻの⧞㉺᥍㝖➼の≉例 

⑴ ⿕⅏஦ᴗ⏝㈨⏘のᦆኻのᚲせ⤒㈝⟬ධ࡟㛵ࡿࡍ≉例 

   Ჴ༺資産、事ᴗ用資産等につき東日本大震災により⏕じたᦆኻは、⣡税者の㑅ᢥに

より、平成22年ศの所得金額の計算上、必要⤒㈝に算入することができる。 

  イ Ჴ༺資産のᦆኻの金額（震災特例法㸴①）。 

  ࣟ ୙ື産所得、事ᴗ所得又はᒣᯘ所得を⏕ず࡭き事ᴗの用に౪ࡉれるᅛ定資産のᦆ

ኻの金額（震災特例法㸴②、所法51①）。 

 。ᒣᯘのᦆኻの金額（震災特例法㸴ճ、所法51ճ） ࣁ  

れ、又はこれらの所得の基ࡉきᴗ務の用に౪࡭୙ື産所得ⱝしくは㞧所得を⏕ず ࢽ  

ᅉとなる資産のᦆኻの金額（震災特例法㸴մ、所法51մ）。 
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⑵ ⣧ᦆኻの⧞㉺᥍㝖の≉例及び⧞ᡠࡋ㑏௜の≉例 

  イ 㟷Ⰽ⏦࿌者が、上記օイからࣁまでを適用し、平成22年にて⏕じた⣧ᦆኻの金額

は、平成21年ศの所得࡬⧞ᡠし㑏௜ㄳồをすることができる（震災特例法㸴、震災

特例令８①、所法140㸪142）。 

  ࣟ 平成23年において⏕じた⣧ᦆኻの金額の⧞㉺᥍除ᮇ㛫を３年から５年にᘏ㛗す

る（震災特例法７①㹼ճ、震災特例令９、所法70）。 

    

㸱 㟈⅏㛵㐃ᐤ㝃㔠ࢆᨭฟࡓࡋሙྜのᐤ㝃㔠᥍㝖の≉例ཪࡣᡤᚓ⛯㢠の≉ู᥍㝖 

⑴  㟈⅏㛵㐃ᐤ㝃㔠ࢆᨭฟࡓࡋሙྜのᐤ㝃㔠᥍㝖の≉例 

個人が平成23年３月11日から平成25年12月31日までのᮇ㛫（以ୗ「ᣦ定ᮇ㛫」とい

う。）内に、震災関㐃ᐤ附金を支出した場合のྛ年ศのᐤ附金᥍除額は、⥲所得金

額等の80㸣（所得税法では40㸣）相当額を限度とする（震災特例法８①、所法78）。 

⑵  ≉ᐃ㟈⅏ᣦᐃᐤ㝃㔠ࢆᨭฟࡓࡋሙྜのᡤᚓ⛯㢠の≉ู᥍㝖 

個人がᣦ定ᮇ㛫内に支出した特定震災ᣦ定ᐤ附金については、その年中に支出し

た額の合計額が２༓෇を㉸える場合には、その㉸える金額の40㸣相当額（所得税額

の25㸣相当額を限度）を᥍除することができる（震災特例法８②）。 

 

㸲 ⿕⅏௦᭰㈨⏘➼の≉ูൾ༷ 

個人が平成23年３月11日から平成31年３月31日までの㛫に、東日本大震災により⁛

ኻ࣭ᦆቯしたᘓ≀、構⠏≀、ᶵᲔ⿦置等の௦᭰資産の取得等をし、事ᴗの用に౪した場

合又はᘓ≀、構⠏≀ⱝしくはᶵᲔ⿦置等の取得等をし、被災༊ᇦ内で事ᴗの用に౪した

場合、これらの減価償却資産の取得価額に、その取得時ᮇにᛂじた一定の償却๭合を乗

じた金額の特別償却ができる（震災特例法11①、震災特例令13）。 

 

㸳 ≉ᐃの஦ᴗ⏝㈨⏘の㈙᥮࠼�஺᥮�のሙྜのㆡΏᡤᚓのㄢ⛯の≉例 

⑴  ≉ᐃの஦ᴗ⏝㈨⏘の㈙᥮࠼の≉例 

個人が平成23年３月11日から平成33年３月31日までの㛫に、事ᴗの用に౪してい

る一定の資産をㆡΏした場合、そのㆡΏの日の年の12月31日までに、そのㆡΏ資産

に対ᛂする資産（㈙᥮資産）を取得し、取得の日から１年以内に事ᴗの用に౪した

とき、又は౪するぢ㎸ࡳであるときは、課税を⧞りᘏ࡭ることができる（震災特例

法12①）。 

⑵  㐺⏝᫬ᮇ及びᡭ⥆ 

   個人が平成23年３月11日以ᚋに取得等をする㈙᥮資産について適用ࡉれ、確定⏦࿌

書にこの特例の適用をཷける᪨を記載し、一定の書㢮をῧ௜する必要がある（震災特

例法12ն、震災特例規４）。 
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㸴 ఫᏯ೉ධ㔠➼ࢆ᭷ࡿࡍሙྜのᡤᚓ⛯㢠の≉ู᥍㝖➼の㐺⏝ᮇ㛫➼࡟ಀࡿ≉例 

住Ꮿ೉入金等特別᥍除の適用をཷけていた個人のᐙᒇが、東日本大震災により居住の

用に౪することができなくなった場合で、住Ꮿ೉入金等の金額を᭷するときは、ṧりの

適用ᮇ㛫について引き続き住Ꮿ೉入金等特別᥍除の適用をཷけることができる（震災特

例法13①②、震災特例令15、措法41、41の３の２）。 

 

㸵 ⅏ᐖῶචἲࡿࡼ࡟ᡤᚓ⛯のῶචの≉例 

東日本大震災により住Ꮿ又はᐙ財に被ᐖをཷけた者で、㞧ᦆ᥍除の特例の適用をཷけ

ない場合には、㑅ᢥにより、平成22年ศの所得税について災ᐖ減ච法による所得税の㍍

減又はච除をཷけることができる（震災特例法４①、災ᐖ減ච法２）。 

 

㸶 ⏦࿌࣭⣡௜➼のᮇ㝈ᘏ㛗㸦ᖹᡂ��ᖺศ㸧 

⑴ ᆅᇦᣦᐃࡿࡼ࡟ᮇ㝈ᘏ㛗 

ᒾᡭ┴、ᐑᇛ┴、⚟ᓥ┴、㟷᳃┴及びⲈᇛ┴に⣡税ᆅを᭷する者は、東日本大震災

以ᚋに฿᮶する⏦࿌࣭⣡௜等のᮇ限については、以ୗのとおり（通則法11、通則令３

①）。 

平成23年７月29日 ࣭࣭࣭ 㟷᳃┴及びⲈᇛ┴ 

平成23年９月30日 ࣭࣭࣭ ᒾᡭ┴、ᐑᇛ┴及び⚟ᓥ┴（いずれも一部ᆅᇦ） 

平成23年12月15日 ࣭࣭࣭ ᒾᡭ┴及びᐑᇛ┴（いずれも一部ᆅᇦ） 

平成24年４月２日 ࣭࣭࣭ ᐑᇛ┴の一部ᆅᇦ 

平成26年３月31日 ࣭࣭࣭ ⚟ᓥ┴の一部ᆅᇦ（ただし、ᡭ続ᮇ㛫 平成27年３月31

日まで） 

⑵ ಶูᣦᐃࡿࡼ࡟ᮇ㝈ᘏ㛗 

東日本大震災により、⏦࿌࣭⣡௜等ができない者は、税務⨫㛗に⏦ㄳしᢎㄆをཷけ

ることにより、⏦࿌࣭⣡௜等のᮇ限ᘏ㛗（災ᐖのやんだ日から２か月以内）がㄆめら

れる（通則法11、通則令３②ճ）。 

 

㸷 ⣡⛯の⊰ண 

⑴ ⣡ᮇ㝈๓のᅜ⛯の⣡⛯の⊰ண 

   東日本大震災により財産にᦆኻをཷけた場合には、災ᐖのやんだ日から２か月以内

に税務⨫㛗に⏦ㄳしᢎㄆをཷけることにより、１年以内のᮇ㛫、⣡税の⊰ணをཷける

ことができる�通則法46①)。 

⑵ ⣡ᮇ㝈ࢆ⤒㐣ࡓࡋᅜ⛯の⣡⛯の⊰ண 

   東日本大震災により被ᐖをཷけたことに基づき、⣡ᮇ限を⤒㐣した国税の⣡௜がᅔ

㞴とㄆめられる場合又はօにても⣡௜することがᅔ㞴とㄆめられる場合は、税務⨫㛗
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に⏦ㄳしᢎㄆをཷけることにより、１年以内のᮇ㛫、⣡税の⊰ணをཷけることができ

る（通則法46②）。 
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損
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の
　
　
　
繰
　
　
　
越
　
　
　
控
　
　
　
除
　
　
所
法
7
1

総　所　得　金　額

所法22②

長期

×
1/2

一時所得の金額

雑所得の金額

給与所得の金額

譲渡所得の金額

短期

配当所得の金額

不動産所得の金額

事業所得の金額

退職所得の金額 退職所得金額

山林所得の金額

短期譲渡所得の金額

合計所得金額：寡婦の判定（所法２①三十ロ）

：扶養親族の判定（所法２①三十四）
：住借特別控除（措法41①）

上　記

以　外

上　記

以　外

先物取引に係る雑所得

等の金額

先物取引に係る雑所得

等の金額

株式等に係る

譲渡所得等の

金額

上　場

分
　
　
離
　
　
課
　
　
税

○　所得税額の計算の仕組み

株式等に係る

譲渡所得等の

金額

上　場

分
　
　
離
　
　
課
　
　
税

短期譲渡所得の金額

長期譲渡所得の金額 長期譲渡所得の金額

上場株式等に係る配当

所得の金額
損
益
通
算

上場株式等に係る配当

所得の金額

山林所得金額

【各種所得の金額】 【課税標準】
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※１　所法87① ※２　措通41の19の4-4

上場株式等に係る課税

配当所得の金額

×15％

　（措法8の4①）

×30％（原則）

　（措法32①）

課税長期譲渡所得金額

確定申告により納付す

る所得税額

（第３期）

上　記

以　外
×15％
　（措法37の10①）

先物取引に係る課税雑

所得等の金額

×15％

　（措法41の14①）

課税山林所得金額
×超過累進税率
　（５分５乗方式）

×15％（原則）

　（措法31①）

申告納税額

分
　
　
離
　
　
課
　
　
税

課税短期譲渡所得金額

株式等に係る

課税譲渡所得

等の金額

上　場
×15％

　（措法37の11①）
予定納税額

（第１期・第２期）

源泉徴収税額

　税額控除等（※２）

（免税肉用牛、配当控除

　～災害減免）

課税総所得金額

所法89②
×超過累進税率

医療費控除

社会保険料控除

小規模企業共

済等掛金控除

生命保険料控除

地震保険料控除

寄附金控除

障害者控除

寡婦(寡夫)控除

勤労学生控除

配偶者控除

配偶者特別控除

扶養控除

基礎控除

所得控除（※１）

課税退職所得金額 ×超過累進税率
外国税額控除

所法95①

年税額
（基準所得税額）

復興特別所得税

雑

　

　

　

　

損

　

　

　

　

控

　

　

　

　

　

除

算出税額

【課税所得金額】 【税率】
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 （注）以下に掲載した源泉徴収税額表は、令和２年分の給与等について、所得税と復興 

特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用するものである。 

・ 給与所得の源泉徴収税額表（令和２年分）【月額表】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   その月の社会保 甲 　

   険料等控除後の 扶        養        親        族        等        の        数 乙

   給与等の金額 0  人 1  人 2  人 3  人 4  人 5  人 6  人 7  人

以  上 未  満 税                                            額 税  額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

88,000 円未満 0 0 0 0 0 0 0 0 その月の社会保
険料等控除後の
給与等の金額の
3.063％に相当す
る金額

88,000 89,000 130 0 0 0 0 0 0 0 3,200
89,000 90,000 180 0 0 0 0 0 0 0 3,200
90,000 91,000 230 0 0 0 0 0 0 0 3,200
91,000 92,000 290 0 0 0 0 0 0 0 3,200
92,000 93,000 340 0 0 0 0 0 0 0 3,300

93,000 94,000 390 0 0 0 0 0 0 0 3,300
94,000 95,000 440 0 0 0 0 0 0 0 3,300
95,000 96,000 490 0 0 0 0 0 0 0 3,400
96,000 97,000 540 0 0 0 0 0 0 0 3,400
97,000 98,000 590 0 0 0 0 0 0 0 3,500

98,000 99,000 640 0 0 0 0 0 0 0 3,500
99,000 101,000 720 0 0 0 0 0 0 0 3,600

101,000 103,000 830 0 0 0 0 0 0 0 3,600
103,000 105,000 930 0 0 0 0 0 0 0 3,700
105,000 107,000 1,030 0 0 0 0 0 0 0 3,800

107,000 109,000 1,130 0 0 0 0 0 0 0 3,800
109,000 111,000 1,240 0 0 0 0 0 0 0 3,900
111,000 113,000 1,340 0 0 0 0 0 0 0 4,000
113,000 115,000 1,440 0 0 0 0 0 0 0 4,100
115,000 117,000 1,540 0 0 0 0 0 0 0 4,100

117,000 119,000 1,640 0 0 0 0 0 0 0 4,200
119,000 121,000 1,750 120 0 0 0 0 0 0 4,300
121,000 123,000 1,850 220 0 0 0 0 0 0 4,500
123,000 125,000 1,950 330 0 0 0 0 0 0 4,800
125,000 127,000 2,050 430 0 0 0 0 0 0 5,100

127,000 129,000 2,150 530 0 0 0 0 0 0 5,400
129,000 131,000 2,260 630 0 0 0 0 0 0 5,700
131,000 133,000 2,360 740 0 0 0 0 0 0 6,000
133,000 135,000 2,460 840 0 0 0 0 0 0 6,300
135,000 137,000 2,550 930 0 0 0 0 0 0 6,600

137,000 139,000 2,610 990 0 0 0 0 0 0 6,800
139,000 141,000 2,680 1,050 0 0 0 0 0 0 7,100
141,000 143,000 2,740 1,110 0 0 0 0 0 0 7,500
143,000 145,000 2,800 1,170 0 0 0 0 0 0 7,800
145,000 147,000 2,860 1,240 0 0 0 0 0 0 8,100

147,000 149,000 2,920 1,300 0 0 0 0 0 0 8,400
149,000 151,000 2,980 1,360 0 0 0 0 0 0 8,700
151,000 153,000 3,050 1,430 0 0 0 0 0 0 9,000
153,000 155,000 3,120 1,500 0 0 0 0 0 0 9,300
155,000 157,000 3,200 1,570 0 0 0 0 0 0 9,600

157,000 159,000 3,270 1,640 0 0 0 0 0 0 9,900
159,000 161,000 3,340 1,720 100 0 0 0 0 0 10,200
161,000 163,000 3,410 1,790 170 0 0 0 0 0 10,500
163,000 165,000 3,480 1,860 250 0 0 0 0 0 10,800
165,000 167,000 3,550 1,930 320 0 0 0 0 0 11,100

月　額　表（平成24年３月31日財務省告示第115号別表第一（平成31年３月29日財務省告示第97号改正））

給与所得の源泉徴収税額表（令和２年分）
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   その月の社会保 甲 　

   険料等控除後の 扶        養        親        族        等        の        数 乙

   給与等の金額 0  人 1  人 2  人 3  人 4  人 5  人 6  人 7  人

以  上 未  満 税                                            額 税  額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

167,000 169,000 3,620 2,000 390 0 0 0 0 0 11,400
169,000 171,000 3,700 2,070 460 0 0 0 0 0 11,700
171,000 173,000 3,770 2,140 530 0 0 0 0 0 12,000
173,000 175,000 3,840 2,220 600 0 0 0 0 0 12,400
175,000 177,000 3,910 2,290 670 0 0 0 0 0 12,700

177,000 179,000 3,980 2,360 750 0 0 0 0 0 13,200
179,000 181,000 4,050 2,430 820 0 0 0 0 0 13,900
181,000 183,000 4,120 2,500 890 0 0 0 0 0 14,600
183,000 185,000 4,200 2,570 960 0 0 0 0 0 15,300
185,000 187,000 4,270 2,640 1,030 0 0 0 0 0 16,000

187,000 189,000 4,340 2,720 1,100 0 0 0 0 0 16,700
189,000 191,000 4,410 2,790 1,170 0 0 0 0 0 17,500
191,000 193,000 4,480 2,860 1,250 0 0 0 0 0 18,100
193,000 195,000 4,550 2,930 1,320 0 0 0 0 0 18,800
195,000 197,000 4,630 3,000 1,390 0 0 0 0 0 19,500

197,000 199,000 4,700 3,070 1,460 0 0 0 0 0 20,200
199,000 201,000 4,770 3,140 1,530 0 0 0 0 0 20,900
201,000 203,000 4,840 3,220 1,600 0 0 0 0 0 21,500
203,000 205,000 4,910 3,290 1,670 0 0 0 0 0 22,200
205,000 207,000 4,980 3,360 1,750 130 0 0 0 0 22,700

207,000 209,000 5,050 3,430 1,820 200 0 0 0 0 23,300
209,000 211,000 5,130 3,500 1,890 280 0 0 0 0 23,900
211,000 213,000 5,200 3,570 1,960 350 0 0 0 0 24,400
213,000 215,000 5,270 3,640 2,030 420 0 0 0 0 25,000
215,000 217,000 5,340 3,720 2,100 490 0 0 0 0 25,500

217,000 219,000 5,410 3,790 2,170 560 0 0 0 0 26,100
219,000 221,000 5,480 3,860 2,250 630 0 0 0 0 26,800
221,000 224,000 5,560 3,950 2,340 710 0 0 0 0 27,400
224,000 227,000 5,680 4,060 2,440 830 0 0 0 0 28,400
227,000 230,000 5,780 4,170 2,550 930 0 0 0 0 29,300

230,000 233,000 5,890 4,280 2,650 1,040 0 0 0 0 30,300
233,000 236,000 5,990 4,380 2,770 1,140 0 0 0 0 31,300
236,000 239,000 6,110 4,490 2,870 1,260 0 0 0 0 32,400
239,000 242,000 6,210 4,590 2,980 1,360 0 0 0 0 33,400
242,000 245,000 6,320 4,710 3,080 1,470 0 0 0 0 34,400

245,000 248,000 6,420 4,810 3,200 1,570 0 0 0 0 35,400
248,000 251,000 6,530 4,920 3,300 1,680 0 0 0 0 36,400
251,000 254,000 6,640 5,020 3,410 1,790 170 0 0 0 37,500
254,000 257,000 6,750 5,140 3,510 1,900 290 0 0 0 38,500
257,000 260,000 6,850 5,240 3,620 2,000 390 0 0 0 39,400

260,000 263,000 6,960 5,350 3,730 2,110 500 0 0 0 40,400
263,000 266,000 7,070 5,450 3,840 2,220 600 0 0 0 41,500
266,000 269,000 7,180 5,560 3,940 2,330 710 0 0 0 42,500
269,000 272,000 7,280 5,670 4,050 2,430 820 0 0 0 43,500
272,000 275,000 7,390 5,780 4,160 2,540 930 0 0 0 44,500

275,000 278,000 7,490 5,880 4,270 2,640 1,030 0 0 0 45,500
278,000 281,000 7,610 5,990 4,370 2,760 1,140 0 0 0 46,600
281,000 284,000 7,710 6,100 4,480 2,860 1,250 0 0 0 47,600
284,000 287,000 7,820 6,210 4,580 2,970 1,360 0 0 0 48,600
287,000 290,000 7,920 6,310 4,700 3,070 1,460 0 0 0 49,700
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   その月の社会保 甲 　

   険料等控除後の 扶        養        親        族        等        の        数 乙

   給与等の金額 0  人 1  人 2  人 3  人 4  人 5  人 6  人 7  人

以  上 未  満 税                                            額 税  額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

290,000 293,000 8,040 6,420 4,800 3,190 1,570 0 0 0 50,900
293,000 296,000 8,140 6,520 4,910 3,290 1,670 0 0 0 52,100
296,000 299,000 8,250 6,640 5,010 3,400 1,790 160 0 0 52,900
299,000 302,000 8,420 6,740 5,130 3,510 1,890 280 0 0 53,700
302,000 305,000 8,670 6,860 5,250 3,630 2,010 400 0 0 54,500

305,000 308,000 8,910 6,980 5,370 3,760 2,130 520 0 0 55,200
308,000 311,000 9,160 7,110 5,490 3,880 2,260 640 0 0 56,100
311,000 314,000 9,400 7,230 5,620 4,000 2,380 770 0 0 56,900
314,000 317,000 9,650 7,350 5,740 4,120 2,500 890 0 0 57,800
317,000 320,000 9,890 7,470 5,860 4,250 2,620 1,010 0 0 58,800

320,000 323,000 10,140 7,600 5,980 4,370 2,750 1,130 0 0 59,800
323,000 326,000 10,380 7,720 6,110 4,490 2,870 1,260 0 0 60,900
326,000 329,000 10,630 7,840 6,230 4,610 2,990 1,380 0 0 61,900
329,000 332,000 10,870 7,960 6,350 4,740 3,110 1,500 0 0 62,900
332,000 335,000 11,120 8,090 6,470 4,860 3,240 1,620 0 0 63,900

335,000 338,000 11,360 8,210 6,600 4,980 3,360 1,750 130 0 64,900
338,000 341,000 11,610 8,370 6,720 5,110 3,480 1,870 260 0 66,000
341,000 344,000 11,850 8,620 6,840 5,230 3,600 1,990 380 0 67,000
344,000 347,000 12,100 8,860 6,960 5,350 3,730 2,110 500 0 68,000
347,000 350,000 12,340 9,110 7,090 5,470 3,850 2,240 620 0 69,000

350,000 353,000 12,590 9,350 7,210 5,600 3,970 2,360 750 0 70,000
353,000 356,000 12,830 9,600 7,330 5,720 4,090 2,480 870 0 71,100
356,000 359,000 13,080 9,840 7,450 5,840 4,220 2,600 990 0 72,100
359,000 362,000 13,320 10,090 7,580 5,960 4,340 2,730 1,110 0 73,100
362,000 365,000 13,570 10,330 7,700 6,090 4,460 2,850 1,240 0 74,200

365,000 368,000 13,810 10,580 7,820 6,210 4,580 2,970 1,360 0 75,200
368,000 371,000 14,060 10,820 7,940 6,330 4,710 3,090 1,480 0 76,200
371,000 374,000 14,300 11,070 8,070 6,450 4,830 3,220 1,600 0 77,100
374,000 377,000 14,550 11,310 8,190 6,580 4,950 3,340 1,730 100 78,100
377,000 380,000 14,790 11,560 8,320 6,700 5,070 3,460 1,850 220 79,000

380,000 383,000 15,040 11,800 8,570 6,820 5,200 3,580 1,970 350 79,900
383,000 386,000 15,280 12,050 8,810 6,940 5,320 3,710 2,090 470 81,400
386,000 389,000 15,530 12,290 9,060 7,070 5,440 3,830 2,220 590 83,100
389,000 392,000 15,770 12,540 9,300 7,190 5,560 3,950 2,340 710 84,700
392,000 395,000 16,020 12,780 9,550 7,310 5,690 4,070 2,460 840 86,500

395,000 398,000 16,260 13,030 9,790 7,430 5,810 4,200 2,580 960 88,200
398,000 401,000 16,510 13,270 10,040 7,560 5,930 4,320 2,710 1,080 89,800
401,000 404,000 16,750 13,520 10,280 7,680 6,050 4,440 2,830 1,200 91,600
404,000 407,000 17,000 13,760 10,530 7,800 6,180 4,560 2,950 1,330 93,300
407,000 410,000 17,240 14,010 10,770 7,920 6,300 4,690 3,070 1,450 95,000

410,000 413,000 17,490 14,250 11,020 8,050 6,420 4,810 3,200 1,570 96,700
413,000 416,000 17,730 14,500 11,260 8,170 6,540 4,930 3,320 1,690 98,300
416,000 419,000 17,980 14,740 11,510 8,290 6,670 5,050 3,440 1,820 100,100
419,000 422,000 18,220 14,990 11,750 8,530 6,790 5,180 3,560 1,940 101,800
422,000 425,000 18,470 15,230 12,000 8,770 6,910 5,300 3,690 2,060 103,400

425,000 428,000 18,710 15,480 12,240 9,020 7,030 5,420 3,810 2,180 105,200
428,000 431,000 18,960 15,720 12,490 9,260 7,160 5,540 3,930 2,310 106,900
431,000 434,000 19,210 15,970 12,730 9,510 7,280 5,670 4,050 2,430 108,500
434,000 437,000 19,450 16,210 12,980 9,750 7,400 5,790 4,180 2,550 110,300
437,000 440,000 19,700 16,460 13,220 10,000 7,520 5,910 4,300 2,680 112,000
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   その月の社会保 甲 　

   険料等控除後の 扶        養        親        族        等        の        数 乙

   給与等の金額 0  人 1  人 2  人 3  人 4  人 5  人 6  人 7  人

以  上 未  満 税                                            額 税  額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

440,000 443,000 20,090 16,700 13,470 10,240 7,650 6,030 4,420 2,800 113,600
443,000 446,000 20,580 16,950 13,710 10,490 7,770 6,160 4,540 2,920 115,400
446,000 449,000 21,070 17,190 13,960 10,730 7,890 6,280 4,670 3,040 117,100
449,000 452,000 21,560 17,440 14,200 10,980 8,010 6,400 4,790 3,170 118,700
452,000 455,000 22,050 17,680 14,450 11,220 8,140 6,520 4,910 3,290 120,500

455,000 458,000 22,540 17,930 14,690 11,470 8,260 6,650 5,030 3,410 122,200
458,000 461,000 23,030 18,170 14,940 11,710 8,470 6,770 5,160 3,530 123,800
461,000 464,000 23,520 18,420 15,180 11,960 8,720 6,890 5,280 3,660 125,600
464,000 467,000 24,010 18,660 15,430 12,200 8,960 7,010 5,400 3,780 127,300
467,000 470,000 24,500 18,910 15,670 12,450 9,210 7,140 5,520 3,900 129,000

470,000 473,000 24,990 19,150 15,920 12,690 9,450 7,260 5,650 4,020 130,700
473,000 476,000 25,480 19,400 16,160 12,940 9,700 7,380 5,770 4,150 132,300
476,000 479,000 25,970 19,640 16,410 13,180 9,940 7,500 5,890 4,270 134,000
479,000 482,000 26,460 20,000 16,650 13,430 10,190 7,630 6,010 4,390 135,600
482,000 485,000 26,950 20,490 16,900 13,670 10,430 7,750 6,140 4,510 137,200

485,000 488,000 27,440 20,980 17,140 13,920 10,680 7,870 6,260 4,640 138,800
488,000 491,000 27,930 21,470 17,390 14,160 10,920 7,990 6,380 4,760 140,400
491,000 494,000 28,420 21,960 17,630 14,410 11,170 8,120 6,500 4,880 142,000
494,000 497,000 28,910 22,450 17,880 14,650 11,410 8,240 6,630 5,000 143,700
497,000 500,000 29,400 22,940 18,120 14,900 11,660 8,420 6,750 5,130 145,200

500,000 503,000 29,890 23,430 18,370 15,140 11,900 8,670 6,870 5,250 146,800
503,000 506,000 30,380 23,920 18,610 15,390 12,150 8,910 6,990 5,370 148,500
506,000 509,000 30,880 24,410 18,860 15,630 12,390 9,160 7,120 5,490 150,100
509,000 512,000 31,370 24,900 19,100 15,880 12,640 9,400 7,240 5,620 151,600
512,000 515,000 31,860 25,390 19,350 16,120 12,890 9,650 7,360 5,740 153,300

515,000 518,000 32,350 25,880 19,590 16,370 13,130 9,890 7,480 5,860 154,900
518,000 521,000 32,840 26,370 19,900 16,610 13,380 10,140 7,610 5,980 156,500
521,000 524,000 33,330 26,860 20,390 16,860 13,620 10,380 7,730 6,110 158,100
524,000 527,000 33,820 27,350 20,880 17,100 13,870 10,630 7,850 6,230 159,600
527,000 530,000 34,310 27,840 21,370 17,350 14,110 10,870 7,970 6,350 161,000

530,000 533,000 34,800 28,330 21,860 17,590 14,360 11,120 8,100 6,470 162,500
533,000 536,000 35,290 28,820 22,350 17,840 14,600 11,360 8,220 6,600 164,000
536,000 539,000 35,780 29,310 22,840 18,080 14,850 11,610 8,380 6,720 165,400
539,000 542,000 36,270 29,800 23,330 18,330 15,090 11,850 8,630 6,840 166,900
542,000 545,000 36,760 30,290 23,820 18,570 15,340 12,100 8,870 6,960 168,400

545,000 548,000 37,250 30,780 24,310 18,820 15,580 12,340 9,120 7,090 169,900
548,000 551,000 37,740 31,270 24,800 19,060 15,830 12,590 9,360 7,210 171,300
551,000 554,000 38,280 31,810 25,340 19,330 16,100 12,860 9,630 7,350 172,800
554,000 557,000 38,830 32,370 25,890 19,600 16,380 13,140 9,900 7,480 174,300
557,000 560,000 39,380 32,920 26,440 19,980 16,650 13,420 10,180 7,630 175,700

560,000 563,000 39,930 33,470 27,000 20,530 16,930 13,690 10,460 7,760 177,200
563,000 566,000 40,480 34,020 27,550 21,080 17,200 13,970 10,730 7,900 178,700
566,000 569,000 41,030 34,570 28,100 21,630 17,480 14,240 11,010 8,040 180,100
569,000 572,000 41,590 35,120 28,650 22,190 17,760 14,520 11,280 8,180 181,600
572,000 575,000 42,140 35,670 29,200 22,740 18,030 14,790 11,560 8,330 183,100

575,000 578,000 42,690 36,230 29,750 23,290 18,310 15,070 11,830 8,610 184,600
578,000 581,000 43,240 36,780 30,300 23,840 18,580 15,350 12,110 8,880 186,000
581,000 584,000 43,790 37,330 30,850 24,390 18,860 15,620 12,380 9,160 187,500
584,000 587,000 44,340 37,880 31,410 24,940 19,130 15,900 12,660 9,430 189,000
587,000 590,000 44,890 38,430 31,960 25,490 19,410 16,170 12,940 9,710 190,400
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   その月の社会保 甲 　

   険料等控除後の 扶        養        親        族        等        の        数 乙

   給与等の金額 0  人 1  人 2  人 3  人 4  人 5  人 6  人 7  人

以  上 未  満 税                                            額 税  額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

590,000 593,000 45,440 38,980 32,510 26,050 19,680 16,450 13,210 9,990 191,900
593,000 596,000 46,000 39,530 33,060 26,600 20,130 16,720 13,490 10,260 193,400
596,000 599,000 46,550 40,080 33,610 27,150 20,690 17,000 13,760 10,540 194,800
599,000 602,000 47,100 40,640 34,160 27,700 21,240 17,280 14,040 10,810 196,300
602,000 605,000 47,650 41,190 34,710 28,250 21,790 17,550 14,310 11,090 197,800

605,000 608,000 48,200 41,740 35,270 28,800 22,340 17,830 14,590 11,360 199,300
608,000 611,000 48,750 42,290 35,820 29,350 22,890 18,100 14,870 11,640 200,700
611,000 614,000 49,300 42,840 36,370 29,910 23,440 18,380 15,140 11,920 202,200
614,000 617,000 49,860 43,390 36,920 30,460 23,990 18,650 15,420 12,190 203,700
617,000 620,000 50,410 43,940 37,470 31,010 24,540 18,930 15,690 12,470 205,100

620,000 623,000 50,960 44,500 38,020 31,560 25,100 19,210 15,970 12,740 206,700
623,000 626,000 51,510 45,050 38,570 32,110 25,650 19,480 16,240 13,020 208,100
626,000 629,000 52,060 45,600 39,120 32,660 26,200 19,760 16,520 13,290 209,500
629,000 632,000 52,610 46,150 39,680 33,210 26,750 20,280 16,800 13,570 211,000
632,000 635,000 53,160 46,700 40,230 33,760 27,300 20,830 17,070 13,840 212,500

635,000 638,000 53,710 47,250 40,780 34,320 27,850 21,380 17,350 14,120 214,000
638,000 641,000 54,270 47,800 41,330 34,870 28,400 21,930 17,620 14,400 214,900
641,000 644,000 54,820 48,350 41,880 35,420 28,960 22,480 17,900 14,670 215,900
644,000 647,000 55,370 48,910 42,430 35,970 29,510 23,030 18,170 14,950 217,000
647,000 650,000 55,920 49,460 42,980 36,520 30,060 23,590 18,450 15,220 218,000

650,000 653,000 56,470 50,010 43,540 37,070 30,610 24,140 18,730 15,500 219,000
653,000 656,000 57,020 50,560 44,090 37,620 31,160 24,690 19,000 15,770 220,000
656,000 659,000 57,570 51,110 44,640 38,180 31,710 25,240 19,280 16,050 221,000
659,000 662,000 58,130 51,660 45,190 38,730 32,260 25,790 19,550 16,330 222,100
662,000 665,000 58,680 52,210 45,740 39,280 32,810 26,340 19,880 16,600 223,100

665,000 668,000 59,230 52,770 46,290 39,830 33,370 26,890 20,430 16,880 224,100
668,000 671,000 59,780 53,320 46,840 40,380 33,920 27,440 20,980 17,150 225,000
671,000 674,000 60,330 53,870 47,390 40,930 34,470 28,000 21,530 17,430 226,000
674,000 677,000 60,880 54,420 47,950 41,480 35,020 28,550 22,080 17,700 227,100
677,000 680,000 61,430 54,970 48,500 42,030 35,570 29,100 22,640 17,980 228,100

680,000 683,000 61,980 55,520 49,050 42,590 36,120 29,650 23,190 18,260 229,100
683,000 686,000 62,540 56,070 49,600 43,140 36,670 30,200 23,740 18,530 230,400
686,000 689,000 63,090 56,620 50,150 43,690 37,230 30,750 24,290 18,810 232,100
689,000 692,000 63,640 57,180 50,700 44,240 37,780 31,300 24,840 19,080 233,600
692,000 695,000 64,190 57,730 51,250 44,790 38,330 31,860 25,390 19,360 235,100

695,000 698,000 64,740 58,280 51,810 45,340 38,880 32,410 25,940 19,630 236,700
698,000 701,000 65,290 58,830 52,360 45,890 39,430 32,960 26,490 20,030 238,200
701,000 704,000 65,840 59,380 52,910 46,450 39,980 33,510 27,050 20,580 239,700
704,000 707,000 66,400 59,930 53,460 47,000 40,530 34,060 27,600 21,130 241,300
707,000 710,000 66,960 60,480 54,020 47,550 41,090 34,620 28,150 21,690 242,900

710,000 713,000 67,570 61,100 54,630 48,160 41,700 35,230 28,760 22,300 244,400
713,000 716,000 68,180 61,710 55,250 48,770 42,310 35,850 29,370 22,910 246,000
716,000 719,000 68,790 62,320 55,860 49,390 42,920 36,460 29,990 23,520 247,500
719,000 722,000 69,410 62,930 56,470 50,000 43,540 37,070 30,600 24,140 249,000
722,000 725,000 70,020 63,550 57,080 50,610 44,150 37,690 31,210 24,750 250,600

725,000 728,000 70,630 64,160 57,700 51,220 44,760 38,300 31,820 25,360 252,200
728,000 731,000 71,250 64,770 58,310 51,840 45,370 38,910 32,440 25,970 253,700
731,000 734,000 71,860 65,380 58,920 52,450 45,990 39,520 33,050 26,590 255,300
734,000 737,000 72,470 66,000 59,530 53,060 46,600 40,140 33,660 27,200 256,800
737,000 740,000 73,080 66,610 60,150 53,670 47,210 40,750 34,270 27,810 258,300
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   その月の社会保 甲 　

   険料等控除後の 扶        養        親        族        等        の        数 乙

   給与等の金額 0  人 1  人 2  人 3  人 4  人 5  人 6  人 7  人

税                                            額 税  額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

740,000円 73,390 66,920 60,450 53,980 47,520 41,050 34,580 28,120 259,800

 740,000円を超え
 740,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち

 780,000円に満た
 740,000円を超える金額の20.42％に相当する金額を加算した金額

 ない金額

 円 円 円 円 円 円 円 円

780,000円 81,560 75,090 68,620 62,150 55,690 49,220 42,750 36,290

 780,000円を超え
 780,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち

 950,000円に満た
 780,000円を超える金額の23.483％に相当する金額を加算した金額

 ない金額

 円 円 円 円 円 円 円 円

950,000円 121,480 115,010 108,540 102,070 95,610 89,140 82,670 76,210

 950,000円を超え
 950,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち

 1,700,000円に満た
 950,000円を超える金額の33.693％に相当する金額を加算した金額

 ない金額

 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1,700,000円 374,180 367,710 361,240 354,770 348,310 341,840 335,370 328,910 651,900

 1,700,000円を超え
 1,700,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち

 2,170,000円に満た
 1,700,000円を超える金額の40.84％に相当する金額を加算した金額

 ない金額

 円 円 円 円 円 円 円 円

2,170,000円 571,570 565,090 558,630 552,160 545,690 539,230 532,760 526,290

 2,170,000円を超え
 2,170,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち

 2,210,000円に満た
 2,170,000円を超える金額の40.84％に相当する金額を加算した金額

 ない金額

 円 円 円 円 円 円 円 円

2,210,000円 593,340 586,870 580,410 573,930 567,470 561,010 554,540 548,070

 2,210,000円を超え
 2,210,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち

 2,250,000円に満た
 2,210,000円を超える金額の40.84％に相当する金額を加算した金額

 ない金額

 円 円 円 円 円 円 円 円

2,250,000円 615,120 608,650 602,190 595,710 589,250 582,790 576,310 569,850

 2,250,000円を超え
 2,250,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち

 3,500,000円に満た
 2,250,000円を超える金額の40.84％に相当する金額を加算した金額

 ない金額

651,900円に、
その月の社会
保険料等控除
後の給与等の
金額のうち
1,700,000円を
超える金額の
45.945％に相当
する金額を加算
した金額

259,800円に、
その月の社会
保険料等控除
後の給与等の
金額のうち
740,000円を
超える金額の
40.84％に相当
する金額を加算
した金額
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   その月の社会保 甲 　

   険料等控除後の 扶        養        親        族        等        の        数 乙

   給与等の金額 0  人 1  人 2  人 3  人 4  人 5  人 6  人 7  人

税                                            額 税  額

 円 円 円 円 円 円 円 円

3,500,000円 1,125,620 1,119,150 1,112,690 1,106,210 1,099,750 1,093,290 1,086,810 1,080,350

 3,500,000円を超え  3,500,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち

 る金額  3,500,000円を超える金額の45.945％に相当する金額を加算した金額

　扶養親族等の数が７人を超える場合には、扶養親族等の数が７人の場合の税額から、その７人を超える

　１人ごとに1,610円を控除した金額

(注)   この表において「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいいます。

　　　　者（特別障害者を含みます。）又は同居特別障害者に限ります。）に該当する人がいる旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当

　　　　額」欄の該当する行を求め、その行と扶養親族等の数に応じた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額を求めます。これが求める税額で

651,900円に、
その月の社会
保険料等控除
後の給与等の
金額のうち
1,700,000円を
超える金額の
45.945％に相当
する金額を加算
した金額

　　族等１人ごとに1,610円を控除した金額）を求めます。これが求める税額です。

   2  扶養控除等申告書の提出がない人（「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった人を含みます。）

     (3)  扶養控除等申告書により申告された扶養親族等の数が７人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が７人であるものとし

        て(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が７人を超える１人ごとに1,610円を控除した金額を求めます。これが求める税額です。

     (4)  (2)及び(3)の場合において、扶養控除等申告書にその人が障害者（特別障害者を含みます。）、寡婦（特別の寡婦を含みます。）、寡夫又は勤労学

    　その人のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じた「その月の社会保険料

        者又は扶養親族のうちに障害者（特別障害者を含みます。）又は同居特別障害者（障害者（特別障害者を含みます。）又は同居特別障害者が国外居住

　　　　親族等が国外居住親族である場合には、親族に該当する旨を証する書類が扶養控除等申告書に添付され、又は当該書類が扶養控除等申告書の提出の際

(備考）  税額の求め方は、次のとおりです。

従たる給与につ
いての扶養控除
等申告書が提出
されている場合
には、当該申告
書に記載された
扶養親族等の数
に応じ、扶養親
族等１人ごとに
1,610円を、上の
各欄によって求
めた税額から
控除した金額

　　　　親族である場合には、親族に該当する旨を証する書類が扶養控除等申告書に添付され、又は当該書類が扶養控除等申告書の提出の際に提示された障害

　　　　す。

    等控除後の給与等の金額」欄の該当する行と乙欄との交わるところに記載されている金額（「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった場

    合には、その申告書により申告された扶養親族等（その申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除きます。）の数に応じ、扶養親

   1　 「給与所得者の扶養控除等申告書」（以下この表において「扶養控除等申告書」といいます。）の提出があった人

     (1)  まず、その人のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求めます。

     (2)  次に、扶養控除等申告書により申告された扶養親族等（その申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除きます。また、扶養

　　　　に提示された扶養親族等に限ります。）の数が７人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金

        生に該当する旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに１人を加算した数を、扶養控除等申告書にその人の同一生計配偶

      　するごとに１人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とします。



持出可



－192－ 

・ 賞与に対する源泉徴収税額表の算出率の表（令和２年分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

0.000

2.042 68 79 94 243 133 269 171 295

4.084 79 252 243 282 269 312 295 345

6.126 252 300 282 338 312 369 345 398

8.168 300 334 338 365 369 393 398 417

10.210 334 363 365 394 393 420 417 445

12.252 363 395 394 422 420 450 445 477

14.294 395 426 422 455 450 484 477 510

16.336 426 520 455 520 484 520 510 544

18.378 520 601 520 617 520 632 544 647

20.420 601 678 617 699 632 721 647 745

22.462 678 708 699 733 721 757 745 782

24.504 708 745 733 771 757 797 782 823

26.546 745 788 771 814 797 841 823 868

28.588 788 846 814 874 841 902 868 931

30.630 846 914 874 944 902 975 931 1,005

32.672 914 1,312 944 1,336 975 1,360 1,005 1,385

35.735 1,312 1,521 1,336 1,526 1,360 1,526 1,385 1,538

38.798 1,521 2,621 1,526 2,645 1,526 2,669 1,538 2,693

41.861 2,621 3,495 2,645 3,527 2,669 3,559 2,693 3,590

45.945 3,495 千円以上 3,527 千円以上 3,559 千円以上 3,590 千円以上

0  人 1  人 2  人 3  人

     133千円未満      171千円未満

     (1)  まず、その人の前月中の給与等（賞与を除きます。以下この表において同じです。)の金額から、その給与等の金額から

%

      68千円未満

　　　　控除される社会保険料等の金額（以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」といいます。)を控除した金額を求

　　　　めます。

(備考）   賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりです。

　 1   「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下この表において「扶養控除等申告書」といいます。)の提出があった人(４に該当

　　　する場合を除きます。）

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表（令和２年分）
（平成24年３月31日財務省告示第115号別表第三（平成31年３月29日財務省告示第97号改正））

扶        養        親        族        等        の        数

甲

前　月　の　社　会　保　険　料　等　控　除　後　の　給　与　等　の　金　額

     の社会保険料等控除後の金額をいいます。

(注)   この表において「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいいます。

       また、「賞与の金額に乗ずべき率」の賞与の金額とは、賞与の金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、そ

      94千円未満

賞 与 の 金
額 に 乗 ず
べ き 率

　2   １の場合において、扶養控除等申告書にその人が障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦(特別の寡婦を含みます。)、寡夫

　　又は勤労学生に該当する旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに１人を加算した数を、扶養控

　　　　偶者を除きます。また、扶養親族等が国外居住親族である場合には、親族に該当する旨を証する書類が扶養控除等申告書

　　　　等に添付され、又は当該書類が扶養控除等申告書の提出の際に提示された扶養親族等に限ります。）の数と(1)により求め

     (2)  次に、扶養控除等申告書により申告された扶養親族等（その申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配

　　　　た金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求めます。

　　　　です。

     (3)  (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率を求めます。これが求める率
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以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

210 300 243 300 275 333 308 372

300 378 300 406 333 431 372 456

378 424 406 450 431 476 456 502

424 444 450 472 476 499 502 523

444 470 472 496 499 521 523 545 222

470 503 496 525 521 547 545 571

503 534 525 557 547 582 571 607

534 570 557 597 582 623 607 650

570 662 597 677 623 693 650 708

662 768 677 792 693 815 708 838 222 293

768 806 792 831 815 856 838 880

806 849 831 875 856 900 880 926

849 896 875 923 900 950 926 978

896 959 923 987 950 1,015 978 1,043

959 1,036 987 1,066 1,015 1,096 1,043 1,127 293 524

1,036 1,409 1,066 1,434 1,096 1,458 1,127 1,482

1,409 1,555 1,434 1,555 1,458 1,555 1,482 1,583

1,555 2,716 1,555 2,740 1,555 2,764 1,583 2,788 524 1,118

2,716 3,622 2,740 3,654 2,764 3,685 2,788 3,717

3,622 千円以上 3,654 千円以上 3,685 千円以上 3,717 千円以上 1,118 千円以上

   (2)  (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求めます。

　5   １から４までの場合において、その人の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支

　　払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額をその

　　倍数で除して計算した金額を、それぞれ前月中の給与等の金額又はその金額から控除される社会保険料等の金額とみなします。

　4   前月中の給与等の金額がない場合や前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額

　　（その金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保

    険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、平成24年３月31日財務省告示第115号（

　　平成31年３月29日財務省告示第97号改正）第３項第１号イ(2)若しくはロ(2)又は第２号の規定により、月額表を使って税額を計算

   (3)  (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率を求めます。これが求める率です。

　　します。

　　ます。）に該当する人がいる旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに１人を加算した数を、それぞ

　3   扶養控除等申告書の提出がない人(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった人を含み、４に該当する場合を

　 (1)  その人の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求めます。

　　れ扶養親族等の数とします。

     210千円未満      243千円未満

　　害者を含みます。)又は同居特　別障害者が国外居住親族である場合には、親族に該当する旨を証する書類が扶養控除等申告書に添

　　付され、又は当該書類が扶養控除等申告書の提出の際に提示された障害者（特別障害者を含みます。）又は同居特別障害者に限り

　　除等申告書にその人の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者（障害者(特別障

4  人 5  人
前月の社会保険料等控除

後の給与等の金額

乙

　　除きます。）　

     275千円未満      308千円未満

6  人 7  人　以　上
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・ 所得税及び復興特別所得税の申告書Ｂ 
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・ 主な届出書・申請書の提出期限一覧表 

主な届出書・申請書の提出期限一覧表 

 
 

届 出 書 類 等  提 出 期 限 

⑴ 個人事業の開業・廃業等届出書（所法229、所

規98） 

事業の開始の日、廃止の日又は事務所等を移転した

日から１か月以内 

⑵ 納税地の変更に関する届出書（事業所等を納

税地とする場合等)（所法16、所規17） 
随時 

⑶ 納税地の異動に関する届出書（所法20、所令

57） 
納税地が異動した後遅滞なく 

⑷ 青色申告承認申請書（所法144、所規55、所基

通144－１） 

① １月16日以後に開業した場合……その開業日か

ら２か月以内 

② 被相続人（青色申告者）の業務を相続したこと

により相続人が新たに業務を開始した場合…原則

として被相続人の死亡の日の翌日から４か月以内

③ その他の場合……受けようとする年の３月15日

まで 

⑸ 青色申告の取りやめ届出書（所法151、所規66）取りやめようとする年の翌年の３月15日まで 

⑹ 青色事業専従者給与に関する届出（変更届出）

書（所法57②、所令164、所規36の４） 

① １月16日以後に新たに青色事業専従者を有する

ことになった場合……その有することになった日

から２か月以内 

② 青色事業専従者給与の金額の基準を変更する場

合や新たに専従者が加わった場合……遅滞なく 

③ その他の場合……その年の３月15日まで 

⑺ 現金主義による所得計算の特例を受けること

の届出書（所法67、所令195、197、所規40の２）

① １月16日以後に開業した場合……その開業した

日から２か月以内 

② その他の場合……受けようとする年の３月15日

まで 

⑻ 棚卸資産の評価方法の届出書（所法47、所令

99、100） 
その年分の確定申告期限まで 

⑼ 減価償却資産の償却方法の届出書（所法49、

所令120、120の２、123） 

⑽ 棚卸資産の評価方法の変更承認申請書（所令

101、所規23） 新たな評価方法、償却方法を採用しようとする年の

３月15日まで ⑾ 減価償却資産の償却方法の変更承認申請書

（所令124、所規29） 

⑿ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

 （所法230、所規99） 

給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転

又は廃止した日から１か月以内 

(注)「⑴ 個人事業の開廃業等届出書」を提出する

場合は不要 

⒀ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

書（所法217①、所規78） 
随時 

⒁ 源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなく

なったことの届出書（所法218） 
該当しなくなった事実が発生した後遅滞なく 
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令和２年度版 所得税法（基礎編） 
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○ 平成 年度の主な改正事項

１ 金融・証券税制

⑴ 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置（ＮＩＳＡ）（措法

９の８、 の ）について、次の措置が講じられました。

居住者等が非課税口座を開設することができる年齢要件をその年１月１日において 歳以上（改

正前： 歳以上）に引き下げる（措法 の ⑤一）。

《適用関係》 上記①の改正は、平成 年４月１日以後に出国する居住者等について（改正所法附

則37②）、上記②の改正は、同日以後に提出する非課税口座異動届出書について（改

正措令附則 ）、上記③の改正は、令和５年１月１日以後に開設される非課税口座に

ついて適用されます（改正所法附則 ①）。

⑵ 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置（ジュニアＮＩＳ

Ａ）（措法９の９、 の の２）について、居住者等が未成年者口座の開設並びに非課税管理勘

定及び継続管理勘定の設定をすることができる年齢要件がその年１月１日において 歳未満（改

正前： 歳未満）に引き下げられました（措法 の の２①二、⑤一～四）。

《適用関係》 この改正は、令和５年１月１日以後に開設される未成年者口座及び同日以後に設けら

れる非課税管理勘定について適用されます（改正所法附則 ①）。

２ その他の所得税関係

家事関連費等の必要経費不算入等（所法 ）について、森林環境税及び森林環境税に係る延滞

金の額が加えられました（所法45①三の二）。

《適用関係》 この改正は、個人が森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成 年法律第

３号）附則第１条ただし書に規定する規定の施行の日（令和６年１月１日）以後に納付

する森林環境税及び森林環境税に係る延滞金について適用されます（改正所法附則２）。

３ 国際課税

⑴ 非居住者の内部取引に係る課税の特例（措法 の３の３）及び国外所得金額の計算の特例（措

法 の の５）について、次のとおり見直しが行われました。

① 特定無形資産内部取引に係る価格調整措置（措法 の３の３⑤等）

恒久的施設を有する非居住者の事業場等と恒久的施設及び居住者の事業場等と国外事業所等

との間の特定無形資産内部取引について、その特定無形資産内部取引の対価の額とした額を算

定するための前提となった事項についてその内容と相違する事実が判明した場合には、税務署

長は、その特定無形資産内部取引の内容及びその特定無形資産内部取引の当事者が果たす機能

その他の事情（その相違する事実及びその相違することとなった事由の発生可能性を含む。）

を勘案して、その特定無形資産内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って行わ

れるとした場合にその特定無形資産内部取引の対価の額とされるべき額を算定するための最も

適切な方法により算定した金額を独立企業間価格とみなして更正又は決定をすることができる。

ただし、上記により算定した金額と特定無形資産内部取引の対価の額とした額との相違が ％

を超えていない場合は、本措置は適用しない。

② 特定無形資産内部取引に係る価格調整措置に係る適用免除（措法 の３の３⑥～⑧等）

税務職員が次のイ又はロに掲げる場合に該当することを明らかにする書類の提出等を求めた

場合において、一定の日までにその書類の提出等があるときは、上記①の措置は適用しない。

イ 非居住者又は居住者が特定無形資産内部取引の対価の額とした額を算定するための前提と

なった事項の内容等を記載した書類を作成し、又は取得している場合

ロ 特定無形資産内部取引に係る判定期間（非居住者又は居住者と特殊の関係にない者から受

ける特定無形資産の使用等による収入が最初に生じた日の属する年の１月１日から５年を経
持出可
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㐣する日までのᮇ㛫をいう。）にその特定↓ᙧ資産の౑用等により⏕ずることがண ࡉれた

利┈の額とそのุ定ᮇ㛫にその特定↓ᙧ資産の౑用等により⏕じた利┈の額との相㐪が20㸣

を㉸えていない場合 

ճ ᭦正ᮇ㛫等のᘏ㛗（措法40の３の３द㹼ऩ等） 

非居住者の内部取引に係る課税の特例及び国外所得金額の計算の特例に係る所得税の᭦正ᮇ

㛫及び᭦正のㄳồᮇ㛫等を７年（改正๓㸸㸴年）にᘏ㛗する。 

 。れます（改正所法附則42、45）ࡉこの改正は、令和３年ศ以ᚋの所得税について適用 ࠔ適用関係ࠓ

 

㸲 ࡑの௚ 

⑴ ᨭᡶㄪ書➼ࠊᅜእ㏦㔠➼ㄪ書及びᅜእドๆ⛣⟶➼ㄪ書の㟁Ꮚ᝟ሗฎ⌮⤌⧊㸦H�7D[㸧ཪࡣග࢕ࢹ

ࠎᥦฟ⩏ົไᗘについて、提出⩏務の対㇟となるかどうかのุ定基‽となるその年の๓ࡿࡼ࡟➼ࢡࢫ

年に提出す࡭きであった支払調書等のᯛ数が100ᯛ以上（改正๓㸸1�000ᯛ以上）に引きୗげられま

した（所法228の４①、措法42の２の２①、国外送金等調書法４②）。 

れますࡉき支払調書等について適用࡭この改正は、平成33年１月１日以ᚋに提出す ࠔ適用関係ࠓ   

（平30改正所法附則18、85、122）。 

⑵ ఫᏯ೉ධ㔠➼ࢆ᭷ࡿࡍሙྜのᡤᚓ⛯㢠の≉ู᥍㝖㸦ఫᏯ೉ධ㔠➼≉ู᥍㝖㸧㸦ᥐἲ��㸧及び≉ᐃ

のቑᨵ⠏➼࡟ಀࡿఫᏯ೉ධ㔠➼ࢆ᭷ࡿࡍሙྜのᡤᚓ⛯㢠の≉ู᥍㝖の᥍㝖㢠࡟ಀࡿ≉例㸦≉ᐃቑᨵ

⠏➼ఫᏯ೉ධ㔠➼≉ู᥍㝖㸧（措法41の３の２）について、これらの特例の適用をཷける際に確定

⏦࿌書等にῧ௜す࡭き書㢮の⠊ᅖに、住Ꮿ取得資金に係る೉入金の年末ṧ㧗等ド明書に記載す࡭き

事項を記㘓した㟁Ꮚド明書等に係る㟁☢的記㘓༳ๅ書㠃（㟁Ꮚド明書等に記㘓ࡉれた᝟ሗの内容を、

国税ᗇ㛗ᐁが定める方法によって出ຊすることにより作成した書㠃をいいます。以ୗྠじです。）

がຍえられました（措規18の21չք㹼ध、18の23の２ջ）。 

この改正は、平成32年10月１日以ᚋに平成32年ศ以ᚋの所得税に係る確定⏦࿌書を ࠔ適用関係ࠓ   

提出する場合について適用ࡉれます（平30改正措規附則18、20）。 

⑶ ᖺᮎㄪᩚ࡟ಀࡿఫᏯ೉ධ㔠➼ࢆ᭷ࡿࡍሙྜのᡤᚓ⛯㢠の≉ู᥍㝖（措法41の２の２）について、

次の措置が講じられました。 

   ձ 居住日のᒓする年ศ又はその⩣年以ᚋいずれかの年ศの所得税につき住Ꮿ೉入金等特別᥍除の

適用をཷけた個人は、年末調ᩚの際に住Ꮿ೉入金等を᭷する場合の所得税額の特別᥍除⏦࿌書の

提出に௦えて、税務⨫㛗のᢎㄆをཷけている⤥୚等の支払者に対し、当ヱ⏦࿌書に記載す࡭き事

項を㟁☢的方法により提౪することができることとする（措法41の２の２մ㹼ն、措規18の23մ

յ）。 

   ղ 居住日のᒓする年ศ（平成31年から平成33年までのྛ年ศに限る。以ୗ「居住年ศ」という。）

又は当ヱ居住年ศの⩣年以ᚋのいずれかの年ศの所得税につき住Ꮿ೉入金等特別᥍除の適用をཷ

けた個人は、住Ꮿ೉入金等を᭷する場合の所得税額の特別᥍除⏦࿌書に記載す࡭き事項を㟁☢的

方法により提౪する場合には、住Ꮿ೉入金等を᭷する場合の所得税額の特別᥍除ド明書又は住Ꮿ

取得資金に係る೉入金の年末ṧ㧗等ド明書の提出に௦えて、これらのド明書に記載ࡉれる࡭き事

項を㟁☢的方法により提౪することができることとする（措法41の２の２չ、措規18の23ո）。 

   ճ 住Ꮿ೉入金等に係るമᶒ者は、住Ꮿ取得資金に係る೉入金の年末ṧ㧗等ド明書の஺௜に௦えて、

住Ꮿ೉入金等特別᥍除の適用をཷけようとする個人のᢎㅙを得て、当ヱド明書に記載す࡭き事項

を㟁☢的方法により提౪することができることとする（措令26の３ճ㹼շ、措規18の22յ㹼շ）。 

   մ 住Ꮿ೉入金等を᭷する場合の所得税額の特別᥍除⏦࿌書にῧ௜す࡭き書㢮の⠊ᅖに、住Ꮿ೉入

金等を᭷する場合の所得税額の特別᥍除ド明書に記載す࡭き事項を記㘓した㟁Ꮚド明書等に係る

㟁☢的記㘓༳ๅ書㠃及び住Ꮿ取得資金に係る೉入金の年末ṧ㧗等ド明書に記載す࡭き事項を記㘓

した㟁Ꮚド明書に係る㟁☢的記㘓༳ๅ書㠃をຍえる（措規18の23②）。 

持出可
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   յ 特定ቑ改⠏等住Ꮿ೉入金等特別᥍除の適用をཷけた個人について、上記①からմまでとྠᵝの

措置を講ずる（措法41の３の２ք、措令26の４ऩ、措規18の23の２րփ）。 

この改正は、平成32年10月１日以ᚋに提出する住Ꮿ೉入金を᭷する場合の所得税額 ࠔ適用関係ࠓ   

の特別᥍除⏦࿌書及びྠ日以ᚋ஺௜する住Ꮿ取得資金に係る೉入金の年末ṧ㧗等ド明

書について適用ࡉれます（平30改正所法附則78、平30改正措令附則17、平30改正措規

附則19）。 
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損益通算 ··························· 86 

損害賠償金 ························· 57 

損失の繰越控除 ······················ 88 

た 

退職給与引当金 ······················ 79 

退職所得 ·········· 22, 32, 40, 55, 140 

退職所得金額························ 42 

退職所得控除額 ······················ 32 

退職所得に対する源泉徴収 ··········· 146 

退職所得の源泉徴収票 ··············· 172 

退職所得の受給に関する申告書 ······· 146 

脱税犯 ···························· 174 

棚卸資産 ······················· 56, 61 

短期譲渡所得························ 33 

ち 

秩序犯 ···························· 174 

中小事業者の少額減価償却資産の取得価 

額の必要経費算入の特例 ·············· 65 

超過累進税率 ··················· 2, 122 

長期譲渡所得························ 33 

と 

同一生計配偶者 ········· 103, 104, 106 

特定公社債等························ 43 

特定支出控除························ 31 

特定震災指定寄附金を支出した場合の所 

得税額の特別控除 ··················· 178 

特定増改築等住宅借入金等特別控除 ··· 132 

特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡 

所得の課税の特例 ···················· 46 

特定役員退職手当等 ············· 32, 146 

特別農業所得者 ····················· 152 

に 

認定長期優良住宅若しくは認定低炭素住 

宅の新築等に係る特別税額控除 ······· 134 

ね 

年末調整 ·························· 146 

の 

納税義務者 ·························· 8 

納税告知 ·························· 148 

納税地 ····························· 11 

納税の猶予 ························ 179 

納付 ······························ 163 

は 

配偶者特別控除 ·············· 107, 108 

配偶者控除等申告書 ················· 143 

配当課税制度の概要 ·················· 52 

配当控除 ·························· 125 

配当所得 ·· 17, 27, 40, 44, 48, 54, 140 

配当所得に対する源泉徴収 ··········· 142 

罰則 ······························ 174 

販売費、一般管理費等 ················ 63 

ひ 

非課税所得 ·························· 4 
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引当金 ····························· 78 

非居住者 ························ 8, 13 

被災事業用資産の損失の必要経費算入に 

関する特例 ························ 177 

被災代替資産等の特別償却 ··········· 178 

必要経費 ··························· 58 

ふ 

復興特別所得税 ····················· 175 

不動産所得 ············· 17, 28, 40, 54 

扶養控除等申告書 ··················· 143 

扶養親族等申告書 ··················· 147 

ふるさと納税······················· 101 

分離課税 ··························· 43 

へ 

平均課税 ·························· 123 

別段の定めによる収入金額 ············ 56 

変動所得 ·························· 123 

ほ 

報酬、料金等に対する源泉徴収 ······· 147 

法人に対する課税の方法 ·············· 13 

保険金 ····························· 57 

保険料控除申告書 ··················· 143 

ま 

マイナンバー（個人番号） ··········· 154 

め 

免税所得 ···························· 4 

よ 

予定納税 ·························· 151 

予定納税額の減額承認申請書 ········· 153 

予定納税基準額 ····················· 151 

り 

利子所得 ·· 16, 27, 40, 47, 51, 54, 140 

利子所得に対する源泉徴収 ··········· 142 

理由附記 ·························· 169 

臨時所得 ·························· 124 

わ 

割引債の償還差益 ···················· 48 
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